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はじめに 
千葉県は、緑豊かな房総丘陵、九十九里浜をはじめとする 

美しい海岸線、様々な生物が生息・生育する里山や里海など 
豊かで多様な自然に囲まれており、私たちはこの豊かな自然 
環境から様々な恩恵を受けています。 

私たちには、この恵みを享受するだけではなく、次世代に 
しっかりと引き継いでいく責務があります。 

そのため、県では「第 3 次千葉県環境基本計画」を策定し、
循環型社会の構築や有害鳥獣対策の強化、大気・水環境の保全、地球温暖化対策等、
身近な地域から地球規模に至るまで様々な環境問題に対する施策を積極的に展開 
しています。 

この環境白書は、本県の環境の現状や環境に関する施策の実施状況等をとりまとめ
たものです。 

特に、世界的に観測されている平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇など
の気候変動問題については、人類共通の喫緊の課題として、我が国をはじめ、世界  
各国において解決に向けた様々な取組が行われています。 

本県においても、「千葉県地球温暖化対策実行計画」等に基づき、国や市町村、事業
者など、あらゆる主体と連携・協力しながら各種施策に取り組んでいるところですが、
県民の皆様一人ひとりも「自分ごと」として身近でできる取組を進めていく必要が 
あります。 

県の施策の詳細は特集ページにて御紹介しますが、例えば、次代を担う子供たちを
主な対象に、千葉県をモデルとした仮想都市を舞台に、遊びの要素を取り入れながら
カーボンニュートラル達成の過程を学ぶことのできる「MINECOOLAFT CHIBA ～
カーボンニュートラルな未来へ～」という体験コンテンツを開発し、温暖化対策に 
向けた普及啓発に活用しているほか、脱炭素化への対応に悩む中小事業者等を対象に、
無料で伴走型の相談支援を実施する「千葉県中小事業者等脱炭素化支援センター」を
設置するなど、新たな取組も着実に進めています。 

本書を通じて、一人でも多くの方に環境問題への理解や関心を深めていただき、 
千葉県が誇る豊かな自然を次の世代に継承するため、積極的に行動していただきます
よう、皆様の御協力をよろしくお願い申し上げます。 
 

２０２６年 3 月 
千葉県知事                     

 



 

千 葉 県 環 境 憲 章 
 

今、地球はたいへん傷ついています。人間のさまざまな営みが自然の微妙な 
バランスを崩し、生物の生存基盤をおびやかしています。そして、この根底には人間
の「生き方」が大きく関係しています。このままでは、取り返しがつかなくなります。 
 私たちのふるさと千葉は、美しい海岸線やなだらかな山々、温暖な気候など自然の
恵みを受けながら、先人のたゆまぬ努力により今日の社会を築いてきましたが、この
過程で空気や水や土の汚染、増大するごみ問題などが発生し、豊かな自然も一部では
失われつつあります。 
 千葉県は首都圏の重要な機能の一翼を担い、また世界に向け大きな飛躍が求められ
ていますが、うるおいとやすらぎのあるふるさととして、これからも調和ある発展を
図り、将来の世代に引き継いでいかなければなりません。 
 私たちは、かけがえのない地球をささえる一員であることを考え、環境問題に関心
を深め、行動する新たなライフスタイルの確立をめざして、ここに千葉県環境憲章を
定めます。 
 
１ 便利さや物を優先するくらしを見直し、地球にやさしいくらしに努めましょう。 
２ 貴重なエネルギーを大切にし、さわやかな青空をめざし、車の上手な利用や適度

な冷暖房などに努めましょう。 
３ 房総の青い海、きれいな川や沼をとりもどすよう、よごれた水を流さない心づか

いと実践に努めましょう。 
４ 限りある資源の有効活用に努め、「ごみ・ゼロ成長社会」をめざし、ごみを減ら

し、リサイクルを進めましょう。 
５ 身近ないきものや緑とのふれあいを通じ、自然の成り立ちと役割を学び、生物と

共生できる自然環境の保全に努めましょう。 
６ 私たちの一人ひとりが環境の守り手であることを自覚し、家庭、学校、職場、 

地域で力を合わせ快適な環境づくりを進めましょう。 

［表紙］ 
令和 8 年度千葉県環境月間ポスター 最優秀賞作品 

左上：中学生の部    千葉市立千城台西中学校 権田 実優 さん 
右上：小学生低学年の部 大網白里市立大網小学校 宮﨑 綾乃 さん 
左下：高校生以上の部  千葉県立松尾高等学校  大□ 結愛 さん 
右下：小学生高学年の部 大網白里市立大網小学校 藤井 理花 さん 
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１ 現状 
2024 年の世界の平均気温は、産業革命

前の水準と比べて 1.55 度上回り、気候変動
対策の国際ルールであるパリ協定で気温
上昇を抑える目標とされている「1.5 度」
水準を単年で初めて超えました。 

既に世界中で、異常高温、気象災害等が
多発しており、日本においても、真夏日や
猛暑日の増加、台風等の気象災害の激甚
化、高温による農作物の生育障害や品質
低下といった様々な影響が確認されてい
ます。 

このような中、国は 2021 年 10 月に
改定した「地球温暖化対策計画」で 2030 年度において、温室効果ガスを 2013 年度
から 46％削減することとし、さらに 2025 年 2 月の改定で、2035 年度までに 60％、
2040 年度までに 73％削減することを目指すこととしています。 

 
２ 県の施策 

千葉県においても、地域から中長期的に地球温暖化対策を進めるため、2023 年 3
月に、2030 年度を目標とした「千葉県地球温暖化対策実行計画」を改定するとともに、
2050 年カーボンニュートラルの実現を目指した「千葉県カーボンニュートラル推
進方針」を策定しました 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜2050 年カーボンニュートラルに向けた県の目指す姿へのロードマップ＞ 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 

地球温暖化対策における県の新たな取組等
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３ 県の取組 
千葉県地球温暖化対策実行計画では、「2030 年度に 2013 年度比 40％削減を目標と

し、更なる高みを目指す」としています。 
目標達成に向けては、主体別目標と県の施策の実施目標を設定し、計画を推進す

ることとしています。主体別目標では、「家庭」、「事務所・店舗等」、「製造業」及び
「運輸貨物」について、目標を設定しています。県の施策については、「再生可能エ
ネルギー等の活用」、「省エネルギーの促進」、「地域環境の整備・改善」、「循環型社
会の構築」の４つの項目に施策
の実施目標を設定し、施策を進
めています。 

また、気候変動対策として、
温室効果ガスの排出を抑制する
「緩和策」を進めると同時に、被
害を回避・軽減する「適応策」を
進める必要があります。各施策の
概要を以下に示します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

本特集では、2024 年度から実施している新たな３つの取組 

■緩和策 ①MINECOOLAFT CHIBA （普及啓発） 
②中小事業者等脱炭素化支援センター（事業者支援） 

■適応策 ③クーリングシェルター   （熱中症対策） 
と、2024 年度に改正を行った 

■千葉県自動車環境対策に係る基本方針 
について紹介します。 

太陽光発電設備などの導入や水素社会の構築に向けた取組の推進 
家庭や事業者におけるエネルギーの消費効率を向上させるための取組の促進 
次世代自動車等の普及促進 
農林水産業における吸収源対策等の取組の推進 
３R（廃棄物の発生抑制、循環資源の再使用、再生利用）の推進 
家庭・事業者への普及啓発、環境学習等の推進 

 

○主な緩和策 

温暖化に適応した技術の開発・普及、病害虫発生予察（農業・林業・水産業） 
減災・防災対策（ハード対策及びソフト対策）の推進（自然災害・沿岸域） 
熱中症予防・対処法の普及啓発及び発生状況の情報提供（健康） 

○主な適応策 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム 



3 
 

 

１ 目的 
  環境省では、温室効果ガス排出量を消費ベース（製品やサービスの原材料調達か

ら廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体で算出する考え方）で見た場合、
約６割が家計に関わる製品・サービスに由来するというデータを示しています。カ
ーボンニュートラルの達成に向けては、県民の「脱炭素型ライフスタイル」に対す
る意識改革や行動変容を進め、一人一人が自発的に脱炭素化に取り組むことが重要
となります。 

そこで、県では、次代を担う子供を主な対象として、遊びの要素を取り入れなが
ら地球温暖化対策の普及啓発を図ることとし、カーボンニュートラルな生活やまち
づくりを体験できる仮想空間として、マインクラフト※を活用したコンテンツ
「MINECOOLAFT CHIBA ～カーボンニュートラルな未来へ～」を開発しました。 

  ※マインクラフト：仮想の世界の中で、自由に建築や素材採集ができるゲーム
で教育現場からもプログラミング学習やアクティブラーニングを取り入れた
授業に効果的だと期待されています。 

 
２ 概要 

このコンテンツは、千葉県をモデルとした仮想都市
を舞台に、太陽光パネルの設置や次世代自動車の導
入といった身近な取組から、水素活用などの革新的
技術の研究・社会実装といった将来的なテーマまで、都
市づくりを体験しながらカーボンニュートラル達
成の過程を学べる内容となっています。 

個人で利用する RPG モードと、教育現場などで
の利用を想定した教育モードなどを制作しており、各モ
ードのゲームデータは公式ウェブサイトで公開して
おり、無料でダウンロードすることができます。 

公式 HP：https://chiba-decarboncraft.com/ 
 
３ 各モード紹介 

■RPG モード 
プレイヤーが物語の主人公となって、様々な脱炭素の取組をクエストとして達成し

ながら、2050 年カーボンニュートラルを目指してストーリーを進めます。ゲーム

MINECOOLAFT CHIBA ～カーボンニュートラルな未来へ～ 
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各エリアで学べる地球温暖化対策の取組 

イベントでのコンテンツ体験 

内の千葉県をモデルとした仮想都市には、住宅エリア、新都心エリア、工場エリア、
里山・里海エリアの特色が異なる 4 つのエリアが存在し、それぞれのエリアにおけ
る地球温暖化対策の取組について、ゲームを楽しみながら学ぶことができます（図
3）。また、様々な情報収集ができる空港や新技術を開発するための研究所などが
存在し、ペロブスカイト太陽電池やブルーカーボン、ケミカルリサイクルなどの
今後社会実装が期待される新しい技術についても学べる内容としています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■教育モード 
小・中学生向けの授業等での活用を想定し、RPG モードから SDGs や地球温暖

化対策をわかりやすく学べるクエストを厳選した内容となっています。また、複数
の生徒が同じ空間の中で、それぞれが学んだ内容を共有できるものとしており、グ
ループワークなどを通じて地球温暖化対策への理解を深めることができる内容と
なっています。 

このモードは、ICT 教育を得意とする教員の協力を受けて制作しており、公式 HP
では、ゲームデータと併せて利用マニュアルやワークシートの例も公開しています。 
 

４ 実績 
当コンテンツは 2025 年２月に完成し、公開後 1 月

で 760 件以上のダウンロードがありました。現在は、
イベント等で当コンテンツの体験ブースの出展等に
より県民への周知を行っています。今後は、教育モ
ードを利用した出前講座の開催等により、当コンテ
ンツの活用を広げていきます。 
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１ 経緯 
近年、グローバル企業がサプライチェーンでつながっている中小企業に対して、

CO2 削減を要請していることや、中小企業の温室効果ガス排出量が国内の排出量
の 1 割～2 割弱を占めていることから、中小企業においても、脱炭素化への対
応が求められています。 

一方で、中小企業の多くは、自社の経営に何らかの影響があると感じつつも、具体的
な対策がとれないといったことや、そもそもどのような取組を行えばよいのかわから
ないといった課題を有しています。 

こうした状況の中、県では、2024 年 5 月に「千葉県中小事業者等脱炭素化支
援センター」を開設し、中小事業者等の脱炭素化の取り組みを支援する体制を
強化しました。 

 
２ 支援センターの概要 

支援センターは、県内の中小事業者等の
脱炭素化の取組を支援することを目的に設
置した機関です。 

中小事業者の脱炭素化に向けては、再生可
能エネルギーの導入や省エネルギーの取
組に関するノウハウ、資金の不足などが課
題となっています。 

このため支援センターでは、エネルギー
管理士や中小企業診断士による相談対応・
訪問支援、各種補助金の案内、事業者向け
のセミナーやワークショップ（脱炭素スク
ール）開催など、伴走型の相談支援を無料
で実施しています。 

 
【対 象 者】千葉県内に事業所をもつ企業・団体・個人事業主等 
【相談方法】窓口への来所、Web 面談、メール、電話、訪問（全て無料） 
【相談時間】1 回あたり 90 分程度（回数の制限なし） 
【専用ウェブサイト】https://chiba-datsutanso.pref.chiba.lg.jp/ 

  

千葉県中小事業者等脱炭素化支援センター 
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３ 利用実績 
2024 年度は、87 の事業者か

ら 160 件 の 相 談 を 受 け た ほ
か 、セミナーを計 5 回開催する
など、県内中小事業者等の脱炭
素化に向けた支援を幅広く実施
しました。相談の約 7 割は従業
員数 100 人以下の企業であり、
中小企業を中心に、活用してい
ただきました。 

また、製造業・サービス業・建設業など多様な業種から相談が寄せられましたが、
特に、設備機器を多く保有する製造業は、複数回にわたる継続的な相談をいただ
く傾向が見られました。 

相談内容としては、「脱炭素経営について知りたい」といったものから、「実際
に工場を見て省エネのポイントを教えてもらいたい」など多岐にわたりました。 
■利用者からの主な意見 

 事業所や工場で実際に設備を見てもらい、専門家の知見にもとづくアドバイ
スを受けることができた。 

 設備を導入した際の投資対効果や更新効果の試算が得られた。 
 投資による省エネだけではなく、自社の経営状況に寄り添った運用改善の

アドバイスがあった。 
 
４ 今後の取組 

地球温暖化対策の取組は、県をはじめとした行政機関だけで実現できるものではな
く、事業者や県民の皆様などあらゆる主体が、それぞれの立場から、意識改革と行
動変容を起こし、連携・協力して取り組んでいく必要があります。 

中小事業者等脱炭素化支援センターは、こうした社会全体での脱炭素化の流れ
を後押しするため、県内事業者が抱える課題に寄り添い、専門的な助言や補助金活
用の支援、省エネ・再エネ導入の検討など、実践的なサポートを行う拠点として設
置した機関です。 

今後も引き続き、事業所における脱炭素化に向けた取組のアドバイスやエネルギ
ーコスト削減の提案、各種補助金の案内を、対面や現地訪問により伴走型で実施
するとともに、省エネ・再エネや ZEB などのセミナーを開催し、カーボンニュート
ラル関係全般の普及啓発を行っていきます。 
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１ 経緯 
気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、気候変動適応法（平成

30 年法律第 50 号）が 2023 年 4 月に改正され、2024 年 4 月に全面施行されまし
た。 
 
 
 
 
 

 
２ クーリングシェルター及び涼み処とは 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ 県の対応 

市町村長が、市町村内の施設や協定を結んだ民間施設等をクーリングシェルタ
ーとして指定することができるとしており、県としては、一部の県有施設を開放す
るとともに、市町村への情報提供等により、クーリングシ
ェルター等の指定を促進しています。 

具体的には、公民館や図書館などの公共施設のほか、民
間事業者の協力により商業施設（ショッピングモールやドラ
ッグストア、郵便局等）などが、クーリングシェルターや涼
み処としてご利用いただけます。今後も、民間事業者の
協力も得ながら、施設の拡大に努めていきます。 

 

 「熱中症警戒アラート」を「熱中症警戒情報」として法に位置付け 
 より深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報 

（熱中症特別警戒アラート）」を創設 
 市町村長による指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の指定制度の創設 

 

クーリングシェルター・マーク 
※市町村によっては、独自のマークを

作成し掲示している施設もあります 

 
危険な暑さから避難できる場所として市町村長が指定した施設 
熱中症特別警戒アラートの発表期間中、一般に開放 
熱中症特別警戒アラートは、熱中症警戒アラートのさらに一段上の過去に例の
ない暑さが予測された場合に県単位で発表 

 

クーリングシェルター 

 
熱中症特別警戒アラートの発表状況に関わらず、クールシェア・休憩を目的に
一般に開放されている施設 
クールスポット等と呼ばれている場合もあり、クーリングシェルターも兼ねる
施設が多い 

涼み処 

改正気候変動適応法（概要） 

クーリングシェルター 
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４ クーリングシェルター等の情報提供 
クーリングシェルター及び涼み処について

は、各市町村のホームページや千葉県ホームペ
ージのほか、ちば情報マップから確認するこ
とができますので、是非利用してください。 

 
URL 
https://map.pref.chiba.lg.jp/pref-    
chiba/PositionSelect?mid=1212 

 
５ 熱中症特別警戒アラート等について 

県内の暑さ指数情報提供地点（14 地点）における暑さ指数（WBGT）が、一定の
値に達すると各種アラートが発表されます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

熱中症警戒情報 熱中症特別警戒情報

（2024年新設）

一般名称 熱中症警戒アラート 熱中症特別警戒アラート

発表基準

県内1地点以上で

暑さ指数(予測値)が33

県単位で発表

県内全地点（14地点）で

暑さ指数（予測値）が35

県単位で発表

タイミング 前日17時頃、当日5時頃 前日14時頃

過去3年間

の発表状況

令和4年度：12日

令和5年度：34日

令和6年度：39日

（令和4,5年度において

発表基準を満たす日はなし）

令和6年度：0日

気候変動適応情報プラットフォームで公開されている素材を使用して作成 

＜熱中症対策のポイント＞ 

 
WBGT とは？ 
「①湿度」、「②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境」、 
「③気温」の３つを取り入れた指標 

ちば情報マップ画面 
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１ 基本方針の改正の趣旨 
県では、千葉県環境保全条例第 5 条第 2 項に基づき、自動車の使用に伴う環境へ

の負荷を低減するための長期的な計画として、2012 年 3 月に「千葉県自動車環境
対策に係る基本方針（以下、「基本方針」という。）」を策定し、自動車環境対策を進
めてきました。 

近年、自動車からの窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）の排出量は低下
傾向にあり、大気環境は大きく改善している一方で、地球温暖化対策に目を向ける
と、世界的にもカーボンニュートラルを目指す動きが加速していることから、今後
は「公害対策」中心の取組だけではなく、「地球温暖化対策」にも重点を置いた自
動車環境対策を進めていくこととして、2024 年 12 月に基本方針の改正を行いまし
た。 

 
２ これまでの取組と成果 

県ではこれまで、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に
おける総量の削減等に関する特別措置法」に基づき策定した総量削減計画に基づく
NOx・PM の排出低減対策を実施してきました。また、「千葉県ディーゼル自動車か
ら排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例」で定めている粒子状物質の排
出基準を満たさない車両の運行を禁止する「運行規制」と、排出ガス中の粒子状物
質を増大させる重油を混和した燃料等の使用・販売を禁止する「燃料規制」の２つ
の規制に基づき、立入検査を通じた改善指導を行ってきました。併せて、低公害車
の普及促進やエコドライブの推進などの取組を総合的に推進してきた結果、二酸
化窒素（NO2）は 2019 年度以降、浮遊粒子状物質（SPM）は 2014 年度以降、
環境基準達成を継続しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ディーゼル自動車の検査状況 

千葉県自動車環境対策に係る基本方針の改正 
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また、自動車騒音については、防音壁の設置や音の発生が少ないハイブリッド
自動車などの低公害車の普及などの取組により、環境基準達成率が年々上昇してお
り、2024 年度は 95.1%となっています。 
 

図表 本県における主な低公害車の普及状況（年度末時点）（単位：台） 
車種（注 1）＼年度 2012 … 2020 2021 2022 2023 2024 
ハイブリッド自動車 140,363    471,825  511,425  552,255  603,780 657,051 

プラグインハイブリッド 
自動車 589    6,753  7,717  9,242  11,191 12,695 

電気自動車 827    4,987  5,738  7,030  8,707 10,123 
燃料電池自動車 1    98  178  199  239 265 

その他 （注 2） 1,104    233  170  122  100 83 
合計 142,884    483,896  525,228  568,848  624,017 680,217 

自動車保有台数（注 3） 
（軽自動車を除いた台

数） 

338 万 
(237 万)  354 万 

(235 万) 
355 万 

(234 万) 
356 万 

(234 万) 
357 万 

(234 万) 
359 万 

(234 万) 

出典：わが国の自動車保有動向（(一財)自動車検査登録情報協会 HP） 
注 1）ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車、 

その他の台数に軽自動車は含まない 
注 2）「その他」は天然ガス自動車、メタノール自動車の合計 
注 3）「自動車保有台数」は二輪車を除いた台数 

 
３ 自動車を取り巻く環境の変化と今後の課題 

これまで行ってきた自動車環境対策の取組が進み、NO2・SPM の環境基準を達成す
るなど、自動車公害対策として一定の成果をあげてきた一方で、ガソリンや軽油を燃
料とする自動車の排気ガスには、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一つであ
る二酸化炭素が大量に含まれており、地球温暖化対策の観点からその影響が世界的
に問題視されています。 

2023 年 3 月に改定した「千葉県地球温暖化対策実行計画」において、2030 年度
までに千葉県の温室効果ガス排出量を 2013 年度比 40%削減とし、更なる高みを目
指すことを目標とし、あらゆる主体が温室効果ガス削減に向けた取組を総合的に進
めていくとしています。運輸部門においても、二酸化炭素排出量が産業部門に次ぐ
割合で高く、二酸化炭素の排出が少ない次世代自動車等への転換が求められますが、
車両価格の高さや走行距離の制限などの課題があり、その解消のためには、今後一
層の技術革新が必要となります。 

 
４ 自動車環境対策の取組の方向性 

こうした状況を踏まえ、2024 年 12 月に 2030 年度までの中長期的な方針とし
て、基本方針を改正しました。 

基本方針の中で、県では、これまでの自動車を取り巻く環境の変化や自動車に
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関する技術革新の進捗を踏まえ、「千葉県地球温暖化対策実行計画」など各種計
画や施策との整合性を図りながら、官民連携体制で自動車環境対策の取組を進める
こととしています。 

具体的には、電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）、プラグインハイブ
リッド自動車（PHV）等の次世代自動車の普及促進、さらにこれらの自動車の充電
に太陽光発電等の再生可能エネルギーを利用するゼロカーボン・ドライブなどを
推進します。また、エコドライブの推進を引き続き行うとともに、電気自動車を中
心としたカーシェアリングや公共交通機関の利用等を促し、移動に伴う二酸化炭素
排出量の削減を目指します。 

一方で、地球温暖化対策に重点を置きつつも、大気環境や自動車騒音の環境基
準等の達成率の維持や更なる向上を目指し、自動車の排出ガス規制や騒音規制の取
組を継続していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
次世代自動車の普及啓発 

＜取組の方向性と取組項目の例＞ 
(1)次世代自動車等の普及促進と今後の技術革新 
・県民・事業者に対する次世代自動車の導入促進 
・運輸貨物事業者等への電気自動車や充電設備等への支援 
・官民連携による電気自動車の充電環境の整備 

(2)ゼロカーボン・ドライブの推進 
・再生可能エネルギーを活用した電気自動車等の利用促進 
・ソーラーカーポートを含めた太陽光発電設備等の設置促進 

(3)エコドライブの推進 
・普及啓発等によるエコドライブの実践の推進 

(4)カーシェアリング・公共交通機関の利用等 
・電気自動車を中心としたカーシェアリングの普及促進 
・公共交通機関の利用促進 
・コンパクトなまちづくりへの転換 

(5)環境基準達成等に向けた取組の継続  
・自動車単体からの排出ガス規制や騒音規制の強化等 
・車種規制の実施及び流入車の排出基準の適合車への転換の促進 





 
 
 
 
 
 
 
 
第２部 良好な環境の創造に向けて   
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序章 県の施策体系 
本県では、1993 年 2 月に県民の環境に対する行動規範として策定した「千葉県環境憲章」の精

神と、同年 11 月に制定された「環境基本法」を踏まえ、環境負荷の少ない持続可能な社会を構築
するとともに、地域の自然、文化、産業などを含む魅力ある環境の保全により、快適な環境の実現
を図っていくため、1995 年 3 月に「千葉県環境基本条例」を制定しました。この条例は、「環境基
本法」との整合性を図りつつ、県の環境の保全について基本理念を定め、県、市町村、事業者及び
県民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する基本的な事項を示すものです。 

さらに、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、条例第 9 条に基づき、
「千葉県環境基本計画」を策定しています。 

2019 年 3 月に策定した第三次千葉県環境基本計画では、「恵み豊かで持続可能な千葉」の実現を
目指し、5 つの基本目標の達成に向けて、6 つの政策分野と 23 の施策項目を設定しています。ま
た、相互に関連する複数の課題の同時解決に取り組む SDGs の考え方を活用し、持続可能な社会の
構築という観点から「経済」「地域づくり」「暮らし」「人づくり」に関する 4 つの分野横断的なテ
ーマを設定し、環境・経済・社会的課題の同時解決を目指しています。 

この環境白書は、条例第 8 条に基づき、本県の環境の状況や施策の実施状況を明らかにするとと
もに、2024 年度における環境基本計画の進捗状況の点検・評価の結果を取りまとめたものです。 

このため、本書においては、各節ごとに、次の項目に沿って、第三次千葉県環境基本計画の進捗
状況等について記載をしています。 

「現況と課題」：計画で示された現況と課題に対し、最新の状況を記載 
「県の施策展開」：計画で示された県の施策展開に対する実績を中心に、施策の実施状況を記載 
「環境基本計画の進捗状況の点検・評価等」： 

計画で示された進捗を表す指標に対する状況と評価、分析と今後の対応方針を記載 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千葉県環境基本条例 

千葉県環境基本計画 

環境基本法 

関連法 
・地球温暖化対策推進法 
・自然環境保全法 
・廃棄物処理法 
・大気汚染防止法 
・水質汚濁防止法 
・環境教育推進法 
・環境影響評価法 など 

関連条例 

・千葉県環境保全条例 

・千葉県自然環境保全条例 

・廃棄物の処理の適正化に関する条例 

・千葉県環境影響評価条例   など 

分野別個別計画 

・千葉県地球温暖化対策実行計画 

・生物多様性ちば県戦略 

・千葉県環境学習基本方針 

・千葉県廃棄物処理計画 

・千葉県災害廃棄物処理計画 

・千葉県カーボンニュートラル推進
方針 

・自動車排出窒素酸化物及び自動車 

排出粒子状物質総量削減計画 

・湖沼水質保全計画 

・千葉県バイオマス活用推進計画 

  など

循 環 型 社 会 形 成
推進基本法 

生物多様性基本法 

環境保全のための具体的な施策の展開 
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１ 計画策定の趣旨  ２ 計画の位置付け  ３ 計画期間： 2019年度から2028年度までの10年間  ４ 計画の構成 

 

１ 持続可能な社会に向けた環境・経済・社会的課題の同時解決  

２ 地球温暖化 ３ 循環型社会 ４ 自然環境 ５ 生活環境 ６ 環境を守り育てる人・ネットワーク 

 
１ 計画の推進体制 ２ 各主体に求められる役割 ３ 計画の進行管理（指標を活用して、マネジメントサイクルに基づき毎年度実施） 

環境と経済の 

好循環の創出 

環境と調和のとれた 

持続可能で魅力ある 

地域づくり 

健康で心の豊かさを 

実感できる暮らしの実現 

持続可能な社会を築く人・

ネットワークづくり 

４ 

気
候
変
動
へ
の
適
応 

３ 

温
暖
化
対
策
に
資
す
る
都
市
・
地
域
づ
く
り
等
の
促
進 

２ 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進 

１ 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
活
用 

１ 環境学習の推進と環境保全活動の促進 ２ 環境保全の基盤となる施策の推進 
３ 環境と経済の好循環の創出     ４ 災害時等における環境問題への対応 

４ 

再
生
土
へ
の
対
策
の
推
進 

３ 

残
土
の
適
正
管
理 

２ 

廃
棄
物
等
の
適
正
処
理
の
推
進
と
不
法
投
棄
の
防
止 

１ 

３
Ｒ
（
リ
デ
ュ
ー
ス
・
リ
ユ
ー
ス
・
リ
サ
イ
ク
ル
）
の
推
進 

３ 

地
域
の
特
性
に
応
じ
た
環
境
の
保
全 

２ 

自
然
公
園
等
に
よ
る
優
れ
た
自
然
環
境
の
保
全
と
活
用 

１ 

生
物
多
様
性
の
保
全
に
向
け
た
総
合
的
施
策
の
展
開 

３ 

有
害
鳥
獣
対
策
の
強
化 

２ 

特
定
外
来
生
物
の
早
期
防
除 

１ 

希
少
野
生
生
物
の
保
護
・
回
復 

５ 

化
学
物
質
・
放
射
性
物
質
へ
の
対
策 

４ 

騒
音
・
振
動
・
悪
臭
の
防
止 

３ 

良
好
な
土
壌
環
境
・
地
盤
環
境
の
保
全 

２ 

良
好
な
水
環
境
の
保
全 

１ 

良
好
な
大
気
環
境
の
確
保 

各分野に係る施策：６つの政策と23の施策 
分野を横断する４つの 
テーマを設定 
分野横断的に施策を展開 

↓ 

環境・経済・社会的課題

の同時解決 

第１章 計画の基本的事項 

環境問題等に対する基本認識 

第２章 計画の目標 

みんなでつくる『恵み豊かで持続可能な千葉』 
～ずっと豊かで安心して暮らしていける千葉の環境を、みんなのチカラで築き、次の世代に伝えていく～ 

目指す将来の姿 

 １ 地球温暖化対策の推進    ２ 循環型社会の構築    ３ 豊かな自然環境の保全と自然との共生 

 ４ 野生生物の保護と適正管理  ５ 安全で安心な生活環境の保全 

基本目標 

第４章 施策の展開方向 

政策１ 

地球温暖化 
対策の推進 
 

 

政策２ 

循環型社会 
の構築 
 
 

政策３ 

豊かな自然
環境の保全
と自然との
共生 

政策４ 

野生生物の
保護と適正
管理 
 

政策５ 

安全で安心
な生活環境
の保全 
 

政策６ 環境保全のための基盤的、横断的な施策の推進 

第５章 計画の推進 

第３章 施策展開の 
基本的な考え方 
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ＳＤＧｓとは 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称で、2015 年 9 月に国連総会
で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2016 年から 2030 
年までの国際目標です。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂のある社会の実現を
目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題について、統合的に取り組むことを掲げ、17
のゴールと 169 のターゲットが設定されました。 
 

 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困
を終わらせる 

 各国内及び各国間の不平等を是正す
る 

 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び
栄養改善を実現し、持続可能な農業
を促進する 

 包摂的で安全かつ強靱（レジリエン
ト）で持続可能な都市及び人間居住を
実現する 

 あらゆる年齢のすべての人々の健康
的な生活を確保し、福祉を促進する 

 持続可能な生産消費形態を確保する 

 すべての人に包摂的かつ公正な質の
高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する 

 気候変動及びその影響を軽減するた
めの緊急対策を講じる 

 ジェンダー平等を達成し、すべての
女性及び女児の能力強化を行う 

 持続可能な開発のために海洋・海洋資
源を保全し、持続可能な形で利用する 

 

すべての人々の水と衛生の利用可能
性と持続可能な管理を確保する 

 陸域生態系の保護、回復、持続可能な
利用の推進、持続可能な森林の経営、
砂漠化への対処、ならびに土地の劣化
の阻止・回復及び生物多様性の損失を
阻止する 

 

すべての人々の、安価かつ信頼でき
る持続可能な近代的エネルギーへの
アクセスを確保する 

 持続可能な開発のための平和で包摂
的な社会を促進し、すべての人々に司
法へのアクセスを提供し、あらゆるレ
ベルにおいて効果的で説明責任のあ
る包摂的な制度を構築する 

 包摂的かつ持続可能な経済成長及び
すべての人々の完全かつ生産的な雇
用と働きがいのある人間らしい雇用
（ディーセント・ワーク）を促進する 

 持続可能な開発のための実施手段を
強化し、グローバル・パートナーシッ
プを活性化する 

 強靱（レジリエント）なインフラ構
築、包摂的かつ持続可能な産業化の
促進及びイノベーションの推進を図
る 

  

  出典：持続可能な開発目標（SDGｓ）活用ガイド（環境省） 
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第１章 地球温暖化対策の推進 
 
地球温暖化の現状 

2021 年 8 月に気候変動に関する政
府間パネル（IPCC）が公表した第６
次評価報告書第１作業部会報告書に
よると、世界の平均気温は 1850～
2020 年に約 1.09℃上昇し（図表 1-
1）、気象庁の「気候変動監視レポート
2024」においても、日本の年平均気温
は 100 年当たり 1.40℃上昇していま
す。また、銚子地方気象台の観測デー
タでは、100 年当たり 1.3℃上昇して
おり（図表 1-2）、世界と同様に千葉
県においても地球温暖化は進行して
います。 

IPCC の報告では、人間活動が主に
温室効果ガスの排出を通して地球温
暖化を引き起こしてきたことは疑う
余地がないことや、継続的な温室効
果ガスの排出は更なる地球温暖化を
もたらし、短期のうちに 1.5℃に達す
るとの厳しい見通しが示されまし
た。この 10 年間に行う選択や実施す
る対策は、現在から数千年先まで影
響を持ち、今すぐ対策を取ることの
必要性が示されています。 

 
千葉県地球温暖化対策実行計画の改定 

温室効果ガスの排出量を減少させるには、世界全体で人為的な排出を抑制していくことが重要
です。2015 年 12 月、世界の全ての国と地域が参加しパリ協定が採択され、各国が温室効果ガス
の排出削減の自主目標を設定し、地球温暖化対策に取り組んでいくこととしています。 

その後、国においては、2021 年 5 月に「地球温暖化対策推進法」を改正し、2050 年までに温
室効果ガス排出実質ゼロを目指すことを基本理念として示し、それに基づき「地球温暖化対策計
画」を改定し、「2030 年度において、温室効果ガスを 2013 年度から 46％削減することを目指す。」
こととしました。また、2025 年 2 月に「地球温暖化対策計画」を改定し、2050 年ネット・ゼロ
実現に向けた直線的な経路を示すものとして、「2035 年度、2040 年度において、温室効果ガスを
2013 年度からそれぞれ 60％、73％削減することを目指す。」こととしました。 

県においても、国の計画等を踏まえ、2023 年 3 月に千葉県地球温暖化対策実行計画を改定す

図表 1-1 世界の年平均気温の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：IPCC 第 6 次評価報告書 第１作業部会報告書 

図表 1-2 銚子地方気象台における年平均気温の 
平年差の経年変化（1887～2024 年） 

注：1892 年と 1897 年（図中の▲）に観測場所を移転しており、移転
前の数値は補正した値です。 

出典：東京管区気象台ホームページ 
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るとともに、2050 年カーボンニュートラルの実現を目指し、千葉県カーボンニュートラル推進
方針を新たに策定しました。 

 
温室効果ガスの排出量 

千葉県における 2021 年度の温室効果
ガスの排出量は 7,217 万ｔ（二酸化炭素
換算）であり、2013 年度（基準年）と比
較すると、18.2%減少しました。（図表 1-
3） 

なお、温室効果ガス排出量は、2013 年
度以降、概ね減少傾向にありましたが、
2021 年度は、前年度と比較し、9.4 %の
増加となりました。増加した要因として
は、新型コロナウイルス感染症で落ち込
んでいた経済の回復等によるエネルギー
消費量の増加等が考えられます。 

2021 年度の千葉県の温室効果ガス排
出量の 97.8%を二酸化炭素が占めてお
り、これをさらに部門別に見ると、東京湾
沿いに素材産業を中心とした製造業が集
積していることなどから、産業部門の占
める割合が 57.3%と全国（35.3%）よりも
高いことが本県の特徴です。（図表 1-4） 

2013 年度（基準年）と 2021 年度の二
酸化炭素排出量を部門別に比較すると、
製造業などの「産業部門」が 19.3%、県
民の生活に直接関わる「家庭部門」が
21.7%、事務所・店舗などの「業務その他
部門」が 16.9％減少しています。（図表 1-
5） 

地球温暖化の主因である温室効果ガス
の排出量を削減するため、県民、企業、行
政など全ての主体の温暖化対策の取組を
推進するとともに、同時に気候変動の影
響への適応策についても取り組みます。 

 

 

 

図表 1-3 ガス種別温室効果ガス排出量 
（単位：千 t-CO2） 

 2013 年度 
（基準年度） 2020 年度 2021 年度 

二酸化炭素 86,530 64,363 70,573 
メタン 672 684 677 

一酸化二窒素 778 641 680 
ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ 

（ＨＦＣs） 195 180 141 

ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ 
（ＰＦＣs） 34 40 55 

六ふっ化硫黄 
（ＳＦ６） 32 35 37 

三ふっ化窒素 
（ＮＦ３） 32 6 6 

合計 88,274 65,949 72,170 
基準年比 － -25.3% -18.2% 

注：千葉県地球温暖化対策実行計画策定後に算定方法の見直し
等が行われたため、2013 年度以降、最新の数値等を用いて
改めて算出しています。 

図表 1-4 部門別二酸化炭素排出量の構成比 
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図表 1-5 部門別二酸化炭素排出量       （単位：千 t-CO2） 

 
2013 年度 

（基準年度） 
2020 年度 2021 年度 

増減率 
（対基準年度） 

エネルギー転換部門 1,772 1,300 1,363 -23.1% 

産業部門 50,086 35, 843 40,443 -19.3% 

家庭部門 9,176 6,943 7,185 -21.7% 

業務その他部門 10,535 7,938 8,753 -16.9% 

運輸部門 11,454 9,962 9,785 -14.6% 

廃棄物部門 1,744 1,407 1,542 -11.6% 

工業プロセス部門 1,763 970 1,502 -14.8% 

合 計 86,530 64,363 70,573 -18.4% 
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現況と課題 

再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出しないエネルギー源であり、地球温暖化対策の推
進のため、積極的に活用していくことが必要です。また、環境負荷の低減だけでなく、エネルギ
ーの分散確保、地域経済の活性化などを図る上で重要となっています。 

脱炭素社会の実現を目指すため、2021 年 2 月定例県議会において、2050 年二酸化炭素排出実
質ゼロ宣言を行いました。その実現には電源の脱炭素化が鍵となり、再生可能エネルギーに関し
ては、2050 年における主力電源として最優先の原則の下で最大限の導入に取り組む必要があり
ます。 

現在、本県の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法における再生可能エネ
ルギー発電設備の導入状況（資源エネルギー庁公表）は、2025 年 3 月末時点において 3,844.2MW
で全国第 5 位、このうち太陽光発電設備の出力が 3,579.8MW で全国第 3 位となっており、同制
度の実施により大幅に導入量が増加しました。 

しかしながら、更なる導入にあたっては、発電コストの高さ、系統への制約、天候に左右され
る不安定さ、調整力などの課題が指摘されています。また、主に太陽光発電の急速な導入拡大に
伴い、様々な事業者が参入した結果、将来の廃棄、安全面、防災面等に対する地域の懸念が高ま
っています。 

このため、2020 年 6 月、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等
の一部を改正する法律」が成立したことにより、市場連動型の FIP 制度、系統増強費用への賦課
金投入、太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを担保する制度、系統容量の空押さえなどの問題
が生じている長期未稼働案件に対する失効制度等が設けられました。また、県では、2024 年 3 月
に「再生可能エネルギーの促進区域の設定に関する環境配慮基準」を策定し、環境に配慮した再
生可能エネルギーの導入を促進しています。引き続き国や市町村と連携しながら、これらの課題
等の解決に向けた検討を進めていく必要があります。 

銚子市沖では、全国に先駆けて、一般海域において漁業と協調した形で、地域の理解を得なが
ら大規模な洋上風力発電の設置の検討を進めてきたところですが、2020 年 7 月に「海洋再生可
能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（再エネ海域利用法）」に基
づく「促進区域」に指定され、洋上風力発電の導入に向けた取組が進められています。  

水素は、電源の脱炭素化、合成燃料や合成メタンの製造、再生可能エネルギーの効率的な活用
など多様な貢献が期待できます。水素を利用して発電する燃料電池は、エネルギー効率が高く、
省エネルギーや二酸化炭素排出削減に大きく寄与し、家庭・業務・運輸部門における普及拡大が
期待されています。水素の活用の拡大に当たっては供給コストの削減や需要創出等の課題がある
ものの、水素が日常生活や産業活動で普遍的に利用される「水素社会」を早期に実現させること
が望まれています。  

第１節 再生可能エネルギー等の活用 
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県の主な取組・施策展開 

１ 再生可能エネルギーの導入促進 
家庭・事業者への導入促進 
太陽光発電設備等の購入を希望する者を募り、一括して発注することによるスケールメリッ

トを活かした価格低減を促す共同購入支援事業を実施し、2024 年度は、県民向けは 184 件の
契約を実現しました。 

また、2024 年度から、初期費用ゼロで太陽光発電設備等を設置できるリース・PPA の導入
促進に向けた事業を開始し、事業者向けには、一括して発注することによるスケールメリット
を活かした価格低減を促す共同調達事業を実現するとともに、家庭向けには、リース・PPA に
よる太陽光発電設備の導入等に対する助成事業を実施し、7 件の助成を行いました。 

（２）地域（市町村・事業者等）への導入促進 
商工労働部カーボンニュートラル推進課内にワンストップ窓口を設け、民間事業者や市町村

による再生可能エネルギーの導入支援等を行っています。 
このほか、太陽光発電事業に関する諸制度や自治体としての対応を取りまとめ、市町村に情

報提供を行いました。 

（３）海洋再生可能エネルギーの導入促進 
全国で海洋再生可能エネルギーを活用する機運が高まる中、本県の太平洋岸の沖合は風況が

良く、再生可能エネルギー主力電源化の切り札とされる洋上風力発電のポテンシャルが高いこ
とから、導入可能性の検討を進めています。 

その中で、再エネ海域利用法に基づき促進区域に指定された銚子市沖については、洋上風力
発電の導入に向けた取組が進められています。  

また、いすみ市沖について、2021 年 9 月に、促進区域の指定に向けた「有望区域」に選定さ
れたことから、「促進区域」の指定に向けた協議を行うため、国、県、地元市、漁業関係者等
から構成される協議会を開催しました。 

さらに 2022 年 9 月には、促進区域の指定に向けた「有望区域」として九十九里沖が選定さ
れました。 

（４）バイオマス利活用の推進 
県内に豊富に存在している家畜排せつ物等の様々なバイオマスは、カーボンニュートラルと

いう性質を有しており、燃焼させても長期的に見れば大気中の二酸化炭素を増加させないため、
バイオマスの利活用を推進することは、地球温暖化対策として有効な取組です。県では、バイ
オマスのエネルギー利用についても推進しています。 

参照バイオマス利活用の拡大（第２章第１節 P47） 

（５）普及啓発 
千葉県ホームページにおいて再生可能エネルギーの導入に関する情報提供を行っています。 
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（６）県自らの取組の推進 
県自らの取組として、庁舎や県立学校、水道施設などで太陽光発電や小水力発電設備の導

入を推進しており、2024 年度末現在、図表 1-1-1 のような施設において導入されています。  
2024 年度は、太陽光発電設備について建替や大規模改修工事等により 5 施設へ導入すると

ともに、民間事業者が太陽光発電設備を設置し、県は電気料金のみを負担していくという
「PPA モデル」の活用により、県立学校 20 校へ導入しました。 

 図表 1-1-1 県有施設における主な導入状況 
種 類  主 な 導 入 状 況  

太陽光発電 ちば野菊の里浄水場(計 205kW)、東部家畜保健衛生所(26kW)、長生合
同庁舎(23kW)、夷隅合同庁舎（20kW）、社会福祉センター（10kW）、
農林総合研究センター(21kW)、館山警察署(5kW)、県立学校 41 施設
（計 2,703kW）など 

小水力発電 幕張給水場（350kW）、妙典給水場（300kW）など 
 
２ 水素社会の構築に向けた取組の推進 

水素の利活用に向けた環境づくり 
水素エネルギーの利活用を通じた県内産業の振興を図ることを目的に、2016 年度から、学

識経験者・民間企業・大学・市町村等で構成する「千葉県水素エネルギー関連産業振興プラッ
トフォーム」を設置し、全体会議や先進地の視察などを行っています。 

また、脱炭素化が難しい素材・エネルギー産業が集積する京葉臨海コンビナートでは、2022
年度から、県、市、立地企業、有識者等で構成する「京葉臨海コンビナートカーボンニュート
ラル推進協議会」を設置し、カーボンニュートラルコンビナートへの転換を図るため、行政・
立地企業等が連携し、水素等の脱炭素エネルギーの利活用などについて検討を行っています。 

燃料電池の普及促進 
燃料電池自動車（FCV）の普及を促進するため、燃料電池自動車の仕組みや特徴をホームペ

ージで発信しました。また、家庭用燃料電池（エネファーム）の導入を促進するため、市町村
を通じて設置費用の助成事業を実施しており、2024 年度は、391 件の助成を行いました。 

参照省エネルギー設備等の導入の促進（第１章第２節 P23） 
参照次世代自動車等の普及促進（第１章第２節 P25） 
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環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

再生可能エネルギー導入量 10,864TJ★１ 
（2017 年度） 

22,382TJ 
（2024 年度） 

21,500TJ 
（2028 年度） 

 発電設備導入量 2,267MW★２ 3,844MW 4,000MW 
 太陽光発電による再生可能

エネルギー導入量 
8,969TJ 

（2017 年度） 
16,706TJ 

（2024 年度） 
15,000TJ 

（2028 年度） 
 発電設備導入量 2,138MW 3,575MW 3,600MW 
太陽光発電以外の再生可能
エネルギー★３導入量 

1,895TJ 
（2017 年度） 

5,676TJ 
（2024 年度） 

6,500TJ 
（2028 年度） 

 発電設備導入量 129MW 269MW 400MW 
★１ TJ（テラジュール）：テラは 10 の 12 乗のことで、ジュールは熱量単位です。 
★２ MW(メガワット)：メガは 10 の６乗のことで、ワットは発電設備における単位時間当たりの最大仕事量をい 
      います。 
★３ 太陽光発電を除く、風力発電、中小水力発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギー導入量をいいます。 

 
２ 指標の推移についての評価 

再生可能エネルギーの導入量は、主に太陽光発電設備の導入拡大により、順調に増加していま
す。 

 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

再生可能エネルギーの導入拡大に向けた各種取組が進められています。現在の導入量は太陽光
発電設備がそのほとんどを占めていますが、海洋再生可能エネルギーの導入に向けた検討が確実
に進むなど、太陽光発電以外の導入に向けた様々な取組も進んでいます。さらなる導入拡大にあ
たっては、地域と共生し、持続可能な形となることが必要です。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

地域と共生したかたちで、家庭や事業者、地域において温室効果ガスを排出しない再生可能エ
ネルギーの導入拡大が図られるよう、引き続き各種取組を実施していきます。 
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現況と課題 

人為的な二酸化炭素の排出は、そのほとんどが電気・ガス・ガソリン等のエネルギーの消費に
伴うものであるため、二酸化炭素の排出量を削減するには、節電のほか、省エネルギー性能の高
い設備・機器の導入、住宅の高断熱化などエネルギーの消費効率を向上させる取組の実践が求め
られています。 

節電などの日常的な省エネルギー行動は概ね定着しているものの、設備・機器の導入などとい
った費用や手間がかかる省エネルギー行動は実践が進んでいない部分があります。 

省エネルギー行動はエネルギー消費量の抑制に資するだけでなく、家庭においては光熱費等の
節約、事業者においてはコスト削減に加えて、企業イメージの向上につながるといったメリット
もあるため、効果を分かりやすく示して、あらゆる主体でエネルギー消費を大幅に減少させる取
組を進めていくことが必要です。 

 

県の主な取組・施策展開 

１ 家庭における取組の促進 
脱炭素型ライフスタイルの促進 
国は、2050 年カーボンニュートラル及び 2030 年度削減目標の実現に向けて、国民・消費者

の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするため、新しい国民運動「デコ活」を展開
しています。 

県では、温暖化対策は、より快適なライフスタイルに資するものでもあることを、インター
ネットなどの多様なアプローチ手法・ツールを活用して、啓発し、地球温暖化問題の一層の理
解と行動変容を促進しています。 

2024 年度は、次代を担う子供を主な対象に、遊びの要素を取り入れながら地球温暖化対策
の普及啓発を図るため、カーボンニュートラルに向けた生活やまちづくりを体験できる仮想空
間として、マインクラフトを活用したコンテンツ「MINECOOLAFT CHIBA -カーボンニュー
トラルな未来へ-」を開発し、公開しました。 

首都圏の九都県市による協調した取組として県民等に対し省エネ・節電の協力を呼びかける
「エコなライフスタイルの実践・行動」キャンペーンや、クールビズ・ウォームビズ、クール
シェアなどについて、県ホームページやポスター掲示等により普及啓発を実施しました。 

また、プラスチック製品の使用を抑制するため、「ちばプラごみ削減エコスタイル」を展開し
ており、ライフスタイルを見直す活動が根付くことを目指しています。 

参照ちばエコスタイルの推進（第２章第１節 P42） 

省エネルギー性能の高い住宅の普及 
ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の普及拡大のため、住宅を高断熱化し、高効率

設備や太陽光発電などを設置することによるメリットを記載した普及啓発資料を作成し、各市
町村や県内の住宅展示場等に配架し周知しています。 

また、2024 年度からは、中小工務店が施工した ZEH を県内に取得する個人に対して、施工

第２節 省エネルギーの促進 



 

23 

に要した経費を助成する制度を実施しています。2024 年度は、49 件に対する助成を行いまし
た。 

さらに、省エネルギー性能の高い住宅である「長期優良住宅」の普及を促進するとともに、
住宅の高断熱化を促すため、法律や制度等の周知に努めています。 

省エネルギー設備等の導入の促進 
家庭における省エネルギー設備の導入を促進するため、省エネルギー設備（エネファーム、

蓄電池、断熱窓）や電気自動車等について、市町村を通じて設置費用の助成事業を実施してい
ます。 

2024 年度は、市町村と連携し、エネファーム 391 件、蓄電池 2,893 件、窓の断熱改修 1,086
件、電気自動車 252 件、プラグインハイブリッド自動車 112 件及び V2H 充放電設備 155 件に
対する助成を行いました。 

省エネ家電の買替え等の促進 
省エネ家電への買替えや照明の LED 化を促進するためのチラシを電機商業組合、地球温暖

化防止活動推進員や市町村を通じて県民に配布して啓発を行っています。 
また、2022 年 12 月から 2023 年 8 月まで、家庭のエネルギー費用負担の軽減を図るため、

省エネ性能の高いエアコン・冷蔵庫等の購入者に対し、キャッシュレス決済サービスで使える
ポイントの付与等による支援を行う「ちば省エネ家電購入応援キャンペーン」を実施し、計
78,369 件の申請がありました。 

さらに、九都県市の取組として、エアコン又は電気冷蔵庫を対象とした「省エネ家電買替キ
ャンペーン」を実施しました。 

千葉県地球温暖化防止活動推進センターとの連携による啓発 
千葉県地球温暖化防止活動推進センター及び千葉県地球温暖化防止活動推進員と連携を図

り、出前講座、地球温暖化対策をテーマとした各種イベントでの広報活動などを通じ、家庭に
おける省エネ・節電について啓発を行っています。 

参照千葉県地球温暖化防止活動推進員出前講座（第６章第１節 P141） 
 
２ 事業者における取組の促進 

一定規模以上の事業者による取組の促進 
地球温暖化対策推進法に基づき一定規模以上の事業者に対し義務付けられている温室効果

ガス排出量算定・報告・公表制度を活用して、本県の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を
把握しており、本県の一定規模以上の事業所から排出された二酸化炭素を含む温室効果ガスの
排出量は、国に報告された事業所全体の 8.4％（2022 年度）を占めています。 

なお、製造業などの温室効果ガスを多く排出する事業者は、これまでの自主的な取組により
一定の成果を上げているほか、国内外における事業活動全体での温室効果ガス排出量削減とい
う観点で取組を進めているところです。 
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CO2CO2 スマート宣言事業所登録制度による支援 
県では、省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入

に積極的に取り組む県内の事業者を「CO2CO2 スマート宣
言事業所」として登録し、各事業所の取組を広く紹介する
制度を 2016 年 10 月から実施しています。省エネ対策に取
り組む事業所のイメージアップを図ることで、自主的な省
エネルギーの取組を促進するとともに、県内の事業者への
取組の波及を図っています。 

2025 年 3 月末現在、省エネ項目への取組を宣言するスタンダード・コースとして 3,493 事
業所、省エネ項目への取組と併せて数値目標の達成に取り組むプレミアム・コースとして 6 事
業所、計 3,499 事業所が登録しています。(図表 1-2-1) 

図表 1-2-1 CO2CO2 スマート宣言事業所の登録コース 
スタンダード・コース プレミアム・コース 

温暖化対策に関する 55 の取組項目
のうち 13 項目以上への取組を宣言 

・55 の取組項目のうち 18 項目以上への取組を宣言 
・省エネに関する数値目標の達成に取り組む 
・毎年度、県に取組状況を報告 

注：各事業所の状況に応じてコースを選択できます。 
取組項目の例：照明器具や空調設備の定期的な清掃の実施、省エネルギー診断の受診、ＬＥＤ

照明等の高効率照明の導入、エコドライブの推進等 

中小企業者等の事務所・店舗等における取組の支援・促進 
中小企業者等における省エネルギーの促進を図るため、LED 照明器具や高効率空調設備な

どの省エネルギー設備の導入について助成事業を実施しました。2024 年度は、高効率空調設
備について 139 件、LED 照明器具について 99 件に対する助成を行いました。 

また、中小事業者等の脱炭素化へ向けた取組を支援するため、事業所における脱炭素に関す
る取組のアドバイスやエネルギーコスト削減の提案、各種補助金の案内等を、対面や現地訪問
により伴走型で実施するとともに、セミナーやワークショップを開催する「千葉県中小事業者
等脱炭素化支援センター」を開設しています。 

中小企業への融資による支援 
中小企業等が行う省エネルギーの促進を図るための LED 照明器具や空調の設置などの取組

に対して、千葉県中小企業振興資金（環境保全資金）により、必要な資金を融資しています。 
参照中小企業への融資による支援（第６章第３節 P154） 

環境マネジメントシステムの普及促進 
環境マネジメントシステムには国際規格である ISO14001 のほかに、環境省が策定したエコ

アクション 21 や、地方自治体、一般社団法人、特定非営利活動法人などが策定したエコステ
ージ、KES・環境マネジメントシステム・スタンダードなどがあります。 

2024 年度は、環境マネジメントシステムについて、ホームページを利用した広報、事業者を
対象とした普及セミナーの後援を実施しました。 

 
CO2CO2 スマート宣言事業所の

ロゴマーク 
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３ 自動車利用における取組の促進 
次世代自動車等の普及促進 
燃料電池自動車（FCV）の普及を促進するため、

燃料電池自動車の仕組みや特徴をホームページで
発信しています。 

また、家庭や事業所等における次世代自動車の導
入を促進するため、次世代自動車の導入や充電施設
の設置等に係る経費の助成を実施しました。2024
年度は、家庭については市町村と連携し 519 件の助成を行い、事業者等については、運輸部門
の脱炭素化を図るため、運輸・交通事業者や中小事業者等に対して 12 件の助成を行いました。 

さらに、燃料電池自動車の普及に当たっては、地球温暖化対策、エネルギー政策、産業振興
など関連分野が多岐に渡ることから、国等の動向を注視しながら、九都県市や関係機関と連携
し、普及促進に向けて取り組みました。 

参照低公害車の普及促進（第５章第１節 P96） 

エコドライブの推進 
エコドライブは、誰でも取り組め、二酸化炭素と大気汚染物質の削減に効果があり、また、

燃費向上による燃料代の節約、さらには交通事故防止の効果も期待できる取組です。県では、
独自のパンフレット「簡単！エコドライブ・テクニック」を作成し、ホームページなどで、広
く県民、事業者にエコドライブに関する情報を提供しています。 

また、エコドライブを体験・実感できる取組として、エコドライブシミュレータを市町村の
環境イベントで活用する等により、ドライバーが継続的にエコドライブに取り組めるよう働き
かけを行いました。 

   
「簡単！エコドライブ・テクニック」 

 

 
県の燃料電池自動車 
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４ 県自らの率先行動の推進 
「千葉県庁エコオフィスプラン」の推進 
2021 年 4 月に「千葉県地球温暖化対策実行計画事務事業編（第 4 次）～千葉県庁エコオフ

ィスプラン～」を策定し、二酸化炭素排出量を 2030 年度までに 2013 年度比で 40%削減、温
室効果ガス排出量を 34%削減することを目標に、県自らの事務・事業による温室効果ガスの排
出削減等に取り組みました。 

また、更なる削減に向けて、2023 年 3 月に「千葉県地球温暖化対策実行計画事務事業編（改
定第 4 次千葉県庁エコオフィスプラン）」を策定し、二酸化炭素排出量を 2030 年度までに 2013
年度比で 51％削減、温室効果ガス排出量を 46％削減することを目標としています。 

環境マネジメントシステムの PDCA サイクルを基本とした点検・評価を行い、取組の推進
を図った結果、2024 年度は 2013 年度比で、二酸化炭素排出量は 7.9％、温室効果ガスは 5.9％
の削減となりました。 

施設・設備の省エネルギー化の推進 
第 4 次千葉県庁エコオフィスプランに基づき、設備更新に合わせて LED 照明を導入するな

ど、施設・設備の省エネルギー化を推進しました。また、県の公用車について、「千葉県公用車
の電動車導入方針」によりハイブリッド自動車や電気自動車等の電動車の導入を進めました。 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

家庭の世帯当たりエネルギー 
消費量★１ 

34.8GJ/世帯 
（2013 年度） 

29.1GJ/世帯 
(2021 年度) 

15.7GJ/世帯★6 
（2030 年度） 

事務所・店舗等の延床面積１㎡
当たりエネルギー消費量★１ 

1.42GJ/㎡ 
（2013 年度） 

1.27GJ/㎡ 
（2021 年度） 

0.50GJ/㎡★6 
（2030 年度） 

製造業の生産量当たりエネルギ
ー消費量★１★２ 

6.48PJ/指数 
（2013 年度） 

5.53PJ/指数 
(2021 年度) 

4.21PJ/指数★6 
（2030 年度） 

自動車１台当たり燃料消費量 
★１★３ 

30.6GJ/台 
（2013 年度） 

21.0GJ/台 
(2021 年度) 

15.3GJ/台★6 
（2030 年度） 

貨物自動車の輸送トンキロ当た
り燃料消費量★４ 

5.63GJ/千トンキロ 
（2013 年度） 

5.40GJ/千トンキロ 
(2021 年度) 

4.00GJ/千トンキロ★6 
（2030 年度） 

日常生活における取組状況（アンケート調査★５により実施している人の割合） 

 

節電に努める 
81.0％ 

（2018 年度） 
85.4% 

(2024 年度) 
94％ 

（2028 年度） 
冷暖房の設定温度を控え
めにする 

81.8％ 
（2018 年度） 

81.4% 
(2024 年度) 

90％ 
（2028 年度） 

省エネルギー性能の高い
家電製品を選ぶ 

68.1％ 
（2018 年度） 

65.5% 
(2024 年度) 

80％ 
（2028 年度） 

レジ袋（ポリ袋やビニール
袋）をもらわない 

69.5％ 
（2018 年度） 

91.8% 
(2024 年度) 

80％ 
（2028 年度） 
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項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

車の運転時は、急発進・ 
急加速をしない 

68.3％ 
（2018 年度） 

74.5% 
(2024 年度) 

80％ 
（2028 年度） 

ISO14001またはエコアクション
21の認証取得事業件数 

620件 
（2017年度） 

486件 
(2024年度) 

650件 
（2028年度） 

★１ 「都道府県別エネルギー消費統計」（資源エネルギー庁作成）の見直し等を踏まえ、算定方法を一部見直してお
り、基準と目標の指標についても、見直し後の方法で改めて算定を行っております。 

★２ 産業部門のエネルギー消費量を鉱工業生産指数（2013年度を100）で除したものです。 
★３ 運輸部門のうち旅客自動車の燃料消費量を旅客自動車保有台数で除したものです。 
★４ 運輸部門のうち貨物自動車の燃料消費量を貨物自動車輸送トンキロで除したものです。 
★５ 県政に関する世論調査です。 
★６ 令和５年３月に、千葉県地球温暖化対策実行計画を改定したことから、改定後の目標値を記載しています。 

 
２ 指標の推移についての評価 

家庭の世帯当たりエネルギー消費量については、近年横ばいで推移しています。事務所・店舗
等、製造業の指標の値が、昨年度と比較し増加しましたが、これは新型コロナウイルス感染症で
落ち込んでいた経済の回復等によるエネルギー消費量の増加等によるものです。貨物自動車の輸
送トンキロ当たり燃料消費量は、2014 年度以降、概ね減少傾向が続いています。 

 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

省エネルギーを促進する施策を展開し、各主体において取組が実施された結果、基準年度と比
較し、家庭、事務所・店舗等及び製造業のエネルギー消費量及び自動車の燃料消費量は減少して
います。 

また、環境マネジメントシステムの認証取得事業件数が減少していますが、これは基準年に対
して、エコアクション 21 の登録件数は横ばいですが、ISO14001 の登録件数が減少しているため
です。 

県自らの事務・事業に関して、改定第４次千葉県庁エコオフィスプランに基づき、施設・設備
の省エネルギー化や運用改善に取り組んだ結果、2013 年度比で温室効果ガスの排出量を削減す
ることができましたが、今後も更なる削減に向けて、取組を一層推進する必要があります。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

引き続き省エネルギーを促進する施策を展開し、県民・企業・行政など様々な主体と連携して、
省エネルギーを促進する取組を実施します。 

環境マネジメントシステムについても、引き続き事業者を対象とした普及セミナーの後援など、
広報に努めていきます。 
また、県自らの取組を一層推進するため、改定第 4 次千葉県庁エコオフィスプランに基づき、引

き上げた削減目標の達成のため、太陽光発電設備、電動車、LED 照明等の導入を積極的に進めてい
きます。 
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現況と課題 

人口減少や高齢化といった社会・経済情勢の変化に的確
に対応するため、駅徒歩圏や地域拠点などに、医療・福祉
施設、子育て施設、商業施設等の都市機能が集約立地し、
住民が自家用車に過度に頼ることなく、公共交通等により
これらにアクセスできる、すべての世代が暮らしやすいコ
ンパクトなまちづくりが求められています。 

都市・地域の構造や交通システムは、建築物の床面積や交通量の増減等を通じて、中長期的に
二酸化炭素排出量に影響を与え続けることから、コンパクトなまちづくりや交通環境の整備・改
善は、低炭素化に資するものであり、地球温暖化対策の面からも、これらの取組を促進すること
が求められています。 

また、森林は、その成長の過程で大気中の二酸化炭素を吸収し炭素を貯蔵する機能を有し、地
球温暖化対策の重要な役割を担っていますが、吸収源として算入されるためには、間伐などによ
って、適正に管理されなくてはなりません。加えて、森林及び都市やその周辺の緑地等は、県民
の日常生活に身近な二酸化炭素の吸収源であるとともに、蒸散作用により気温の上昇を抑える効
果があり、ヒートアイランド現象の緩和にも有効であるため、森林・緑地等を整備・保全してい
く必要があります。 

さらに、藻場などにより吸収・固定された二酸化炭素由来の炭素は「ブルーカーボン」と呼ば
れ、藻場や干潟などの沿岸域の環境を保全・再生することは、森林と同様、温暖化対策に有効な
取組です。 

二酸化炭素以外の温室効果ガスの一つであるフロン類は、オゾン層破壊物質である「特定フロ
ン」とオゾン層破壊物質ではない「代替フロン」に分類されます。特定フロンは地球のオゾン層
の保護のため生産が規制され、代わりに代替フロンが用いられるようになりましたが、温室効果
は代替フロンも大きいことから、適正な管理などの温暖化対策に資する取組を進めていく必要が
あります。国内では、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）、使用済自動車の再資源化
等に関する法律（自動車リサイクル法）、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法
律（フロン排出抑制法）により、それぞれの製品に含まれるフロン類の回収が義務付けられてい
ます。 

温暖化対策を進める上で、市町村は地域の自然的・社会的特性を把握し、基礎自治体として、
まちづくりの方向性を決める役割も担っているため、その役割は重要です。市町村においても、
地球温暖化対策推進法で定める実行計画を策定して、地域の実情に合わせて、温室効果ガスの排
出の抑制を行うための取組を行っています。 

地域における地球温暖化対策は、温室効果ガス排出の抑制を実現するだけではなく、地域活性
化、人口減少等の多様な課題の解決に貢献し、住民・事業者の利益となる可能性を秘めているこ
とから、関連する他分野の施策と効果的な連携を図ることが求められています。 

 

第３節 温暖化対策に資する都市・地域づくり等の促進 
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県の主な取組・施策展開 

１ 温暖化対策に資するまちづくり・交通施策の推進 
コンパクトなまちづくりの促進 
今後のまちづくりの方向として、日常生活に必要なまちの機能が、住まいに近いところに集

積され、住民が自動車に過度に頼ることなく、公共交通によってこれらの機能にアクセスでき
るような「コンパクトなまちづくり」を進めていくとともに、その周辺の自然的環境の保全に
配慮していくことが重要となります。このため、市町村が立地適正化計画を作成し、行政と住
民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを推進することとしています。県とし
ては、市町村の計画の作成が円滑に進むよう、講習会の開催及び個別の課題に応じた相談会を
実施しています。 

交通環境の整備・改善 
道路整備による交通の円滑化や、交通渋滞の緩和を図るとともに、信号機の改良による二酸

化炭素排出量の抑制を進めています。 
道路については、圏央道や北千葉道路などの整備促進、新湾岸道路や千葉北西連絡道路の計

画の早期具体化など、広域的な幹線道路ネットワークの充実・強化に取り組んでおり、このネ
ットワークから県内各地をシームレスに接続するため、基幹となる国道・県道の整備を進めて
います。2024 年度は、（主）境杉戸線バイパスや（主）市原天津小湊線の一部区間の開通によ
り交通の円滑化等が図られました。 

また、東京湾アクアラインでは、土日・祝日の交通混雑緩和のため、2023 年７月から ETC
時間帯別料金を導入しています。この施策により、特定の時間帯に集中していた交通が分散し、
交通混雑の緩和が確認されています。 

一方、公共交通機関の利用を促進するための取組として、鉄道のバリアフリー化やノンステ
ップバスの導入を進めています。2024 年度は鉄道駅のエレベーター1 基（1 駅）、ホームドア 6
線（2 駅）、内方線付点状ブロック 2 線（1 駅）のほか、新たに導入したノンステップバス計 27
台 7 事業者を対象に補助を行いました。 

また、信号機の省エネルギー化として、より省電力な LED 型灯器への変更を進めています。 

 
２ 二酸化炭素の吸収源対策 

森林の整備・保全対策の推進 
森林経営計画の作成支援や、路網整備・高性能林業機械の導入による作業の集約化・低コス

ト化の促進により、計画的・効率的な森林整備を推進するとともに、企業や市民活動団体によ
る森林の整備・保全活動を促進しています。特に、県営林においては、県内の森林の模範とし
て積極的な森林整備に取り組んでいます。また、2024 年度は、林業事業体等が実施した除間伐
222ha、その他の森林整備（植栽・下刈・竹林整備等）281ha に対して支援を行いました。さら
に、森林経営管理法により、市町村は森林の経営管理の円滑化に努めるものとされたことから、
県は市町村による森林経営管理を支援し、森林整備の促進を図っています。 

海の吸収源対策の推進 
藻場や干潟などは、二酸化炭素の吸収源でもあることから、藻場・干潟の保全等の取組を支
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援しています。 
2024 年度は、藻場・干潟の保全等に取り組む 25 グループの活動を支援しました。 

県産木材の利用促進 
建築物への県産木材の使用を促進するなど、県産木材資源の活用を促進することで森林の保

全を進めています。 
展示効果の高い施設等における内装等の木質化及び木製品の設置に対する購入・設置等経費

助成並びに「千葉県内の建築物等における木材利用促進方針」に基づく建築物等の木造化・木
質化及び公共土木工事における木材利用の促進等を通じて、県産木材の利用拡大を図りました。 

2023 年 11 月に、県内建築関係 4 団体とそれぞれ建築物木材利用促進協定を締結し、連携し
て木材利用の促進に努めています。 

また、農林総合研究センターにおいてはマテバシイの利用拡大に向けた研究に取り組みまし
た。 

都市等の緑化推進 
都市公園や緑地は、人々に潤いや安らぎをもたらすとともに、レクリエーション活動や自然

とのふれあいの場として、また、災害時の避難場所など防災拠点としてだけでなく、二酸化炭
素の吸収源として、地球温暖化対策の役割も果たしています。 

そのため、防災インフラとしても機能するグリーンインフラも活用し、多様な機能を有する
都市公園等の整備や緑地の保全を進めるとともに、市町村による緑の基本計画の策定について
助言を行っているほか、一定規模以上の工場等の事業者と緑化協定を締結するなど、都市緑化
の推進に努めています。 

参照都市の緑の保全・創出（第３章第３節 P74） 
 
３ 地域における排出削減に向けた取組支援 

千葉県地球温暖化防止活動推進センターとの連携 
県では、地球温暖化対策推進法に基づき、2001 年 2 月に一般財団法人千葉県環境財団を「千

葉県地球温暖化防止活動推進センター」に指定するとともに、地球温暖化防止活動推進員（2025
年 3 月末現在 324 名）を委嘱して地球温暖化に関する情報を収集・提供することにより、県民
や事業者、民間団体の活動を支援しています。 

このことにより、県はもとより市町村、県民、事業者、民間団体などが共通の認識に立ち、
それぞれの役割分担のもとに、自主的に連携・協調して取組を継続、推進していくこととして
います。 

市町村の取組支援 
地球温暖化対策推進法に基づく市町村の計画の策定や取組の推進を図るため、地球温暖化対

策業務に関する市町村担当者等説明会を開催し、情報提供などの支援を行いました。 
また、地球温暖化対策の優良事例紹介など、情報提供を通じて公共施設への再生可能エネル

ギー導入を促進するとともに、地域の特性に応じた再生可能エネルギーの活用による地域振興
策を支援しています。 
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４ フロン類対策の推進 
フロン類の適正な回収 
業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどに充塡されたフロン類を適正に回収するため、フロ

ン排出抑制法及び自動車リサイクル法に基づき、フロン類充塡回収業者等の登録を促進してお
り、2025 年 3 月末における登録業者は、フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収
業者が 3,138 業者、自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業者が 506 業者となっていま
す。 

事業者への指導 
2024 年度については、フロン排出抑制法に基づき、業務用冷凍空調機器の管理者に延べ 4

回、第一種フロン類充塡回収業者に延べ 15 回、建物解体業者に延べ 94 回の立入検査を実施
し、自動車リサイクル法に基づき、フロン類回収業者に延べ 250 回の立入検査を実施し、空調
機器の適正管理、フロン類の適正な回収等を指導しました。 

啓発の実施 
フロン排出抑制法に基づく事業者への立入検査時における啓発のほか、県民・事業者に向け

て、県ホームページで、フロン類の適正な回収やオゾン層保護の重要性についての情報提供を
行うなど、啓発を行いました。 

 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

森林吸収源対策として
の間伐実施面積★１ 

163ha/年 
（2020 年度） 

222ha/年 
（2024 年度） 

251ha/年 
（2025 年度）★２ 

都市公園等箇所数★３ 
6,999 箇所 

（2016 年度） 
7,707 箇所 

（2024 年度） 
7,063 箇所 

（2025 年度） 

★１ 森林整備事業（補助事業）や県有林事業等を含めた 1 年間の間伐実施面積です。 
★２ 2022 年に策定した「千葉県農林水産業振興計画」における基準値及び目標値に変更します。 
★３ 都市公園法等の改正を踏まえ、市民緑地を加えた箇所数で点検・評価することとし、指標の基準値と目標値

を変更しています。 

 
２ 指標の推移についての評価 

森林吸収源対策としての間伐実施面積は、基準年度と比較して増加しています。 
都市公園等箇所数は、主に既存公園等の都市計画決定等により増加し、目標を大幅に上回って

達成しています。 
 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

令和元年房総半島台風等による風倒被害跡地での再生に向けた取組が進んできたことで、風倒
被害跡地以外の森林における間伐等の森林整備にも着手できるようになりました。 

都市の緑の保全・創出に向けた各種取組が進められています。都市公園等箇所数は着実に増加
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傾向にあり、既存都市公園の整備や特別緑地保全地区等の指定、市民緑地制度の推進などの取組
も進んでいますが、さらなる保全・創出拡大への取組として、財政面を考慮しながら都市公園等
の新規整備の推進をしていくことが必要です。 

「コンパクトなまちづくり」を推進する立地適正化計画は、2014 年度の改正都市再生特別措
置法の施行により 2015 年度から各市町村により順次作成を開始し、2023 年度までには 12 市町
が策定済みです。 

フロン類を適切に回収するため、第一種フロン類充塡回収業者等の登録の促進が必要です。 
県民・事業者へのフロン類の適正管理やオゾン層保護の重要性への理解を促すことが必要です。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

市町村が森林環境譲与税を活用して行う森林所有者の意向調査や間伐を含む森林整備を支援
するとともに、生産された間伐材等の利活用を促進していきます。 

また、市町村や林業事業体との緊密な連携の下、従来の間伐等に係る補助事業のほか、森林環
境譲与税を効果的に活用し、森林整備を進めていきます。 

都市公園等の整備にあたっては、さらなる保全・創出拡大が図れるよう、限られた予算の中で
効率的に進めるとともに、都市の緑の保全・創出等の取組を引き続き実施していきます。 

2020 年度の都市再生特別措置法改正により、立地適正化計画の記載事項として防災指針の作
成が追加されたことから、災害に強いまちづくりと併せて都市のコンパクト化が進められるよう
引き続き講習会及び個別の課題に応じた相談会を実施していきます。 

県民・事業者に対し、フロン類の適正な回収、オゾン層保護の重要性について啓発を行います。 
フロン類充塡回収業者等の登録を促進するとともに、業務用冷凍空調機器の管理者やフロン類

充塡回収業者等への指導により、フロン類の管理の適正化を図ります。 
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コラム ブルーカーボン創出実証事業 

１ 目的 

千葉県は、浅海域の岩礁や干潟が多く存在し、海藻や海

草が繁茂する藻場が広がっていますが、内房海域ではこ

こ数年で磯焼けが拡大し、外房海域でも磯焼けの兆候が

確認されています。 

磯焼けの原因は諸説ありますが、本県海域では、主に

「植食性魚類による被害」と「海水温の上昇」が原因と考え

られることから、これらの課題解決に向けた実証事業を実

施しています。 

 

２ 協定について 

県、JFE スチール株式会社、鋸南町保田漁業協同組合及

び鋸南町は、藻場再生実証事業に関する連携協定を、

2025年3月に締結しました。 

この協定により、ブルーカーボンの創出及び海洋環境

の改善を通じた漁業生産性の向上を目指しています。 

 

 

  

カジメ場 

図1：藻場のイメージ 

ガラモ場 

図2：県内の藻場の位置及び磯焼けの状況（千葉県ブルーカーボン推進協議会（2025年1月20日開催）資料) 
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３ 実証事業の概要 

（1） 実施期間  

2025年4月 1日から 2028年3月31日 

（2） 実施場所  

保田漁港周辺海域 

（3） 事業概要 

海藻の育成に必要な鉄分を豊富に含んでいる鉄鋼スラグ製品（人工石材）に、海藻の種苗を

付着させた種糸を巻き付け、海中に設置します。 

磯焼けの原因と考えられる「植食性魚類」や「海水温」の影響を確認するため、海藻の種類、

水深、植食性魚類対策の金網の有無といった条件を変えて複数回実施し、海藻がどのように成

長するのかモニタリングしていきます。 

（4） 実証事業スケジュール（2025年5月時点） 

時期 内容 

2025年4月から5月頃 種糸を作成するための母藻採取 

2025年5月から 10月頃 種糸の育成、実証事業詳細検討 

2025年 10月から 12月頃 実海域で種苗育成（種糸を巻いた人工石材を海中に設置） 

2026年 1月以降 モニタリング調査 

 

＜参考：用語解説＞ 

・ ブルーカーボン…生育した海藻等により吸収・固定された二酸化炭素のこと。 

・ 磯焼け…沿岸の岩礁域に繁茂するアラメやカジメ等の大型藻類の群落が、季節的な変化の域を超

えて長期間にわたり消失し、再生しない状態のこと。 
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現況と課題 

2022 年２月に気候変動に関する政府間パネ
ル（IPCC）が公表した第６次評価報告書第２作
業部会報告書では、「人為起源の」気候変動によ
り、自然の気候変動の範囲を超えて、自然や人間に対して「広範囲にわたる悪影響とそれに関連
した損失と損害」を引き起こしていることや、地球温暖化が進行すると、多くの自然・社会シス
テムが「適応の限界」に達することが示されました。私たちは、図表 1-4-1 に示すとおり温室効
果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だけではなく、すでに現れている気候変動の影響や中長期
的に避けられない影響に対する「適応」も同時に進めていく必要があります。気候変動への適応
も同時に進めていくため、気候変動適応法が 2018 年 12 月に施行され、その後、熱中症対策を強
化する目的で 2023 年 5 月に改正されました。 

適応を進めていくには、あらかじめ気候変動とその影響の現状や将来のリスクを把握し、長期
的な視点に立ち、社会、経済、環境システムの脆弱性を低減するとともに、グリーンインフラの
活用により災害リスクを低減するなど、強靭性を確保していくことが重要です。また、適応は、
行政だけでなく、県民や事業者も取り組む必要があります。県民は、地域で想定される気候変動
の影響を前もって知り、備えることで、日々の生活を安全・快適に維持できます。事業者は、自
社の事業活動を安定して維持でき、ビジネスチャンスにつなげられる可能性もあります。 

図表 1-4-1 気候変動と緩和・適応の関係 

 
県の主な取組・施策展開 

１ 気候変動による影響への計画的な適応 
各分野における適応策の組み込み 
2018 年 3 月に、各分野の気候変動の影響を整理した上で、関係する県の施策を抽出し、各

施策における現時点の取組方針を整理した「千葉県の気候変動影響と適応の取組方針」を策定
しました。なお、2018 年 12 月に気候変動適応法が施行されたことを受け、2019 年 2 月に、
この取組方針を同法に基づく「地域気候変動適応計画」として位置付けています。 

また、2020 年 4 月には、千葉県環境研究センターを「地域気候変動適応センター」として

第４節 気候変動への適応 
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位置付け、国や県の研究機関と知見を共有するとともに、気候変動による影響や適応策に関す
る情報の収集・発信等を行っています。 

その後、国においては、2021 年 10 月に気候変動適応計画を改定し、防災、安全保障、農業、
健康等の幅広い分野で適応策を拡充しました。県においても、国の計画を踏まえ、2023 年３月
に「千葉県地球温暖化対策実行計画」を改定し、同計画に「千葉県の気候変動影響と適応の取
組方針」を統合しました。 

ア 農業・林業・水産業 
主な将来の影響として、気温上昇による米の品質低下などの水稲の生育への影響、高水温

化によるノリの価格が高い時期の生産量の減少、病害虫による被害拡大等が懸念されていま
す。 

本県では、千葉県の独自品種で高温耐性品種の米である「ふさおとめ」・「ふさこがね」や、
高水温耐性品種のノリである「ちばの輝き」の普及推進をはじめ、高温による生育障害等を
軽減するための技術の開発・普及に取り組んでいます。また、病害虫の防除を効果的に行う
ため、病害虫の発生予察や農作物病害虫雑草防除指針のデジタル化のほか、被害林の再生や
病害虫に強い林業用苗木の種子生産等にも取り組んでいます。 

イ 自然災害・沿岸域 
主な将来の影響として、大雨事象の発生頻度（水災害の発生リスク）の増加、高潮・高波

のリスク増大及び海岸侵食（砂浜の減少など）の加速が予測されています。 
県では、最新の科学的知見や流域治水などの国の動向を踏まえながら、社会資本総合整備

計画に基づき河川整備事業や高潮対策事業等のハード対策の推進に取り組むとともに、水害
リスク情報の周知や河川の監視体制の強化など、減災対策に取り組んでいます。 

また、激甚化する災害に備えて、地域の防災力を向上させるため、防災研修センターにお
いて、企業・地域の自主防災組織や行政職員などに対して、年間を通じて様々な研修を行っ
ています。 

ウ 健康 
熱中症による救急搬送者数は 2010 年以降大幅に増加しており、特に、高齢者や幼児、肥

満や糖尿病等の持病がある人、障害のある人などは熱中症になるリスクが高く、注意が必要
となります。熱中症は、こまめな水分・塩分補給や暑さを避けるなど、適切な対策により予
防することができ、本県では、ホームページや県民だよりなど様々な広報手段を利用して、
予防・対処法の普及啓発に取り組んでいます。 

改正気候変動適応法では、熱中症警戒アラートを「熱中症警戒情報」として法に位置づけ、
さらに、より深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報（熱
中症特別警戒アラート）」が創設されました。県では、アラートが発表された際には、市町村
や関係機関に情報提供を行い、熱中症予防の呼びかけを行っています。 

また、熱中症特別警戒アラート発表時に、暑さをしのぐことができる一般開放施設「クー
リングシェルター」や、熱中症特別警戒アラートの発表にかかわらず利用できる「涼み処」
の設置を市町村が進めており、県でもこうした施設の拡大に取り組んでいます。 
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さらに、2022 年度から 2024 年度まで、多くの県民が利用する県内 6 箇所の公園等におい
て、熱中症予防の指標「暑さ指数」を測定し、その値が熱中症発生の懸念されるレベルとな
った際に、来園者に対し、熱中症予防策の実施について園内放送で呼びかける「千葉県版熱
中症警戒アラートモデル事業」を実施しました。 

気候変動の影響に係る情報の収集・共有等 
気候変動による影響の予測には不確実性があることや気候変動影響に関する地域の情報が

多くないことを踏まえ、これらの情報を継続して把握するとともに、最新の科学的知見を収集
し、庁内での情報共有を図っています。 

 
２ 地域における適応策促進 

県民、事業者への適切な情報提供 
県は、県民や事業者がそれぞれ適応を進めることができるよう、適応策に係るリーフレット

の作成や県ホームページを通じ気候変動適応に関する情報提供を行っています。また、2019 年
度から新たに県民向け気候変動適応セミナーを開催し、気候変動への適応の重要性に対する関
心・理解を深めています。 

市町村の取組の支援 
気候変動適応法に基づく市町村の計画の策定や取組の推進を図るため、地球温暖化対策業務

に関する市町村担当者等説明会を開催し、情報提供などの支援を行いました。 
また、千葉県気候変動適応センターでは、市町村と連携し、適応策に関する普及啓発に取り

組んでいます。 
 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

 
２ 指標の推移についての評価 

国の調査と比較すると県政に関する世論調査の方が、気候変動影響への適応について知ってい
る人の割合は低くなっています。一方、気候変動適応計画の策定市町村数については、順調に増
加しています。 

 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

県民等に気候変動影響への適応に関する情報提供を行っていますが、関心や理解の広まりは一

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

気候変動による影響への適応
について知っている人の割合
（県政に関する世論調査） 

参考 国による調査 
47.5％ 

（2016 年度） 

38.0% 
（2024 年度） 

100％ 
（2028 年度） 

気候変動への適応に関する 
計画の策定市町村数 

0 市町村 
（2018 年度） 

23 市町村 
（2024 年度） 

増加を目指します 
（2028 年度） 
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部にとどまっています。 
一方、市町村に対しては、担当者説明会を開催するなどの情報提供による支援を行ったところ、

15 市町村において、気候変動適応計画が策定されました。 
 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

県民等がそれぞれ気候変動への適応を進めることができるよう、県ホームページなどにより適
応に関する情報提供を行うとともに、市町村に対しては担当者説明会を開催するなどの情報提供
による支援を引き続き行っていきます。 
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第２章 循環型社会の構築 
持続可能な循環型社会を構築するためには、廃棄物の発生を抑制し、それでも廃棄物となったも

のは貴重な資源やエネルギー源として一層有効活用して、枯渇が懸念される天然資源の消費を抑制
していく必要があります。県民、事業者、国、県、市町村等が協力して、3R を推進するライフスタ
イルの普及や基盤づくりに取り組むとともに、廃棄物の減量化や再資源化の促進と、廃棄物の適正
処理の推進に取り組みます。 

 

 

現況と課題 

天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会を形
成することを目指した循環型社会形成推進基本法が 2000 年に制定され、本県にお
いても、県民や事業者、行政により廃棄物の排出抑制やリサイクル等の取組を進めてきたところ
です。 

また、国は 2024 年 8 月に第五次循環型社会形成推進基本計画を策定し、循環型社会の形成に
向けた循環経済への移行を国家戦略として位置づけ、循環経済に移行することで気候変動や生物
多様性保全といった環境面に加え、産業競争力強化・経済安全保障・地方創生・質の高い暮らし
の実現にも貢献するとしており、今後、3R+Renewable の推進などに取り組んでいくことで、循
環経済への移行を実現するとしています。 

こうした状況の中、本県の廃棄物の現況を 2023 年度の統計数値でみると、一般廃棄物のごみ
の総排出量は 194 万 t となっており、1 人 1 日当たりの排出量は 839g で、全国平均の 851g とほ
ぼ同様の水準となっております。また、リサイクル率は 22.6%であり、全国平均の 19.5%と比較
するとやや高い水準ですが、近年横ばいで推移している状況です。（図表 2-1-1、図表 2-1-2） 

一方、産業廃棄物の排出量は、1,875 万 t であり、減量化や再生利用を除いた最終処分量は 26.7
万 t となっています。減少傾向にあった排出量は 2021 年度に一旦増加したものの、再び減少傾
向となりました。高度経済成長期に集中的に整備された公共インフラ等の老朽化が進んでいるこ
とから、今後、施設更新による産業廃棄物等の排出量の増加が懸念されます。（図表 2-1-3、図表
2-1-4） 

こうした中、最終処分場用地の確保は全国的に困難な状況にあり、最終処分場の残余容量が 
不足することが懸念されるため、廃棄物の減量化や再資源化を進め、最終処分量を減らす必要が
あります。さらに、近年では海洋中のマイクロプラスチックによる生態系への悪影響も懸念され
ており、国際的にも関心が高まっていることから、プラスチックごみの発生抑制に取り組む必要
があります。 

こうしたことから、今後も、県民・事業者・行政などの各主体が 3R+Renewable、特に環境へ
の負荷を低減する効果の高い 2R（リデュース、リユース）を重点的に推進することにより、   
ライフサイクル全体での徹底的な資源循環に取り組み、循環型社会を構築していく必要があり 
ます。 

 

第１節 ３R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進 
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図表 2-1-1 一般廃棄物の総排出量と 1 人 1 日当たりのごみ排出量 

 
図表 2-1-2 リサイクル率の推移（全国との比較） 

 

 

 

 

 

年度 
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図表 2-1-3 産業廃棄物の排出量と内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図表 2-1-4 産業廃棄物の再生利用量・減量化量・最終処分量の推移 
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県の主な取組・施策展開 

１ 資源循環を推進するライフスタイルの普及 
3R 推進の普及啓発 
3R に対する県民の意識を高めるため、「環境月間」である 6 月、「3R 推進・食品ロス削減  

月間」である 10 月を中心に、レジ袋等のワンウェイプラスチックの使用削減や、食品ロスの
削減に向け、県内事業者と連携した啓発 キャンペーンを実施しました。 

ちばエコスタイルの推進 
家庭からごみとして多く出されるレジ袋や食べ残しなどを減らすことは、一人ひとりの意

識次第で「誰でも、すぐに、簡単に」できる取組です。このような取組を、ものを大切にす
るライフスタイル「ちばエコスタイル」として推進しています。 

ア ちばプラごみ削減エコスタイル 
  2008 年 10 月から、レジ袋の過剰な使用を抑制し、マイバッグの持参やレジ袋の辞退等を
促進する運動である「ちばレジ袋削減エコスタイル（ちばレジエコ）」を、2016 年 3 月から
は、繰り返し使える水筒やタンブラーなどの利用を促進する「ちばマイボトル・マイカップ
推進エコスタイル」を展開し、イベント等を通じて県民（消費者）へ協力・参加を呼びかけ
ました。 

2023 年 10 月からは、このレジ袋削減とマイボトル・マイカップ推進の取組を統合・拡充
し、「ちばプラごみ削減エコスタイル」と名称を変更するとともに、「ちばマイボトル・マイ
カップ登録事業者」を「ちばプラごみ削減パートナー」に名称を変更し、プラごみ削減に  
繋がる取組の拡大をしています。なお、2024 年度末現在、55 事業者 2,288 店舗が取組に参
加しています。 

イ ちば食品ロス削減エコスタイル 
食べられるにもかかわらず捨てられている「食品ロス」が、全国で年間約 464 万 t（2023

年度）発生していると推計されています。 
県では、食事の際の「食べきり」を進めていくことで、家庭や飲食店等からごみとして  

出される食品廃棄物を減らしていけるよう、「ちば食べきりエコスタイル（ちば食べエコ）」
を 2009 年度から展開しており、食べ残しの削減に向けた取組を実践する飲食店や小売店 
などを「ちば食べきりエコスタイル協力事業者」として登録し、県ホームページ等を通じて
県民へ情報提供を行ってきました。 

2023 年 10 月からは、「ちば食べきりエコスタイル」を「ちば食品ロス削減エコスタイル」
に、「ちば食べきりエコスタイル協力事業者」を「ちば食品ロス削減パートナー」に名称を 
変更し、対象事業者を拡大しています。なお、2024 年度末現在、88 事業者 3,436 店舗が取
組に参加しています。 

また、2021 年度から、コンビニやスーパー等と連携し、買ってすぐ食べる場合に棚の手前
から商品を取る「てまえどり」の呼びかけを実施しています。 

各種リサイクル法等の普及啓発 
ア 資源有効利用促進法 

循環型社会を構築し、資源の有効な利用を総合的・計画的に推進するため、「資源有効利用
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促進法」では、取組が必要な業種や製品として 10 業種・69 品目を政令で指定し、事業者が
自主的に取り組むべき具体的な内容を規定しています。「指定再資源化製品」として位置付
けられているパソコンと小型二次電池は、製造業者等が回収し、再資源化を行うことが義務
付けられています。 

県ではメーカー等によって適正にリサイクルが行われるよう、県ホームページにおいて情
報提供を行っています。 

イ 容器包装リサイクル法 
家庭ごみのうち、容積で約 6 割を占める容器包装廃棄物について定めた「容器包装に係る

分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）」により、消費者は適
正な分別排出を行い、市町村は分別収集を、事業者は市町村が収集した容器包装廃棄物の再
商品化を行うという役割分担が規定されています。（図表 2-1-5、図表 2-1-6） 

県では、同法に基づく分別収集を促進するため、各市町村が策定した「市町村分別収集計
画」に基づいて「千葉県分別収集促進計画」を策定し、各市町村における分別収集等の実施
状況について市町村や県民へ情報提供するとともに、容器包装廃棄物の 3R に関して普及啓
発を行いました。 

また、容器包装廃棄物の削減を図るため、九都県市で連携し、容器包装を減量化した商品
の紹介や製造・小売事業者の取組を PR するキャンペーンを実施しました。 

 
図表 2-1-5 分別収集等実績量（2023 年度） 

 
 
 
 
 
 

品目 
計画量 
（ｔ） 

収集量 
（ｔ） 

収集率 
（％） 

再商品化
量（ｔ） 

再商品化率
（％） 

計画 
市町村数 

実施 
市町村数 

（A） （B） （B／A） （C） （C／B） 

ガ
ラ
ス 

無色 15,560 13,118 84.3  12,939 98.6  51 51 
茶色 10,466 8,890 84.9  8,730 98.2  51 51 
その他 12,266 10,437 85.1  10,274 98.4  54 54 
ペットボトル 20,119 19,679 97.8  19,086 97.0  54 54 
紙製容器包装 2,076 541 26.1  460 85.0  19 12 

プラスチック製容器包装 
（白色トレイ含む） 

28,012 28,791 102.8  24,831 86.2  33 32 

鋼製容器包装 8,234 6,419 78.0  6,385 99.5  53 53 
アルミニウム製容器包装 11,808 9,559 80.9  9,514 99.5  53 53 

飲料用紙製容器包装 1,016 485 47.8  485 100.0  49 42 
段ボール 58,443 49,711 85.1  49,638 99.9  54 54 
全品目 168,000 147,632 87.9  142,341 96.4  ― 
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図表 2-1-6 分別収集実績の推移 

 
 

ウ 家電リサイクル法 
「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」は、廃家電のうち、エアコン・テレ

ビ・冷蔵庫（冷凍庫）・洗濯機（乾燥機）の 4 品目について、消費者がリサイクル費用と運搬
費用を負担し、小売業者が収集運搬を行い、製造業者がリサイクルするという役割分担によ
るリサイクルシステムを構築するものです。 

2024 年度は、全国の製造業者等による廃家電 4 品目の引取台数は約 1,458 万台（前年比
約 0.9%増）、このうち本県分は約 70 万台（前年度比約 4.4%増）でした。（図表 2-1-7） 

県では、市町村や県民に対し家電製品の適正処理を周知するとともに、不法回収業者対策
や不法投棄の状況等について市町村と情報共有を行っているところです。 

図表 2-1-7 家電引取台数（2024 年度）（単位：千台） 
品 目 全国 千葉県 

エアコン 3,961 203 
ブラウン管テレビ 462 14 
液晶・プラズマテレビ 3,153 155 
冷蔵庫・冷凍庫 3,228 146 
洗濯機・衣類乾燥機 3,780 179 

合  計 14,583 697 

エ 小型家電リサイクル法 
デジタルカメラや携帯電話等の使用済小型電子機器等に含まれるアルミニウム、貴金属や

レアメタル等の再資源化を促進するため、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関す

注：台数は四捨五入のため、各数値の和と合計が一致しない場合があります。 
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る法律（小型家電リサイクル法）」では、28 分類の制度対象品目について、消費者が分別排
出し、市町村が分別収集する等、各関係者の責務のほか、認定を受けた場合に廃棄物処理法
の特例が講じられる再資源化事業計画の認定制度が定められています。 

県では、これまで研修会等を通じ、県内市町村に対し、制度の説明や周知を行うとともに、
必要な情報提供を行うなど、支援に努めているところです。 

プラスチックごみの削減 
プラスチックによる海洋汚染を低減するため、3R に係る取組や、ポイ捨て・飛散防止等に

係る普及啓発を行いました。 
参照海岸漂着物対策（第３章第３節 P73） 

環境学習による取組 
資源循環を含めた多様な環境学習の機会の提供、環境学習の場の活用、指導者の育成に取り

組むなど、環境学習を通じた資源循環の普及促進を図っています。 
参照環境学習の推進（第６章第１節 P140） 

 
２ 資源循環の推進に向けた基盤づくり 

一般廃棄物の減量化・資源化促進 
一般廃棄物の減量化・資源化を促進するための施策や先進的な自治体の取組について、一般

廃棄物処理の事業を担う市町村に対し情報提供を行い、減量化・資源化を促進します。 

事業系一般廃棄物の削減促進 
ごみの約 3 割を占める事業系一般廃棄物について、排出実態の調査を進めるとともに、研修

会等の機会をとらえて、市町村・関係一部事務組合に対し事業系一般廃棄物の削減対策につい
て情報提供や助言を行っています。 

溶融スラグ等再生品の利用促進 
一般廃棄物最終処分場の確保が困難な市町村があることや、最終処分量の半分以上を焼却灰

が占めていることから、ごみやその焼却灰を溶融した後に固めて容積を減らし、スラグとして
資源化することを推進しています。 

この溶融スラグの有効利用を図るため、全国に先駆けて「千葉県溶融スラグ利用促進指針」
を 1996 年 3 月に策定し、それ以降、県及び市町村の公共事業等における溶融スラグの積極的
な利用を進めています。 

また、県内の溶融スラグ生産施設共通の品質管理方法を 2006 年 7 月の JIS 規格制定に合わ
せて改訂するなど、溶融スラグの品質確保を図ってきました。 

現在、アスファルト合材の使用量が 50t 以上の県の公共工事については、溶融スラグ入りア
スファルト合材の使用を義務化しています。 

2025 年 3 月末現在、稼働中の溶融施設は 6 施設で、2024 年度の溶融スラグの生産量は約 3
万 t、有効利用量は約 2 万 6 千 t で、有効利用率は約 88%となっております。主な用途はアス
ファルト骨材で、約 1 万 2 千 t（約 45%）が利用されています。（図表 2-1-8） 
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図表 2-1-8 溶融スラグの生産量と有効利用状況 
 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

溶融スラグ生産量（t） 26,715 31,733 30,259 30,259 29,951 

うち有効利用量（t） 23,423 28,077 25,320 26,712 26,447 

有効利用率（%） 87.7 88.5 83.7 88.3 88.3 

（有効利用内訳） 
利用量
（t） 

構成比
（%） 

利用量
（t） 

構成比
（%） 

利用量
（t） 

構成比
（%） 

利用量
（t） 

構成比
（%） 

利用量
（t） 

構成比
（%） 

アスファルト骨材 13,483 58 14,285 51 15,037 59 12,490 47 11,823 45 

インターロッキング
ブロック 

0 0 0 0 252 1 169 1 128 1 

路盤材 8,815 38 12,634 45 0 0 11,357 43 10,751 41 

埋戻材 0 0 931 3 8,725 35 2,696 10 3,745 14 

調査・研究 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他（売却等） 1,125 4 16 0 1,305 5 0 0 0 0 

（４）下水汚泥等の資源化利用の推進 
流域下水道終末処理場において、汚水処理の工程で生ずる汚泥については、セメント原料や

軽量骨材原料等への資源化に努めています。 
また、上水道・工業用水道の浄水発生土については、千葉県営水道事業中期経営計画等に  

基づき、セメント原料や軽量骨材原料等としての資源化利用を推進しています。 

（５）リサイクルの推進 
ア 食品リサイクル法 

食品の売れ残りや食べ残し又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物
について、発生の抑制と減量化を図るとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用する
ため、食品関連事業者（製造・流通・外食等）による食品循環資源の再生利用等を促進する
ことを目的として、2000 年 6 月に「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品
リサイクル法）」が制定され、2001 年 5 月から施行されました。 

県では、食品廃棄物の削減を図るため、九都県市で連携し、食品ロスを減らすための普及
啓発を行いました。 

参照ちば食品ロス削減エコスタイル（第２章第１節 P42） 

イ 自動車リサイクル法 
使用済自動車のリサイクル及び適正処理を推進するため、2024 年度については、自動車

リサイクル法に基づき、県内（千葉市、船橋市及び柏市を除く）の解体業者に延べ 410 回、
破砕業者に延べ 35 回の立入検査を実施し、施設の維持管理や使用済自動車の引取り・引渡
し状況等を確認し、必要な指導を行いました。 

ウ 建設リサイクル法 
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」では、コンクリー

トなどの特定建設資材を用いた建築物等の解体工事や新築工事等が対象建設工事に該当す
る場合、発注者には、知事等（特定行政庁）への事前の届出が義務付けられ、受注者には、
発注者への説明・報告や解体工事業者の登録又は建設業法に基づく許可の取得のほか、分別
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解体等及び再資源化等の実施等が義務付けられています。 
2025 年 3 月末現在、県及び特定行政庁が発注者から受理した事前届出件数（通知含む）

は、338,551 件、法に基づく解体工事業者の登録件数は、1,431 件となっています。 
法の適正な執行を確保するため、各土木事務所、地域振興事務所と連携を図りパトロール

などを実施し、必要な指導、助言等を行っています。 
建設リサイクルの促進を図るには、関係行政機関や建設事業者等の関係者、県民それぞれ

の立場で努力することが重要です。これら関係者の理解を深めるため、説明会や講習会、パ
ンフレットの配布、ホームページ等により法の周知、啓発活動に取り組んでいます。 

エ 廃棄物排出事業者等への啓発活動 
廃棄物を多量に排出する事業者に対して、発生抑制や再資源化に努めるよう指導をしてい

ます。また、排出事業者等を対象に廃棄物リサイクル促進研修会をオンラインで開催し、先
進的なリサイクル事例等の紹介を行いました。 

参照循環産業の振興方策の検討（第２章第１節 P47） 

（６）バイオマス利活用の拡大 
県では、「バイオマス活用推進基本法」等を踏まえ、バ

イオマスの利用率を 80%以上とする目標を掲げていま
す。 

バイオマスの利活用を促進するため、2024 年度は、「バ
イオマス利活用研修会」を開催したほか、バイオマス製
品の普及啓発のため、各種イベント等で木質ストラップ
を配布しました。 

また、未利用間伐材等の有効活用を図るため、森林組合等の林業事業体に対し、木材を運搬
する経費の助成を行いました。 

（７）循環産業の振興方策の検討 
環境への負荷の低減を図りながら、廃棄物が適正に再生利用され、かつ、再生された資源が

円滑に循環して利用されていくためには、廃棄物を積極的に循環利用する循環産業の果たす役
割が非常に重要です。 

そこで、排出抑制や資源化促進に向け、排出事業者に対する指導啓発を行うとともに、循環
産業の活性化に向け、関係団体と連携し排出事業者と処理業者等を対象とした廃棄物リサイク
ル促進研修会をオンラインで開催しました。 

研修会当日は排出事業者、処理業者等合わせて延べ 64 名が参加し、先進的なリサイクル事
例等の紹介を行いました。 

（８）資源循環に取り組む事業者の表彰 
循環型社会を構築するためには、一人ひとりが日常の生活や仕事を通じて、3R の活動や廃

棄物の適正処理に取り組むことが必要です。 
県では、地域において資源回収に取り組む団体、産業廃棄物の処理や不法投棄の監視に従事

する個人の方、積極的にリサイクルを実施している企業等に対して感謝状を授与し、その功績
に報いるとともに、「千葉県廃棄物適正処理推進大会」を通じて、こうした取組を広く県民に公

 
バイオマス製品の一例 

 



 

48 

表することにより、3R の推進と廃棄物の適正処理に関する県民意識の醸成を図っています。 
 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

一般廃棄物の排出量 
209 万 t 

（2016 年度） 
194 万 t 

（2023 年度） 
181 万 t 以下 

（2028 年度） 
一人1日当たりの家庭系ごみ排
出量 

517g 
（2016 年度） 

482g 
（2023 年度） 

440g 以下 
（2028 年度） 

一般廃棄物の再生利用率 
22.7% 

（2016 年度） 
22.6% 

（2023 年度） 
30%以上 

（2028 年度） 

一般廃棄物の最終処分量 
15.4 万 t 

（2016 年度） 
10.7 万 t 

（2023 年度） 
12 万 t 以下 

（2028 年度） 

産業廃棄物の排出量 
1,970 万 t 

（2016 年度） 
1,875 万 t 

（2023 年度） 
2,072 万 t 以下 
（2028 年度） 

産業廃棄物の再生利用率 
51.9% 

（2016 年度） 
48.5% 

（2023 年度） 
61%以上 

（2028 年度） 

産業廃棄物の最終処分量 
27.6 万 t 

（2016 年度） 
26.7 万 t 

（2023 年度） 
29 万 t 以下 

（2028 年度） 

バイオマス資源の利用率 
71% 

（2016 年度） 
79% 

（2020 年度） 
80%以上 

（2028 年度） 
 
２ 指標の推移についての評価 

一般廃棄物については、排出量、一人１日当たりの家庭系ごみ排出量は基準年度と比べ減少し、
再生利用率は横ばいとなっています。最終処分量は減少し、目標を達成しました。 

産業廃棄物について、排出量、再生利用率、最終処分量は、全て基準年度に比べて減少してい
ます。 

バイオマス資源の利用率は 79%であり、基準年度から 8 ポイント増加しています。 
 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

一般廃棄物の最終処分量については順調に減少し、目標を達成したことから、分別が適正に進
められているものと考えています。一方、排出量、再生利用率については目標達成に向け、更な
る廃棄物の発生抑制と資源の適正な循環的利用を進める必要があります。 

産業廃棄物に関する指標については、排出抑制・減量化に向けた取組により削減を促進してい
るものの、経済状況等の影響を大きく受け、年度により増減が発生していると考えられます。 

引き続き、排出事業者への発生抑制の啓発や各種リサイクル法による取組を進めるとともに、
適正処理に向けた指導等が必要です。 

バイオマス資源の利用率は増加していますが、バイオマスの利活用に関しては、収集・運搬・
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製品への転換に係るコストの低減、製品の需要と供給のマッチング等の課題があり、今後も、よ
り効果的な普及啓発活動を行い、バイオマスに対する県民や事業者の理解を高める必要がありま
す。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

県民、事業者、市町村等の各主体が、廃棄物の発生抑制と資源の適正な循環的利用、適正処理
に取り組むよう、引き続き各種取組を進めます。 

3R に対する県民意識を高めるため、引き続き、ものを大切にするライフスタイル「ちばエコ
スタイル」を推進します。 

特に食品ロスの削減については、事業者等と連携した店舗における普及啓発等を積極的に進め
ます。 

自動車リサイクル法に基づく解体業者・破砕業者に必要な指導を行い、使用済自動車のリサイ
クル及び適正処理を推進します。 

このほか、各種リサイクル法の普及啓発や法に基づく適正処理推進等の指導を行います。 
バイオマスの利活用を推進するため、必要な基盤の整備が進むよう、先進的な取組事例等の情

報提供を行っていきます。また、バイオマスの利活用に対する県民の意識の醸成や事業者間の交
流などを促進するため、多様なバイオマスの利活用に関する研修会の開催やイベント等への出展
による普及啓発を行います。 
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現況と課題 

循環型社会を構築するためには、3R の推進が重要であることはもち
ろんのことですが、廃棄物の発生抑制や再資源化等に努めてもなお発
生する廃棄物については、適正に処理する必要があります。 

本県では、1999 年度の産業廃棄物不法投棄の発生量は約 18 万 t でした。このため、24 時間・
365 日での監視体制の整備（1999 年 4 月）、警察における環境犯罪課の設置（2002 年 4 月）、県
独自の「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」の制定等による規制の強化（2002 年 3
月）などを実施した結果、2024 年度の不法投棄量は 628t でピーク時（1999 年度）の約 286 分
の 1 と大幅に減少しました。（図表 2-2-1） 

近年は不法投棄の発生件数が横ばいで推移しており、依然として、建設廃材をはじめとした産
業廃棄物の小規模でゲリラ的な不法投棄が発生しています。 

このように、不法投棄が依然として後を絶たないため、県民一人ひとりが廃棄物処理のルール
をより一層遵守するとともに、引き続き県民及び市民活動団体、市町村と連携して、不法投棄の
監視指導を強化していく必要があります。 

また、廃棄物の不法投棄を未然に防止するためには、監視指導の強化だけでなく、適正処理を
推進することも重要です。 

そのためには、一般廃棄物に関しては市町村が、産業廃棄物に関しては排出事業者と処理業者
が廃棄物の処理を適正に行うよう徹底を図る必要があり、廃棄物を処理するために必要な施設の
確保や優れた能力及び実績を有する優良な産業廃棄物処理業者の育成をするとともに、市町村等
においては老朽化している処理施設の適切な更新や、広域処理体制の構築に向けた検討が課題と
なっています。 

昨今、有価物である金属スクラップや使用済みプラスチック等を屋外で重機等を用いて保管し、
破砕等の加工後に出荷する金属スクラップヤード等の一部において、高積などの不適正な保管に
よる崩落のおそれ、火災やヤード内での作業に伴う騒音等が発生しており、廃棄物の適正処理の
推進とあわせ、こうした金属スクラップヤード等の適正な管理が求められています。 

加えて、自動車リサイクル法など各種法令に違反した行為が行われている、いわゆる「不法自
動車ヤード」を解消し、県民の安全・安心の確保を図る必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第２節 廃棄物等の適正処理の推進と不法投棄の防止 
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県の主な取組・施策展開 

１ 廃棄物等の適正処理の確保 
適正処理に向けた体制づくり 

ア 一般廃棄物 
（ア）広域化・集約化による一般廃棄物処理施設整備の促進 

市町村等は、人口減少によるごみ排出量の減少や、処理施設の省エネルギー化等への 
対応が求められており、県としては持続可能な適正処理の確保のためには、一般廃棄物  
処理の広域化・集約化を進める必要があると考えています。 

このため、県では 2050 年度までを計画期間とする一般廃棄物処理に係る長期広域化・  
集約化計画の策定を進めています。 

（イ）一般廃棄物処理施設に係る立入検査 
廃棄物処理法第 19 条の規定により、市町村、一部事務組合及び民間が設置しているご

み焼却施設など一般廃棄物処理施設に立入検査を実施し、施設の維持管理状況の確認、放
流水や焼却灰等の採取、分析を行っています。（図表 2-2-2） 

 
 
 

 
 
 
 
 

図表 2-2-2 一般廃棄物処理施設の立入検査結果（2024 年度） 

種 類 立入施設延べ数 指導件数 分析施設数 
ごみ処理施設 110 11 19 

 うち焼却施設 41 6 19 
最終処分場 72 30 21 
し尿処理施設 29 2 0 
その他の施設 4 1 0 

合計 215 44 40 

図表 2-2-1 産業廃棄物の不法投棄（10t 以上）の発生状況 
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イ 産業廃棄物 
（ア）排出事業者に対する指導 

ａ 産業廃棄物排出事業場に係る立入検査 
産業廃棄物の排出事業者に対して排出事業者責任に係る指導を行うため、産業廃棄物

排出事業場に立入検査を実施し、産業廃棄物の排出状況、処理状況、管理体制等につい
て検査しています。 

2024 年度は 418 事業場へ立入を行い、116 事業場に対して改善措置を指導しました。
（図表 2-2-3） 

図表 2-2-3 産業廃棄物排出事業場の立入検査結果（2024 年度） 

業 種 
立入検査 
事業場数 

改善措置 
事業場数 

改善措置区分 
改善
命令 

改善
勧告 

文書
指導 

口頭 
指導等 

製造業 21 6 0 0 1 5 

医療業 48 15 0 0 0 15 

廃棄物処理業 6 3 0 0 1 2 

水道業 5 1 0 0 1 0 

建設業 314 80 0 0 13 67 

その他 24 11 0 0 6 5 

合計 418 116 0 0 22 94 

ｂ 多量排出事業場の指導 
廃棄物処理法では、前年度の排出量が産業廃棄物にあっては 1 千 t 以上、特別管理産

業廃棄物にあっては 50t 以上の事業場を設置している事業者に、多量排出事業者として
処理計画の作成及び計画の実施状況の報告を義務付けています。 

事業者自らが適正処理及び減量化・再資源化に取り組むよう指導を行いました。 

ｃ 環境保全協定に基づく指導 
京葉臨海地域の協定工場に対しては、生産施設及び公害防止施設の新増設に係る事前

協議を行い、廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用の促進及び適正処理などに関する指
導を行っています。 

2024 年度は、事前協議が 23 件あり、この事前協議に基づき、減量化や適正処理等の
指導を行いました。 

ｄ 進出予定事業者等に対する指導 
県内の工業団地等への立地及び大規模な工場立地を計画している事業者等に対して

は、建設時から廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用の促進及び適正処理に努めるよう
事前指導を行っています。2024 年度は 2 件について指導を行いました。 
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（イ）産業廃棄物処理業者に対する指導等 
県内政令市・中核市と連携し

て産業廃棄物の処理業者向けセ
ミナーを開催し、優良な産業廃
棄物処理業者の育成を図ってお
り、2023 年度は会場集客型での
セミナーを実施し、後日その様
子を動画で配信しました。 

また、産業廃棄物の中間処理
業者及び最終処分業者に対して
は、重点的に立入検査を実施して処理基準の遵守等の指導の徹底を図っており、2024 年
度は延べ 316 件の立入検査を行いました。（図表 2-2-4） 

適正処理のための仕組みづくり 
ア 電子マニフェストの普及促進 

産業廃棄物の適正処理確認の合理化等に役立つ電子マニフェスト制度について、公益財団
法人日本産業廃棄物処理振興センターと連携し、各事業者に対してのリーフレットの送付等
を行い、普及促進に努めました。 

イ 建設廃棄物の適正処理の推進 
建設廃棄物については、建設リサイクル法及び廃棄物処理法による情報を共有して、建設

廃棄物が発生する各事業場に対して立入検査を行い、各法令に基づき分別解体及び再資源化
等による廃棄物の適正処理を推進、指導しました。 

廃棄物処理施設の整備 
ア 一般廃棄物処理施設 

県は、循環型社会の形成及び 2050 年カーボンニュートラルの実現に配慮した計画的な施
設整備が進められるよう、情報提供や助言を行っています。 

イ 産業廃棄物処理施設 
廃棄物処理業者が処理施設を設置する場合には、周辺の生活環境等に配慮した廃棄物処理

施設の整備・維持管理を図るため、「千葉県廃棄物処理施設設置及び維持管理に関する指導
要綱」により、事前協議を行うこととしています。2024 年度は、23 件の事前協議書を受理
しました。 

流出入する産業廃棄物対策 
県では排出事業者責任を明確にし、県外産業廃棄物の県内での不法投棄の防止等を図るとと

もに、最終処分場の確保を図り、生活環境の保全に資する目的で「千葉県県外産業廃棄物の適
正処理に関する指導要綱」を定め、運用しています。 

この要綱に基づき、県外産業廃棄物を県内で最終処分しようとする場合には、排出事業者は
事前に知事に対して協議を行うこととしており、2024 年度は事前協議を 120 件行いました。 

また、県外に流出する産業廃棄物については、必要に応じて産業廃棄物管理票等により実態

図表 2-2-4 産業廃棄物処理業者に対する立入検査結果 
（2024 年度） 

立入検査対象 
（業の区分） 

延べ 
立入 
件数 

延べ 
指導等 
件数 

指導等の内容 
改善 
命令 

改善 
勧告 

指導票 

収集運搬業 8 2 0 0 2 

中間処理業 229 65 0 3 62 

最終処分業 79 7 0 0 7 

合計 316 74 0 3 71 
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を把握し、県外自治体に情報提供を行うなど、適正処理を推進しています。 

適正処理困難物の処理対策 
ア ポリ塩化ビフェニル廃棄物対策 

県内のポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物については、「千葉県ポリ塩化ビフェニル廃棄
物処理計画」を定め、広報や立入検査等により、確実かつ適正な保管及び期限内処分につい
て事業者を指導しています。 

2024 年度は、PCB 廃棄物の保管場所等の立入検査を 752 件実施しました。 

イ アスベスト廃棄物対策 
アスベスト廃棄物は、廃棄物処理法の処理基準に基づき、溶融または無害化する中間処理

か、固形化等の飛散防止措置を行い最終処分場に埋め立てることが求められます。 
このため、大気汚染防止法等を所掌する関係機関と連携して、アスベスト廃棄物が発生す

る事業場の立入検査等を実施し、適正かつ安全に処理されるよう事業者を指導しています。 
2024 年度は、アスベスト廃棄物に係る事業所への立入検査を 76 件実施しました。 

有害使用済機器の適正処理 
有害物質を含む使用済電子機器であり、廃棄物処理法で規定する有害使用済機器に該当する

物の保管又は処分を行う際には、環境保全措置が十分に講じられないと、火災の発生など生活
環境上の支障が生ずるおそれがあることから、県では当該事業場等に対して、2024 年度は延
べ 56 回の立入検査を実施し、適正な保管及び処分の指導を行いました。 

 
２ 不法投棄の根絶 

廃棄物の不法投棄対策 
ア 24 時間・365 日体制の監視パトロールの実施 

産業廃棄物の不法投棄を防止するため、24 時間・365 日
体制で監視パトロールを実施するとともに、県民等からの
通報を受け付ける産廃残土県民ダイヤル（産廃 110 番）を
設置し、早期発見、早期対応に努めています。 

イ 市町村との連携 
市町村職員への立入検査権限の付与や、市町村が実施する不法投棄対策事業への助成など

により、地域での監視体制の強化を図っています。 

ウ 産業廃棄物の適正処理の推進 
産業廃棄物の不法投棄を未然に防止するためには、監視指導の強化だけではなく、適正処

理を推進することも重要です。産業廃棄物の適正処理を推進するため、産業廃棄物処理業者
等に立入検査を実施し、指導等を行っています。 

エ 残存している過去の不適正処理箇所の対応 
不法投棄など不適正処理された産業廃棄物は、行為者等の原因者が適正に処理することが

原則です。残存している過去の不適正処理箇所については、引き続き、行為者等に対して廃
棄物の撤去指導を行うとともに、住民の生活環境への支障が懸念される大規模な箇所につい

不法投棄された廃棄物 
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ては、定期的に水質等の環境調査を行っています。 

オ 悪質な不適正処理案件の対応 
産業廃棄物の不適正処理を行い、行政指導に応じず、住民の生活環境への支障が懸念され

る事案については、廃棄物処理法に基づく改善命令などの行政処分を検討します。 
改善命令などに従わず、撤去等の是正措置を講じる意思がない悪質な者などに対しては、

県警本部等と連携し、刑事訴訟法に基づく告発を行うこととしています。 

廃棄物等の適正処理に関する情報の発信 
排出事業者に対しては、産業廃棄物の適正処理の推進を図るため、業界団体等が開催する講

習会への講師派遣、排出事業者向けパンフレット等の作成・配布やホームページへの掲載等を
通じて、排出事業者に向けた産業廃棄物の発生抑制、再資源化及び適正処理に関する普及啓発
を行いました。また、排出事業者が産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有す
る優良な産業廃棄物処理業者を選定できるようにするため、優良産廃処理業者認定制度を活用
して、優良産廃処理業者の一覧をホームページで公表しています。2024 年 10 月時点で、541
業者を公表しています。 

産業廃棄物処理業者に対しては、法改正等への対応が速やかに行われるよう、廃棄物処理法
及びその運用通知等を適宜、関係機関・団体を通じて周知し、適正処理の徹底を図っています。 

また、廃棄物処理法などに基づき行政処分を行った場合、その処分を受けた者の氏名等をホ
ームページで公表し、廃棄物の不適正処分の防止を図っています。 

 
３ ヤードの適正化 
（１）金属スクラップヤード等 

県では、県民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全上の支障の防止を図るため、
「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例（金属スクラップヤード等規制条例）」を
2023 年 10 月に制定し、2024 年 4 月 1 日に施行しました。 

2024 年度は、条例に基づき、2025 年度以降も事業を継続する既存事業者に対して、2025 年
3 月末までの許可申請書提出を指導した結果、条例の規制対象となる 437 箇所のうち、廃業予
定などの意向を示した事業場を除く 283 箇所から許可申請書を受付けました。 

（２）自動車ヤード 
自動車リサイクル法など各種法令に違反した行為が行われている、いわゆる不法自動車ヤー

ドの解消を図るため、全国初となる「千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関す
る条例（自動車ヤード条例）」を 2014 年 12 月に制定（2015 年 4 月施行）し、警察等関係機関
と連携し自動車ヤードへの立入検査を実施しています。 

県が把握している自動車ヤード数は、2024 年度末で条例に基づく届出ヤードが 386 箇所、
自動車リサイクル法の許可を得た解体業者のヤードが 435 箇所、合計で 821 箇所あります。 

2024 年度は、延べ 934 回の立入検査を実施し、油等の地下浸透防止など法令の義務履行の
徹底を指導しました。 
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環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

新たな不法投棄量 
（投棄量 10t 以上の不法投棄箇
所における投棄量の総量） 

8,731t 
（2016 年度） 

628t 
（2024 年度） 

新たな不法投棄量 
ゼロを目指します 

（早期実現） 
 

２ 指標の推移についての評価 
ピーク時からは減少傾向にありますが、未だに不法投棄の撲滅には至っていません。 

 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

不法投棄は悪質化・巧妙化しており、引き続き監視指導体制を充実させる必要があります。 
不法投棄等の不適正処理の防止のためには、廃棄物の排出者が処理責任を果たし、適正な処理

を行う必要があるため、排出者に対して引き続き適正処理等について啓発指導を実施する必要が
あります。 

廃棄物の排出者が処理責任を果たすためには、適切な廃棄物処理事業者を選定できる環境が必
要となることから、遵法性や透明性が高く信頼できる産業廃棄物処理業者の育成が必要です。 

県内で排出される産業廃棄物が安定的に適正処理されるためには、周辺の生活環境等に配慮し
た廃棄物処理施設の整備が必要です。 

廃棄物の処理に伴う生活環境保全上の支障を防ぐため、廃棄物処理業者への立入検査を適切に
実施する必要があります。 

市町村の一般廃棄物処理施設については、既存施設の多くが、老朽化への対応を検討しなけれ
ばならない時期を迎えており、ごみの排出状況の変化を踏まえつつ、循環型社会の形成及び 2050
年カーボンニュートラルの実現に配慮した施設の整備・更新や適正な維持管理、持続可能な適正
処理の確保に向けた広域化・集約化の検討を進めていく必要があります。 

PCB 廃棄物やアスベスト等の処理が困難な廃棄物について、適正かつ安全に処理されるよう、
周知啓発や指導の徹底が必要です。 

有害使用済機器について、立入検査等により適正な保管及び処分の指導を行う必要があります。
金属スクラップヤード等については、立入検査等により、条例の基準等を遵守するよう指導して
いく必要があります。 

自動車部品等を保管するヤードに対して、警察等関係機関と連携して立入検査を実施し、油等
の地下浸透防止など条例の義務履行の徹底を図る必要があります。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

24 時間・365 日の監視パトロールを行うとともに、市町村等と連携のうえ、不法投棄等の未然
防止、早期発見、早期対応に努めていきます。 

排出事業者に対して、ホームページによる広報や立入検査等を通じて、廃棄物の適正処理、減
量化、再資源化等について啓発、指導を実施していきます。 
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産業廃棄物処理業者を対象としたセミナーの開催や講習会への講師の派遣などを通じて、優良
な産業廃棄物処理業者の育成を図ります。 

一般廃棄物処理施設の立入検査については、施設の適正な運営が確保されていることを確認す
るため、適切に実施していきます。 

市町村の一般廃棄物処理施設の整備・更新にあたっては、循環型社会の形成及び 2050 年   
カーボンニュートラルの実現に配慮することや、適正な維持管理、一般廃棄物処理の広域化・集
約化が進むよう、市町村に対する助言等の支援を行っていきます。 

廃棄物処理業者が処理施設を設置する場合には、指導要綱に基づく事前協議や法令に基づく許
可手続を通して、周辺の生活環境に配慮した整備や維持管理が行われるよう指導します。 

廃棄物処理業者に対しては、立入検査を実施し、処理基準を遵守するよう指導を行います。 
県外で発生した産業廃棄物の最終処分を県内で行う排出事業者に対して、事前協議を通じて適

正処理を指導します。 
産業廃棄物を適正に処理するために、電子マニフェストの普及に努めます。 
建設廃棄物について、関係部局と連携しながら建設廃棄物の発生する各事業所に対して立入検

査を行い、分別解体や再資源化等の指導を行います。 
PCB 廃棄物等の処理困難物について、排出事業者に対して立入検査等を行い、適正な保管及び

処分等の指導を徹底します。 
有害使用済機器保管事業者に対しては適正な保管及び処分を指導します。 
金属スクラップヤード等については、不適正なヤードの一掃に向けて、適宜、市町村などの関

係機関と連携して条例等の義務を履行するよう、厳格に対応していきます。 
不法自動車ヤードの解消を図るため、自動車部品等を保管するヤードに対して、警察等関係機

関と連携し、自動車ヤード条例に基づく立入検査により指導を徹底します。 
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現況と課題 

首都圏では各種の公共事業や民間工事から大量の建設残土が発生しています。本県は、東京都
や神奈川県などの建設残土の発生地に近く、また、地形が平坦で丘陵地が多いという県土の特性
や、首都圏からのアクセスが良好であることなどにより、周辺の都県から多くの建設残土が搬入
されています。 

このような大量の残土の搬入や埋立てに当たり、産業廃棄物・有害物質が混入することによる
土壌の汚染や、残土の不適正な堆積による崩落の危険性が指摘されていました。 

このため、残土の埋立てに対する有効かつ強力な規制の導入が急務となったことから、県では
「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」（残土条例）
を 1998 年 1 月に施行しました。その後、2003 年 10 月には埋立事業者及び土地所有者の義務を
強化する条例改正を行ったところです。 

残土による埋立てについては、無許可埋立て等の不適正な埋立ての防止に向けて引き続き監視
体制を強化することに加え、許可を受けて埋め立てている事業者に対しても、汚染物質の混入や、
不適正な堆積構造による崩落を防止するため、残土条例の厳格な運用を行うとともに、市町村等
の関係機関との連携により、更なる監視と事業者への指導、悪質な事業者への行政処分の徹底等
を図ることとしています。 

また、埋立量そのものを減少させるため、建設残土の再利用が進められていますが、より広域
的に需給を調整していくことが求められており、県境を越えた一層の取組が必要です。 

なお、残土の埋立てに関して独自の施策を講じようとする市町村については県条例を適用除外
できることとなっており、2025 年 3 月現在で 25 市町村が県条例の適用を除外しています。 

県の主な取組・施策展開 

１ 悪質な事業者に対する監視指導の強化と残土条例の厳格な執行 
県内全体において強固な監視体制を敷き、定期検査や立入検査において残土条例の遵守を指導

するとともに、違反行為が是正されない場合は措置命令等の行政処分を行うほか、特に悪質な事
業者に対しては罰則の適用を求めることを視野に対応します。 

2024 年度に県が新規に許可をした特定事業（面積 3,000 ㎡以上）の許可の件数と面積は図表
2-3-1 のとおりであり、立入検査を延べ 345 回実施しました。不適正な埋立などを防止するため、
24 時間・365 日体制の監視パトロールを実施し、事業者に対する監視・指導を行いました。2024
年度末時点で稼働中の事業場は 33 箇所あり、事業区域の面積は約 85ha（850,000 ㎡）となって
います。 

年度 許可件数 許可面積 年度 許可件数 許可面積 
2015 まで 1,034 18,264 千㎡ 2020 20 605 千㎡ 

2016 23 440 千㎡ 2021 15 301 千㎡ 
2017 23 723 千㎡ 2022 11 253 千㎡ 
2018 18 480 千㎡ 2023 7 109 千㎡ 
2019 13 255 千㎡ 2024 29 622 千㎡ 

第３節 残土の適正管理 

図表 2-3-1 埋立事業の新規許可の推移 
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２ 特定事業場の情報公開 
県が許可した特定事業場に関する許可事業者の名称や事業場の所在地、許可土量、許可期間等

の情報を県ホームページで公表しています。 
 
３ 市町村、関係機関と連携した、埋立ての適正化の推進 

市町村職員に県許可の特定事業場への立入検査の権限を付与するなど、市町村との協力体制を
確立し、地域に密着した監視・指導体制の強化を図っています。 

また、残土事業の適正化を確保していくため、森林法、農地法、都市計画法、宅地造成及び特
定盛土等規制法、砂利採取法等の関係法令を所管する部局と連携するとともに、緊密な情報交換
を行っています。 

2024 年度においても、特定事業場に対する立入検査等を市町村や県の関係機関と合同で実施
しています。 

 
４ 建設発生土の有効利用等による不適正な建設発生土搬入の抑制 

産業界と国・県・市町村の連携により、計画的に建設発生土の発生抑制・再利用を促進し、処
分を目的とした埋立てを抑制します。特に、公共工事に伴い発生する建設発生土については、国
土交通省が策定した建設リサイクル推進計画に基づき、国・都道府県・市町村が建設発生土に関
する情報を共有する建設発生土情報交換システムを活用し、工事間利用調整を図り、発生の抑制
及び再利用を促進しています。 

 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

無許可埋立面積 
8,953 ㎡ 

(2017 年度) 
増加約 8,000 ㎡ 

(2024 年度) 
無くします 

（早期実現） 
 
２ 指標の推移についての評価 

2024 年度は無許可埋立ての事例が市原市 1 件（約 8,000 ㎡）発生しました。 
 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

引き続き、市町村及び関係機関との連携の推進等により、違反行為の早期発見に努めるととも
に、事業者に対する監視指導を徹底する必要があります。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

市町村及び関係機関と連携し、引き続き県内全体の監視パトロールを実施するとともに、立入
検査等において、残土条例に基づく環境及び構造に係る基準に適合しているかを確認するなど、
事業者に対する監視指導の強化を図ります。不適正事案に対して厳正に対処することにより、残
土の適正な埋立てを推進していきます。 
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現況と課題 

近年、県内において、建設汚泥等の産業廃棄物をリサイクルして土地造成用の資材とした再生
土による埋立てが広く行われています。再生土は、適正に利用する限り安全で有用な資材ですが、
埋立て現場の一部では、不適正な施工方法による盛土の崩落の発生や、周辺の農作物等に悪影響
を与えた事例も生じています。 

このため、県では、2016 年 9 月に「再生土等の埋立て等に係る行政指導指針」を策定し、事業
者に適正な埋立てを指導してきましたが、罰則をもってその遵守を強制するものではないことか
ら、指針に基づく指導には限界がありました。 

そこで県では、県民の安全・安心を確保するためにはより実効性のある仕組みが必要であると
考え、「千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例」（再生土条例）を 2018 年 10 月に制定
し、2019 年 4 月 1 日に施行しました。 

不適正な施工方法による盛土の崩落の発生等周辺の生活環境への影響を回避するためにも、再
生土条例の厳格な運用を行い、適正な利用を推進するとともに、再生土と称した産業廃棄物や土
砂等の埋立てに対しては、廃棄物処理法や県残土条例に基づき厳正に対処していくこととしてい
ます。 

また、再生土の埋立てに関して独自の施策を講じようとする市町村については県条例を適用除
外できることとなっており、2025 年 3 月現在で 22 市町村が県条例の適用を除外しています。 

 

県の主な取組・施策展開 

１ 再生土条例の厳格な執行と監視指導の実施 
県内全体において強固な監視体制を敷き、定期検査や立入検査において再生土条例の遵守を指

導するとともに、違反行為が是正されない場合は措置命令等の行政処分を行うほか、特に悪質な
事業者に対しては罰則の適用を求めることを視野に対応しています。 

2024 年度に県が届出を受理した特定埋立て等（面積 500 ㎡以上）の件数は 4 件で、届出面積
は約 26 千㎡であり、立入検査を延べ 123 回実施しました。不適正な埋立てなどを防止するため、
24 時間・365 日体制の監視パトロールを実施し、事業者に対する監視・指導を行いました。 

 
２ 市町村、関係機関と連携した対応 

市町村職員に県条例適用の再生土の埋立て現場への立入権限を付与するなど、市町村との協力
体制を確立し、地域に密着した監視・指導体制の強化を図っています。 

また、再生土の埋立て等の適正化を確保していくため、森林法、農地法、都市計画法、宅地造
成及び特定盛土等規制法、砂利採取法等の関係法令を所管する部局と連携するとともに、緊密な
情報交換を行っています。 

2024 年度においては、市町村や県の関係機関との間で、担当連絡会議を開催するとともに、埋
立て現場への立入検査等を合同で実施しています。 

 

第４節 再生土への対策の推進 



 

61 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

無届埋立て件数 
０件 

（2019 年度） 
0 件 

（2024 年度） 
0 件 

（毎年度） 
 

２ 指標の推移についての評価 
2024 年度は無届埋立ての事例は発生しませんでした。 

 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

事業者に対する監視指導の強化や、市町村及び関係機関との連携の推進等の施策に一定の効果
があったものと考えられます。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

市町村及び関係機関と連携し、引き続き県内全体の監視パトロールを実施するとともに、立入
検査等において、再生土条例に基づく環境及び構造に係る基準に適合しているかを確認するなど、
事業者に対する監視指導の強化を図ります。 

不適正な埋立て事案に対しては、厳正に対処することにより、再生土の適正な埋立てを推進し
ていきます。 
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衛星監視 抽出・判読 現地確認

コラム スペースパトロール～衛星画像を活用した不適正埋立て監視事業～ 

スペースパトロールとは 

 許可事業場や盛土等地形の改変の疑いのある箇所（違法盛土）を抽出し、崩落等危険が発生する 

前に、速やかに是正を行う体制を整備することを目的として、2024年度から衛星画像を活用していま

す。 

 衛星画像の活用で速やかに残土・再生土条例に違反した土地改変箇所を確認することが可能と 

なり、残土条例及び再生土条例が目的とする県民の生活の安全確保と県民の生活環境の保全に  

資することができました。 

 なお、県では、不適正な埋立ての防止や、早期発見・早期対応を図るため、「産廃残土県民ダイヤル

（産廃 110 番）」を設置し、24 時間 ・ 365 日体制により、県民の皆さまからの通報を受け付けています 

ので、不適正な埋立て等を発見した際にはご連絡をお願いします。 

 

産廃残土県民ダイヤル（産廃110番） 043-223-3801 

https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/sanhaizando.html 

 

衛星による監視の流れ 

 

  

 

 

 

 

衛星画像の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

※許可事業場の埋立て事業が適正であることも確認 
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第３章 豊かな自然環境の保全と自然との共生 
本県は、緑豊かな房総丘陵、九十九里浜をはじめとした美しい海岸線、東京湾に残された貴重な

干潟、様々な動植物が生息・生育する里山・里海など、豊かで多様な自然に恵まれています。 
この豊かで美しい千葉の自然を未来に引き継いでいくため、自然環境を保全し、人と自然との共

生を図ります。また、これらの自然環境がもたらす恵みを活用して、自然とふれあう機会・場の確
保を図ります。 
 

 

現況と課題 

千葉県の生物多様性は、暖温帯の温暖で湿潤な気候の下で人々の営み
から生み出された固有の生態系を有しており、古来より人と自然との共
生によって保たれてきました。 

またそれと同時に、この豊かな自然環境は、私たちに地域の文化をはじめとする様々な恩恵を
もたらしました。 

県民がその豊かさを実感しながら未来に引き継いでいくためには、地域の特性に応じた自然環
境の保全や希少野生生物の保護、人の暮らしや生態系に被害を及ぼす野生生物の適正管理、さら
に教育・啓発についても、様々な主体と連携しながら、総合的な取組を進める必要があります。 

 

県の主な取組・施策展開 

１ 多様な主体による生物多様性の保全 
多様な主体への連携の促進 
県では 2007 年度に「生命（いのち）のにぎわいとつながりを子どもたちの未来へ」を理念

として掲げる「生物多様性ちば県戦略」を、多くの県民参加のもとで策定しました。 
この戦略は、生物多様性の「保全・再生」、「持続可能な利用」、「研究・教育」の 3 つの取組

と「取組を支える基盤整備」を柱に、本県の特性を踏まえ、多様な主体による「取組の基本的
な方向」と具体的な「県の取組」を示しています。 

また、2008 年 4 月に県立中央博物館内に「生物多様性センター」を設置し、動植物の生態
及び保全・再生等に関する専門知識を有する職員を配置するとともに、地域や現場における専
門的・科学的な指導・助言、生物多様性保全のための地域との連携・協働などに取り組んでい
ます。 

これを踏まえて県民、市民活動団体、事業者、市町村、県等が一体となった地域レベルでの
きめ細かな連携のもと、取組を行いました。 

企業による取組を支援するため、「生物多様性ちば企業ネットワーク」の参加企業（企業メン
バー27 社、支援メンバー10 団体）を対象とした勉強会（2 回）と、OECM など取組事例の紹
介等を行う企業セミナーを開催しました。 

生物多様性等に関する千葉県と大学との連携に関する協定を締結している8 大学（江戸川大、
千葉大、千葉科学大、千葉工業大、東京大、東京海洋大、東京情報大、東邦大）と連携した生

第１節 生物多様性の保全に向けた総合的施策の展開 
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物多様性に関する研究や研究成果発表会をオンライン形式で開催しました。また、人的交流を
図るインターンシップ実習生 3 名の受入れを行いました。 

 
生物多様性を体感する現地研修会 

市町村による地域戦略策定への支援 
市町村による取組を促進するため、生物多様性に係る研修会を開催し、ネイチャーポジティ

ブ、30by30 や OECM などについて紹介するとともに、生物多様性地域戦略を策定・検討中の
市町村に情報提供や助言等を行いました。 

生物多様性に関する普及啓発 
県民への生物多様性に関する普及啓発のため、生物多様性センターでは、生物多様性の保全

の取組や県内の希少な野生生物などを紹介したニュースレターを発行（年 4 回）しました。 
また、企業等と連携した生物多様性に係るパネルの常設展示（既存 13 箇所）、市町村等と連

携した巡回展示（9 回）、市民活動団体や企業等を対象とした出前講座（18 回）を開催しまし
た。 

 
２ 千葉県固有の生物多様性の保全 

自然環境の保全 
原生的な優れた自然環境が残る自然公園等、人と自然の共生の中で育まれてきた里山・里海、

人工的な都市環境の中にある緑地や水辺のそれぞれの地域特性に応じて生物多様性保全の取
組を進めるとともに、それらを相互につなげるネットワークづくりを図ります。 

参照自然公園等による優れた自然環境の保全と活用（第３章第２節 P66） 
参照地域の特性に応じた環境の保全（第３章第３節 P70） 

野生生物の保護と適正管理 
希少な野生生物の保護対策、特定外来生物等への対策、有害鳥獣対策を推進し、生物多様性

を保全します。 
参照野生生物の保護と適正管理（第４章 P79） 
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環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

市町村における生物多様性
地域戦略の策定 

7 市 
（2017 年度） 

９市 
（2024 年度） 

全市町村で策定 
（2028 年度） 

 
２ 指標の推移についての評価 

現況において生物多様性地域戦略の策定数は 9 市町で、2024 年度は新たに一宮町で策定され
ました。 

 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

生物多様性の保全・再生及び持続可能な利用の推進にあたっては、それぞれの地域の特性に応
じた地域ごとの取組が重要であり、まちづくりの主体である市町村による地域戦略づくりの役割
は大きいものです。2024 年度の新規策定は 1 件でしたが、現在検討中の市町村もあります。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

生物多様性基本法では、都道府県をはじめ地方公共団体がそれぞれの地域の特性に応じた、生
物多様性地域戦略の策定が努力目標とされています。そのため、国は「生物多様性地域戦略の手
引き」を作成して戦略策定を支援しており、県としても「生物多様性に関する市町村職員研修会」
を毎年開催する等により、策定に向けた取組が円滑に行われるよう支援しています。 
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現況と課題 

自然の風景地の保護ばかりではなく、そこに生息する野生生物の保護やそれらの生息環境の保
全など、生物多様性の保全の観点から、自然公園等は重要な位置を占めています。 

本県には、優れた自然の風景地の保護とその利用の増進を目的とした自然公園として、2 つの
国定公園（水郷筑波、南房総）と 8 つの県立自然公園があり、その総面積は 28,537ha（2025 年
3 月末現在）と県土の約 5.5％を占めています。 

また、千葉県自然環境保全条例に基づき、優れた天然林や希少な野生生物が生息・生育してい
る区域、地域住民に親しまれてきた良好な自然環境などを自然環境保全地域等として、28 箇所、
1,956ha（2024 年度）を指定しています。 

自然公園等の優れた自然環境が人為的な影響により失われることのないよう適切に保全して
いくとともに、人と自然とのふれあいの場、環境について学ぶ場として、より一層活用していく
ことが必要です。 

  図表 3-2-1 自然公園等位置図 

 

第２節 自然公園等による優れた自然環境の保全と活用 
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県の主な取組・施策展開 

１ 自然公園等による優れた自然環境の保全 
自然公園による広域的な優れた自然環境の保全 
自然公園内の優れた風景地を保護するため、「自然公園法」及び「千葉県立自然公園条例」に

基づき各種開発行為の規制を行っており、風致景観に支障を及ぼす一定の行為については、知
事の許可（特別地域及び海域公園地区）又は知事への届出（普通地域）が必要です。 

さらに、建築物等の建設については、「千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指
導要綱」に基づき、知事への許可申請等の前に、その規模に応じて、事業者に事前協議や環境
等調査を求めるなど、風致景観の適正な保全に努めています。 

このほか、自然公園指導員、千葉県自然公園指導員を配置し、公園区域内の巡視及び公園利
用者に対する自然環境保全に関する普及啓発活動を実施しています。 

参照九十九里浜の保全（第３章第３節 P73） 

自然環境保全地域等の保全 
ア 自然環境保全地域等の保全 

自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある各種開発行為の規制等を行うとともに、指定
地域を適切に保全していくため、巡視歩道、保護柵、標識、解説板等を整備しています。 

イ 自然環境調査 
既指定地域において、概ね 10 年毎に自然環境調査を実施し、その間の動植物、地形等の

変遷を明らかにし、良好な自然環境の維持に努めています。2024 年度は、自然環境保全地域
のうち、高塚山自然環境保全地域（南房総市）について、変遷調査を実施しました。 

 
２ 自然公園等を活用した自然とのふれあいの推進 

自然公園の施設整備 
自然公園の施設は、自然公園の持つ恵まれた風致景観を保護するとともに、利用の促進を図

り、多くの人々が豊かな自然にふれあえる野外活動の場として、公園計画に基づき整備してい
ます。 

また、自然公園の自然等についてわかりやすく展示し解説したビジターセンターを設置し、
各施設では家族向けキャンプ教室や昆虫の観察会等の自然と親しむ行事が実施されています。 

これらの自然公園の施設の多くは、老朽化してきているため再整備を進めています。 

  
大房岬自然公園施設ビジターセンター 大房岬自然公園施設野営場 



 

68 

首都圏自然歩道 
首都圏自然歩道は、自らの足で豊かな自然･歴史･文化に触れ、郷土を再認識し、自然保護へ

の理解を深め、健全な心身の育成を図ることを目的に県内で総延長約 300km、29 コースが設
定されています。 

首都圏自然歩道については、整備されてからかなりの年数が経過し老朽化してきていること
から、防護柵や標識等の再整備を進めています。 

いすみ環境と文化のさと 
「いすみ環境と文化のさと」は、身近にふれあうことのできる昆虫や小動物の生息する豊か

な環境を保全しつつ、自然や郷土の文化にふれあう体験学習の場として整備されました。 
ネイチャーセンター、昆虫広場、生態園などがあるセンター地区とホタルの里やトンボの沼

などの 7 箇所のスポット地区がいすみ市内に点在しています。 
これらのスポット等を活用して田植えや稲刈りなどの米作り体験やホタルの観察会等、年間

30 回余の自然と親しむ行事が実施されています。 
 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

自然公園面積 
10 地域 28,537ha 

（2017 年度） 
10 地域 28,537ha 

（2024 年度） 
維持します 

（2028 年度） 

自然環境保全地域等の面積 
28 地域 1,956ha 

（2017 年度） 
28 地域 1,956ha 

（2024 年度） 
維持します 

（2028 年度） 
自然公園ビジターセンター
等利用者数 

59 万人 
（2017 年度） 

70 万人 
（2024 年度） 

維持します 
（2028 年度） 

 
２ 指標の推移についての評価 

自然公園及び自然環境保全地域等の指定については、基準年度と比べ増減はありません。 
2024 年度の公園施設等利用者数は、新型コロナウイルス感染症等の影響も収束へ向かったこ

とにより、基準年度である 2017 年度より 11 万人多い 70 万人となりました。 
 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

自然公園や自然環境保全地域等を取り巻く自然状況や社会状況の変化による自然環境への影
響が懸念されます。 

また、自然公園の施設の多くが設置から約 40 年が経過し、老朽化が進んでいます。 
併せて、近年は、自然災害や感染症の蔓延等による影響も利用者数の増減に影響しているもの

と考えられます。 
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４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 
自然公園区域については、原生的自然環境を保護するため、法令に基づく行為規制を実施し適

正な管理を行います。 
自然環境保全地域等については、既指定地域の現況を確認し適切に保全するため、今後も概ね

10 年毎の変遷調査を実施します。また、新規指定候補地域についても適宜事前調査を行い、新規
指定に努めます。 

自然公園等の施設については、利用動向の把握を行い、利用者の安全を確保するため、所要の
修繕を実施するとともに、各施設における防災及び感染症対策の徹底を図ります。特に、九十九
里浜地域への車両等の乗り入れ規制の周知を図るため、関係市町村等と連携の下、周知啓発によ
り一層努めます。 

 
コラム 自然公園に行ってみよう！ 

自然公園とは・・・ 

優れた自然の風景地を後世の人へ引き継いでいくために、その地域の自然を保護し、併せて 

利用の増進を図るため、自然公園制度が設けられています。自然公園は国民の休養・保健の場 

であるとともに、自然を通して色々なことが学べる場にもなっています。 

県立養老渓谷奥清澄自然公園  県立高宕山自然公園 

 

 

 
養老渓谷粟又の滝  高宕山山頂 

養老川の上流域と南房総国定公園の清澄山に接する清

澄山地及び飛び地の大福山からなる地域で構成されてい

ます。養老川は美しい渓谷が見られ、養老渓谷から清澄山

地にかけては国有林と東京大学演習林が大部分を占め、

森林の美しさが良く保たれているほか、県内では珍しいモ

ミ・ツガ林が残されています。 

 高宕山を中心とする地域と、鹿野山の周辺をとりまく地

域とから構成されています。ニホンザルの生息地で知られ

る高宕山は、深い谷と切り立った崖をもち、房総半島では

あまり見られない山岳景観を形成しています。 

   

県立笠森鶴舞自然公園  県立嶺岡山系自然公園 

 

 

 
笠森寺観音堂  大山千枚田 

この公園は県のほぼ中央にあたり、房総丘陵と両総台地

の接点にある丘陵地からなります。国指定重要文化財の笠

森寺観音堂や桜の名所鶴舞など自然景観とともに人文景

観も豊富でありハイキング、キャンプ場としても好適です。 

 鴨川市の中央に位置し、市を分断するようにして西側

に延び、一部南房総市を含む地域です。ところどころに

突き出た山頂を持ち、変化に富んだ山稜線とゆるやかな

起伏をなす愛宕山は美しい景観を持ち、特に愛宕山周辺

は嶺岡県有林として、スギ、ヒノキ等の美林を有していま

す。               

県内には他にもたくさんの自然公園があるので、是非足を運んでみてください！ 

参照自然公園等位置図（第３章第２節 P66） 
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現況と課題 

本県の自然環境は、三方を海で囲まれ、高い山こそないものの、多様
な地形・海流・気候が複雑に絡み合い、多様性に富んでいます。2023 年
度における森林や農地は、県土面積約 515,674ha に対して、森林面積
144,912ha、農地面積 120,340ha（出典：令和 6 年度土地利用現況把握調査）となっており、洪水
や土砂崩れを防ぐほか生物多様性を保全するなど、私たちの生活に様々な恵みをもたらしていま
す。また、湖沼、河川は内陸地における貴重な水辺空間を形成し、さらに、沿岸域は豊かな漁場
として重要であるほか、海水浴などのレクリエーションの場としても利用されています。こうし
た自然環境は、里山・里海として人々の暮らしを支えてきました。 

一方で、高度経済成長期以降の都市化・工業化の進行により、都市地域では身近な緑地や水辺
空間が限られる状況になっていますが、こうした都市空間においても、公園や街路樹、斜面林な
ど貴重な緑の空間が確保されており、人々の暮らしに潤いを与えています。 

このように地形や土地利用によって地域ごとの自然環境は多様であり、人々の生産活動の基盤
や生活空間として、それぞれの特性に応じて、引き続き守り育てていくことが重要です。 

 

県の主な取組・施策展開 

１ 森林の保全 
適切な森林管理・整備の推進 
森林組合等の林業事業体による計画的な間伐の実施や、里山条例に基づき、市民などが取り

組む里山活動を支援するとともに、森林整備を担う人材の育成や森林経営管理法の適用等によ
り市町村が取り組む森林整備を支援しています。 

計画的な森林整備を推進するため、森林経営計画の作成に要する経費を補助する森林経営計
画推進事業を実施し、61ha 分の計画策定の支援を行いました。 

森林整備事業（補助事業）を中心に、281ha の植栽・下刈り等、222ha の除間伐を支援しま
した。 

里山林の保全、森林資源の利活用等の取組に対する交付金を通じて、市民活動団体等による
47.9ha の森林整備を支援しました。 

森林の持つ多面的機能の活用 
環境学習や林業体験の場として「教育の森」（42 箇所）や自然体験等により県民の健康の増

進及び青少年の健全な育成を図る場として「県民の森」（6 箇所）を設置しています。これらを
活用し、環境学習、林業体験などの機会を県民に提供し、森林の持つ多面的な機能の利用を促
進しています。 

また、子どもから大人までの全ての県民が木材や木製品とのふれあいを通じて木材の良さや
利用の意義を学ぶ「木育」を推進しており、2021 年に策定した木育推進方針に基づき、木育活
動の企画、立案、指導を行える人材を養成する木育指導者養成研修を実施しました。 

第３節 地域の特性に応じた環境の保全 
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森林資源の利用 
建築物の木造化・木質化を促進し、県産木材の利用拡大を図っています。 
参照県産木材の利用促進（第１章第３節 P30） 
参照バイオマス利活用の拡大（第２章第１節 P47） 

 
２ 農地農村の保全と活用 

農地の保全と生産環境の維持 
ア 農地の保全の取組 

農業振興地域制度や農地転用許可制度について、適切な運用を図ることにより、優良農地
の確保と有効利用の取組を推進しています。2023 年 12 月末における農業振興地域内の農用
地区域面積は、102,506ha となっています。 

効率的かつ安定的な農業経営を支援するため、担い手への農地集積・集約化を図っていま
す。2025 年 3 月末における担い手への農地集積面積は、37,823ha となっています。 

イ 農業生産に影響を及ぼす外来生物の防除 
ジャンボタニシ防除対策事業により、県内 4 市町村 4 地区 106ha で、地域ぐるみによる総

合的な防除対策を実施しました。ネット設置による侵入防止、浅水管理・均平作業による食
害防止や厳冬期の耕うん等、地域全体で防除対策に取り組んだ結果、被害が軽減されるとと
もに、農業者の防除に対する意識向上が見られました。 

「環境にやさしい農業」の推進 
「環境にやさしい農業」として、みどりの食料システム法に基づ

く「みどり認定」制度、「ちばエコ農業」制度、有機農業推進法に
基づく有機農業の 3 つを位置づけ、一体的に推進しました。特に、
県独自の認証制度である「ちばエコ農業」制度では、化学合成農薬
や化学肥料を通常の 2 分の 1 以下に低減し栽培された農産物を「ち
ばエコ農産物」として、3,236ha の認証を行いました。また、国の
「環境保全型農業直接支払交付金」を活用し、地球温暖化防止や生
物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して交
付金を交付しました（28 市町、585ha）。 

地域資源を活用した農山漁村の活性化 
都市と農山漁村の交流（グリーン・ブルーツーリズム）の普及拡大に向けて、地域の特色あ

る農林水産物や観光資源などを活用し、農林水産物直売所や農林漁業体験施設等の魅力向上と
情報発信を行うとともに、交流を担う人材の育成など受入体制の整備を行っています。 

県内の農林水産物直売所や農林漁業体験施設等が参加する「ちばまるしぇキャンペーン」の
開催、インバウンド需要を見据えた農泊プランの作成会議及びモニターツアーの実施、農泊の
実態調査や農泊を推進するためのセールスツールの作成などを行いました。 

環境にやさしい農業 
（ちばエコ）ロゴマーク 
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「農泊セールスツール」 「ちばまるしぇキャンペーン」 

ポスター 

農村の多面的機能の維持・発揮 
ア 農業用水利施設等の生物多様性保全機能に配慮した整備 

農業農村整備事業等の実施を契機に、生産基盤の整備と併せた豊かな生態系・生物多様性
の保全や美しい景観の形成など農村環境の広域的な保全とそれを活かした地域づくりの取
組を一体的に行っています。 

イ 棚田、谷津田の保全・活用の推進 
農業生産条件が不利な中山間地域等において農地の多面的機能を確保するため、「中山間

地域等直接支払制度」により、集落単位で農業生産活動を行う農業者等に対し、支援を行っ
ています。2024 年度は 13 市町、961ha で取組が実施されました。 

棚田の有する多面的機能の維持増進を図るため、棚田地域振興法に基づき、2020 年 3 月
に「千葉県棚田地域振興計画」を策定しました。 

 
３ 湖沼の保全 

「湖沼水質保全特別措置法」に基づき、2022 年 3 月に策定した「湖沼水質保全計画」では、下
水道の整備等の従来の取り組みに加え、新たに、汚濁の原因となっている植物プランクトンの増
殖抑制策の検討のほか、生物の生息環境を保全する視点からの外来水生植物の駆除や県民に親し
まれる水環境の実現に向けた指標づくりなどを計画に位置付けて取り組んでいます。 

参照印旛沼・手賀沼における水環境保全施策の推進（第５章第２節 P110） 
 
４ 沿岸域の保全 

豊かな漁場の形成 
本県沿岸の豊かな漁場の形成と沿岸漁業の安定的な継続のた

め、漁家経営の効率化や担い手確保の支援に加え、魚礁の計画的設
置による漁場の造成を行っています。2024 年度は、漁場整備に必
要な調査及び計画作成を行いました。 

また、東京湾では魚や鳥などの食害からアサリ稚貝を守るための網の設置や、カイヤドリウ

 
採集したマコガレイ卵 
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ミグモの駆除等の取組を支援しました。 
さらに、東京湾再生官民連携フォーラムの政策提案「東京湾北部沿岸におけるマコガレイ産

卵場の底質改善」に参画するとともに、マコガレイの産卵状況調査を実施しました。 

漁場環境の変化への的確な対応 
水生生物の生息・生育にとって藻場・干潟は重要であることから、藻場・干潟の保全等のた

め漁業者等による活動の支援などを行っています。 
参照漁場環境の変化への的確な対応（第５章第２節 P112） 

沿岸域の保全 
ア 海岸漂着物対策 

海岸には大量の漂着物が押し寄せ、生態系を含む海岸の環境の悪化、美しい浜辺の喪失、
海岸機能の低下、漁業への影響等の被害が生じていることから、海岸漂着物処理推進法に基
づく「千葉県海岸漂着物対策地域計画」で重点区域として選定した海岸における漂着物の回
収・処理事業や、海岸漂着物等の発生抑制のための普及・啓発事業等を実施しています。 

2024 年度は、重点区域において 611.66t の海岸漂着物を回収・処理したほか、海岸漂着物
の発生抑制のため、富津市と旭市の海岸において海岸漂着物の性状、経年的な量の推移、発
生の状況や原因等を把握する調査を行いました。 

イ 九十九里浜の保全 
全国有数の砂浜である九十九里浜を保全するため、養浜や松林の再生・保全を図るととも

に、市町村と共同でパトロールを行い、車両等乗り入れ規制の周知徹底を図りました。 

ウ 港湾環境の整備 
港湾は、海陸の輸送の結節点として、産業活動における物流を支える重要な役割を果たし

ています。県では「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」等により海洋の汚染防止
を図る一方で、良好な利用環境を提供できるよう港湾環境整備事業を進めています。 

（ア）汚染防止事業 
海面浮遊じん芥等の回収を目的として千葉港及び木更津港において海面清掃を行い、

2024 年度には 1,793 ㎥を回収しました。このほか、「港湾区域内における流出油処理要領」
により、油流出事故の未然防止及び迅速な処理に努めています。 

（イ）利用環境の提供 
県民の憩いと潤いの場となるよう緑地や広場等を整備し、海洋性レクリエーションや親

水アメニティに対応した港湾環境を提供できるよう事業を進めています。 

都市と漁村の交流促進 
ブルーツーリズム等を推進するため、千葉県のホームページで県内に水揚げされた水産物等

を取り扱う小売店や飲食店のほか、潮干狩り場を紹介するなど、都市住民の漁村への来訪を促
しました。 

生態系の保全 
東京湾に残された貴重な干潟・浅海域が果たしている水質浄化、生物多様性保全機能を考慮
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し、三番瀬の再生やラムサール条約への登録促進等、生態系の保全に努めています。 
また、三番瀬の再生について、地元住民、漁業関係者、環境保護団体などから広く意見を伺

うことを目的として三番瀬ミーティングを開催しました。 
 
５ 都市における緑の空間、水辺空間の整備 

都市の緑の保全・創出 
ア 都市公園等の整備・再生 

都市公園等は、都市における自然環境の保全、レクリエーションの場の提供、都市防災の
拠点等の機能を持っており、都市の基盤と言えます。県では、県及び市町村が管理する都市
公園等施設の整備及び促進を図っています。（図表 3-3-1） 

図表 3-3-1 県立都市公園マップ 

 
県事業においては、地域住民の広域的な利用を図ることを目的とした公園を中心に整備す

ることとしており、長生の森公園（茂原市）、八千代広域公園（八千代市）、市野谷の森公園
（流山市）等の事業を進めています。 

また、市町村が管理する都市公園等の整備を促進するため、関係市町村に向けた会議や講
習会を開催し、技術や知識の向上を図っています。 

2025 年 3 月末現在の本県における都市公園等（市民緑地及びカントリーパークを含む）
は、34 市 7 町 1 村で 7,707 箇所、面積 4,429.72ha が開設されており、都市計画区域内人口
１人当たりの公園面積は約 7.2 ㎡となっています。 

１．羽衣公園 

２．青葉の森公園 

３．千葉県総合スポーツセンター 

４．幕張海浜公園 

５．行田公園 

６．柏の葉公園 

７．手賀沼自然ふれあい縁道 

８．印旛沼公園 

９．北総花の丘公園 

10．蓮沼海浜公園 

11．長生の森公園 

12．館山運動公園 

13．富津公園 

14．八千代広域公園 

15．市野谷の森公園 
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イ 「緑の基本計画」の策定支援 
緑地の保全や緑化の推進を図るために、市町村が行う「緑の基本計画」の策定を支援して

います。 
2004 年及び 2017 年の法改正により都市公園の整備及び管理の方針が位置づけられたこ

とを踏まえて、未策定市町村に対し策定の指導を行うとともに、策定済み市町に対し必要な
見直しを行うよう指導しています。 

2025 年 3 月末現在の本県における「緑の基本計画」の策定状況は、27 市 3 町です。 

ウ 特別緑地保全地区等の指定 
特別緑地保全地区制度は、都市内に残された緑地を地域地区として都道府県知事又は市町

村長が計画決定することにより、建築行為や木竹の伐採などの行為を許可制とする等して、
緑地を保全する制度です。市町村と連携しながら、特別緑地保全地区等を指定し、都市にお
ける貴重な緑の保全に努めています。 

2025 年 3 月末現在の本県における特別緑地保全地区は、７市で 30 地区、面積 80.6ha と
なっています。 

エ 多様な緑化技術の導入・普及等 
（ア）屋上壁面緑化 

屋上・壁面緑化にかかる多様な緑化技術を活用した公共施設及びオフィス、住宅、集合
住宅、大規模商業施設等の普及・促進などにより、都市部における緑地の確保に努めてい
ます。 

また、県民の方から募集した緑のカーテン体験談を HP 等で公表するなどして、屋上壁
面緑化の普及啓発・促進を行いました。 

（イ）緑化協定 
千葉県自然環境保全条例第 26 条の規定により、一定規模以上の工場用地、住宅用地等

を対象として、緑化の実施及び維持管理についての協定を企業・地元市町村・県の三者で
締結しています。公害、災害等の防止のみならず都市部に著しく不足している緑地の保全・
創造に寄与しています。 

2024 年度は新規に工場用地等に係る 14 件について計 8.22ha の緑地を確保する協定を
締結しました。 

オ 都市地域の農地の活用 
生産緑地や市民農園などにより、都市部における農地の適正な保全と利用を図るために、

特定生産緑地制度への確実な移行に向け、関係課・機関と連携した会議を開催しました。 
さらに、市民農園開設希望者等に対して各種都市農業制度を周知する資料を配布しました。 

カ 市民緑地制度の推進 
良好な都市環境の形成や緑化の推進を図るために、市町村と連携して市民緑地制度の導入

を促進しています。 
2025 年 3 月末現在の本県における市民緑地契約状況は、3 市で 23 箇所、面積 198,193.96

㎡となっています。 
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キ 緑化意識の高揚 
地域の積極的な緑化活動を促進するため、緑化意識にかかる普及啓発活動を行っています。 
県立都市公園においては、公園利用者等に「緑化」や公園に親しんでもらうため、青葉の

森公園、柏の葉公園及び北総花の丘公園において、緑の相談所を設置しています。このほか
にも、指定管理者の自主事業により講習会等を行っている公園もあります。 

 

  
緑の教室（県立北総花の丘公園） 緑の相談所（県立北総花の丘公園） 

水辺空間の形成 
ア 潤いのある水辺空間の整備 

河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河
川が本来有している生物の生息・生育繁殖環境及び多様な河川景観を保全創出しながら魅力
ある水辺空間の整備を行っています（多自然川づくり）。2024 年度は滝川（館山市）で多自
然川づくりの考え方を踏まえた河川整備を実施しました。 

船橋市の中央部に位置する海老川水系では、下水道の高度処理水（りんや窒素等をさらに
取り除いた処理水）を都市の貴重な水資源として活用し、河川の上流に導水することで水の
保全を図ってきました。また、幕張新都心のメッセモールでは高度処理水を噴水等の修景用
に有効活用しています。 

そのほか、水質汚染の著しい都市河川等において、河床に堆積した底泥の浚渫や河川浄化
施設による河川水の直接浄化を行っています。 

イ 水辺環境の保全活動等の支援 
水辺の環境保全と美化の推進を図るため、県が管理する河川及び海岸において、清掃・除

草・草花の植栽など水辺環境の保全に関する活動を行う団体等に対し、用具の支給、貸出、
保険料負担等の支援制度を設けています。（千葉県河川海岸アダプトプログラム） 
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環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

森林整備面積★１ 
461ha/年 

（2020 年度） 
503ha/年 

（2024 年度） 
685ha/年★２ 

（2025 年度） 

農地面積★３ 
126,900ha 

（2015 年） 
120,340ha 

（2023 年） 
121,500ha 以上 

（2025 年） 

東京湾の環境基準達成率 
（COD）【再掲】 

45.5% 
（2017 年度） 

[11 水域中 5 水域で 
達成] 

45.5% 
（2024 年度） 

[11 水域中 5 水域で
達成] 

72.7% 
（2028 年度） 

[11 水域中 8 水域で 
達成] 

都市公園等箇所数★４  
【再掲】 

6,999 箇所 
（2016 年度） 

7,707 箇所 
（2024 年度） 

7,063 箇所 
（2025 年度） 

★１ 間伐、植栽、下刈り等の 1 年間の実施面積であり、森林整備事業（補助事業）や県有林事業等、その他森林所有
者の自主的な取組等によるものを含みます。 

★２ 2022 年に策定した「千葉県農林水産業振興計画」における基準値及び目標値に変更しています。 
★３ 「土地利用現況把握調査」の数値を使用しています。 
★４ 都市公園法等の改正を踏まえ、市民緑地を加えた箇所数で点検・評価することとし、指標の基準値と目標値を変

更しています。 

 
２ 指標の推移についての評価 

森林整備面積は、基準年度と比較して増加しています。 
農地面積は、宅地への転用などにより減少しています。 
東京湾における COD の環境基準達成率は、基準年度と比較して横ばいです。 
都市公園等箇所数は、主に既存公園等の都市計画決定等により増加し、目標を大幅に上回って

達成しています。 
 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

林業事業体が認定を受けた経営計画等に基づき実施する森林整備を支援してきたことから、令
和元年房総半島台風等による風倒被害のあった森林での再生の取組を中心に、森林整備が進んで
います。 

食料生産の基盤である農地の保全のため、担い手への農地の集積・集約化による農業経営の基
盤強化や、荒廃農地の発生防止などの対策を講ずるとともに、農地転用許可制度等の適正な運用
により無秩序な農地転用を抑制するなどの取組を行っています。 

さらに、都市と農山漁村の交流の普及拡大に向けて、県内の農林水産物直売所や農林漁業体験
施設等が参加する「ちばまるしぇキャンペーン」の開催、県内のグリーン・ブルーツーリズムに
関する情報発信、農泊の実態調査や農泊を推進するための研修会の開催などにより、農山漁村の
活性化に努めています。 

東京湾においては、利用目的に応じてより厳しい環境基準が適用される水域での達成率が低い
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状況にあります。東京湾へ流入する汚濁負荷量は、様々な取組により減少していますが、気象な
どの自然環境の変化による要因もあることから、水質の改善には長期間を要します。 

都市の緑の保全・創出に向けた各種取組が進められています。都市公園箇所数は着実に増加傾
向にあり、既存都市公園の整備や特別緑地保全地区等の指定、市民緑地制度の推進などの取組も
進んでいますが、さらなる保全・創出拡大への取組として、財政面を考慮しながら都市公園等の
新規整備の推進をしていくことが必要です。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

森林の保全においては、市町村が森林環境譲与税を活用して行う森林所有者の意向調査や森林
整備を支援するとともに、生産された間伐材等の利活用を促進していきます。 

また、市町村や林業事業体との緊密な連携のもと、従来の間伐等に係る補助事業に加え、森林
環境譲与税を効果的に活用し、森林整備を進めていきます。 

農地の保全を図るため、引き続き、担い手への農地の集積・集約化、荒廃農地の発生防止、農
地転用許可制度等の適正な運用による無秩序な農地転用の抑制などに取り組みます。 

さらに、地域の特色ある農林水産物や観光資源などを活用し、農林水産物直売所や農林漁業体
験施設等の魅力向上や情報発信を行うとともに、交流を担う人材の育成など受入体制の整備など
により、引き続き農山漁村の活性化に取り組みます。 

水環境の保全については、東京湾総量削減計画に基づく水質改善に係る取組をさらに進め、東
京湾の環境基準達成率の向上を目指します。 

都市公園等の整備にあたっては、さらなる保全・創出拡大が図れるよう、限られた予算の中で
効率的に進めるとともに、都市の緑の保全・創出等の取組を引き続き実施していきます。 
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第４章 野生生物の保護と適正管理 
本県の自然は、長い年月の中で生物多様性を育んできましたが、人間の手で持ち込まれた外来種

の影響などにより、自然環境が変化し、生物多様性の劣化も懸念されています。また、外来種や有
害鳥獣の増加は、生態系への影響ばかりでなく、農業や生活環境にも問題を生じさせています。 

千葉県固有の自然環境を保全するため、希少な野生生物の種の保存を図るとともに、特定の鳥獣
の著しい増加や生態系等へ影響を及ぼす外来種の侵入を防ぎ、生物多様性を保持しながら、人と野
生生物が適切に共存できる環境を目指します。 
 

 

現況と課題 

千葉県の豊かな自然環境は、本県固有の地形と人々の営みから生み出された独特な生態系から
なっています。県民がその豊かさを実感しながら未来に引き継いでいくためには、生態系のバラ
ンスを崩さないように努めていく必要があります。 

県では、野生生物の実態を把握し、その保全を広く県民に呼びかけるために、絶滅のおそれが
ある野生生物をリスト化した上で、「千葉県レッドデータブック」として公表しています。 

現在、公表しているレッドデータブック及びレッドリストでは、消息不明・絶滅生物と最重要
保護生物を、動物ではそれぞれ 71 種と 285 種、植物では 92 種と 288 種記載しており、その種
類数はリストを見直す度に増加しています。 

野生生物の絶滅や個体数減少の原因としては、湿地の埋立て・水質悪化、生育地周辺の森林伐
採、里山の荒廃などの環境の変化や、外来生物や特定の鳥獣の著しい増加による生態系への影響
が考えられますが、さらに、盗掘・密猟も無視できない影響を及ぼしています。 

そのため、これらの変化に対応して、生態系の保全、その構成要素である野生生物の保護・回
復を図るとともに、人と自然との持続可能な新たな関係の構築を模索していく必要があります。 

野生の鳥獣は、自然の中で他の生物を捕食・採食し、個体の生と死を繰り返しており、また、
自然の傷病による鳥獣の死も生態系の重要な一要素となっています。 

一方、人が持っている、鳥獣を敬い、命を大切にしたいという気持ちは、大切に引き継がれる
べきものです。 

これらの考えを踏まえ、傷病鳥獣の救護に当たっては、絶滅のおそれのある種の保全や傷病の
発生原因の究明とその予防措置等、生物多様性の保全への貢献に重点を置いて対応していく必要
があります。 

 

県の主な取組・施策展開 

１ 希少野生生物の保護・回復 
野生生物のモニタリングと評価 
1995 年度から 5 か年計画で、県内に生息・生育する保護上重要な野生生物の現状と保護の

在り方をまとめた「千葉県レッドデータブック」を刊行することとし、1998 年度に「植物編」
を、1999 年度に「動物編」を初めて取りまとめました。 

第１節 希少野生生物の保護・回復 



 

80 

その後、野生生物の生息・生育状況のモニタリング結果を踏まえ、詳細な解説を加えた「千
葉県レッドデータブック」の「植物・菌類編」を 2022 年度に、「動物編」を 2010 年度に改訂
しています。さらに、最新の危険度を評価した中間評価にあたるレッドリスト「植物・菌類編」
を 2016 年度に、「動物編」を 2018 年度に改訂しています。 

これらは、環境アセスメントや希少な野生生物の保護等に活用されています。 

希少野生生物の保護・回復 
県では、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法）」に基づく

国内希少野生動植物種及び「文化財保護法」に基づく天然記念物に指定されているミヤコタナ
ゴについて、1994 年度から保護増殖事業を実施しています。また、関係機関等で構成する協議
会を毎年開催しています。 

さらに、2011 年 4 月に種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定された、シャープ
ゲンゴロウモドキについても、回復計画を策定して保護・回復に取り組んでいます。2023 年度
も、生息環境の維持管理を行いました。 

また、県内における希少種であるヒメコマツについても回復計画を策定して、回復事業を進
めています。 

   
ミヤコタナゴ シャープゲンゴロウモドキ ヒメコマツ 

 
２ 鳥獣保護意識の醸成 

鳥獣保護区の指定 
多様な鳥獣が生息する森林や集団で渡来する水鳥等の渡来地である湖沼など、本県の生物多

様性を保全する上で鳥獣の保護が必要な地域を鳥獣保護区に指定するとともに、鳥獣の保護繁
殖上、特に必要があると認められるときは、鳥獣保護区内に特別保護地区を指定し、一定の開
発行為を制限しています。（図表 4-1-1） 

図表 4-1-1 鳥獣保護区等の指定状況（2025 年 3 月末現在） 
区分 個所数 面積（ha） 

鳥獣保護区 
（うち特別保護地区） 

59 
(6) 

42,585.0 
(427.0) 

特定猟具使用禁止区域 
（うち銃器） 
（うち銃器・わな） 

228 
(227) 
(1) 

192,702.4 
 (192,339.4) 

(363.0) 
指定猟法禁止区域 1 245.0 
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傷病鳥獣救護の取組 
獣医師による傷病鳥獣の治療や登録したボランティアによる野生復帰までの飼養を内容と

した傷病野生鳥獣救護事業を実施しているほか、千葉県行徳鳥獣保護区内に傷病鳥の収容・回
復訓練施設を設置しています。ボランティアや獣医師会の協力により、2024 年度は 128 件の
傷病鳥獣の救護を行いました。 

鳥獣保護に関する普及啓発 
鳥獣保護事業を効果的に進めるためには、県民の理解と協力が不可欠です。このため、愛鳥

週間に、ポスターコンクールなどを実施し、鳥獣保護思想の普及啓発を図りました。 
 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

２ 指標の推移についての評価 
希少野生生物の保護回復計画の策定については、現況において変化はありません。 
「生命のにぎわい調査団」団員によるモニタリング件数は、年々増加しています。 

 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

種の保存法では「地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれ
のある野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。」と
されています。そのため、地域ごとの特性を踏まえた保護・保全の取組を地域ごとに策定する 
ことが望まれます。 

県民参加型の生き物調査である「生命（いのち）のにぎわい調査団」は、主に指定の生物の目
撃情報を報告・集積することで身近な自然の変化などを把握し、併せて生き物や自然についての
理解を深めていただくものです。毎年多くの発見報告が寄せられており、2024 年度は 5,400 件
以上の報告がありました。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

例えば国の天然記念物でもあるミヤコタナゴについては、環境省、地元市町、保護団体、研究
者等から成るミヤコタナゴ保全協議会を立ち上げ、回復計画の策定をはじめ積極的な保護・回復
の推進に取り組んでいます。県ではレッドデータブックの改訂等の希少種情報の整理・提供を行
うほか、保護・保全の必要性周知や理解・協力を促進するため、普及啓発を図ります。 

県民参加型の生き物調査である「生命のにぎわい調査団」は、より多くの方々に積極的な参加
をいただけるよう各種取組を実施していきます。 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

希少野生生物の保護回復計画
の策定 

3 市 
（2017 年度） 

3 市 
（2024 年度） 

全市町村で策定 
（2028 年度） 

「生命のにぎわい調査団」の
団員からのモニタリング件数 

累計 95,256 件 
（2017 年度） 

累計 152,282 件 
（2024 年度） 

累計 205,300 件 
（2028 年度） 
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現況と課題 

飼育していた動物の放棄などにより生じた、外来種の増加は、生態系への影響ば
かりでなく、農業や生活にも問題を生じさせています。 

外来種の中でも在来種の生息を脅かすなど、生態系への被害を及ぼすおそれのある生物は「特
定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）」で特定外来生物に指
定されており、県内では 48 種類が確認されています。その数は年々増加の傾向にあり、新たな
特定外来生物等の侵入防止や侵入後の早期防除対策が求められます。 

図表 4-2-1 千葉県で確認されている「特定外来生物」（48 種類）  （2025 年 3 月末現在） 
（哺乳類） アカゲザル、アカゲザル交雑種、マスクラット、アライグマ、キョン 

（鳥 類） カナダガン、ガビチョウ、カオグロガビチョウ、カオジロガビチョウ、 
ソウシチョウ 

（爬虫類） カミツキガメ、ハナガメ、ハナガメ×ニホンイシガメ（交雑種）、 
ハナガメ×クサガメ（交雑種）、アカミミガメ 

（両生類） ウシガエル 

（魚 類） 
オオタナゴ、コウライギギ、チャネルキャットフィッシュ、カダヤシ、 
ブルーギル、コクチバス、オオクチバス、ストライプトバス、 
ショートノーズガー 

（昆虫類） アカボシゴマダラ、セイヨウオオマルハナバチ、アカカミアリ、ヒアリ、 
ツヤハダゴマダラカミキリ、クビアカツヤカミキリ 

（甲殻類） ウチダザリガニ、アメリカザリガニ 
（クモ類） セアカゴケグモ 
（軟体動物） カワヒバリガイ 

（植 物） 

オオキンケイギク、ミズヒマワリ、オオハンゴンソウ、ナルトサワギク、 
オオカワヂシャ、ナガエツルノゲイトウ、アレチウリ、オオフサモ、 
オオバナミズキンバイ、ボタンウキクサ、アメリカオオアカウキクサ、 
ナガエモウセンゴケ、ブラジルチドメグサ 

本県においては、人間によって持ち込まれたアカゲザル、キョン、アライグマ、カミツキガメ
などによる、生態系や農林業等への被害が著しいことから、個別の防除計画を作成し防除対策を
講じていますが、これらの生物は繁殖力が強く対策が追いついていない状況です。 

また、植物では河川や河川敷で繁茂しているナガエツルノゲイトウ、オオバナミズキンバイ等
についても、防除事業を行っています。 

    
アカゲザル キョン アライグマ カミツキガメ 

    
ナガエツルノゲイトウ オオバナミズキンバイ   アレチウリ オオキンケイギク 

第２節 特定外来生物の早期防除 
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県の主な取組・施策展開 

１ 外来種の侵入防止と普及啓発 
外来種のモニタリング 
外来種全般の対策については、専門家からなる「千葉県希少生物及び外来生物に係るリスト

作成検討会」において、現状の把握や対策の考え方等について検討を行い、リスト及び対策の
基本的な考え方を取りまとめています。2019 年度には『千葉県の外来生物リスト』を改訂、発
行しました。 

特定外来生物の防除体制の整備 
特定外来生物については、種の特性、生息場所の特性に応じて、効果的な防除対策を講じる

ことができるよう、市町村等の関係者間の情報共有・調整を行いました。 

新たな特定外来生物等の侵入への対応 
生態系や生活環境への影響が大きいヒアリ等については、発見時の連絡体制を市町村等の関

係者間で構築し、速やかな情報共有と生物の特定を行っています。 
その他、県民参加型の生き物調査である「生命（いのち）のにぎわい調査団」による、外来

種を含めた生物の分布情報の収集を継続しています。 

外来生物に関する普及啓発 
県ホームページや広報紙、環境イベント等を通じ、正確な知識と対策を周知するため情報発

信を行っています。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

生物多様性センター広報紙と 
リーフレット 環境イベントへの出展・解説 

 
２ 特定外来生物の防除 

県による特定外来生物の防除 
ア 動物 

県では、特定外来生物のうち、すでに生態系への影響等が懸念されるアカゲザル、キョン、
カミツキガメ等について、それぞれ防除実施計画を策定し(図表 4-2-2）、計画に基づいた防
除を実施しています。 

2024 年度は、アカゲザル 84 頭、キョン 554 頭、カミツキガメ 1,510 頭の捕獲を実施しま



 

84 

した。 
また、効果的かつ効率的な防護・捕獲のために、より精度の高い野生鳥獣の生息状況の把

握や個体数推計を行いました。 
キョンの推定生息数は、年々増加する傾向にあり、2024 年度末も約 94,100 頭と、2023 年

度末の約 86,000 頭から増加する一方、カミツキガメの推定生息数は 2023 年度末で約 9,100
頭と、2015 年度以降減少にあるとの統計結果が得られています。 

図表 4-2-2 千葉県における特定外来生物の防除実施計画 
策定年月 

（最終改定年月） 防除実施計画 

2021 年 3 月 第 2 次千葉県アカゲザル防除実施計画 

2007 年 6 月 
（2025 年 3 月） 千葉県におけるカミツキガメ防除実施計画 

2021 年 3 月 第 2 次千葉県アライグマ防除実施計画※ 

2021 年 3 月 第 2 次千葉県キョン防除実施計画 

※防除は各市町村で実施 

イ 植物 
印旛沼及び手賀沼とその流域河川では、急速に繁殖しているナガエツルノゲイトウやオオ

バナミズキンバイ等の特定外来生物による水質・生態系などへの影響や、農業・漁業被害な
どが懸念されています。そのため、全県におけるナガエツルノゲイトウの分布状況を把握す
るため 2023 年度より 2 箇年計画で調査を実施し、結果をホームページで公開しています。 

印旛沼とその流域河川では、2020 年度調査で約 7 万 8,000 ㎡繁茂していることを確認し、
このうち駆除対象区域とした約 4 万 2,000 ㎡について、2024 年度末までに、一通りの駆除
が完了しました。 

手賀沼とその流域河川では、2018 年度調査で約 10 万㎡繁茂していることを確認し、2024
年度末までに、一通りの駆除が完了しました。 

市町村等による特定外来生物の防除 
特定外来生物が生息する地域の市町村、市民活動団体等による防除が効果的であることから、

情報提供や技術支援等により、これらの取組を支援しました。 
アカゲザル（交雑種を含む）、アライグマ、キョンについて、市町村が実施している有害鳥獣

の捕獲事業において補助金を交付するとともに、一部の市町村に対しては、アライグマ捕獲用
の箱わなを貸し出すこと等により、これらの取組を支援しました。 

2023 年 6 月から条件付特定外来生物に指定されたアカミミガメについては、市町村が実施
する防除の体制整備に対して補助を行いました。 
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環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

特定外来生物の捕獲数 

アカゲザル     89 頭 
アライグマ★１4,283 頭 
キョン      3,475 頭 
カミツキガメ 1,429 頭 

（2017 年度） 

アカゲザル    103 頭 
アライグマ 14,304 頭 
キョン      9,594 頭 
カミツキガメ 1,510 頭 

（2024 年度） 

根絶に向けて捕獲し
ます 

（2028 年度） 

★１ 「第２次千葉県アライグマ防除実施計画」（2021 年３月）の策定時に、捕獲数を精査、修正しています。 
 
２ 指標の推移についての評価 

アカゲザルについては、2024 年度に大型檻を 2 基増設し計 29 基の檻で、電波発信器等を活用
して行動域を的確に把握しながら、効率的な捕獲を行いました。 

アライグマ、キョンについては、市町村が実施する有害鳥獣捕獲活動への支援を強化するなど、
市町村と連携して捕獲を実施したことにより、捕獲数は増加しました。 

カミツキガメについては、2019 年度までの戦略集中実施期後も引き続き、集中的な捕獲を行
いました。捕獲数は基準年と比べて増加しました。 

 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

アカゲザルについては、詳細な生息数が把握できていないため、防除事業の成果を明確に示す
ことが出来ず、生息域の拡大が懸念されます。 

アライグマについては、捕獲数は増加しているものの、生息域の拡大に歯止めがかけられてお
らず、農作物被害は増加しており、家屋侵入による天井裏等の糞尿汚染、空き家への定着などと
いった生活環境被害も確認されています。 

キョンについては、捕獲数は増加しているものの、推定生息数や生息域の拡大に歯止めがかけ
られておらず、農作物被害だけでなく、住宅街での家庭菜園等への被害や、鳴き声による生活環
境被害も発生しています。 

カミツキガメについては、ワナ数を増加させるとともに、新型ワナの開発や従来捕獲ができな
かった冬期の手探り捕獲など捕獲方法の開発に取り組み、カミツキガメの捕獲を強化しています。
その結果を基に改めて生息個体数推定を行ったところ、2023 年度末時点の生息数は約 9,100 頭
と 2015 年度以降減少傾向にある事が示されました。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

特定外来生物については、2020 年度に種ごとの防除実施計画を策定又は改定し、2021 年度か
ら新たな計画に基づき捕獲を進めています。 

アカゲザルについては、定期的に推定生息数を把握するとともに、生息域の拡大防止のための
方策について検討していきます。 

アライグマについては、市町村の捕獲体制への強化支援を行うとともに、効果的な方策につい
て普及していきます。キョンについては、県内中南部の局所的に多数のキョンが生息する地域に
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おいて、集中的に捕獲を行うとともに、捕獲従事者等を対象として技術向上等を目的とした研修
を行います。 

カミツキガメについては減少傾向にあることが認められましたが、さらなる減少を目指して捕
獲を継続していきます。 

外来種の生態や行動特性は不明な点が多いため、効率的な捕獲方法の開発等を検討していきま
す。 
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現況と課題 

イノシシ、ニホンジカ等の野生鳥獣の生息域の拡大に伴い、農作物等の被害が依然として深刻
な状況であり、2024 年度の野生鳥獣による農作物の被害金額は、約 3 億 6,200 万円と 2023 年度
と比較し増加するなど依然として高く、中でもイノシシによる被害金額は約 1 億 4,900 万円と鳥
獣全体の被害の約 41%を占めています。（図表 4-3-1）また、これら鳥獣の生息域が拡大している
ことに伴い生活被害も発生しています。 

このため、防護柵の設置や捕獲による個体数の管理、耕作放棄地の解消等による野生鳥獣が住
みにくい環境づくりなどを総合的に実施し、人と野生生物とが適切に共存する環境づくりを推進
する必要があります。 

また、狩猟免許所持者の高齢化が進んでおり、新たな捕獲の担い手の確保・育成や、認定鳥獣
捕獲等事業者などの多様な捕獲主体の参入が求められています。 

 

県の主な取組・施策展開 

１ 有害鳥獣対策の総合的推進 
イノシシなどの野生鳥獣による農作物等への被害防止に向けた地域の主体的な取組を支援す

るため、関係機関による「野生鳥獣対策本部」を設置し、「防護（被害防止）」「捕獲」「資源活用」
「生息環境管理」の４つの柱を推進しています。2024 年度の実績は次のとおりです。 

「防護（被害防止）」 
イノシシ等の農作物被害を減らすため、防護柵の設置について支援を行っています。2024 年

度は、14 市町に対して 115km の柵の設置を支援しました。また、県内 3 地域で、44 名の受講
生を対象に、被害対策の地域リーダーとなる人材の育成研修を開催しました。 

図表 4-3-1 野生鳥獣による農作物被害金額の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３節 有害鳥獣対策の強化 
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「捕獲」 
参照県による捕獲の実施（第 4 章第３節 P88） 

「資源活用」 
県内の処理加工施設において、捕獲したイノシシやシカの肉の一部は、加工され、食用等に

販売されています。販売される肉の安全性を確認するため、イノシシ肉は出荷制限が解除され
た勝浦市、大多喜町で捕獲された個体を除き全頭検査で 2,457 頭、シカ肉は抽出検査 15 頭に
ついて、放射性物質の検査を行い、全て基準値内でした。 

また、食肉処理加工施設へ調査を行うことで房総ジビエの実態を調査するとともに、飲食店
を対象とした房総ジビエコンテストの開催、房総ジビエに関するフェアの開催等により飲食店
での需要喚起と消費拡大及び消費拡大に取り組むことで、地域資源としての活用を図りました。 

参照房総ジビエの有効利用促進（第６章第３節 P154） 

「生息環境管理」 
農村周辺のイノシシの隠れ家や棲み家になりうる場所を減らすため、緩衝帯の整備を行う市

町村に対して支援を行っています。2024 年度は 4 市町における 28.8ha の刈払い作業に対して
支援しました。 

 
２ 野生鳥獣の適正管理 

2007 年１月に設置した「野生鳥獣対策本部」による「防護（被害防止）」、「捕獲」、「資源活用」、
「生息環境管理」の４つの柱を総合的に推進し、イノシシ、ニホンジカ、サルなどの野生鳥獣に
よる農作物等への被害防止に向けた地域の主体的な取組を支援しました。2024 年度の実績は次
のとおりです。 

生息状況調査の実施 
ニホンジカについて、効果的かつ効率的な防護・捕獲のために、より精度の高い野生鳥獣の

生息状況の把握や個体数推計を行いました。その結果、2024 年度の推定生息数は約 53,500 頭
と、2023 年度の推定生息数の約 48,700 頭から、増加しました。 

県による捕獲の実施 
指定管理鳥獣であるイノシシ・ニホンジカについて、生息域の拡大防止や豚熱ウイルス感染

の拡大防止等を目的に分布域の前線地域や捕獲重点エリアにおいて、認定鳥獣捕獲等事業者を
活用して県主体の捕獲を行い、2024 年度はイノシシ 606 頭、ニホンジカ 196 頭を捕獲しまし
た。 

市町村等による防護・捕獲への支援 
野生鳥獣による農作物等への被害防止に向けた市町村の取組を支援するため、捕獲用わなや

防護柵の設置に対する助成を行っています。2024 年度は、捕獲用わなは 24 市町に対して 1,348
基、防護柵は 14 市町に対して 115km の設置を支援しました。 
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３ 捕獲の担い手となる人材の確保・育成 
狩猟免許取得の推進 
狩猟免許試験について、2024 年度は定員を増加して 10 回実施し、延べ 596 名が狩猟免許を

取得しました。 
また、市町村等が行う有害鳥獣を捕獲する事業の従事者となる者がわな猟免許の新規取得に

要した費用を市町村が助成した場合、その経費の一部を補助しました。 
さらに、狩猟に興味があるが始め方が分からない方を対象に、狩猟のルールや免許取得に関

する講座、狩猟の先輩ハンターとの座談会等を提供する「千葉県新人ハンター入門セミナー」
を開催しました。 

有害鳥獣捕獲員研修の開催 
捕獲の担い手となる人材の育成のため、銃器を使用する従事者を対象に、銃器の取扱い等の

安全対策を徹底するための研修会を毎年開催しています。2024 年度は 21 回開催し、963 名が
参加しました。 

また、毎年、市町村の有害鳥獣捕獲従事者を対象に、わなによる捕獲技術の向上のための研
修会を開催しており、2024 年度は 2 回（計 4 日間）開催し、41 名が参加しました。 

鳥獣被害対策実施隊の設置 
野生鳥獣による被害対策の体制強化のため、捕獲、防護柵の設置等の実践的活動を担う「鳥

獣被害対策実施隊」の設置を推進しています。2025 年 3 月末における設置市町村数は、22 市
町です。 

千葉県有害鳥獣捕獲協力隊事業の実施 
有害鳥獣対策の強化・促進のため、狩猟免許は取得しているものの捕獲には取り組めていな

い方などに、捕獲技術を習得していただくこと等で有害鳥獣捕獲の新たな捕獲の担い手確保に
つなげるとともに、千葉県の有害鳥獣問題に共感いただける方などからふるさと納税の寄附に
よる支援をいただく「千葉県有害鳥獣捕獲協力隊」事業を 2023 年度から開始しました。 

   2024 年度の協力隊員は、参加隊員（実践コース）が 60 名、参加隊員（疑似体験コース）が
20 名、支援隊員（寄附）が 36 名（寄附金額約 69 万円）でした。また、2024 年度は捕獲従事
者を募集する市町村と参加隊員（2023 年度、2024 年度）のマッチングを実施した結果、3 名
が 2 市で有害鳥獣捕獲の担い手となりました。 
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環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

有害鳥獣の捕獲数 
イノシシ  19,562 頭 
ニホンジカ 6,248 頭 

（2017 年度） 

イノシシ  25,306 頭 
ニホンジカ 9,427 頭 

（2024 年度） 

被害状況を勘案しな
がら捕獲を進めます 

（2028 年度） 

有害鳥獣による農作物
被害軽減 

372 百万円 
（2017 年度） 

362 百万円 
（2024 年度） 

農作物被害額の減少
を目指します 

（2028 年度） 

 
２ 指標の推移についての評価 

イノシシについては、県による捕獲を強化し、また、ニホンジカについては、生息数等を把握
した上で、市町村と連携を図りながら捕獲を実施したことにより、捕獲数はそれぞれ増加しまし
た。 

農作物被害はイノシシによる被害が約 4 割を占めており、イノシシ以外の加害鳥獣種は被害金
額が大きい順にアライグマ、ハクビシン、カラス、サル、タヌキとなっています。イノシシ、カ
ラス、アライグマ、ハクビシン等の被害金額が増加しました。 

 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

イノシシ、ニホンジカの捕獲数が増加したものの、農作物被害は増加しており、依然として農
業経営に大きな打撃を与えています。 

2024 年度は、鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、農地における防護柵の整備（14 市町）
や、捕獲用わなの導入（24 市町）、獣類の生息地となる荒廃農地等の刈払い（4 市町）の支援を
行うなど、市町村等と連携し、被害防止対策を推進しました。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

イノシシ、ニホンジカについては、第二種特定鳥獣管理計画に基づき捕獲を進めており、引き
続き、生息域の拡大を防止するために県による捕獲を行うとともに、市町村が行う捕獲事業に対
して支援していきます。 

特に、イノシシについては、農作物被害等の軽減や豚熱の感染拡大防止を図るために市町村と
連携して、捕獲強化の取組を進めていきます。 

有害鳥獣対策の基本である防護、捕獲、生息環境管理の 3 つの対策が一体として実施されるよ
う、地域ぐるみの有害鳥獣対策の体制整備を支援していきます。 
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 コラム 有害鳥獣捕獲協力隊  

千葉県内における有害鳥獣による被害は、農作物被害のほか、鳴き声などの生活環境や生態系

などへの悪影響も発生しており、捕獲や被害防止対策の強化が強く求められる一方で、高齢化や

人口減少の進行等により、市町村における捕獲現場では担い手確保が急務となっています。 

県では、2023 年度から、「千葉県有害鳥獣捕獲協力隊」事業を開始し、千葉県の有害鳥獣対策を

強化・促進するため、捕獲の担い手の確保を図るとともに、広く県内外の方々からの支援を募って

います。 

２０２４年度は、以下のとおり実施しました。 

 

1 参加隊員（実践コース） ： ６０名 

狩猟免許（わな猟）を取得したものの、なかなか狩猟を行えて

いない、いわゆるペーパーハンターを対象に、狩猟に必要な 

知識や実践的な技術を身に付けていただけるよう、箱わな 

設置・わなの見回り・止めさしなどを体験するほか解体施設の 

見学などを実施しました。 

 

２ 参加隊員（疑似体験コース） ： ２０名 

狩猟免許（わな猟）を未取得の方を対象に、実践コース

における活動内容を撮影した動画の視聴により捕獲の 

疑似体験を実施しました。 

 

３ 支援隊員（ふるさと納税） ： ３６名 

県外在住の支援隊員の方々へは、県の捕獲事業の成果である、捕獲したキョンの肉や革製品を 

返礼品としてお送りしました。 

写真 
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第５章 安全で安心な生活環境の保全 
大気、水、土壌の環境汚染や地盤沈下、騒音などの環境問題は、私たちの生活環境に関わる身近

な問題です。県民の健康や生活環境を守り、良好な環境を将来に引き継ぐため、継続的な環境監視、
環境汚染の未然防止・環境改善に向けた排出者等に対する指導の実施や、環境にやさしいライフス
タイルの定着、水生生物の生息・生育環境の保全など、様々な視点から取組を進めていきます。 

 

 

現況と課題 

大気汚染は、燃料や廃棄物を燃やすことなどによって生じ、健康被害や農作物の生育障害など
を引き起こす原因となります。その汚染物質の発生源は、工場や事業場などの固定発生源と自動
車などの移動発生源に分けられます。 

県では、固定発生源対策として、法・条例による規制や主要工場と締結した環境保全協定（旧公
害防止協定）などにより汚染物質の排出削減に向けた取組を展開し、移動発生源対策として、法に
よる自動車排出ガスの単体規制に加え、2003 年から近隣都県と歩調を合わせた条例による運行
規制などを実施しています。 

こうした対策によって、本県の大気環境は改善の傾向にあり、二酸化窒素等の環境基準を達成
し、県が独自に設定した「二酸化窒素に係る千葉県環境目標値」の達成率も向上し、2024 年度は
100％でした。 

しかし、光化学オキシダントは、依然として全測定局で環境基準を達成していないことから、
原因物質である窒素酸化物（NOx）や揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制を図る必要がありま
す。 

また、健康への影響が問題となっているアスベスト（石綿）については、大気汚染防止法の改
正により、2021 年から石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等を含むすべての石綿含有建材に
規制対象が拡大されるなど、石綿飛散防止に関する規制が強化されています。今後、建材として
アスベストを使用した建築物等の解体等作業が増加していくことが見込まれており、飛散防止対
策の徹底を図る必要があります。 

１ 大気環境の状況 
2024 年度の一般環境大気測定局（一般局）及び自動車排出ガス測定局（自排局）における大気

環境の概要は以下のとおりです。また、環境基準達成状況等の推移は図表 5-1-1、大気汚染物質
濃度の年平均値の推移は図表 5-1-2 のとおりです。 

硫黄酸化物（二酸化硫黄） 
一般局（52 局）、自排局（2 局）とも、全測定局で環境基準を達成し、年平均値は低い値で

推移しています。（カッコ内は有効測定局数、以下同じ。） 

窒素酸化物（二酸化窒素） 
一般局（81 局）、自排局（23 局）とも、全測定局で環境基準を達成しています。また、本県

が窒素酸化物対策を進める上での行政目標として 1979 年 4 月に設定した「二酸化窒素に係る

第１節 良好な大気環境の確保 
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千葉県環境目標値」も、全測定局で達成し、年平均値は低下傾向を示しています。 

一酸化炭素 
一般局（3 局）、自排局（17 局）とも、全測定局で環境基準を達成し、年平均値は低い値で

推移しています。 

光化学オキシダント 
一般局（83 局）のみで測定を行っており、全測定局で環境基準が未達成でした。 
年平均値はほぼ横ばいで推移しています。 

浮遊粒子状物質（SPM） 
一般局（80 局）、自排局（21 局）とも、全測定局で環境基準を達成し、年平均値は低下傾向

を示しています。 

微小粒子状物質（PM2.5） 
一般局（52 局）、自排局（15 局）とも、全測定局で環境基準を達成し、年平均値は低下傾向

を示しています。 

非メタン炭化水素 
炭化水素に係る環境基準は定められていませんが、指針値として「非メタン炭化水素につい

て、午前 6～9 時の 3 時間平均値が 0.20～0.31ppmC の範囲にあること」が示されています。 
一般局（45 局）のうち 39 局、及び自排局（10 局）すべてで指針の上限値 0.31ppmC を超え

ていました。 
図表 5-1-1 大気環境の環境基準達成状況等の推移  （単位：%） 

区分 項目 2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

2024 
年度 

一
般
局 

環境 
基準 

達成率 
(注1) 

二酸化硫黄 100 100 100 100 100 

二酸化窒素（注2） 100 100 100 100 100 

一酸化炭素 100 100 100 100 100 

光化学オキシダント 0 0 0 0 0 

浮遊粒子状物質 100 100 100 100 100 

微小粒子状物質（PM2.5） 100 100 100 100 100 
県環境 
目標値 二酸化窒素 97.8 98.9 100 100 100 

自
排
局 

環境 
基準 

二酸化硫黄 100 100 100 100 100 

二酸化窒素 100 100 100 100 100 

一酸化炭素 100 100 100 100 100 

浮遊粒子状物質 100 100 100 100 100 

微小粒子状物質（PM2.5） 100 100 100 100 100 
県環境 
目標値 二酸化窒素 87.5 96.0 96.0 100 100 

注1：環境基準達成率（環境基準達成測定局数／測定局数）×100（%） 
注2：二酸化窒素の環境基準は、1 時間値の1 日平均値が0.04ppm から0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下とされています。

この環境基準の達成状況の評価は、1 日平均値の年間98%値（低い方から数えて、98%目の日の平均値）が0.06ppm 以下
であることをもって行っています。また、県環境目標値は、日平均値の年間98%値が0.04ppm以下としています。 
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図表 5-1-2 大気汚染物質濃度の年平均値の推移 

区分 項目 2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

2024 
年度 

一
般
局 

二酸化硫黄（ppm） 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

二酸化窒素（ppm） 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 

一酸化炭素（ppm） 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 

光化学オキシダント（ppm） 0.032 0.034 0.032 0.033 0.035 

浮遊粒子状物質（mg/m３） 0.014 0.013 0.013 0.013 0.013 
微小粒子状物質 
（PM2.5）（μg/m３） 8.9 7.7 8.1 7.8 7.8 

自
排
局 

二酸化硫黄（ppm） 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 

二酸化窒素（ppm） 0.015 0.015 0.014 0.013 0.012 

一酸化炭素（ppm） 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

浮遊粒子状物質（mg/m３） 0.014 0.012 0.013 0.014 0.013 
微小粒子状物質 
（PM2.5）（μg/m３） 9.4 8.2 8.6 8.4 8.2 

２ 大気中のアスベスト濃度調査結果 
アスベストについては、環境基準は設定されていませんが、2006 年度から県、千葉市、船橋

市、柏市、市川市及び市原市等で、一般大気中の濃度を把握する調査を行っています。 
2024 年度の県内 40 地点における調査結果は、環境省が実施した調査結果と比較して、いずれ

の地点においても、特に高い濃度は見られませんでした。 
 

県の主な取組・施策展開 

１ 工場・事業場等に対する対策の徹底 
法・条例による規制 
大気汚染防止法により、工場・事業場のばい煙（硫黄酸化物、ばいじん、有害物質（カドミ

ウム及びその化合物、窒素酸化物、塩化水素等））、揮発性有機化合物及び「水銀及びその化合
物」を排出する施設等に対して、排出基準等が定められています。 

本県では、ばいじん及び有害物質（窒素酸化物を除く）について、特に排出の抑制を図る必
要があることから、条例による上乗せ基準を適用しています。 

大気汚染防止法に基づく排出基準の遵守状況等を確認するため、随時、工場・事業場の立入
検査を実施し、必要に応じ、適切な改善措置を講じるよう指導しています。 

また、大気汚染防止法では、石綿含有建材が使用されている建築物等を解体等する場合、作
業基準の遵守が義務付けられています。さらに吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・
耐火被覆材が使用されている場合は、県への事前届出も義務付けられており、県では立入検査
等を通じて、石綿飛散防止対策の徹底を指導しています。 

2024 年度は、県が所管するばい煙発生施設のうち 1,330 施設（403 事業所）に、揮発性有機
化合物排出施設のうち 56 施設（19 事業所）に、一般粉じん発生施設のうち 320 施設（67 事業
所）に、水銀排出施設のうち 107 施設（45 事業所）に、届出があった吹付け石綿等を使用した
建築物等の解体等作業のうち 101 件に、また、石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等を使用
した建築物等の解体等作業のうち 113 件について立入検査を実施しました。 
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協定等による指導 
ア 環境保全協定に基づく指導 

京葉臨海地域の主要工場と県・関係市とで締結している環境保全協定により、協定工場に
対して、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんについて、法令よりも厳しい排出基準を定め、
総量規制方式による排出量の削減を行っているほか、協定工場周辺地域の大気環境調査にお
いて比較的高濃度で推移している有害大気汚染物質（ベンゼン等 3 物質）の排出削減対策の
取組や大気環境中の濃度把握を事業者に指導するとともに、揮発性有機化合物の排出抑制や
粉じん発生施設の管理徹底の実施等を指導しています。 

また、協定工場に対して毎年度、硫黄酸化物、窒素酸化物等の計画排出量の提出を求める
とともに、生産施設や公害防止施設を新設、増設又は変更する場合には、その計画内容につ
いて事前に県及び地元市と協議を行うなど、大気汚染物質等のより一層の排出削減を指導し
ており、2024 年度は、法や協定の遵守状況を確認するために、58 工場に対し立入検査を実
施するとともに、生産施設の新設等に関する事前審査を 33 件実施し、必要な措置を講ずる
よう指導しました。 

イ 窒素酸化物対策に係る指導 
環境保全協定の他、東葛、葛南地域に立地するガラス製造工場との「窒素酸化物対策に関

する覚書」や、野田市から富津市に至る 13 市の一定規模以上の工場・事業場を対象とした
「千葉県窒素酸化物対策指導要綱」に基づき窒素酸化物の排出量の削減を指導するととも
に、「千葉県発電ボイラー及びガスタービン等に係る窒素酸化物対策指導要綱」に基づき、県
内の工場・事業場に設置されるガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関
に係る窒素酸化物の排出抑制を指導しています。 

また、冬季は大気が安定し二酸化窒素が高濃度となる日が発生しやすいことから、大気汚
染防止対策のための冬季対策を広く呼びかけるほか、環境保全協定により、協定工場に対し
て、11 月から 12 月までの期間は、窒素酸化物の排出量を他の時期より削減するよう定めて
います。 

ウ 工場立地等各種開発行為の事前審査による指導 
県及びその関係機関の造成した工場団地等に工場・事業場が進出する場合は、県は計画内

容を事前に審査し、環境保全のための必要な対策を講じるよう指導しています。2024 年度
は、新規事業の進出等に関する事前審査を 1 件実施し、必要な措置を講ずるよう指導しまし
た。 

揮発性有機化合物の排出抑制指導 
揮発性有機化合物（VOC）については、微小粒子状物質（PM2.5）及び光化学オキシダント

の原因物質となることから、2006 年の大気汚染防止法の改正により、VOC 排出施設に排出濃
度規制が設けられ、さらに、事業者の自主的取組による削減と合わせて、工場等の固定発生源
からの VOC 排出量を、2010 年度を目途に、2000 年度を基準年度として 3 割程度削減するこ
とが目標とされました。 

このため、事業者の自主的取組を促進することを目的に、事業者による削減取組の公表制度
を盛り込んだ本県独自の「千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進
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に関する条例（VOC 条例）」を 2008 年 4 月から施行しています。事業者から提出された実績
報告書によると 2023 年度の VOC 排出量は、基準年度（2000 年度）に比べ 6 割程度削減され
ていました。 

なお、VOC 条例に基づく「自主的取組の促進に関する指針」により、屋外タンクの構造改
善や塗装施設への VOC 処理装置の設置など排出削減対策を指導するとともに、事業者による
排出抑制に関する自主的取組を支援するため、中小企業を対象とした、「VOC 対策アドバイス
制度」を設けています。 

また、夏季は、気温が高いため VOC が揮発しやすく、光化学スモッグ注意報が多く発令さ
れることから、九都県市で連携して、「夏季の VOC 対策」重点実施期間を設定し、VOC の排
出削減を広く呼びかけるとともに、県内の VOC の排出事業者に対する立入検査を集中的に実
施しています。 

さらに、九都県市で連携して、ガソリン小売事業者に対し、ガソリンべーパー（燃料蒸発ガ
ス）の回収機能を有する計量器の導入を呼びかけるとともに、県内給油所に対し、国の「大気
環境配慮型 SS 認定制度」の認定取得を呼びかけています。 

 
２ 自動車排出ガス対策の推進 

県では自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を推進するため、計画の策定、千葉県環境保全
条例及び千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例（ディー
ゼル条例）により、各種自動車排出ガス対策等を総合的に実施しています。 

また、九都県市で共同・協調した大気環境改善対策を推進するために、粒子状物質減少装置の
指定や低公害車の指定などを行っています。 

計画の策定 
県、市町村、関係機関・団体や県民が、自動車環境問

題についての基本認識を共有し、協働して対策を進める
ための方向性を示す「千葉県自動車環境対策に係る基本
方針」（2012 年 3 月策定、2024 年 12 月改正）のほか、
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特
定地域における総量の削減等に関する特別措置法」（自動
車 NOx・PM 法）に基づく対策地域において、二酸化窒
素及び浮遊粒子状物質（SPM）に係る大気環境基準を確
保することを目標とする「第３期千葉県自動車排出窒素
酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画」（2024
年 3 月策定）を策定しています。県では、これらの計画
に基づき、関係機関と連携した自動車環境対策を推進し
ています。（図表 5-1-3） 

低公害車の普及促進 
電気自動車や燃料電池自動車など九都県市が指定した低公害車や国土交通省が認定した低

公害車の普及を促進しています。 

図表 5-1-3 
自動車 NOx･PM 法対策地域 

千葉県 16 市：千葉市、市川市、船橋
市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野
市、柏市、市原市、流山市、八千代
市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四
街道市、白井市 



 

97 

環境保全条例により、県民及び事業者に低公害車の積極的な導入の働きかけや一定台数以上
の自動車を使用する事業者に対し、低公害車の導入を指導するとともに、中小企業の導入を支
援しています。 

特に、電気自動車等の導入に対し助成するとともに、燃料電池自動車などの次世代自動車の
広報活動に取り組んでいます。 

県内における、ハイブリッド自動車等の主な低公害車の普及台数は、2024 年度末で 68.0 万
台です。（図表 5-1-4） 

 
 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

自動車保有台数 
(軽自動車及び二輪車を除く) 

約 369 万台 
(約 235 万台) 

約 370 万台 
(約 234 万台) 

約 372 万台 
(約 234 万台) 

約 373 万台 
(約 234 万台) 

約 375 万台 
(約 234 万台) 

低 

公 

害 

車 

ハイブリッド自動車 471,825 台 511,425 台 552,255 台 603,780 台 657,051 台 
プラグインハイブリッド自動車 6,753 台 7,717 台 9,243 台 11,192 台 12,696 台 
電気自動車 4,987 台 5,738 台 7,030 台 8,707 台 10,123 台 
燃料電池自動車 98 台 178 台 199 台 239 台 265 台 
圧縮天然ガス自動車 232 台 169 台 121 台 99 台 82 台 
メタノール自動車 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 

合計 約 48.4 万台 約 52.5 万台 約 56.9 万台 約 62.4 万台 約 68.0 万台 

参照次世代自動車等の普及促進（第１章第２節 P25） 
参照県自らの率先行動の推進（第１章第２節 P26） 

ディーゼル車の規制 
ア 条例によるディーゼル自動車排出ガス対策 

首都圏の 1 都 3 県（千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県）では、ディーゼル自動車排出ガ
ス対策を効果的に促進するため、粒子状物質（PM）の排出基準を満たさない車両の都県域
における運行を規制する条例を制定しています。本県が 2002 年 3 月に制定したディーゼル
条例では、粒子状物質の排出基準を満たさない車両の運行を禁止する「運行規制」と、排出
ガス中の粒子状物質を増大させる重油を混和した燃料等の使用・販売を禁止する「燃料規制」
の２つの規制を定めています。 

イ 運行規制に係る立入検査・調査 
運行規制の遵守状況を確認するため、事業所や、路上等で 2024 年度は 892 台を検査、不

適合車 709 台の使用者等に改善指導を行いました。 
また、ビデオ撮影した走行中の自動車のナンバープレート情報から運行規制の適合状況を

確認しており、2024 年度は 37,281 台を調査し、不適合車 97 台の使用者等に改善指導を行
いました。 

県内に使用の本拠がある不適合車両数は、2024 年度末時点で 2,557 台となっています。
（図表 5-1-5） 
図表 5-1-5 ディーゼル条例運行規制に係る県内不適合車両数推移（2024 年度末時点） 

年度 2003 年度 
… 

2008 年度 
… 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 
不適合車総数（県内） 約 13 万台 33,845 台 3,252 台 2,860 台 2,557 台 

図表 5-1-4 県内の主な低公害車普及状況推移（年度末時点） 



 

98 

ウ 燃料規制に係る検査 
燃料規制については、税務部門等と合同で、路上等において 2024 年度は 130 台の燃料抜

取検査を実施しました。その結果、不適合燃料を使用する車両は確認されませんでした。 

自動車使用に伴う大気環境負荷低減 
ア アイドリング・ストップ 

不必要なアイドリング行為による、大気汚染物質の排出、臭気、騒音等の対策として、環
境保全条例において、運転者によるアイドリング・ストップや、一定規模以上の駐車場設置
者等によるアイドリング・ストップの周知を義務付けており、2024 年度は 445 箇所の駐車
場の検査を行い、周知が行われていない 145 箇所の設置者等に対して指導を行いました。 

参照温暖化対策に資するまちづくり・交通施策の推進（第１章第３節 P29） 

イ 事業者による計画書の提出 
自動車を 30 台以上使用する事業者については、自動車の使用に係る排出ガスの低減に関

して、自動車環境管理計画書及び実績報告書の提出が義務付けられています。 
2025 年 3 月末までに計画書は 565 事業者、実績報告書は 523 事業者から提出され、内容

について指導しています。 
 
３ 大気環境等の監視 

大気汚染状況の常時監視 
ア 常時監視体制の整備 
（ア）環境監視体制 

大気汚染防止法に基づき県の大気汚染状況を把握するため、県及び大気汚染防止法に基
づく 6 政令市（千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市及び市原市）は、大気環境常時監
視測定局を設置し、大気汚染状況の常時監視を行っています。また、その他の市（木更津
市等 9 市）においても、それぞれ必要に応じて測定局を設置し常時監視を行っています。 

2024 年度の設置局数は、一般環境大気測定局（一般局）90 局と自動車排出ガス測定局
（自排局）26 局の合計 116 局であり（うち自排局 1 局休止中）、一般局では、二酸化硫黄
（SO2）、窒素酸化物、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質、炭化水素
等を、自排局では、窒素酸化物、一酸化炭素（CO）、浮遊粒子状物質等を測定しています。 

このうち、107 局については、環境監視テレメータシステム（一部千葉市等 9 市システ
ム経由）で県の大気情報管理室と通信回線で接続し集中管理しており、光化学スモッグ等
の緊急時等に対応する体制を整備しています。 

また、2006 年 3 月から、県内の現在の大気環境測定データや、1970 年度以降の県内全
局の測定値（CSV 形式）をホームページ（https://air.taiki.pref.chiba.lg.jp）に掲載してい
ます。 

（イ）発生源監視体制 
京葉臨海地域等に立地する県内の主要工場については、発生源監視テレメータシステム

により、煙道排ガスの自動測定機のデータを通信回線で県の大気情報管理室に収集し、常
時監視を行っています。 
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2025 年 3 月末現在のテレメータ接続工場数は、25 工場（千葉市システム経由の 2 工場
を含む）で、これにより環境保全協定等の遵守状況や緊急時等におけるばい煙等の削減措
置の確認を行っています。 

なお、県内の工場・事業場等の固定発生源から排出される硫黄酸化物及び窒素酸化物の
おおむね 8 割が発生源監視テレメータシステムによる常時監視の対象となっています。 

図表 5-1-6 発生源監視テレメータシステム概念図 
  

 
 

 
 

イ 降下ばいじん調査 
降下ばいじんについては、県内 35 地点で測定を行っています。 
2024 年度の測定地点の平均値は、4.5t/km2/月であり、2015 年度以降の年平均値はおおむ

ね横ばいとなっています。 

大気汚染緊急時対策の実施 
1970 年 6 月に木更津市を中心とした東京湾岸地域（市川市～館山市）で、のどの痛み、せ

き込み等の症状を呈する被害が発生し、同年 7 月にも東京都杉並区で同様の被害が発生したこ
とを契機に、光化学スモッグが大きな社会問題となりました。 

県では、この問題に対処するため、1971 年から光化学スモッグの監視体制を整備していま
す。 

ア 千葉県大気汚染緊急時対策実施要綱 
光化学スモッグによる大気汚染が著しくなり、人の健康や生活環境に被害が生じるおそれ

のある場合には、千葉県大気汚染緊急時対策実施要綱に基づき光化学スモッグ注意報等を発
令し、①県民への周知、②緊急時協力工場等（2024 年度は 215 工場・事業場）に対するば
い煙排出量の削減措置の要請等、③自動車の使用者若しくは運転者に対する運行の自主規制
についての協力要請等、いわゆる緊急時等の措置を講じています。緊急時等の発令基準は図
表 5-1-7 のとおりです。 

緊急時等における連絡体制として、関係市町村、教育委員会、警察本部、報道機関等に通
報するとともに、県民に対しては、メール配信サービス（ちば大気環境メール）、テレフォン
サービス、インターネットやテレビによる広報等により、光化学スモッグ情報を提供してい
ます。 

 
 
 

環境大気測定局舎 
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図表 5-1-7 光化学スモッグ緊急時等の発令基準 
予 報 オキシダントによる大気汚染の状況が悪化するおそれがあると判断されるとき 
注意報 オキシダント濃度 0.12ppm 以上の状態が継続すると判断されるとき 
警 報 オキシダント濃度 0.24ppm 以上の状態が継続すると判断されるとき 
重大緊急報 オキシダント濃度 0.40ppm 以上の状態が継続すると判断されるとき 

イ 光化学スモッグの発令状況 
2024 年度の注意報発令日数は 15 日（警報等の発令なし。）で、全国 1 位の発令日数でし

た。（図表 5-1-8）また、1971 年度以降の注意報発令日数の年度別推移は、1975 年度の 33 日
が最多で、2016 年度の 2 日が最少です。（図表 5-1-9） 

図表 5-1-8 全国の光化学スモッグ注意報発令日数上位都道府県 

順位 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

日数 都道府県 日数 都道府県 日数 都道府県 日数 都道府県 日数 都道府県 

1 7 埼玉県 6 神奈川県 
東京都 8 埼玉県 ７ 埼玉県 15 千葉県 

東京都 

2 6 東京都 － － 7 千葉県 
東京都 6 千葉県 － － 

3 5 千葉県 4 千葉県 － － 4 
群馬県 
東京都 
大阪府 
岡山県 

14 埼玉県 

4 ４ 
栃木県 
大阪府 
岡山県 

3 山梨県 4 神奈川県 
群馬県 － － 12 神奈川県 

5 － － 2 埼玉県 
静岡県 － － － － 5 岡山県 

 
図表 5-1-9 光化学スモッグ注意報発令日数の年度別推移 

 

ウ 光化学スモッグによる被害の状況 
2024 年度における健康被害の報告はありませんでした。また、農作物について収量や品

質の低下に大きな影響が認められる被害報告等はありませんでした。 

エ 緊急時等における県民への情報提供 
県では、光化学スモッグ注意報や、後述する PM2.5 高濃度時の注意喚起について、ホー

ムページ、メール（ちば大気環境メール）や電話による情報提供を行っています。 
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図表 5-1-10 緊急時等における情報提供の方法 
ホームページ 
「ちばの大気環境」 

パソコン https://air.taiki.pref.chiba.lg.jp/ 
携帯電話 https://air.taiki.pref.chiba.lg.jp/k/ 

ちば大気環境メールの登録 
パソコン https://air.taiki.pref.chiba.lg.jp/mailreg 
携帯電話 https://air.taiki.pref.chiba.lg.jp/k/mailreg 

テレフォンサービス 043-223-0551 

PM2.5 の監視体制の整備 
ア PM2.5 監視体制 

PM2.5 は、粒径が非常に小さいため肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、
循環器系への影響が心配されており、2009 年 9 月に環境基準が定められました。 

県では、2010 年度から測定機の整備を開始し、2011 年度から常時監視を実施しています。 
2024 年度は一般局 53 局で監視を行いました。 

イ PM2.5 高濃度時の注意喚起 
県では、国が示した「注意喚起のための暫定的な指針」により、PM2.5 濃度が高濃度とな

るおそれがあると判断される日（一般局における当該日の PM2.5 濃度の日平均値が、
70µg/m3 を超えると予想される場合）は、参考情報として広く県民に注意を促すため、ホー
ムページ、メール（ちば大気環境メール）等により注意喚起を行います。 

注意喚起は、県北部・中央地域及び九十九里・南房総地域の 2 地域に区分して実施します。 
これまで、2013 年 11 月 4 日に県内初の注意喚起を実施しました。 
2024 年度に注意喚起を行う高濃度現象は発生しませんでした。 

ウ PM2.5 濃度低減への取組 
PM2.5 には、物の燃焼などによって直接排出されるもの（一次生成）のほか、窒素酸化物

（NOx）、揮発性有機化合物（VOC）等が、大気環境中で化学反応により粒子化したもの（二
次生成）があります。 

PM2.5 濃度低減への取組として、工場や自動車等から排出される大気汚染物質の削減対策
に取り組むとともに、より効果的な対策を検討するための調査研究を実施しています。 

 
４ 大気環境にやさしいライフスタイルへ向けた啓発 

今日の大気環境問題は、社会システムや生活様式と密接に関わっており、大気環境を改善する
ためには、従来の法的規制に加え、県民一人ひとりが大気環境にやさしいライフスタイルに変え
ていくことが求められます。 

特に、冬季は大気が安定し、窒素酸化物が高濃度になりやすくなります。 
このため、リーフレット等を用いて県民、事業者に燃料使用量の削減や公共交通機関の利用促

進、エコドライブの実践等を呼びかけています。 
参照エコドライブの推進（第１章第２節 P25） 
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環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

光化学スモッグ注意報の年間発令
日数 

11.6 日 
（2013～2017 
年度の平均） 

7.4 日 
（2020～2024 
年度の平均） 

注意報発令日数の 
半減 

（2024～2028 
年度の平均） 

浮遊粒子状物質の環境基準達成率 
（一般局・自排局の合計） 

100% 
（2017 年度） 

100% 
（2024 年度） 

100% 
（毎年度） 

二酸化硫黄の環境基準達成率 
（一般局・自排局の合計） 

100% 
（2017 年度） 

100% 
（2024 年度） 

一酸化炭素の環境基準達成率 
（一般局・自排局の合計） 

100% 
（2017 年度） 

100% 
（2024 年度） 

二酸化窒素の環境基準達成率 
（一般局・自排局の合計） 

100% 
（2017 年度） 

100% 
（2024 年度） 

二酸化窒素の県環境目標値達成率 
（一般局・自排局の合計） 

89.4% 
（2017 年度） 

100% 
（2024 年度） 100% 

（2028 年度） 微小粒子状物質の環境基準達成率 
（一般局・自排局の合計） 

92.3% 
（2017 年度） 

100% 
（2024 年度） 

大気汚染防止法及びダイオキシン
類対策特別措置法に基づく立入検
査の実施率 

全施設数の 39% 
（2017 年度） 

全施設数の 32% 
（2024 年度） 

全施設数の 
33%以上 

（毎年度） 

揮発性有機化合物の排出量★１ 
10,801t 

（2016 年度） 
10,760t 

（2023 年度） 

前年度より 
減少させます 
（毎年度） 

エコドライブ実践事業者の割合★２ 
91% 

（2016 年度） 
89% 

（2024 年度） 
100% 

（2028 年度） 

低公害車を 40%以上導入している
事業者の割合★３ 

78.8% 
（2016 年度） 

100% 
（2024 年度） 

100% 
（2028 年度） 

★１ 揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例に基づく自主的取組の届出排出量です。 
★２ 県内で 30 台以上の自動車を使用している事業者が、環境に配慮した適正な運転（エコドライブ）を実施している

割合です。 
★３ 県内で 200 台以上の自動車を使用する事業者で、低公害車の導入率を達成している事業者の割合です。 

 
２ 指標の推移についての評価 

光化学スモッグ注意報の年間発令日数は基準年度に比べて減少しました。 



 

103 

大気汚染物質の環境基準達成率及び県環境目標値達成率は全指標で目標を達成又は基準年度
に比べて改善しました。 

大気汚染防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に基づく立入検査の実施率は、全施設数の
32%以上であり、おおむね目標を達成しました。 

揮発性有機化合物の排出量は、前年度（2022 年度の 10,933t）より減少し、目標を達成しまし
た。 

エコドライブ実践事業者の割合は基準年度からおおむね横ばいとなっています。 
低公害車を 40%以上導入している事業者の割合は基準年度に比べて増加し、全ての事業者が

達成しました。 
 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

ばい煙発生施設等の届出のあった工場・事業場に対しては、年間を通じて計画的に立入検査を
実施し、排出基準の遵守状況等を確認することで、大気汚染物質の排出抑制を徹底しています。
また、環境保全協定や各種指導要綱等に基づき指導を行うことで、工場・事業場からの大気汚染
物質の排出低減に寄与しています。 

事業者のエコドライブの実践については、九都県市で連携して、啓発物品の配付や動画による
周知広報に取り組むことにより、高い水準を維持しています。 

環境保全条例に基づく指導等により、低公害車の普及は順調に進んでいます。 
 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

工場・事業場に対しては、今後も引き続き、法や条例による立入検査等を行い、排出基準等の
遵守状況を確認するとともに、環境保全協定や各種指導要綱に基づき、大気汚染物質の排出抑制
の指導を徹底していきます。また、発生源テレメータシステムによる常時監視を継続して実施し
ます。 

揮発性有機化合物については、法や VOC 条例に基づく立入検査等により、工場・事業場の排
出抑制指導を引き続き行っていきます。 

エコドライブ実践事業者割合を向上させ、低公害車導入事業者割合を維持するため、事業者か
ら提出される、環境保全条例に基づく自動車環境管理計画書及び実績報告書の内容に基づき、適
切な実施を指導します。 
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現況と課題 

地球上の水の約 97%は海水であり、残る淡水のうちで人間が比較的容易に生活用水に利用で
きる河川・湖沼水と地下水は、わずか 0.8%に過ぎません。 

水は、蒸発し、雲となり雨や雪となって地上に降り、川や湖沼または、地下水となって海に流
れ込むという大きな循環を繰り返しています。 

この水循環の中で、私たちは、日々の暮らしや農業や工業など生産活動のために水を使ってい
ますが、このような人の活動によって、水量の減少や水質の汚濁が起こり、周辺の環境や水生生
物などにも影響が及んでいます。 

本県の河川・湖沼・海域等の公共用水域の水質は水質汚濁防止法等法令の整備・強化や、下水
道や農業集落排水の整備、合併処理浄化槽の設置促進等により、改善してきています。 

しかし、印旛沼、手賀沼、東京湾など水の流動や交換の少ない閉鎖性水域では、富栄養化に起
因する植物プランクトンの
増殖による二次汚濁も見ら
れ、環境基準の達成には至
っていません。また、東京湾
では植物プランクトンの異
常増殖による赤潮や、海底
の貧酸素化による青潮の発
生が見られ、大規模な赤潮
による悪臭や、青潮による
水生生物のへい死など、生
活環境へ影響を及ぼす事例
が確認されています。 

このため、印旛沼・手賀沼
については「湖沼水質保全
計画」を、東京湾については
「化学的酸素要求量、窒素
含有量及びりん含有量に係
る総量削減計画」を策定し、
各種水質保全対策を総合的
に講じています。 

地下水については、事業
活動の結果として地表から
浸透した揮発性有機化合物
等の化学物質や、肥料や家
畜排せつ物等に起因すると
考えられる硝酸性窒素及び

図表 5-2-1 2024 年度主要河川・湖沼・海域水質状況模式図 

 

第２節 良好な水環境の保全 
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亜硝酸性窒素等による汚染が問題になっています。地下水が揮発性有機化合物や重金属などでい
ったん汚染されると、これを浄化することは容易ではなく、多額の費用と非常に長い年月を要す
ることから、地下水汚染の未然防止を図り、「県民の貴重な水資源」として維持していくことが重
要です。 

このため、県では水質汚濁防止法、千葉県環境保全条例に基づく地下水の水質監視、事業者指
導、汚染確認地域での汚染機構解明調査・除去対策を実施するなど市町村と協力して対策に取り
組んでいます。 

また、豊かで潤いのある生活や環境の実現のため、水環境の保全・回復に対する県民の関心は
高く、河川及びその流入先である湖沼、海域を含む流域全体の水環境を水質の面からだけでなく、
水量、水生生物、水辺環境を含めて総合的に捉えて、健全な水循環の維持・回復や水環境の保全・
創造を目指す地域に根ざした様々な取組も進められています。 

 
１ 公共用水域の環境基準達成状況 

公共用水域では、人の健康を保護する上で維持することが望ましい環境基準（健康項目：27 項
目）及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい環境基準（生活環境項目：12 項目）が
設定されています。 

2024 年度は国土交通省、東京都、千葉県及び水質汚濁防止法政令市（千葉市、船橋市、柏市、
市川市、松戸市及び市原市）がそれぞれ分担して、県内の 68 河川・121 地点、4 湖沼・15 地点、
4 海域・42 地点の合計 178 地点で水質測定を実施しました。 

2024 年度の健康項目に係る測定結果では、忍川（銚子市）及び高田川（銚子市）において硝酸
性窒素及び亜硝酸性窒素の基準超過がみられましたが、その他の項目では環境基準が未達成の地
点はありませんでした。 

2024 年度の生活環境項目に係る測定結果では、有機汚濁の代表的な水質汚濁指標である BOD
（河川）・COD（湖沼・海域）の環境基準を達成したのは、基準が適用される 85 水域のうち 59
水域であり、達成率は 69.4%と前年度より 1.2 ポイント上昇しました。（図表 5-2-2） 

図表 5-2-2 河川・湖沼・海域の環境基準の達成率推移（BOD･COD） 

 

(単位：％) 

達
成
率 
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２ 地下水の環境基準達成状況 
地下水では、人の健康を保護する上で維持することが望ましい環境基準（28 項目）が設定され

ています。 
概況調査では、県内の地下水質の状況を把握するため、県内全域を 2km のメッシュ（場所によ

っては 1km メッシュ）に分割し、10 年又は 5 年で県内全域を調査しています。 
2024 年度は 182 本の井戸を測定し、26 本の井戸で環境基準を超過しており、超過率は 14.3％

でした。（図表 5-2-3）また、超過した 26 本の井戸の項目の内訳は、10 本で砒素、12 本で硝酸性
窒素及び亜硝酸性窒素、3 本でふっ素、1 本で鉛でした。 

継続監視調査では、地下水汚染が確認された地域の汚染状況を継続的に監視するため、汚染地
域においてモニタリングの為の井戸を選定し、水質を調査しています。 

2024 年度は、測定した井戸 109 本のうち、73 本の井戸で環境基準の超過が継続していました。 

 

県の主な取組・施策展開 

公共用水域の水質汚濁の原因となる汚れの発生源は、産業系（工場・事業場などからの排水）、
生活系（各家庭やし尿処理場、下水道終末処理場などからの排水）及び面源系（市街地・農地・
山林などから降雨とともに汚れが流出）に大別され、これらの発生源から出た汚れが、川や湖沼、
海が本来持っている自然の浄化能力を超えて流入したときに、水質汚濁が発生します。 

また、有害物質を含む排水が地下に浸透すること等により、地下水の汚染が発生します。 
県は、常時監視により水質の現状を把握するとともに、法令による産業系排水の規制、啓発に

よる生活排水の改善、各種計画による対策の推進を行っています。 
 
１ 工場・事業場等に対する対策の徹底 

法・条例による規制 
公共用水域の保全対策として、水質汚濁防止法や千葉県環境保全条例に定められた施設（特

定施設）を設置する工場･事業場（特定事業場）に対して、排出水の汚濁濃度についての基準

(単位：％) 図表 5-2-3 地下水の環境基準超過率 
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（排水基準）等を定め規制しています。 
排水基準は都道府県の実情に応じて、

国が定める一律基準よりも厳しい基準
（上乗せ基準）を条例で定めることがで
きるとされており、本県では、全県にわ
たって水域、業種、排水量、新設・既設
の区分により上乗せ基準を定めていま
す。そのほか、国が定める排水水質の自
主測定回数についても、条例で回数の上
乗せを行っています。 

特定事業場の排水基準遵守の状況等
を監視するため、県及び水質汚濁防止法
政令市が規制対象事業場に立入検査を
実施しています。2024 年度は、県及び
水質汚濁防止法政令市で 1,817（県所管
1,170）の規制対象事業場に対し、延べ
888（県所管 480）回の排水検査を実施
しました。排水基準に違反していた延べ
113（県所管 61）事業場に対し、改善勧
告等により改善を指導しました。 

協定等による指導 
京葉臨海地域（千葉市から富津市に至

る 6 市）の主要工場と県・関係市とで締
結している環境保全協定により、COD、
窒素及びりん等の汚濁負荷量の削減を
図るとともに、有害物質等についての排
出基準を定め指導しています。2024 年
度は、遵守状況を確認するため 48 工場
に対し、県市合同立入調査を実施しまし
た。併せて、生産施設の新設等に関する
事前審査を 23 件実施し、必要な措置を
講ずるよう指導しました。 

また、工場立地等の各種開発行為について 18 件の審査・指導を行い、必要に応じて水質汚
濁防止に関する指導を行いました。 

小規模事業場への指導 
水質汚濁防止法等の排水規制の対象とならない飲食店等の小規模事業場については、排出さ

れる水量は少ないものの、一般家庭に比べ汚濁負荷は大きく、その影響は軽視できません。 
このため、千葉県環境保全条例に排水処理施設の設置などを定め必要な措置を講ずるよう指

図表 5-2-4 水質保全対策体系図 

 
注 1：上乗せ条例とは、「水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条

例」のこと。 
注 2：測定回数条例とは、「千葉県排出水及び特定地下浸透水の汚染状

態の測定の回数を定める条例」のこと。 
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導しています。 
また、県ホームページにより適切な排水対策の普及・啓発を図るとともに、県及び水質汚濁

防止法政令市の関係部署が事業者を指導・助言する際の技術的な指針として「小規模事業場指
導マニュアル」を作成し、適切な排水対策の確保を図っています。 

 
２ 生活排水対策の推進 

生活排水とは、日常の生活に伴って出る排水のことで、「し尿」と台所や洗濯などからの「生活
雑排水」に分けられ、有害物質をほとんど含まず、BOD や窒素、りんなどの濃度が高いのが特
徴です。生活排水は、下水道や合併処理浄化槽などの汚水処理施設により適正に処理される必要
があります。 

全県域汚水適正処理構想 
県全域を対象とした総合的な汚水処理の構想である「全県域汚水適正処理構想」（1996 年度

策定、2024 年 2 月第 4 回見直し）に基づき、下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽などの
汚水処理施設の整備を地域の実情に合わせ効率的に進めます。2024 年度末現在、各処理施設
を合わせた全県の汚水処理人口普及率は 91.8%となっています。 

ア 下水道の整備 
本県では、公共用水域の水質環境基準を達成維持することを目的とした下水道整備に関す

る総合的な基本計画「流域別下水道整備総合計画」を策定し、流域下水道、公共下水道等の
下水道事業を実施しています。 

2024 年度末現在県内 36 市町村で事業を実施しており（うち一宮町は雨水公共下水道のみ
実施）、流域下水道の管渠及び処理場の整備、公共下水道の普及促進を図った結果、2024 年
度末現在の下水道処理人口は約 493 万人（下水道処理人口普及率 78.1%）となりました。 

また、閉鎖性水域等の水質改善を目的とした高度処理の導入を進めており、2024 年度末
で県内の高度処理人口普及率は、43.7%となっています。 

イ 農業集落排水施設の整備 
農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は農村生活環境の改善を図り、

併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、県及び国は市町村が実施する農業集落排水施
設（生活排水やし尿を集落単位程度で処理する小規模な下水道施設）の整備に対し補助金を
交付し事業の推進を図っています。2020 年度までに 20 市町 66 処理区で最適整備構想の策
定が完了しています。 

ウ 浄化槽の整備 
下水道や農業集落排水施設などの集合処理が向かない地域では、「し尿」と「生活雑排水」

を併せて処理する合併処理浄化槽の整備を進める必要があります。 
2024 年度末現在の浄化槽設置基数は 446,055 基ですが、そのうち、41.2%が「し尿」のみ

を処理する単独処理浄化槽であり、合併処理浄化槽への転換が課題となっています。 
県では、市町村が実施する合併処理浄化槽の設置及び既存単独処理浄化槽から合併処理浄

化槽への転換等に係る補助事業に対し助成しています。（2024 年度設置補助基数 727 基（う
ち高度処理型 393 基）、単独処理浄化槽及びくみ取り便所からの転換補助基数 553 基） 
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浄化槽の維持管理 
浄化槽がその機能を発揮するには、適正な設置及び維持管理が不可欠なことから、浄化槽管

理者に対する啓発及び立入検査指導、保守点検業者に対する指導等を実施しています。 
また、浄化槽法により、浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始後 3 か月を経過した日から 5 か

月の間に設置後等の水質検査（法第 7 条検査）を、さらに、毎年 1 回定期検査（法第 11 条検
査）を受けることが義務付けられています（法定検査）。この検査は、知事の指定する検査機関
が実施しており、この検査結果に基づき、不適正浄化槽の管理者に対して指導を行っています。 

水質汚濁防止法に基づく生活排水対策の推進 
県は水質汚濁防止法に基づき、「生活排水対策重点地域」を指定し、指定された地域の市町村

は、推進計画の策定、啓発、浄化施設の整備など、生活排水対策を計画的に実施しています。 
 
３ 水質監視の実施 

水質測定計画に基づく常時監視 
県では、公共用水域及び地下水の水質を把握するため、水質汚濁防止法に基づき毎年度「水

質測定計画」を定め、水質汚濁防止法政令市など関係機関と共同で水質測定を行い、環境基準
の達成状況等を評価し、結果をホームページで公表しました。また、地下水汚染が確認された
地域では、汚染状況を継続的に監視するため、水質継続監視調査を実施しています。 

また、2020 年５月に要監視項目に指定された PFOS 及び PFOA は、2021 年度から「水質測
定計画」に位置付け水質調査を実施しており、2024 年度は、公共用水域では 46 地点のうち金
山落の名内橋（白井市）及び高田川の白石取水場（銚子市）の 2 地点で指針値を超過しました。
地下水では 10 井戸で調査を行い、指針値の超過はありませんでした。その他、平蔵川の雷橋
（市原市）では、市が独自に調査を行っており、指針値の超過が確認されています。 

その他の調査等 
ア 海水浴場水質等実態調査 

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、開設期間前の海水浴場水質
調査を実施した結果、56 か所の海水浴場すべてで「適」または「可」と判定され、結果をホ
ームページで公表しました。 

イ 東京湾内湾における赤潮・青潮調査 
2024 年度は延べ 50 日の調査を実施した結果、赤潮の発生は 13 日確認されました。青潮

については、主に船橋港内から千葉中央港内において 2 回の発生を確認しました。 

異常水質事故対策等 
公共用水域での魚のへい死、油の流出等の異常水質が発生した場合には、環境保全上問題と

なるばかりでなく、上水道や農工業用水、水産資源への影響など利水上大きな影響を及ぼすお
それがあります。そのため、河川・湖沼等について「千葉県異常水質対策要領」を、海域につ
いては「千葉県周辺海域における流出油等連絡要領」を定め、市町村を含む関係機関の連携・
協力による迅速な情報伝達、原因調査、へい死魚や流出油の回収等の対策を実施しています。 

2024 年度に河川において発生した異常水質事故は 63 件で、2023 年度に比べ 20 件の減少で
した。また、2024 年度に海域において発生した油等流出事故は 13 件であり、2023 年度に比
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べ、２件の減少でした。 
 
４ 印旛沼・手賀沼における水環境保全施策の推進 

印旛沼及び手賀沼は、長年にわたり環境基準の未達成が続いており、水質の改善が求められて
います。 

湖沼水質保全計画 
「湖沼水質保全特別措置法」に基づき、印旛沼及び手賀沼についてそれぞれ策定している「湖

沼水質保全計画」では、下水道の整備等の生活排水対策のほか、水質汚濁防止法などの法や条
例による規制等の工場・事業場排水対策など各種施策を総合的に推進しています。 

2022 年 3 月に、2030 年における望ましい将来像としての長期ビジョンを掲げ、その達成を
目指し、2025 年度を目標年度とする第 8 期の計画を策定しました。 

 
また、両沼の流域では、都市化の進行など土地利用の変化に伴い、流入汚濁負荷の増加とと

もに、雨水の地下浸透・保水能力の低下、多様な生態系を支える水辺地の消失など、健全な水
循環が損なわれ、水質汚濁の大きな要因となっています。そこで、「印旛沼流域水循環健全化計
画」や「手賀沼水循環回復行動計画」を策定し、国・県・市町村の行政機関だけでなく、住民
及び市民活動団体・事業者が一体となって、より一層の水環境保全対策の取組を推進していま
す。 

汚濁負荷量規制 

印旛沼流域（13 市町）及び、手賀沼流域（7 市）では、水質汚濁防止法による規制に加え、
湖沼水質保全特別措置法に基づく汚濁負荷量規制を実施しています。両沼の流域では、日平均
排水量が 50 ㎥以上の湖沼特定事業場に対して COD、窒素及びりんについて汚濁負荷量規制
が適用されています。2024 年度末現在の湖沼特定事業場数は 255（県所管 138）事業場です。 

 
５ 東京湾流入汚濁負荷削減対策の推進 

総量削減計画 
東京湾においては、COD に係る環境基準達成率が低く、富津岬以北の内湾部では依然とし

て赤潮や青潮の発生が見られます。 
このため、本県を含む東京湾流域の 1 都 3 県では、水質汚濁防止法に基づき、COD、窒素

及びりんに係る「総量削減計画」を策定（現在は第 9 次総量削減計画（2022 年 10 月））して、
汚濁負荷量を統一的かつ効果的に削減するための対策を推進してきました。 

その結果、東京湾に流入する汚濁負荷量は減少しています。 

長期ビジョン 
・印旛沼 

「恵みの沼をふたたび」という基本理念のもと、「水清く、自然の恵みにあふれ穏やかで
豊かな印旛沼流域の再生」を目指す。 

・手賀沼 
「かつて手賀沼とその流域にあった美しく豊かな環境の再生」及び「環境基準の達成」を
目指す。 
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総量規制 
本県では、東京湾流域の 21 市町が、総量規制の対象地域に指定されています。この地域内

の、日平均排水量が 50m3 以上の特定事業場（指定地域内事業場）については、COD、窒素及
びりんについて、総量規制基準により排水が許容される汚濁負荷量が定められています。2024
年度末現在の指定地域内事業場数は 389（県所管 158）事業場です。 

 
６ 啓発事業の推進 

県では、環境省が実施している水生生物による水質調査に協力しています。この調査は、身近
な河川に住んでいる水生生物（昆虫などの指標生物）の生息状況により水質を判定するもので、
1984 年度から、学校の生物クラブや市民グループ等に参加を呼びかけ、地域の理解と協力のも
と実施しており、2024 年度は 9 団体、延べ 182 名の参加がありました。 

ほか、「エコメッセ」の出展等による東京湾の水質保全の啓発や、印旛沼での環境学習に関する
教員研修会等により、環境保全に対する意識高揚を図りました。 

 
７ 水資源の有効利用 

節水・雑用水利用の促進 
本県は地理的、地形的に水資源に恵まれないことから、雨水や下水道の処理水を、トイレの

洗浄や植木等への散水、修景などに雑用水として利用することは、水資源の有効利用の観点か
ら重要であると考えています。このため、「雑用水の利用促進に関する指導要綱」を定め、雑用
水の利用の促進を図っています。また、水の重要な役割、水資源の貴重さについてまとめた「水
のはなし」を作成しホームページで公開することで、小学生をはじめとして広く県民の理解や
関心を深めるように努めています。 

下水処理水の再利用については、1989 年度から再生水利用下水道事業として幕張新都心地
区で実施しています。 

水道水源の水質保全対策 
水道水源は地下水と表流水に分けられます。千葉県では表流水への依存度が高いものの、水

道水源としての水質は良質とはいえず、特に県内の水源の約 7 割を依存している利根川水系を
含む県内河川や湖沼では、生活排水の影響等により、トリハロメタンやかび臭等の対策が通年
的に必要となっています。また、油類の流出事故などの水質事故の発生時には、河川管理者や
水道事業者により適切な対応を行っています。 

小櫃川流域の木更津市、袖ケ浦市及び君津市、養老川流域の市原市、長尾川流域の南房総市、
高田川流域等の銚子市、長柄ダムが位置する長柄町、鋸山ダム・元名ダムが位置する鋸南町及
び地下水を水源としている神崎町、多古町において、安全な飲み水を求める住民の意向を受け
て水道水源を保護するための条例が制定されています。また多くの市町村において、水道水源
を含む表流水、地下水の水質保全のための条例が制定されています。 

 
８ 水生生物の生息・生育環境の維持・回復を目指す施策の推進 

水生生物の生息・生育環境への影響に着目した水質指標の設定 
水生生物の生息・生育環境への影響に着目した水質指標として、環境基準の生活環境項目（湖
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沼・海域）に設定されている「底層溶存酸素量」について、国が先行して実施した東京湾及び
琵琶湖への類型あてはめにおける考え方を踏まえ、印旛沼・手賀沼への適用について検討しま
す。 

水環境中のマイクロプラスチックへの対応等 
水環境中のマイクロプラスチックについては、国において実施する海域でのモニタリング手

法の標準化や公共用水域における分布状況の結果を踏まえ、国の動向を注視しながら、マイク
ロプラスチックの実態把握に関する知見の収集に努めます。 

漁場環境の変化への的確な対応 
水生生物の生息・生育にとって藻場や干潟は重要であることから、漁業者等による藻場・干

潟の保全等のための活動支援などを行っています。また、東京湾の貧酸素水塊対策として、総
量削減計画に基づく汚濁負荷量の削減、貧酸素水塊の分布調査、情報発信を行っています。 

2024 年度は、藻場・干潟の保全に取り組む 25 グループの活動を支援しました。また、貧酸
素水塊の分布調査、情報発信を 20 回行いました。 

 
９ 地下水保全対策の推進 

地下水の汚染防止対策の推進 
地下水保全対策については、水質汚濁防止法及び千葉県環境保全条例に基づき、有害物質の

地下浸透禁止等の事業者指導や啓発を行っています。 

ア 事業者指導 
地下水の汚染防止及び汚染除去対策の推進を図るため、水質汚濁防止法、千葉県環境保全

条例及び千葉県地質汚染防止対策ガイドラインに基づき、有害物質使用特定施設を設置する
工場又は事業場の構造規制や、地下水汚染が発生した場合の対策等の指導・助言を行ってい
ます。 

県及び政令市では、地下水汚濁の未然防止のため、水質汚濁防止法の有害物質使用特定事
業場等 508（県所管 244）に対し延べ 127（県所管 96）事業場の立入検査を実施し、構造基
準に違反していた延べ 43（県所管 35）事業場に対し改善を指導しました。 

イ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水の汚染防止対策 
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、他の項目に比べ環境基準超過率が高い状況が続いていま

す。 
2009 年 3 月に策定した「千葉県硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る地下水保全対策実施

方針」に基づき、効果的な対策の推進に努めています。 

地下水の汚染除去対策等の推進 
飲用井戸において地下水汚染を確認したときは、県及び市は速やかに井戸所有者に対し飲用

指導を行っています。 
揮発性有機化合物による汚染が確認された場合は、市町村が実施する汚染機構解明調査や汚

染除去対策に対して助成を行うとともに、技術的援助を行っています。汚染が確認された市町
村のうち、2024 年度は佐倉市のほか 9 市町が実施した汚染機構解明調査及び成田市ほか 8 市
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町が実施した曝気処理装置等による汚染除去対策に対して助成を行いました。 
また、PFOS 及び PFOA による汚染が確認された場合も、2024 年 10 月から、市町村に対す

る助成や技術的援助を行っています。汚染が確認された市町村のうち、2024 年度は柏市ほか 5
市町が実施した汚染機構解明調査に対して助成を行いました。 

 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

河 川 の 環 境 基 準 
達成率（BOD）★１ 

77.1% 
（2017 年度） 

[70 水域中 
54 水域で達成] 

77.1% 
（2024 年度） 

[70 水域中 
54 水域で達成] 

91.4% 
（2028 年度） 

[70 水域中 
64 水域で達成] 

印 旛 沼 の 水 質
（COD） 

13mg/L 
（2017 年度 

COD75%値★２） 

15mg/L 
（2024 年度 

COD75%値） 

5 年ごとに策定する湖沼水質保全計
画の水質目標値を達成しつつ、環境
基準をできるだけ早期に達成します 

（2030 年度） 
〔参考〕第 8 期湖沼水質保全計画の水
質目標値は現況 12mg/L（2020 年度）
に対し 12mg/L（2025 年度） 
環境基準 3mg/L 以下：75%値 

手 賀 沼 の 水 質
（COD） 

9.7mg/L 
（2017 年度 

COD75%値） 

11mg/L 
（2024 年度 

COD75%値） 

5 年ごとに策定する湖沼水質保全計
画の水質目標値を達成しつつ、環境
基準をできるだけ早期に達成します 

（2030 年度） 
〔参考〕第 8 期湖沼水質保全計画の水
質目標値は現況 11mg/L（2020 年度）
に対し 9.0mg/L（2025 年度） 
環境基準 5mg/L 以下：75%値 

東京湾の環境基準
達成率（COD）★１ 

45.5% 
（2017 年度） 

[11 水域中 
5 水域で達成] 

45.5% 
（2024 年度） 

[11 水域中 
5 水域で達成]  

72.7% 
（2028 年度） 

[11 水域中 
8 水域で達成] 

県全域の汚水処理
人口普及率★３ 

88.0% 
（2017 年度） 

91.8% 
（2024 年度） 

96.8% 
（2034 年度） 

地下水の環境基準
達成率★４ 

85.9% 
（2017 年度） 

〔参考〕 
全国値 93.9% 
（2016 年度） 

85.7% 
（2024 年度） 

〔参考〕 
全国値 94.9% 
（2023 年度） 

全国値並みの 
達成率を 

確保します 
（2028 年度） 
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★１ 環境基準達成率は、「環境基準を達成した水域数」／「環境基準が適用される水域数」です。 
★２ COD75%値は、COD の環境基準の達成評価を行う場合に用いる値で、年間の COD の測定値のすべてを値の小

さい順に並べ、(0.75×ｎ)番目（ｎは年間の測定回数）に当たる値をもって 75%値とします。（0.75×ｎが整数で
ない場合は端数を切り上げた整数番目の値とします。） 

★３ 下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽、コミュニティ・プラント等の汚水処理施設の整備人口を、各市
町村の行政人口（住民基本台帳人口）に対する割合で表した指標です。 

★４ 環境基準達成率は、「環境基準を達成した井戸本数」／「全調査井戸本数」です。 
 
２ 指標の推移についての評価 

河川の環境基準達成率は基準年度と比較して横ばいです。（図表 5-2-5） 
印旛沼及び手賀沼の水質はいずれも基準年度と比較して値が高くなっていますが、大きな変動

はなく横ばいです。 
東京湾の環境基準達成率は、基準年度と比較して横ばいです。 
地下水の環境基準達成率は、基準年度と比較して横ばいです。（図表 5-2-6） 

 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

汚水処理人口普及率が向上しており、河川の環境基準達成率については、長期的には改善の傾
向にありますが、目標の達成率には到達していません。 

印旛沼、手賀沼の水質は基準年度と比較して改善が進んでおらず、環境基準の達成に至ってい
ない状況です。その要因としては、いずれも植物プランクトンによる内部生産の影響などが考え
らます。 

東京湾においては、利用目的に応じたより厳しい環境基準が適用される水域での達成率が低い
状況にあります。東京湾へ流入する汚濁負荷量は、様々な取組により減少していますが、気象な
どの自然環境の変化による要因もあることから、水質の改善には長期間を要します。 

地下水汚染が発生した場合、その対応には長期間にわたる浄化等の取組が必要となります。ま
た、浄化にあたっては、多額の費用を要します。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

河川の環境基準達成率の改善に向け、規制対象事業場の立入検査による排水監視を引き続き行
い、適切な改善対策を指導することにより、水質汚濁の防止に努めるとともに、市町村に対する
補助等を通じた合併処理浄化槽の設置促進など事業場排水・生活排水対策を推進します。 

印旛沼・手賀沼の水質改善については、面源系の汚濁負荷量削減や、植物プランクトンの増殖
要因となる全窒素・全りんの汚濁負荷量削減に向けた対策が必要であり、2022 年 3 月に策定し
た第 8 期湖沼水質保全計画に基づき、さらなる取組を推進します。 

東京湾の水質改善については、2022 年 10 月に策定した第 9 次総量削減計画に基づき、引き続
き、規制対象事業場に対する水質総量規制等により、東京湾に流入する COD、窒素、りんの負
荷量削減に取り組み、環境基準達成率の向上を目指します。 

地下水汚染が判明した場合は、市町村と連携し地下水汚染の浄化を推進します。県は、市町村
が実施する汚染機構解明調査や浄化対策等に対し、引き続き技術的助言や財政的支援を行ってい
きます。 
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図表 5-2-5 河川の環境基準達成率（BOD） 

 
 

図表 5-2-6 地下水の環境基準達成率 
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■ 浄化槽とは？ 

 浄化槽は、下水道等の集合処理が向かない地域で使用されています。微生物の働きにより、  

家庭から出る排水をきれいにする排水処理装置です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 浄化槽の維持管理について 

 浄化槽が性能を発揮するためには、適正な維持管理が重要です。全ての浄化槽管理者には 

「保守点検・清掃・法定検査」の3つの義務があります。 

 なかでも年 1 回の法定検査は、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正しく機能して 

いるかを確認する公的な検査であり、県では受検率の向上に取り組んでいます。 

 保守点検 装置の調整、消毒剤の補充、修理 など 

（県等の登録を受けた民間の保守点検業者が行う） 毎年3～4回 ※ 
 

 清掃 浄化槽内部にたまった汚泥のバキュームカーによる引抜き など 

（市町村等の許可を受けた民間の清掃業者が行う） 毎年1回 ※ 

※ 保守点検と清掃の必要回数は、浄化槽の種類により異なります。    

 法定検査 浄化槽が正しく機能しているかを検査 

（千葉県知事が指定した検査機関（指定検査機関）が行う） 

① 設置後の検査（7条検査）：設置工事の状況を確認 

② 定期検査 （11条検査）：保守点検・清掃の状況を確認 

毎年1回 

 

コラム 浄化槽の適正な管理のために 

法定検査では 
保守点検と 
清掃の状況を 
確認します。 

個別処理区域 ➡ 浄化槽 

集合処理区域 ➡ 下水道等 

 

どちらも、トイレや台所等の排水をきれ

いにし、川や海に戻すのが役割です。 

地域の特徴を活かして、処理方法が選ば

れています。 
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現況と課題 

私たちの立つ大地は、大気や水とともに物質やエネルギーを循環させる役割を担うとともに、
天然資源の保有、保水や地下水の形成、多種多様な生物の生態系の維持などの重要な役割も担っ
ています。このかけがえのない大地において、人の健康に影響を及ぼす土壌汚染や、生活環境へ
の影響を及ぼす地盤沈下への対応は、重要な課題となっています。 

１ 土壌汚染 
土壌汚染については、過去に有害物質を使用していた工場の跡地や自然由来等における汚染事

例が県内で数多く判明しています。汚染が判明した土地については、汚染土壌の飛散・流出や汚
染された地下水の拡散などにより、周辺住民の健康に影響を及ぼすおそれがあるため、土壌汚染
対策法に基づき適切に対応していく必要があります。 

２ 地盤沈下 
地盤沈下は、地下水の過剰採取や天然ガスかん水の採取などによって引き起こされ、建造物の

傾斜等の直接被害や低地化による洪水時の浸水等の間接被害など、生活環境に様々な影響を与え
ます。沈下はゆっくり進行するため、被害が大きくなるまで公害として認識されにくい反面、ひ
とたび被害が発生すると回復が困難であるという、他の公害とは異なる側面を持っています。 

これまでの法・条例及び協定等による地下水及び天然ガスかん水の採取規制・指導等により、
全体的には沈静化の傾向にあるものの、九十九里地域など一部の地域においてはいまだ沈下が継
続しています。（図表 5-3-1,図表 5-3-2） 

図表 5-3-1 各地域の地盤沈下の推移 

 

第３節 良好な土壌環境・地盤環境の保全 
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図表 5-3-2 5 年間累計の地盤沈下状況（5 年間累計沈下量） 
（2020 年 1 月 1 日～2025 年 1 月 1 日） 
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県の主な取組・施策展開 

１ 土壌汚染対策の推進 
土壌汚染対策法に基づく土地所有者等への指導 
土壌汚染対策法では、水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設を廃止した場合などに、

土地の所有者等は、土壌汚染状況調査を実施し、県に報告することが必要です。調査の結果、
土壌汚染が認められた土地について、健康被害が生じるおそれがある場合は要措置区域に、健
康被害が生じるおそれのない場合は形質変更時要届出区域に指定し、公表します。要措置区域
に指定された土地の所有者等には汚染除去等の措置と形質変更の原則禁止が、形質変更時要届
出区域に指定された土地の所有者等には土地の形質変更時の届出が求められます。 

県では、土壌汚染対策法に基づく手続きや、汚染除去工事等に関する手続きについて、土地
所有者等に助言や指導を行っています。 

2024 年度は、要措置区域等の指定・解除を 27 件行いました。また、一定の規模以上の土地
の形質変更時の届出 381 件を受理しました。さらに、土地所有者の自主調査結果による区域指
定の申請を 3 件受理しました。 

環境保全条例に基づく汚染対策の推進 
県では、千葉県環境保全条例及び千葉県地質汚染防止対策ガイドラインにより、事業者に有

害物質の使用、製造、貯蔵等の適正な管理を求めるとともに、汚染原因が特定できない等の地
下水汚染に対しては市町村に技術的・財政的支援を行っています。 

 
２ 地盤沈下対策の推進 

地盤沈下の状況監視 
地盤沈下防止対策としては、水準測量による地盤変動状況や、観測井による地下水位及び地

層収縮の状況を監視するとともに、法令等に基づく地下水採取規制、並びに東京湾臨海部企業
と締結している環境保全協定及び天然ガス採取企業と締結している地盤沈下の防止に関する
協定に基づく地下水・天然ガスかん水の採取削減指導等を行っています。さらに、地下水の代
替水の供給事業や、地盤沈下に起因して発生する高潮被害・浸水被害の防止などにも努めてい
ます。 

2024 年度は 47 市町村（調査面積：3,208.5km2）について、精密水準測量により地盤変動状
況の監視を行うとともに、30 市町村 87 か所 139 基の観測井により、地下水位及び地層収縮量
の監視を行いました。一部の地域では地下水位が徐々に上昇し、千葉・市原地域及び君津地域
では、自噴井も再び見られるようになっています。 

工場・事業場に対する揚水量の削減指導 
ア 法・条例による規制 

地下水の採取については、工業用水法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律及び千
葉県環境保全条例に基づき、工業用、建築物用、水道用及び農業用等の地下水の採取を規制
しており、これら法令等の指定地域（千葉市を含む 29 市町）では技術基準に適合しない揚
水施設による地下水の採取は原則として禁止されています。 
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イ 環境保全協定に基づく指導 
千葉市から富津市に至る東京湾臨海部の企業に対しては、法令等による地下水の採取規制

に加え、環境保全協定に基づき、地盤沈下対策として地下水の採取を可能な限り削減するよ
う指導しています。 

ウ 地盤沈下の防止に関する協定に基づく指導 
天然ガス採取については、地盤沈下に対する影響が大きいことから、千葉地域、成田地域

及び九十九里地域で天然ガスを採取する企業 9 社と「地盤沈下の防止に関する協定」を締結
するとともに、そのうち現在もガス井戸を保有している 8 社とは「地盤沈下の防止に関する
細目協定」を締結し、天然ガスかん水地上排水量の削減等を指導しています。 

具体的には、①市街地内や標高 5m 未満の地域等では原則として新規のガス井戸の開発を
しない、②開発地域ごとの地上排水量の上限値を設定し遵守するなどを内容とする基準を定
めています。 

2020 年度には、平野部（標高 5m 未満）における 5 年間の累積沈下量が 3cm を超える地
域をなくすなどと目標を厳しくして、細目協定を改定・締結しました。 

なお、天然ガスかん水地上排水量は近年ほぼ横ばいの状況です。 

エ その他の指導 
大規模な宅地造成等の開発の事前審査に際し、地下水の保全を図るとともに地下水のかん

養を促進するため、透水性の高い舗装や浸透桝等の工法の採用及び地下浸透しやすい緑地等
の地区を設けること等を指導しています。 

「液状化―流動化現象」のメカニズム解明 
震災による液状化－流動化現象の予測や対策には、液状化－流動化現象のメカニズムを明ら

かにしていく必要があります。これまでの調査により、液状化－流動化現象は地下水位が地表
から浅く、固結していない人工地層内で見られることが分かってきましたが、その解明にはさ
らに詳細なデータ収集、解析が必要となります。 

そこで、県では、2013 年度から 2017 年度までに東日本大震災で液状化－流動化現象が見ら
れた浦安市、習志野市、市川市、千葉市、香取市、我孫子市、袖ケ浦市、銚子市及び一宮町の
埋立地に、人工地層の地下水位を把握するための観測井を計 9 か所設置し、地下水位を観測し
ています。 

また、地下水位以外にも、地震による地中の揺れの違いや地下水圧の変化を観察するため、
地中地震計や間隙水圧計を、2013 年度に千葉市内の液状化地に、2014 年度に千葉市内の非液
状化地にそれぞれ１か所ずつ設置しました。 

これらの計器により今後継続的に基礎データを収集するとともに、測定結果を解析し、液状
化―流動化現象の発生要因の解明を進め、その予測や対策に役立てていきます。 

関連基盤整備事業 
ア 地下水の代替水源の確保 

県の水供給については、県内河川及び利根川水系の水源開発、水の有効利用促進など幅広
い施策をとっていますが、県内河川については本県の地形的制約から多くを望めず、主に利
根川水系に依存せざるを得ない状況にあります。 
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利根川水系の水源開発は、「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」に沿
って実施されており、県は国及び水源県に対してダム等の水資源開発施設の建設が推進され
るよう積極的な働きかけと協力を行っているところです。 

県では表流水の確保見込量を勘案しながら、上水道及び工業用水道事業の整備を進めてい
ます。 

（ア）上水道の整備 
本県の水道事業としては、地盤沈下防止と増加する水需要に対する長期安定水源として

の表流水の確保が必要であり、計画的かつ効率的な水源確保とその有効利用を図るため水
道の広域的整備が進められてきました。 

この一環として、広域的な水道用水供給事業は、現在 6 事業が実施されています。 

（イ）工業用水道の整備 
本県の工業用水道事業は、産業発展の基盤として整備してきた他、地下水の代替水源と

して表流水を供給する地盤沈下対策としても整備が進められ、現在 7 地区で 284 社（2024
年度末）に給水しています。 

そのうち、地下水汲み上げによる地盤沈下が社会問題となっていた東葛・葛南地区には、
地盤沈下対策として、2024 年度は約 5.8 万㎥/日を給水しています。 

イ 併発災害対策 
（ア） 地盤沈下対策補助事業 

県内で地盤沈下が生じている地域の内水排水対策として関係市町村が実施する排水機
場及びこれに附帯する施設工事や排水施設に接続する河川の改良工事に対し、県は補助金
を交付し、その促進を図っています。 

（イ） 地盤沈下等への農業農村整備事業 
九十九里地域で地盤沈下や上流域の開発行為により、農地や宅地等に湛水被害が生じて

いる地域において排水機場や排水路等の改修を国、県、市町村の負担により、県が実施し
ています。 

 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

2 ㎝以上の地盤沈下面積 
10.2km2 

（2016 年度） 
0.1km2 

（2024 年度） 
0km2 

（毎年度） 

 
２ 指標の推移についての評価 

2cm 以上の地盤沈下面積は、基準年度を下回っていますが、引き続き注視が必要です。 
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３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 
2cm 以上の地盤沈下面積は 0.1km2 であり、前年度（299.9km2）と比べ減少しました。 
 

４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 
地下水及び天然ガスかん水の揚水に係る規制等を引き続き実施し、地盤沈下の防止に努めてい

きます。 
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現況と課題 

騒音・振動・悪臭は公害苦情件数の中で大
きな割合を占めるとともに、件数自体も近
年高止まりの状況となっています。 

これらの公害は感覚公害と呼ばれ、人に
よって感じ方やその影響が大きく異なると
いう難しさがあります。 

騒音・振動・悪臭に関する事務について
は、現在、多くの権限が市町村に移譲されて
いるところですが、これらの公害を防止し、
身近な生活環境を保全していくためには、
寄せられる様々な苦情に対し迅速かつ適切
な対応を行うことが必要です。そのため、直接担当する市町村と県が情報交換を行うなど連携を
図ることが重要となっています。 

自動車は、産業活動や日常生活に広く使用され、走行量の多い幹線道路沿道の住宅地では自動
車交通騒音が問題となっています。そのため、自動車本体からの騒音低減や関係機関による路面
や沿道環境の整備などの対策が進められています。 

また、本県は成田空港や自衛隊の飛行場（下総、木更津等）が立地するとともに、羽田空港を
発着する航空機などの飛行経路となっており、公害等調整委員会が取りまとめた報告書によると、
航空機騒音に対する苦情が全国的に見ても特に多い状況となっています。このため、関係機関と
連携して監視体制の整備に努めるとともに、環境基準などへの適合状況を把握し、国等に対し必
要な対策の実施を求めていく必要があります。 

１ 苦情の状況 
2024 年度の県及び市町村での騒音・振動・悪臭に係

る苦情受付状況は図表 5-4-1 から図表 5-4-3 のとおり
です。騒音・振動の苦情の発生源は、工事・建設作業の
占める割合が多くなっています。これらの発生源は、
騒音規制法・振動規制法で定める特定工場や特定建設
作業に該当する場合は法規制の対象となりますが、苦
情の発生源は、家庭生活や飲食店等の深夜営業など法
規制の対象とならないものも多く、問題解決が困難な
場合があります。 
 
 

騒音の目安 

出典：全国環境研協議会騒音調査小委員会 

第４節 騒音・振動・悪臭の防止 

図表 5-4-1 騒音の苦情件数 

工事・建設作業

481 (36.7%)

航空機運航

178 (13.6%)
産業用機械

作動

141 (10.8%)

家庭生活

95 (7.3%)
飲食店営業

45 (3.4%)

自動車運行

30 (2.3%)

カラオケ

27 (2.1%)

その他

244 (18.6%)

不明

68 (5.2%)

合計 1309件
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２ 自動車騒音の状況 
騒音規制法に基づき、町村部においては県が、市部においては市が自動車騒音の調査を実施し

ています。2024 年度の県内の自動車騒音の常時監視に基づく「道路に面する地域の騒音に係る
環境基準」の達成率は、95.1%でした。 

３ 航空機騒音の状況 
成田空港 
県・周辺市町及び成田国際空港株式会社は、成田空港周辺地域に設置している 90 局の固定

測定局で航空機騒音の常時監視を行っています。2024 年度の測定結果は、年間 Lden が 41～73
デシベルの範囲にあり、「航空機騒音に係る環境基準」（Ⅰ類型：Lden 57 デシベル以下、Ⅱ類型：
Lden 62 デシベル以下）の達成率は 64％（環境基準が適用される 85 局のうち 54 局）でした。 

羽田空港 
県及び木更津市は羽田空港の飛行コース下に設置している 6 局の固定測定局で航空機騒音

の常時監視を行っています。2024 年度の測定結果は、年間 Lden が 48～51 デシベルの範囲にあ
り、環境基準の達成率は 100％（環境基準が適用される 5 局のうち 5 局）でした。 

下総飛行場 
県は、海上自衛隊下総飛行場の南北に設置している 2 局の固定測定局で常時監視を行ってい

ます。また、県及び周辺市は下総飛行場周辺の 10 地点で年 1 回（2 週間）の調査を行ってお
り、2024 年度の測定結果は、年間 Lden が 38～56 デシベルの範囲にあり、環境基準の達成率は
100％（環境基準が適用される 12 地点のうち 12 地点）でした。なお、各地点の年間 Lden につ
いては、航空機騒音測定・評価マニュアル（2020 年３月）に基づき、２週間の調査結果と固定
局の測定結果を照合し、推計しています。 

木更津飛行場 
陸上自衛隊木更津飛行場については、木更津市が木更津飛行場周辺 1 地点で年 1 回（1 週間）

の調査を行っています。2024 年度の測定結果は、調査期間 Lden が 59 デシベルであり、環境基
準値に適合しませんでした。 

家庭生活

82 (12.9%)

野焼き

72 (11.3%)

飲食店営業

30 (4.7%)

流出・漏洩

22 (3.5%)

工事・建設作業

13 (2.0%)
産業用機械作動

12 (1.9%)

産業排水

9 (1.4%)

その他

203 (32.0%)

不明

192 (30.2%)

合計 635件

図表 5-4-2 振動の苦情件数 図表 5-4-3 悪臭の苦情件数 

出典:令和 6 年度 公害苦情調査報告書（公害等調整委員会事務局） 

工事・建設作業

187 (73.6%)

自動車運行

24 (9.4%)

産業用

機械作動

17 (6.7%)

その他

25 (9.8%)

不明

1 (0.4%)

合計 254件
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県の主な取組・施策展開 

１ 騒音・振動・悪臭対策の推進 
法・条例による規制 

ア 騒音規制法・振動規制法に基づく規制 
騒音規制法及び振動規制法では知事（市においては市長）が、騒音から住民の生活環境を

保全すべき地域を規制地域として指定するとともに、指定地域内の特定施設（著しい騒音又
は振動を発する施設であり各法施行令で定めるもの）を設置する工場・事業場（特定工場等）
について規制基準を定めることとされています。2025 年 3 月末現在、県内 36 市 10 町 1 村
において、都市計画法に基づく用途地域を中心に、規制地域の指定がなされています。 

市町村長は、指定地域内の特定工場等及び特定建設作業について騒音及び振動の調査測定
を行い、必要に応じて改善勧告及び改善命令等の行政措置を行っています。 

イ 悪臭防止法に基づく規制 
悪臭防止法では、知事（市においては市長）が住民の生活環境を保全すべき地域を指定し、

地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭物質の濃度又は臭気指数について、
規制基準を設定することとされています。 

2025 年 3 月末現在、県内 36 市 10 町 1 村の区域において、都市計画法に基づく用途地域
を中心に規制地域の指定がなされています。 

現在、悪臭防止法施行令により特定悪臭物質として 22 物質が指定されており、敷地境界、
排出口及び排出水について規制基準が定められています。 

また、近年、物質濃度規制で対応できない複合的な悪臭苦情が増加しており、これに対応
するため、物質濃度規制に代わる規制方式として、人の嗅覚を用いて測定する規制方式（臭
気指数規制）の導入を図っており、千葉市、松戸市、習志野市、八千代市、我孫子市、鎌ケ
谷市及び浦安市の全域並びに佐倉市及び市原市（工業専用地域を除く）の用途地域に適用さ
れています。 

市町村長は、規制地域において、必要に応じ、悪臭の測定調査を行い、改善勧告及び改善
命令等の行政措置を行っています。 

ウ 市町村環境保全（公害防止）条例に基づく規制 
市町村では「環境保全（公害防止）条例」により、法適用対象外の騒音・振動・悪臭並び

に深夜営業飲食店等に係る騒音等について規制を行っています。 
県は、市町村が行うこれらの規制等について技術的な指導を行っています。 

協定等による指導 
ア 環境保全協定による指導 

協定工場については、細目協定の中で協定値を定め、騒音・悪臭防止の指導を行っていま
す。 

また、これらの工場が施設を新設、増設又は変更する場合には、その計画内容を事前に県及び
関係市と協議することとしており、2024 年度は 22 件の審査を実施し、必要な措置を講じるよ
う指導を行いました。 
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イ 工場立地等各種開発行為の事前審査による指導 
工場・事業場が県及びその関係機関の造成した工業団地等に進出する場合、県及び関係市

町村は騒音・振動・悪臭に係る計画内容を事前に審査することとしており、2024 年度は 3 件
の審査を実施しました。 

ウ 「悪臭防止対策の指針」に基づく指導 
臭気指数規制方式の導入以前は、悪臭苦情に対し、悪臭防止法や市町村の環境保全（公害

防止）条例による規制だけでは必ずしも十分対処できない状況であったため、これらを補完
するものとして 1981 年 6 月に、人の嗅覚を用い、複合臭も客観的に評価できる官能試験法
（三点比較式臭袋法）と工場・事業場の悪臭防止対策の指導目標値を示した「悪臭防止対策
の指針」を作成し、市町村に対して測定体制の整備拡充について指導するとともに、この測
定法についての技術研修を継続的に行っています。 

また、本指針は、臭気指数規制未導入の市町村において工場・事業場の立地、増設に係る
事前審査に際し、悪臭防止対策の指導基準としても活用されています。 

市町村職員に対する研修や技術指導 
事業者指導や県民への対応を担う市町村職員を支援するため、機器操作などの技術指導や相

談事例研究などの研修を行っています。 
2024 年度は、騒音、振動及び悪臭規制を担当する職員向け測定技術講習会を 5 回開催しま

した。 

自動車交通騒音の常時監視 
自動車交通騒音は、走行量の多い道路沿道などで問題となっており、「道路に面する地域の

騒音に係る環境基準」が設定されています。県は、騒音規制法に基づき、町村部において自動
車騒音の常時監視を行っており、市の調査結果と合わせて、住居の立地状況を考慮した面的評
価により、環境基準の達成状況を評価しています。 

自動車交通騒音及び道路交通振動の対策 
ア 自動車交通騒音の対策 

騒音規制法では、自動車騒音の要請限度を超え、周辺の生活環境が著しく損なわれている
場合には、市町村長は県公安委員会に道路交通規制等の措置をとるよう要請するほか、道路
管理者等に道路の騒音対策について意見を述べることができるとされています。 

要請限度に係る調査は市町村が実施しており、2024 年度の要請限度超過状況は 10.2%で
した。また、自動車騒音に係る公安委員会への要請はありませんでした。 

幹線道路の騒音対策には、遮音壁や環境施設帯の整備、低騒音舗装の施工等があり、関係
機関が連携を図りながら対策を推進しています。 

また、自動車本体からの騒音については、騒音規制法で許容限度が定められており、道路
運送車両法に基づく保安基準で規制されています。 

イ 道路交通振動の対策 
道路交通振動についても振動規制法で要請限度が設定されており、要請限度を超え、周辺

の生活環境が著しく損なわれている場合には、市町村長は県公安委員会や道路管理者等に所
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要の措置をとるよう要請することができるとされています。 
要請限度に係る調査は市町村が実施しており、2024 年度の要請限度超過状況は 1.4%でし

た。また、道路振動に係る公安委員会や道路管理者等への要請はありませんでした。 
自動車の走行に伴う振動については、路面の改良・整備等の措置が執られており、良好な

環境の維持に努めています。 

畜産業に起因する悪臭の防止 
畜産業に起因する悪臭苦情は、家畜飼養規模の拡大や宅地開発等による混在化の進展等によ

り、都市部に限らず、農村部においても発生しています。 
近年、悪臭苦情の発生件数及び全畜産農家数に対する悪臭苦情件数の割合は横ばい傾向とな

っています。畜産業に起因する苦情発生件数の中で、悪臭発生数は最も多く、全体の半分以上
を占めています。 

畜産業に起因する悪臭を防止するためには、各畜産農家が飼養頭数に見合った家畜排せつ物
処理施設で適切な管理を行うとともに、日常から畜舎内外の清掃美化についての配慮が必要で
す。 

このため、県では各種補助事業を実施し、家畜排せつ物処理施設や機械の導入、更には制度
資金や畜産高度化支援リース事業等により個人向けの施設や機械の導入を推進しています。 

また、畜産業に起因する悪臭を低減するための取組として、試験研究機関、農業事務所及び
家畜保健衛生所等、関係機関が連携し、現地実態調査に基づく臭気低減技術の開発や、現地指
導、講習会の開催等を実施し、畜産農家への技術指導、意識啓発を行うことにより、周辺環境
に配慮のある地域と調和した畜産経営を推進しています。 

東京湾広域異臭対策 
東京湾沿岸部で都市ガス臭に似た異臭が発生し、関係市、消防署、ガス会社等に多くの苦情、

問い合わせが寄せられることが毎年数件あります。苦情の分布や発生時の気象等から見て、こ
の異臭は東京湾方面から海風により運ばれてくる物質に起因するものと推察されます。 

2001 年 9 月 18 日に千葉市、習志野市及び船橋市の地域に発生した広域異臭では、千葉市内
の小学校で児童の健康異常が発生し、4 名が入院しました。県では、これを受けて 2002 年 4 月
1 日から「東京湾沿岸広域異臭発生時の対応要領」の運用を開始し、休日・夜間を含めた市等
関係機関との連絡体制を一層充実させるとともに、原因究明に向けた調査・分析体制の強化を
図っています。 

なお、2024 年度の広域異臭発生件数は 2 件でした。 
 
２ 航空機騒音対策の推進 

航空機騒音は、航空機から発生する騒音レベルが高く、空港周辺の広い地域に影響を及ぼしま
す。本県では、成田空港、海上自衛隊下総飛行場、陸上自衛隊木更津飛行場の周辺地域や羽田空
港の飛行コース下に当たる地域が影響を受けています。 

県では、「航空機騒音に係る環境基準」に基づき、1978 年に成田空港、羽田空港及び木更津飛
行場の周辺地域を地域類型指定し、その後、1991 年に下総飛行場の周辺地域を地域類型指定し
ました。 
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関係機関と連携して航空機騒音の監視体制の整備に努めるとともに、環境基準の達成状況の評
価を行っています。 

監視体制の強化 
ア 成田空港の監視体制 

県では、1978 年の開港以来、関係市町村の協力を得て実態調査を実施するとともに、1979
年度以降、順次、固定測定局を整備し常時監視を実施してきました。2002 年度からは、県、
周辺市町村及び成田国際空港株式会社の固定測定局を再配置し、公益財団法人成田空港周辺
地域共生財団が、県、周辺市町村及び成田国際空港株式会社の測定データを一元的に処理す
る体制を整えて連続測定を行っています。 

2024 年度現在、県・関係市町及び成田国際空港株式会社が整備した 90 局（このうち県局
は 23 局）で常時監視を行い、環境基準の達成状況を評価しています。 

イ 羽田空港の監視体制 
羽田空港への着陸機の大部分が本県上空を通過することから、木更津市、君津市及び浦安

市に固定測定局を設置し、2002 年１月から連続測定を行っています。 
2024 年度現在、木更津市設置の 1 局を合わせた 6 局（君津市 2 局、木更津市 3 局、浦安

市 1 局）で常時監視を行い、環境基準の達成状況を評価しています。 

ウ 下総飛行場の監視体制 
下総飛行場については、飛行場の南北 2 か所に固定測定局を設置し、1986 年 4 月から常

時監視を実施しています。また、1991 年度から飛行場周辺の騒音を把握するため、地元市の
協力を得て、2 週間の調査を実施しています。 

2024 年度は 10 地点で 2 週間の調査を行い、航空機騒音を把握するとともに、固定測定局
の測定結果を照合し、各地点の年間 Lden を推計し、環境基準の達成状況を評価しています。 

エ 木更津飛行場の監視体制 
県では、1978 年に木更津飛行場に係る環境基準の地域類型を指定し、木更津市が航空機

騒音の調査を行っています。 

航空機騒音対策 
ア 成田空港の騒音対策 
（ア）発生源対策 

航空法により騒音の基準に適合しない航空機の運航は禁止されていますが、成田空港で
は低騒音型航空機の導入を更に促進するため、2005 年から低騒音型の航空機ほど国際線
着陸料を優遇する制度が採用されています。 

また、発着の騒音を低減させるため、離陸後に高度 1000m 前後まで急上昇させる運航
方式等が採用されています。 

（イ）周辺騒音対策 
周辺騒音対策は、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する

法律（騒防法）」及び「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法（騒特法）」に基づく対策
を中心に進められています。 
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騒防法では、航空機の騒音により生ずる障害を防止するため、指定された騒音区域にお
いて、住宅や学校などの防音工事に対する助成などが定められています。 

また、同法に基づく対策では対応できないきめ細かな騒音対策や第１種区域に隣接した
区域の対策を実施するため、1997 年 7 月に公益財団法人成田空港周辺地域共生財団が設
立されました。 

騒特法に基づく対策としては、著しい騒音が及ぶことになる航空機騒音障害防止地区に
おいては新たな住宅等の防音構造が義務付けされるとともに、特に著しい騒音が及ぶこと
となる航空機騒音障害防止特別地区においては、原則として新たな住宅等の建築が禁止さ
れています。 

これらの対策範囲については、将来の滑走路の新設、延伸、発着回数の増加等を踏まえ、
騒音影響が及ぶこととなる地域に拡大されています。 

ａ 成田国際空港株式会社が行う対策 
住宅や学校・保育所等の防音工事への助成・再助成や住宅の防音工事に伴い設置され

た空調機更新への助成、関係市町等が整備した共同利用施設への助成を行っています。 
また、騒防法の第 2 種区域内と騒特法の航空機騒音障害防止特別地区内の住宅等の移

転補償や土地の買い入れを実施するとともに、騒音障害を軽減するため、防音堤、防音
林の整備を行っています。 

ｂ 県が行う対策 
県の行う周辺騒音対策事業は、図表 5-4-4 のとおりです。 

図表 5-4-4 県の成田空港周辺騒音対策事業 
事 業 内 容 

住宅防音改築工事資金の
利子補給 

成田国際空港株式会社から助成を受けて行う住宅防音工事と併せ
て改築工事を行うために、住民が金融機関から借り入れた資金に
対し利子補給を行った市町に補助を行っています。 

共同利用施設の設計、 
監督料の補助 

関係市町等が建設する共同利用施設の設計、監督料及び建設に係
る地方債等の元利償還金に対し、補助を行っています。 

通勤農業者への補助 
第 2 種区域及び航空機騒音障害防止特別地区から住居を区域外へ
移転した農家が引き続き第 2 種区域等で 50a 以上の農地を耕作す
る場合、車両の購入、作業舎施設等について補助しています。 

空調機器更新の助成 

第１種区域内において、住宅の防音工事に伴い設置された空調機
器で、設置後 10 年を経過し、所要の機能が失われていると認めら
れる機器の更新に対し、関係市町が助成した経費の一部を補助し
ています。 

住宅防音工事の再助成 
第 1 種区域内において、成田国際空港株式会社が防音工事を実施
した住宅で、改築に併せて実施する再防音工事に対し、関係市町が
助成した経費の一部を補助しています。 

イ 羽田空港の騒音対策 
羽田空港の飛行コース下の地域における騒音軽減策については、県内の関係自治体と連携

の上、国と協議を行っています。 
2010 年 10 月には、羽田空港再拡張事業により、4 本目の滑走路（D 滑走路）が供用開始

されましたが、発着回数の大幅な増加により本県への騒音影響の拡大が懸念されたことから、
県では、国から D 滑走路供用後の飛行ルート(案)が示されるよりも前の 2003 年 1 月から、
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関係自治体と連携し、一貫して騒音軽減策の実施を国に求めてきました。その結果、着陸機
の最終降下開始高度の引き上げ、北風好天時における富津沖海上ルートの設定、23 時から翌
6 時までの深夜早朝時間帯は「海上ルート」とするといった騒音軽減策を講じた飛行ルート
で運用されることになりました。 

Ｄ滑走路の供用開始後も、県は関係自治体と連携して、国に対し騒音軽減に向けた対策を
要請し、現在までに、北風好天時における富津沖海上ルートの運用改善、南風好天時におけ
る着陸ルートの一部地域での飛行高度の更なる引き上げなどの騒音軽減策が講じられてい
ます。 

また、国は、東京都上空を通過する新飛行ルートの運用等による羽田空港の機能強化（年
間約 3.9 万回の処理能力拡大）を 2020 年 3 月から実施しました。国は、機能強化後の本県
の騒音影響は、南風時の新到着ルートの運用や北風好天時の富津沖海上ルートの運用比率向
上などによって、全体として軽減するとしていることから、県では、国に対して、本県への
騒音影響を継続的に検証するよう求めています。 

ウ 下総飛行場の騒音対策 
飛行場周辺地域については、航空機騒音による障害を防止し生活環境の改善を図るため、

「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、周辺 5.2 ㎢が騒音区域（第 1
種区域）として指定され、国の助成により、防音工事が実施されています。 

エ 木更津飛行場の騒音対策 
飛行場周辺地域については、航空機騒音による障害を防止し生活環境の改善を図るため、

「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、周辺 5.0 ㎢が騒音区域（第 1
種区域）として指定され、国の助成により、防音工事が実施されています。 

関係機関への改善要請 
成田空港周辺地域については、2023 年度の測定結果で、環境基準値を上回る地域が空港

周辺 4 市町に及んでいる状況にありました。また、環境基準の達成率は 2020 年度に一時改
善したものの、2021 年度から 2023 年度と徐々に低下しています。 

このことから、国土交通省及び成田国際空港株式会社に対し、環境基準を早期に達成する
ため、低騒音型航空機の更なる導入促進など、空港周辺における航空機騒音の影響を軽減し
地域住民の生活環境を向上させるための対策をより一層講じるよう要請しました。 

 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現状 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

 
自動車騒音の 
環境基準達成率 
 

91.3% 
（2016 年度） 

95.1% 
（2024 年度） 

達成率を 
向上させます 
（毎年度） 
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２ 指標の推移についての評価 

自動車騒音の環境基準達成率は基準年度と比べて改善しています。航空機騒音の環境基準達成
率も改善しています。 

苦情件数については、2024 年度は基準年度と比べて増加しています。 
 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

航空機騒音の環境基準達成率は改善されていますが、成田空港周辺及び木更津飛行場周辺では、
環境基準を達成していない地域があることから、騒音影響の更なる低減が必要です。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

自動車騒音の常時監視を継続して実施します。 
首都圏空港の機能強化策として、成田空港では、滑走路の増設や延伸、年間発着枠の拡大など、

更なる機能強化策の実施が予定され長期的に騒音影響が大きくなることが予想されることから、
航空機騒音の常時監視を継続して実施します。併せて、航空機騒音の防止のための施策を総合的
に講じても、現時点において環境基準を達成することが困難な地域においては、引き続き家屋の
防音工事等の対策を行うとともに、速やかに環境基準が達成されるよう、関係機関に対し航空機
騒音の影響を軽減し、地域住民の生活環境を向上させるための対策などをより一層講じるよう求
めていきます。 

また、羽田空港では新飛行ルートの運用等による機能強化が実施されたことから、今後も航空
機騒音の状況を注視していきます。 

下総飛行場周辺の航空機騒音の常時監視及び短期の実態調査を継続して実施します。 
騒音・悪臭の低減のため、工場・事業場に対して環境保全協定等による指導を行っていますが、

騒音・振動・悪臭の法や条例による規制等は市町村が行うため、情報交換や技術的な指導など、
市町村と連携していきます。 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

航空機騒音の 
環境基準達成率 

成田空港周辺     58% 
羽田空港周辺    100% 
下総飛行場周辺   91% 

木更津飛行場周辺 100% 
（2016 年度） 

成田空港周辺     64% 
羽田空港周辺    100% 
下総飛行場周辺  100% 

木更津飛行場周辺 0% 
（2024 年度） 

成田空港周辺 
達成率を向上させます 

（毎年度） 
羽田空港周辺   100% 

（毎年度） 
下総飛行場周辺  100% 

（2028 年度） 
木更津飛行場周辺 100% 

（毎年度） 

騒音・振動・悪臭
の苦情件数 

1,746 件 
（2016 年度） 

2,198 件 
（2024 年度） 

減少させます 
（毎年度） 
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現況と課題 

私たちの日常生活や事業活動において使用される様々な化学物質には、多くの有益性がある反
面、人の健康や生態系に悪影響を及ぼすものもあります。 

このため、環境中に排出された場合に人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化
学物質の排出量や移動量を公表する「PRTR 制度」などを活用して、事業者による化学物質の管
理の徹底を図るとともに、県民の化学物質に関する理解を促進し、社会全体で化学物質による環
境リスクを低減していくことが必要です。 

過去に大きな社会問題となったダイオキシン類については、各種対策の実施により、排出量は
年々減少し、環境省の試算によると、2023 年は 1997 年に比べ約 99%減少していますが、引き続
き排出の削減を進めていく必要があります。発生源は、産業分野が約 39%、廃棄物処理分野が全
体の約 57%を占め、そのほとんどが大気への排出となっています。 

また、身近な問題では、家庭用殺虫剤や農薬の環境への影響を懸念する声もあることから、そ
の使用の適正化が求められています。 

さらに、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、本県でも空間放射線量が比較的高い地
域が発生したほか、上下水道施設や一般廃棄物処理施設から発生する汚泥や焼却灰等から放射性
物質が検出されるなど、様々な影響を受けました。 

現在では、大気中の空間放射線量率は事故前と同程度にまで落ち着いており、公共用水域にお
いても水質の放射性セシウムは検出されておりませんが、放射性物質による影響は長期に渡るこ
とから、今後も監視を継続する必要があります。 

県管理施設等の除染は、放射性物質汚染対処特措法に基づき実施してきたところですが、除染
等の措置により生じた除去土壌については、一時保管が続いている状況にあります。 

また、本県では、放射性物質濃度が 8,000Bq/kg を超える指定廃棄物についても一時保管が続
いており、放射性物質を含む廃棄物への対応を継続する必要があります。 

 
１ PRTR データの集計結果 

事業者から届け出られた 2023 年度の県内の排出量等の集計結果の概要は以下のとおりです。 

届出排出量・移動量 
2023 年度の届出事業所数は 1,221 事業所、届出排出量及び届出移動量の合計は 15,145t であ

り、その内訳は届出排出量 4,748t、届出移動量 10,397t でした。（図表 5-5-1） 
排出先別で見ると、大気への排出が 4,441t で届出排出量の 94％を占めています。また、移

動先別では、ほぼ全量が廃棄物処分となっています。前年度と比べ届出排出量は 12％増加、届
出移動量は 0.4％減少しました。 

 
 
 

 

第５節 化学物質・放射性物質への対策 
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業種別の届出排出量・移動量 
2023 年度の業種別の届出排出量・移動量は、ともに化学工業が最も多く、届出排出量は県全

体の届出排出量の 37％を、届出移動量は 64％を、それぞれ占めています。 

物質別の届出排出量・移動量 
2023 年度は、届出対象物質 515 物質のうち、256 物質について、届出がありました。 
物質別の届出排出量はトルエンが最も多く、届出排出量全体の 24％を占めています。物質

別の届出移動量もトルエンが最も多く、届出移動量の 19％を占めています。 
 

２ 化学物質の調査結果 
2024 年度の大気環境中の化学物質の調査結果は次のとおりです。 

環境基準が設定されている物質（4 物質） 
環境基準が定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジク

ロロメタンについては、全ての地点で環境基準を達成しています。 

指針値が設定されている物質（11 物質） 
「環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる値（指針値）」

が示されているアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合
物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、ヒ素及びその化合物、マンガン及び
その化合物、アセトアルデヒド、塩化メチルについては、全ての地点で指針値を下回りました。 

環境基準、指針値が設定されていない物質（６物質） 
酸化エチレン、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、ベリリウム及びその化合物、クロム及

びその化合物、トルエンについては、環境省が地方公共団体の測定結果を集計した結果と比較
して、いずれの地点においても、特に高い濃度は見られませんでした。 
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３ ダイオキシン類の常時監視の結果 
2024 年度のダイオキシン類の常時監視結果は、次のとおりです。 

一般大気環境 
54 地点を調査し、その年間平均値は 0.0040～0.15pg-TEQ/㎥の範囲にあり、いずれの地点

も環境基準（0.6pg-TEQ/㎥以下）を達成しました。 

公共用水域 
水質については、72 地点を調査し、その値は 0.044～2.6pg-TEQ/L の範囲にあり、手賀沼

の下手賀沼中央（柏市）の 1 地点で環境基準（1pg-TEQ/L 以下）が未達成でした。 
底質については、39 地点を調査し、その値は 0.11～54pg-TEQ/g の範囲にあり、いずれの

地点も環境基準（150pg-TEQ/g 以下）を達成しました。 

地下水 
20 地点を調査し、その値は 0.011～0.062pg-TEQ/L の範囲にあり、いずれの地点も環境基

準（1pg-TEQ/L 以下）を達成しました。 

土壌 
33 地点を調査し、その値は 0.011～8.0pg-TEQ/g の範囲にあり、いずれの地点も環境基準

（1,000pg-TEQ/g 以下）を達成しました。 
 
４ 放射性物質のモニタリング調査結果 

大気（空間放射線量率） 
空間放射線量率は 7 地点のモニタリングポストで測定を行っており、いずれの地点において

も、時間の経過とともに減衰し、一定の値へ収束しつつあり、国が定める除染等の措置等の実
施要件を大きく下回っています。（図表 5-5-2） 

図表 5-5-2 モニタリングポストによる空間放射線量率（日平均）の推移 

 
※旭のモニタリングポストは老朽化のため 2016 年 8 月に停止しました。 
※2020 年 4 月～5 月頃に市原のモニタリングポストで高線量が確認されたため調査したところ、近隣の事業場で放

射線を使用した作業を実施していることが判明しました。 
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公共用水域 
水質の放射性セシウムは全地点で不検出でしたが、底質からは手賀沼で最高 1,216Bq/kg の

放射性セシウムが検出されています。（図表 5-5-3） 
なお、公共用水域全体における底質の放射性物質濃度は低下傾向にあることに加え、底質の

放射性物質は、水で放射線が遮蔽されることから、生活圏への影響は極めて少ないと考えてい
ます。（図表 5-5-4） 

図表 5-5-3 2024 年度手賀沼（底質）の放射性物質測定結果 

 
図表 5-5-4 公共用水域（底質）の水域別放射性物質濃度推移 

 
 

県の主な取組・施策展開 

１ 化学物質による環境リスクの低減 
化学物質の自主的な管理の促進 
化学物質排出・移動量届出制度（PRTR 制度：Pollutant Release and Transfer Register）は、

人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業者が環境への排出量等を自ら
把握し、国へ届け出る制度であり、事業者による化学物質の管理の改善を進め、環境保全上の
支障を未然に防止していくための基礎となる枠組みです。（図表 5-5-5） 

県では、国から通知されたデータを集計し、その結果を公表することにより、事業者による
化学物質の自主的な管理の改善を促しました。 

 
 
 
 
 

 
 

図表 5-5-5 PRTR データの流れ 
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県民への情報提供 
県民へ化学物質に関する排出量等の情報を分かりやすく提供するため、PRTR データの集計

結果を県ホームページで公開しています。 
また、県民による化学物質に関する情報共有等を促進し、社会全体で、化学物質による環境

リスクを低減していくことが必要なため、県では、化学物質に関するセミナーの開催や、事業
者団体に対する講演を行うなど、リスクコミュニケーションの普及・啓発を図っています。 

化学物質の調査 
化学物質のうち、大気中に排出され、低濃度であっても継続的な摂取によって発がん性など

の人の健康を損なうおそれのある物質を有害大気汚染物質といい、国は該当する可能性がある
物質として 247 物質を選定しています。このうち、優先取組物質 22 物質が国から示され、そ
のうちのベンゼン等 20 物質及び「水銀及びその化合物」については県及び 8 市が県内 35 地点
で、大気環境中の濃度を定期的に調査しています。 

農薬等の適正使用の推進 
農薬使用者、農薬販売者、ゴルフ場関係者等を対象に、農薬の適正な使用方法等に関する資

料を配布し、農薬に関する正しい知識の普及を図りました。 
また、住宅地等における農薬の適正使用について、周辺住民に対する配慮に努めるよう、ホ

ームページの掲載やリーフレットの配付等により啓発を行いました。 

ダイオキシン類対策の推進 
ア ダイオキシン類の発生源対策 

ダイオキシン類対策特別措置法では、規制の対象となる施設を特定施設として規定し、こ
の施設から排出される排出ガス、施設を有する事業場から排出される排出水等に排出基準を
定めています。 

排出ガスの基準が適用される県が所管する施設は 235 施設（147 事業場）であり、156 施
設（92 事業場）について、2024 年度に立入検査を実施しました。このうち 10 施設（10 事
業場）で排出ガスの分析を行い、基準超過していた 1 事業場に対し、注意により改善措置を
指導しました。 

排出水の基準が適用される事業場は 45 事業場であり、10 事業場について 2024 年度に立
入検査を実施しました。このうち 10 事業場で排出水の分析を行った結果、1 事業場で基準
超過があり、事業者に対して改善指導を行いました。 

また同法により、特定施設の設置者は、排出ガス、排出水等の汚染状況について測定を行
い、県に報告することとされており、2024 年度は、基準超過はありませんでした。 

イ ダイオキシン類の常時監視 
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、「千葉県ダイオキシン類常時監視計画」を策定

し、市町村等と連携して一般大気環境、公共用水域の水質、底質、地下水及び土壌の調査を
行っています。 
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２ 放射性物質による環境汚染への対応 
放射性物質のモニタリング調査 
大気環境中の空間放射線量率の常時測定を県内 7 箇所のモニタリングポストで行い、観測結

果を公表しました。また、3 か月に 1 回、県内 10 箇所の地域振興事務所及び環境研究センタ
ーでサーベイメータによる空間放射線量率の定点測定を実施し、結果を公表しています。 

なお、市町村に対するサーベイメータの貸出も行っています。 
公共用水域については、県独自で行った調査結果を公表しました。 

除染により生じた除去土壌の処分に関する対応 
県では、2012 年 4 月に「千葉県放射性物質除染実施プラン」を策定し、県管理施設につい

て除染等を行い、2012 年度末までに対策目標値（0.23μSv/h）を下回ったところです。 
2013 年度は当該施設についてモニタリングを実施し、その結果、対策目標を超えた事例は

なく、線量の上昇傾向も確認されませんでした。 
以降は、各施設管理者において測定の必要性を認めた場合や、状況の変化等により測定の必

要が生じた場合に、随時測定を行い、新たに除染措置が必要となった場合は、対応しています。 
除染等の措置により生じた除去土壌については、現在も最終処分されず、県と汚染状況重点

調査地域（放射性物質汚染対処特措法第 32 条）に指定されている自治体の施設内や仮置場等
に保管され続けています。県では、除去土壌の最終処分場の確保に関する具体的な方向性を示
すなど、国が責任を持って対処するよう働きかけをしています。 

放射性物質を含む廃棄物への対応 
ア 国による指定廃棄物の処理 

放射性物質汚染対処特措法では、指定廃棄物は、国の責任で処理することとされています
が、国に引き渡すまでの間は、施設管理者等が保管しなければなりません。 

本県では、2025 年 3 月末現在で 3,716.6ｔの指定廃棄物が保管されています。内訳は、ご
み焼却灰が約 2,700ｔ、下水汚泥焼却灰が約 540ｔ、その他の道路清掃汚泥等が約 450ｔと
なっています。（図表 5-5-6） 

図表 5-5-6 県内の指定廃棄物保管量（2025 年 3 月末、単位：t） 

焼却灰 下水汚泥 
（焼却灰を含む） その他 合計 

2,719.4 542.0 455.2 3,716.6 
出典：環境省放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト 

国は、「指定廃棄物の今後の処理の方針」（2012 年 3 月 30 日）により、県内で保管されて
いる指定廃棄物を、国が県内に設置する長期管理施設に集約して処理することとしています。
2015 年 4 月、国は有識者会議や市町村長会議での議論を経て確定させた選定手法に基づき、
長期管理施設の詳細調査候補地を千葉市に選定して提示しましたが、いまだ詳細調査が実施
できない状況が続いています。 

指定廃棄物は、国の責任で安全・安心に処理されることが必要であり、県としても、でき
る限りの協力を行っていきます。 

イ 放射性物質を含む廃棄物の処理（指定廃棄物以外） 
放射性物質濃度が 8,000Bq/kg 以下の廃棄物は、一定の処理基準を守った上で、既存の最
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終処分場で安全に処分することができるとされていますが、周辺住民の不安などに配慮した
自主規制等により、最終処分が難しい状況となっています。 

県では、これらの廃棄物の処理が円滑に進むような対策を講ずるよう、国に対して引き続
き働きかけていきます。 

放射性物質に関する情報提供 
放射性物質による影響への県民の不安を軽減するため、インターネット等により県内の放射

性物質に関する情報提供を行うとともに、放射能に関する総合電話窓口を設置し、県民からの
相談受付を行っています。 

 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

 
２ 指標の推移についての評価 

ベンゼン、トリクロロエチレン等の環境基準達成率、及びアクリロニトリル、塩化ビニルモノ
マー等の指針値達成率については、目標を達成しています。 

ダイオキシン類の環境基準達成率は、公共用水域の水質に係る達成率は基準年度と比べ若干改
善しており、これ以外の達成率は 100%でした。 

有害化学物質の排出量については、年々減少傾向にあり、2023 年度の排出量は、2022 年度
（4,748t）から増加したため、目標達成には至りませんでした。 

 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

ベンゼン、トリクロロ
エチレン等の環境基準 
達成率 

ベンゼン、トリクロロエチ
レン等（計 4 物質） 

100%（2017 年度） 

100% 
(2024 年度) 

100% 
(毎年度) 

アクリロニトリル、 
塩化ビニルモノマー等
の指針値達成率 

アクリロニトリル、塩化ビ
ニルモノマー等（計 9 物質） 

100%（2017 年度） 

100% 
(2024 年度) 

100% 
(毎年度) 

ダイオキシン類の 
環境基準達成率 

一般大気環境  100% 
公共用水域水質 93.7% 
公共用水域底質 100% 
地下水     100% 
土壌      100% 

（2017 年度） 

一般大気環境  100% 
公共用水域水質 98.6% 
公共用水域底質 100% 
地下水     100% 
土壌      100% 

（2024 年度） 

100% 
(毎年度) 

有害化学物質の排出量 
（PRTR 制度による届
出排出量） 

5,587t 
（2016 年度） 

4,748t 
（2023 年度） 

前年度より 
減少させます 
（毎年度） 
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３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の届出のあった事業場に対しては、年間を通

して計画的に立入検査を実施し、施設の維持管理が適正に行われていることを確認し、ダイオキ
シン類の排出削減に寄与しています。 

有害化学物質の排出量は、大気への排出量が増加したことにより、前年度より増加しました。 
 

４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 
今後も引き続き、ベンゼン等の環境リスクが高いと考えられる化学物質について、一般大気環

境中の濃度を調査し、環境基準や指針値の達成状況を把握していきます。 
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の届出があった事業場に対し、今後も立入検

査を実施し、同法に基づく事業場の指導を行うとともに、環境中のダイオキシン類の調査を行い、
環境基準の達成状況の把握を行っていきます。 

PRTR 制度などにより事業者による化学物質の管理徹底を図ることは、有害化学物質の排出量
の抑制につながることから、引き続き、化学物質の自主的な管理の促進のため、国から通知され
た PRTR データを集計し、その結果の公表を行っていきます。 
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第６章 環境保全のための基盤的、横断的な施策の推進 
環境・経済・社会的課題が複雑に絡み合っている状況においては、環境政策についても、特定の

施策が複数の異なる課題を解決するよう、分野横断的に施策を展開し、これらの課題の同時解決を
目指すことが重要です。環境学習・環境保全活動の推進、環境関連産業の振興、環境と調和した産
業の振興などにより、各分野が相互に連関しながら、持続可能な社会の構築に向けた取組を進めて
いきます。 

 

 

現況と課題 

現在、私たちは、地球温暖化や生物多様性の損失など、多くの環境問
題に直面しています。これらの問題の多くは、私たちの日常生活や事業
活動における環境負荷が自然の再生能力を超えてしまったことに起因
しています。 

また、我が国では、本格的な人口減少・少子高齢化社会を迎え、地域コミュニティの機能低下
による環境保全の取組への影響が懸念されているほか、近年頻発する気象災害や今般の新型コロ
ナウイルス感染症の拡大においても明らかとなったように、現代の環境・経済・社会の諸課題は
相互に連関し、複雑化してきています。 

こうした課題を解決し、持続可能な社会を実現するためには、私たち一人ひとりが環境問題を
「自分ごと」として捉え、自らのライフスタイルや事業活動を環境に配慮した形へ転換するなど、
具体的に行動していく必要があり、そのためには、「行動する人づくり」を進めていくことが重要
です。 

県では、2007 年に改定した「千葉県環境学習基本方針」に基づき環境学習等の推進を図ってき
ましたが、時代や社会の変化を踏まえ、持続可能な社会の実現に向けて、あらゆる世代、あらゆ
る主体の具体的な行動を一層促すため、2021 年 3 月に新たに「千葉県環境学習等行動計画」を
策定しました。環境への意識だけでなく、行動へとつなげられるよう、SDGs の視点や体験活動
の手法を取り入れながら、環境学習や環境保全活動を推進し、これらを県民・NPO・学校・事業
者等、多様な主体との連携・協働により進めていくことが重要です。 

 

県の主な取組・施策展開 

１ 環境学習の推進 
環境学習を推進する人材の育成と活用 

ア 環境教育指導者養成研修 
環境学習・環境保全活動を進める指導者としての力を備えた人材を育成するため、学校教

員や NPO 等の指導者を対象とした研修を実施しました。2024 年度は、体験活動を通じて学
びを深めることの重要性に鑑み、森林環境教育プログラム「LEAF」を取り入れた体験型の
研修を 3 回実施し、計 45 名が参加しました。 

第１節 環境学習の推進と環境保全活動の促進 
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イ 千葉県地球温暖化防止活動推進員出前講座 
地球温暖化問題について、地域で普及啓発活動を行う千葉県地球温暖化防止活動推進員の

知識や技能向上に係る研修を行い、県内各地で開催される講習会や研修会等に推進員を講師
として派遣する出前講座を実施しています。 

2024 年度は、出前講座を 102 回開催し、3,073 名が参加しました。 

環境学習機会の提供 
ア ちば環境学習応援団登録制度 

県民、学校、地域団体などの自主的な環境学習及び環境保全活動の支援を目的とし、講師
派遣や施設見学、体験活動等に協力いただける事業者や団体を「ちば環境学習応援団」とし
て登録し、県ホームページで情報提供を行いました。2024 年度末現在、延べ 24 の事業者及
び団体を登録しています。  

2024 年度は、各団体により計 234 回の講演等が開催されました。 

イ 環境学習に関する情報の提供 
県民が環境学習に関する情報をいつで

も入手できるよう、環境学習教材、動画等
を県ホームページや YouTube（環境情報
チャンネル）で公開しているほか、小学生
向けのデジタルコンテンツとして、「地球
温暖化問題～２つの対策～」を配信しています。 

 
 
 
 

環境学習の場の整備と活用 
民間の土地・建物の所有者等が提供する自然体験活

動などの場について、都道府県知事等が認定する「環
境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
（環境教育等促進法）」に基づく「体験の機会の場」
認定制度の周知や、認定の場の活用促進を図りまし
た。 

 

環境学習における連携・協働の推進 
県における環境学習施策を総合的かつ効果的に推進するため、「千葉県環境学習等推進連絡

会議」を設置し、庁内各部局における環境学習等関連事業を推進しています。 
また、「エコメッセちば 2024」に実行委員として参画し、多様な主体との連携・協働による

環境学習の推進を図りました。 
参照各主体の連携・協働によるイベントの実施（第 6 章第 1 節 P142） 

体験の機会の場（森の墓苑、長南町） 

環境情報チャンネル 
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県の率先取組 
県職員一人ひとりが、それぞれの業務において、また生活者として家庭や地域で、環境に配

慮した行動の実践者となるよう職員に対する環境研修を実施しています。 

千葉県環境学習等行動計画の策定 
「千葉県環境学習基本方針」の改定から 10 年以上が経過し、環境学習等を取り巻く状況が

大きく変化してきたことから、環境問題を自分ごととして捉え、問題解決に向けて行動する人
づくりを一層進めるため、2021 年 3 月に「千葉県環境学習等行動計画」を策定しました。 

 
２ 環境保全活動の推進 

環境保全活動を促進する人材の育成 
ア 若者が主役の環境保全活動応援事業 

千葉県の環境活動をリードする若手人材の育成を目的として、若者の創意工夫による環境
保全活動の企画コンペ「若者が主役の環境保全アイデアコンテスト」を開催しました。 

2024 年度は 11 団体の応募があり、上位 3 団体に対して活動を支援しました。 

イ こどもエコクラブへの支援 
子どもたちの身近な自然を大切にする心と、問題解決のために自ら考えて行動する力を育

み、地域に根ざした環境保全活動の環が広がるよう、こどもエコクラブの活動を支援してい
ます。 

環境保全活動の参加機会の創出 
県では、1973 年から毎年 6 月を「千葉県環境月間」とし、環境

保全に関する県民への普及啓発を目的とした各種行事を実施して
います。 

2024 年度は、啓発ポスターの掲示やイベント出展、環境功労者
への表彰を行いました。 

参照環境保全活動に対する表彰等（第 6 章第 1 節 P143） 

環境保全活動の支援制度の整備 
ア ちば環境再生基金の活用 

ふるさと千葉の自然の保全と再生を図るため、一般財団法人千葉県環境財団に設置されて
いる「ちば環境再生基金」を活用し、市民活動団体等が行う環境保全活動等に対する助成を
行いました。 

参照各種助成事業による環境の保全・再生の推進（第 6 章第 2 節 P150） 

イ 千葉県地域環境保全基金の活用 
地域住民への環境保全の知識の普及、地域の環境保全のための実践活動に対する支援等に

関する事業を継続的かつ着実に実施するために設置している「千葉県地域環境保全基金」を
活用し、環境学習・環境保全活動を推進するための各種事業を実施しました。 

各主体の連携・協働によるイベントの実施 
本県では、多様な主体による連携・協働を促進し、環境保全活動の普及啓発及び活動団体間

 

 

千葉県環境月間ポスター 
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の交流を目的とした県内最大級の環境イベント「エコメッセちば」を 1996 年度から開催し、
市民、企業、大学、行政などのパートナーシップにより運営しています。 

2024 年度に開催した「エコメッセちば 2024」では、会場にて 67 の出展団体が参加し、4,500
人の来場者があったほか、オンラインにて 12 の出展団体が参加し、8,878 人（2025 年 3 月末
時点）が動画を視聴するなど、環境保全に取り組む多様な立場の人々の交流、情報交換の機会
を提供しました。 

環境保全活動に対する表彰等 
千葉県環境月間行事として、環境月間における啓発ポスターを募集し、優秀作品への表彰を

行ったほか、環境保全に顕著な功績のあった 9 名、1 団体に千葉県環境功労者知事感謝状を贈
呈しました。 

 
３ 環境情報の提供 

大気環境・水環境等の各種調査結果や環境関係情報を県ホームページで公開しているほか、パ
ンフレットや広報誌を作成し、正確でわかりやすい情報提供に努めています。また、県文書館の
環境コーナーで、環境関係の資料や図書を閲覧できるようにしています。 

【県ホームページ】www.pref.chiba.lg.jp⇒【環境・まちづくり】⇒【環境】 

環境白書 
本県の環境の状況や環境保全に関する施策の取組状況を県民に公表するため、1971 年以降

毎年環境白書を作成しています。また、白書は県ホームページで公開しています。 

研究機関等からの情報提供 
2024 年度の環境研究センターの調査研究の成果を年報として取りまとめ県ホームページで

公表するとともに、YouTube（環境情報チャンネル）での動画配信や「環境研究センター・環
境だより」の発行により広く分かりやすく情報発信を行いました。また、県民がより深く学べ
るように、気候変動や海洋環境問題等をテーマとした公開講座の開催や、職員の講師としての
派遣等、研究機関の特徴を活かした情報提供を行いました。 

 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

県が主催・共催する環境学
習に関する行事の参加者数 

24,590 人 
（2017 年度） 

103,494 人 
（2024 年度） 

25,000 人 
(毎年度) 

日常生活活動の中で、環境
に配慮して行動を心掛けて
いる人の割合 

79.7% 
（2018 年度） 

75.9% 
（2024 年度） 

90.0% 
（2028 年度） 
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２ 指標の推移についての評価 
県が主催・共催する環境学習に関する行事の参加者数については、順調に増加し、目標を達成

しました。 
日常生活活動の中で、環境に配慮して行動を心掛けている人の割合については、概ね横ばいで

推移しており、引き続き目標達成に向けて取り組んでいく必要があります。 
 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

県民のニーズが多様化している中、インターネットを活用した環境学習動画の配信などの手法
を取り入れたことが、参加者数の増加につながったと考えられ、引き続き、多様な手法による環
境学習等の機会を提供していくことが必要です。 

環境問題に関心の低い人を含め、幅広い層に環境に配慮した行動のきっかけを作っていくため、
それぞれのライフスタイルに合わせて無理なく参加できるよう柔軟な形での環境学習等の機会
を提供していくことが必要です。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

引き続き、本県の環境学習を牽引する指導者の育成を進めるとともに、インターネットを活用
した環境学習動画の配信、学校や地域等で行う環境学習の場への講師派遣、各種イベントの実施
等、多様な学習機会の提供を図ります。 

本県の環境の状況や環境保全に関する施策の取組状況、大気環境・水環境等の各種調査結果を
環境白書や広報誌、インターネットなどにより、引き続き情報提供を行います。 
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コラム ～ 若者が主役の環境保全アイデアコンテスト ～ 

令和 5 年度から若者の創意工夫による環境保全活動のアイデアコンテストを開催し、千葉県の環境活動を

リードする若手人材の育成に取り組んでいます。コンテストで優秀と認められた団体には、活動資金として 

最大50万円の賞金を交付します。エコメッセちば2024で開催した令和6年度コンテストでは以下の3団体

が受賞しました。また、受賞団体への支援の一環として、環境保全等の活動団体や事業者、活動地域の  

市町村等にも参加いただき、「若者が主役の環境保全活動アイデアコンテスト受賞者活動報告会」を開催 

しています。 

第1位 千葉県立大網高等学校農芸化学プロジェクトチーム 

テーマ 「食品加工廃棄物と鉄くずで作物パワー活性化」 

食品加工廃棄物と鉄くずを使って、植物を活性化する資材を作る活動を行う 

 

 

 

 

 

 

第２位 carutena（カルテナ） 

テーマ 「着なくなった洋服に、第二の人生を」 

古着のアップサイクルを身近なものにし、服の廃棄から起きる環境問題の解決を目指す 

 

 

 

 

 

 

第３位 東邦大学ネイチャープロジェクト 

テーマ 「都市住民による持続可能な里山保全活動の提案」 

都市住民が里山に触れる機会を創出し、里山の生き物を守る活動を行う 
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現況と課題 

１ 環境影響評価制度 
環境影響評価（環境アセスメント）制度は、大規模な事業の内容を決めるに当たって、環境の

保全の観点を踏まえてよりよい事業を作り上げていこうという制度です。手続の中で、住民や行
政機関などの意見も聴きながら、あらかじめ事業者が自ら、調査・予測・評価を行った上で環境
保全措置の検討を行います。本制度では、道路建設、河川工事、発電所設置、工業団地や宅地の
造成など、環境への影響が大きくなるおそれのある一定の規模以上の事業を対象に、環境影響評
価手続の実施を義務付けています。 

環境影響評価法に基づき、統一的な環境影響評価制度が確立していますが、本県では千葉県環
境影響評価条例により、法の対象とならない種類・規模の事業を対象事業に加えるとともに、法
の対象事業も含めて、事後調査報告書の作成や県民等の意見を聴く機会の拡充など、独自の手続
を追加しています。 

県では、環境影響評価制度の的確な運用に努めているところですが、事業特性や地域の実情な
どを踏まえながら、より効率的・効果的に対応していくことが重要となっています。 

図表 6-2-1 環境影響評価制度に定める基本的な手続 

 
 

２ 調査研究体制 
千葉県では、環境の試験研究機関として環境研究センターを設置し、時代の要請に応えながら、

多様化・複雑化する環境問題を解決するための調査研究に取り組んできました。 
東日本大震災時に生じた本県への環境影響への対応についても、環境研究センターに過去から

集積されている知見や技術を役立ててきたところです。 

 
     ※                       ※ 
 
 
 
 
 
 
 

環境影響評価項目・手法の選定 
県
民
等
の
意
見 

行
政
の
意
見 

環境影響評価手続 

許認可等の手続 

事業計画の決定 

事業の実施（事後調査） 

結果の公表 

環境影響評価の実施 
  調 査 

評 価 
予 測 

環 境 保 全 措 置
の検討 

計画段階における環境配慮事項の検討 

事業の構想 

※事業者が求めた場合に 
意見を提出することが 
できます。 

第２節 環境保全の基盤となる施策の推進 
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今後、首都直下型の地震が想定されること、また、環境影響が懸念される大規模な事業が計画
されていることから、更に新たな知見や技術を取り入れ、効果的に課題を解決できるように調査
研究体制を一層充実させることが求められています。 

また、得られた成果や培ってきた技術等を、市町村等に広く還元することも重要です。 
 
３ ちば環境再生基金 

ちば環境再生基金は、2002 年度から、ふるさと千葉の自然の保全と再生に取り組む環境保全
活動への助成金として活用されています。 

今後も、ちば環境再生基金の設置を継続し、これまで以上に県民一人ひとりに基金の存在と基
金による助成事業を知ってもらい、さらには、県民自身が積極的に「自然環境の
保全と再生」や「循環型社会の形成」の活動に関わっていく仕組みを構築してい
くことが重要です。 
 
 

県の主な取組・施策展開 

１ 環境影響評価制度の充実 
2024 年度は、6 件の事業について環境保全の見地から知事の意見を述べました。（図表 6-2-2） 
事業による環境への影響の回避・低減を図るため、調査・予測・評価、環境保全措置の検討、

工事着手後の調査などが適切に行われるよう事業者を指導するとともに、温暖化防止対策等の事
業を取り巻く状況や地域環境の保全等、事業特性や地域の実情を踏まえた審査を行うことにより、
制度の的確な運用に努めています。 

また、環境影響評価手続への県民等の参加を促進するため、より分かりやすい図書の作成を事
業者に指導するとともに、環境影響評価手続の進捗状況等をホームページに掲載し、県民等への
情報提供を行っているほか、図書に対する意見提出をインターネット経由でも行えるようにしま
した。 

図表 6-2-2 2024 年度 知事意見提出状況 

事 業 名【手続段階】 対象事業の区分 
（法・条例） 

対 象 事 業 の 種 類 
事 業 規 模 

一般国道１２７号富津館山道路（富浦インターチ
ェンジ～富津竹岡インターチェンジ）【準備書】 

法 
一般国道の改築 
延長 約 19.2km 

（仮称）千葉県銚子市沖における洋上風力発電事
業                【準備書】 

法 
風力発電所の設置 
発電所の出力 最大40.3 万kW 

福増クリーンセンター一般廃棄物処理施設更新事
業                【方法書】 

条例 
廃棄物焼却等施設の新設 
処理能力 344t/日 

（仮称）株式会社Ｔ＆Ｈエコみらい廃棄物焼却処
理事業              【準備書】 

条例 
廃棄物焼却等施設の新設 
処理能力 330t/日 

（仮称）東金市外三市町清掃組合新ごみ処理施設
建設事業             【準備書】 

条例 
廃棄物焼却等施設の新設 
処理能力 125t/日 

（仮称）銚子ウィンドファームリプレース事業 
【方法書】 

条例 
風力発電所の設置 
発電所の出力 最大 2.5 万 kW 

ちば環境再生基金マスコットキャラクター 
ちば犬（けん） 
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２ 調査研究体制の充実 
環境研究センターの機能強化 
環境研究センターでは、全国環境研協議会や大気・水質・地質・廃棄物等各分野の学会等に

参加するとともに、国立環境研究所や地方環境研究所との共同研究として 8 課題に取り組むな
ど他の研究機関との連携を深め、新たな知見や技術を積極的に取り入れ、人材の育成を図って
います。 

行政課題を解決する調査研究の推進、技術支援等の充実 
環境研究センターの業務概要は図表 6-2-3 のとおりです。環境研究センターでは、関係機関

の要望等を踏まえて策定した事業方針に従い、2024 年度は図表 6-2-4 のとおり「光化学オキ
シダントの高濃度発生メカニズムに関する調査・研究」及び「印旛沼・手賀沼の水質汚濁メカ
ニズムに関する調査・研究」に取り組むとともに、地盤沈下に関する課題など 8 件の調査に取
り組みました。各研究及び調査については必要性や重要性を検討し、2025 年度の事業実施計
画を策定しました。 

また、航空機騒音の監視、地下水汚染や廃棄物対策等に関する関係機関への「技術支援」、排
出基準を超過した事業場等への「技術指導」を行うとともに、環境保全業務を担当する市町村
職員等を対象とした測定や立入検査等に係る「技術研修」を行うなど、環境研究センターが保
有する知見や技術を広く活用しています。 

 
図表 6-2-3 環境研究センターの業務概要 

室名 業務概要 

大気騒音振動研究室 大気汚染、騒音、振動、悪臭、環境放射能に関する調査研究 

廃棄物・化学物質研究室 廃棄物の適正処理技術及びダイオキシン類などの化学物質に関する調査研究 

水質環境研究室 公共用水域（河川・湖沼・海域）及び事業場排水、生活排水等の処理技術と
その対策に関する調査研究 

地質環境研究室 地盤沈下や地下水汚染、地下水や天然ガスなどの持続的利用などに関する調
査研究 

企画情報室 環境保全・環境学習・啓発に関する調査研究、地域気候変動適応センターに
関すること 
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図表 6-2-4 2024 年度の環境研究センターの調査研究等の概要 

研究業務 

・光化学オキシダントの高濃度発生メカニズムに関する調査・研究 
・印旛沼・手賀沼の水質汚濁メカニズムに関する調査・研究 

基盤業務（調査） 基盤業務（県関係課及び地域振興事務所並びに市町村と
共同で行う業務） 

・降下物の調査 
・環境放射能水準調査 
・地盤沈下に関する調査 
・地層の液状化－流動化に関する調査 
・地質汚染に関する調査 
・上ガスに関する調査 
・環境学習のためのプログラム開発及び環境

情報の提供 

・有害大気汚染物質等に関する調査 
・微粒子状物質成分分析調査 
・大気汚染防止法等に基づく工場等立入検査・分析 
・騒音調査に対する協力・技術指導 
・水質汚濁防止法等に基づく事業場立入検査等への技術

的支援 
・東京湾の赤潮青潮調査 
・廃棄物関係業務に関する技術支援及び調査 
・一般廃棄物最終処分場の適正管理に関する技術支援及

び調査 
・化学物質調査事業 
・廃棄物中及び建物の解体等に伴うアスベスト分析 
・地質環境に関する技術指導 
・大気汚染物質の常時監視に関する精度管理、技術支援 
・分析等委託機関に対する技術指導 
・環境アセスメント図書審査等への技術支援 
・次期大気監視体制の検討に関する技術支援 

基盤業務（千葉県気候変動適応センターに関する業務） 

・気候変動影響等に係る情報の収集、整理、提供等 
・気候変動影響等に係る普及啓発事業 

共同研究 市町村等への技術研修 

・微小粒子状物質・光化学オキシダント調査 
・既存インフラとグリーンインフラの統合的

活用による気候変動適応の検討 
・千葉県の都市域の地質地盤図作成 
・災害時等における化学物質の網羅的簡易迅

速測定法を活用した緊急調査プロトコルの
開発 

・光化学オキシダント等の変動要因解析を通
した地域大気汚染対策提言の試み 

・廃棄物最終処分場の廃止判断と適正な跡地
利用に資する多面的評価手法の適用に関す
る検討 

・海域における気候変動と貧酸素水塊(DO)/有
機物(COD)/栄養塩に係る物質循環との関係
に関する研究 

・気候変動への適応・緩和に貢献する流域スケ
ールの NbS 研究 

（大気保全課による研修） 
・大気規制業務初任者研修会 
・大気環境測定技術講習会 
・ばい煙測定技術講習会 
・悪臭測定技術講習会 
・騒音・振動測定技術講習会（初級）、同（中級） 
 
（循環型社会推進課による研修） 
・一般廃棄物処理施設立入検査等に係る研修 
 
（水質保全課による研修） 
・水質汚濁防止法に基づく立入検査等に係る研修 
・水質汚濁防止法に基づく立入検査等に係る実地研 
 修 
・水質分析委託に関する技術研修会 
・浄化槽事務に関する新任職員研修 
・地質環境対策技術研修 

 
３ ちば環境再生基金の充実と活用 

ちば環境再生基金の設置と運営 
里山などの自然の荒廃、化石燃料の大量消費による地球温暖化、大量廃棄による廃棄物問題

などへの対応を図るために、ふるさとの豊かな環境づくりにともに参加する思いを託せる県民
総参加による基金を、一般財団法人千葉県環境財団に設置しています。 

基金を適正に運営し、基金による事業を公正かつ適切に実施するため、「ちば環境再生推進
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委員会」において、事業に係る審査、検討等を行いました。 

啓発・募金活動の推進 
県民の募金活動で基金を造成しています。 
企業等への職場募金の呼びかけや、環境への関心を高めるための広報啓発を行いながら募金

活動を実施したところ、2024 年度における募金額は、292 件で 11,831,047 円となりました。 

各種助成事業による環境の保全・再生の推進 
地域住民や市町村が自ら又は協働によって行う環境保全活動等に対し、事業費の助成等の支

援を行い、生活環境の改善や自然環境の保全・再生を推進しています。 

ア 県民の環境活動への助成 
県民自らの手で千葉県の貴重な自然を保全し、環境を再生する自発的・継続的な活動を支

援するため、県民団体の千葉県内における「環境の保全、生物多様性の保全、地球温暖化防
止対策、省資源・リサイクル」の活動 98 事業に対して助成を行いました。 

イ 環境活動見本市普及啓発への助成 
自然環境の保全・再生、資源循環型社会づくりに取り組む市町村、県民等の活動を広く周

知し、県民の環境意識向上と積極的な参加を目指し実施する県民団体の環境活動 1 事業に対
して助成を行いました。 

ウ 未来の環境活動担い手への助成 
地域や職場で環境学習活動や環境保全活動を率先して行うことのできる人材の育成を目

的として行われる活動 4 事業に対して助成を行いました。 

エ 廃食油燃料利用促進プロジェクトへの助成 
使用済み天ぷら油などの廃食用油を回収し、燃料としての利用を進める県民参加型の地球

温暖化対策活動 3 事業に対し、助成を行いました。 

オ 提案型環境再生事業への助成 
環境上の課題の迅速な解決を目指し、県、市町村、県民の協働により実施する提案型環境

再生事業を支援するため、市町村等の「環境保全、生物多様性保全、地球温暖化防止、省資
源・リサイクル活動、県民の意識の向上」などの環境上の課題の解決を目的として行われる
活動１事業に対して助成を行いました。 

カ 負の遺産対策への助成 
廃棄物の不法投棄などの負の遺産対策については、原因者による撤去を原則としています。 
しかし、原因者が特定できない不法投棄や廃棄物処理法の規制以前に処分された廃棄物で、

緊急に対策を実施しないと県民の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものや公衆衛生に
影響を及ぼすおそれがあるもの、自然の荒廃又は県民の自然環境の利用に影響を及ぼすおそ
れがあるものを対象に、県及び市町村からの申請を受けて、助成を行っています。 
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環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

ちば環境再生基金による
助成事業の実施件数 

64 件 
（2017 年度） 

516 件 

（2019～2024 年度） 

累計 700 件 
（2019～2028 年度） 

 
２ 指標の推移についての評価 

基金による助成事業の実施件数は基準年度より増加していますが、目標達成に向け、一層の増
加を図る必要があります。 

 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

環境影響評価については、廃棄物焼却等施設の老朽化による建替え事業や洋上風力発電所の設
置事業など、今後、対象案件の増加が見込まれるため、適切な事業者指導及び図書の審査を行っ
ていくことが課題となります。 

また、調査研究体制については、計画的に研究課題を設定し、随時新たな課題にも取り組む等、
調査研究の充実を図っていく必要があります。 

さらに、ちば環境再生基金については、県民の理解・周知がなかなか進んでいないことが課題
です。 

助成事業の周知を図るとともに、時代の要請に合わせ、また申請者が利用しやすいように、必
要に応じて制度を見直すことが必要です。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

環境影響評価については、事業特性や地域の実情などを踏まえ、より効果的・効率的な事業者
指導及び図書の審査を行うことにより、制度の的確な運用に努めます。 

わかりやすい図書の作成を事業者に指導するとともに、環境影響評価手続への県民等の参加を
促進するため、条例に基づく図書に対する意見提出をインターネット経由でも受け付けています。 

調査研究体制については、環境研究センター事業方針の事業実施計画に基づき調査研究を実施
するとともに、関係機関からの要望課題に対して、積極的に取り組んでいきます。 

ちば環境再生基金については、「ちば環境再生基金活動ニュース」やホームページ、環境フェア
等のイベントにおいて、助成団体の活動情報を紹介して、基金がどのように使われているのかを
十分に説明し、県民に理解を求めていくとともに、イベント等での募金活動や、事業所等への職
場募金の依頼等を通じて、着実な募金活動を進めていきます。 

また、県民のニーズを適切に把握し、さらに使いやすい制度に見直しを図るほか、各種助成を
通じて、地域の活性化等に貢献していきます。 
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現況と課題 

政府は、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げ、2050 年までに
温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、いわゆるカーボンニュー
トラルの実現を目指すことを宣言しました。この宣言の中で、温暖化へ
の対応は、経済成長の制約ではなく、積極的に温暖化対策を行うことが産業構造や経済社会の変
革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要と位置付けられています。 

そのためには、環境負荷を低減し、資源循環による持続可能な社会を実現させる製品・サービ
スを提供する環境産業や、環境と親和性が高い農林水産業や観光産業などの育成・振興が重要で
す。 

また、太陽光や風力などのエネルギー、バイオマス資源、豊かな自然環境など地域資源の活用
によって利益がもたらされ、その利益が地域内で循環することで経済効果が増大される取組も大
切です。 

ESG 投資が世界の潮流となる中、環境に配慮した活動や取組が評価されるようになっていま
す。企業もこれまで以上に環境を重視し、環境への負荷低減に寄与する設備や製品、サービスを
積極的に選択するようになることで、経済の活性化にも結びついていきます。 

県民も、一消費者として、自らの消費行動が社会や環境、経済に及ぼす影響を自覚し、持続可
能な社会づくりを考慮した消費行動につなげていく必要があります。 

このように、県民・事業者・行政など、各主体の自主的、積極的な環境保全の行動が経済を活
性化させ、経済が発展することによって環境保全も促進され、環境の意識が更に高まるというよ
うに、経済と環境の好循環を創出することが必要です。 

 

県の主な取組・施策展開 

１ 環境関連産業の振興 
循環産業の活性化 

ア 循環産業の振興方策の検討 
資源の循環による持続可能な社会を実現するため、関係団体と連携し、循環産業の活性化

に向け排出事業者と処理業者等を対象とした廃棄物リサイクル促進研修会を開催しました。 
参照廃棄物排出事業者等への啓発活動（第 2 章第 1 節 P47） 
参照循環産業の振興方策の検討（第２章第１節 P47） 

イ 先進的なリサイクル技術の普及促進 
排出事業者等を対象に廃棄物リサイクル促進研修会を開催し、先進的なリサイクル事例等

の紹介等を行いました。 
参照廃棄物排出事業者等への啓発活動（第 2 章第 1 節 P47） 
参照循環産業の振興方策の検討（第２章第１節 P47） 

ウ バイオマス利活用の推進 
県内に豊富に存在している様々なバイオマスを有効活用するため、研修会の開催等により

第３節 環境と経済の好循環の創出 
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バイオマスの利活用に関する普及啓発を行い、県民の意識の醸成や事業者間の技術交流の促
進を図っています。 

参照バイオマス利活用の拡大（第 2 章第 1 節 P47） 

中小企業等の事業展開への支援 
ア ちば中小企業元気づくり基金事業 

製品の高付加価値化、新規事業の展開などを図るため、「ちば中小企業元気づくり基金事
業」を活用して、県内中小企業による新商品・新技術開発を支援しました。 

イ 産学官連携・企業間連携の促進 
環境関連産業は、今後の成長が見込まれる分野のひとつとして注目されています。そこで、

本県では、環境関連等の新事業に取り組む中小企業者を支援するため、産学官連携や企業間
連携による新製品・新技術の研究開発を支援するコーディネーターを配置しています。 

ウ 脱炭素に資する設備の導入促進 
中小企業等が行う脱炭素に資する設備更新等にかかる経費の一部について補助を行うこ

とにより、本県の産業部門や業務その他部門におけるカーボンニュートラルに向けた取組を
推進するとともに、中小企業等のエネルギー転換や省エネ対策を支援しました。 

参照 中小企業者等の事務所・店舗等における取組の支援・促進（第１章第２節 P24） 
 
２ 環境と調和した産業の振興 

環境に配慮した農林水産業の推進 
ア 「環境にやさしい農業」の推進 

農業の持続的な発展に向け、生産性の向上を図りつつ、生産活動に伴う環境負荷をできる
限り低減する有機農業やちばエコ農業などの「環境にやさしい農業」を推進するため、取組
に必要な機械等の導入支援や消費者への PR などにより農業者の取組を支援しています。 

参照「環境にやさしい農業」の推進（第 3 章第 3 節 P71） 

イ 耕畜連携の推進 
有効なバイオマス資源である家畜排せつ物から良質な堆肥を生産するため、畜産農家に対

し堆肥化に必要な施設及び機械の導入支援を行っています。 
また、耕種農家が家畜ふん堆肥生産者（畜産農家）を検索できる情報提供システム（堆肥

利用促進ネットワークシステム）を県で構築し、耕畜連携を図るとともに、堆肥散布機及び
堆肥散布機搭載型運搬車両の導入支援により家畜ふん堆肥の利用を促進しています。 

自然を活用した観光産業の振興 
ア グリーン・ブルーツーリズムの推進 

都市と農山漁村の交流（グリーン・ブルーツーリズム）の普及拡大に向けて、地域の特色
ある農林水産物や観光資源などを活用し、農林水産物直売所や農林漁業体験施設等の魅力向
上と情報発信を行うとともに、交流を担う人材の育成など受入体制の整備を行っています。 

参照地域資源を活用した農山漁村の活性化（第 3 章第 3 節 P71） 
参照都市と漁村の交流促進（第３章第３節 P73） 
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イ 房総ジビエの有効利用促進 
県内で捕獲され、県内の食肉処理加工施設で適切に処理・加工されたイノシシやシカの肉

を「房総ジビエ」と銘打ち、食肉としての販売の促進、房総ジビエの取扱店舗の掘り起こし
やジビエを地域資源として活用するため、食肉処理加工施設の実態調査、房総ジビエ料理の
コンテスト、房総ジビエに関するフェアを開催しました。（図表 6-3-1） 

図表 6-3-1 「房総ジビエ」活用普及事業実施結果（2024 年度） 
項目 実績数 

「第 7 回房総ジビエコンテスト」の応募数 26 作品 
「房総ジビエフェア２０２５」の参加店舗数 84 店舗 

 
３ 新エネルギーの推進 

再生可能エネルギー産業の振興 
家庭への再生可能エネルギー導入の促進、事業者等による再生可能エネルギーの導入に関す

るワンストップ窓口による相談対応や情報提供を行うことにより、地域振興・産業振興を図っ
ています。また、本県沖の海域で全国的にポテンシャルが高いとされる洋上風力発電について、
導入に向けた取組を進めています。 

参照再生可能エネルギーの導入促進（第 1 章第 1 節 P19） 

水素社会の構築に向けた取組の推進 
学識経験者・民間企業・大学・市町村等で構成する「千葉県水素エネルギー関連産業振興プ

ラットフォーム」を活用し、情報共有や水素の利活用の検討を行っているほか、エネファーム
や燃料電池自動車（FCV）、水素ステーションの普及促進を行っています。 

参照水素社会の構築に向けた取組の推進（第 1 章第 1 節 P20） 
参照省エネルギー設備等の導入の促進（第 1 章第２節 P23） 
参照次世代自動車等の普及促進（第 1 章第２節 P25） 

 
４ 環境再生に寄与する活動の促進 

企業における自主的環境保全活動の推進 
ア CO2CO2 スマート宣言事業所登録制度による支援 

省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入に積極的に取り組む県内の事業者を
「CO2CO2 スマート宣言事業所」として登録し、各事業所の取組を広く紹介する制度を 2016
年 10 月から実施しています。 

参照 CO2CO2 スマート宣言事業所登録制度による支援（第 1 章第 2 節 P24） 

イ 中小企業への融資による支援 
中小企業者等が行う再生可能エネルギーの利用促進や省エネルギーの促進など環境保全

のための取組に対して、「千葉県中小企業振興資金（環境保全資金）」により、必要な資金を
融資しています。 

2025 年 3 月 31 日現在の融資対象、融資条件等は図表 6-3-2 のとおりです。 
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図表 6-3-2 融資対象・融資条件等（2025 年 3 月 31 日現在） 

融
資
対
象 

ゼ ロ カ ー ボ ン
促進事業 

①再生可能エネルギーの利用促進 ②蓄電池の設置 
③電気自動車・燃料電池自動車の普及促進 ④省エネルギーの促進 
⑤未利用エネルギーの利用促進 
⑥メタン・代替フロン等の温室効果ガス削減対策 
⑦再生可能エネルギー関連製品のリサイクルの促進 

環境保全事業 ①大気汚染防止 ②水質汚濁防止 ③地質汚染対策 ④地盤沈下防止 
⑤騒音・振動防止 ⑥悪臭防止 ⑦化学物質汚染等防止  
⑧フロン類等排出削減対策 ⑨アスベスト対策 ⑩自動車環境対策  
⑪環境管理システム認証取得の促進 
⑫容器包装廃棄物再商品化の促進 ⑬敷地緑化の促進 

融資条件等 

・融資限度額：1 中小企業者等当たり 5,000 万円 
・融資利率（融資期間により利率が異なる）： 
  3 年以下 年 1.1%     3 年超 5 年以下 年 1.3% 

5 年超 7 年以下 年 1.5%  7 年超 年 1.7% 
・融資期間：設備資金 10 年以内 運転資金 7 年以内 
・償還方法：割賦償還（据置期間 1 年以内） 
・保証料補助：保証料の 1/2 に相当する額（ゼロカーボン促進事業に限る） 

ウ 環境マネジメントシステムの普及促進 
温室効果ガスの排出量削減など、環境に配慮した事業活動を推進する仕組みとなる環境マ

ネジメントシステム（ISO14001、エコアクション 21 等）を普及しています。 
参照環境マネジメントシステムの普及促進（第 1 章第 2 節 P24） 

消費者の意識啓発 
ア グリーン購入の普及促進 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境への負荷ができるだけ少ない製
品やサービスを選び、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入することです。購入
者の消費行動を環境に配慮したものにすることで、供給者に環境負荷の少ない製品の開発を
促し、経済活動全体を環境配慮型へ変えていくことを目指しています。 

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」では、地方公共
団体、事業者、国民はグリーン購入に努めることとされており、県では毎年度環境配慮物品
調達方針を策定し、率先して環境に配慮した物品の購入に努めています。 

イ 消費者市民社会の進展に向けた消費者教育の推進 
消費者一人ひとりが、自らの消費行動が社会や環境、経済に及ぼす影響を自覚し、持続可

能な社会づくりを考慮した消費行動につなげていくため、2024 年 3 月に第 4 次千葉県消費
生活基本計画を策定しました。計画の基本施策の一つである、「消費者市民を育む教育の推
進」の一環として、関係部局が連携して、環境学習や食育などに取り組んでいます。 

参照環境学習の推進（第 6 章第 1 節 P140） 
参照ちばエコスタイルの推進（第 2 章第 1 節 P42） 
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環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

最終エネルギー消費量当たり 
県内総生産 

20.9 百万円/TJ★１ 
（2015 年度） 

〔参考〕県内総生産 
207,070 億円 

最終エネルギー消費量 
990,467TJ 

24.7 百万円/TJ 
（2022 年度） 

〔参考〕県内総生産 
221,844 億円 

最終エネルギー消費量 
898,607TJ 

増加させます 
（2028 年度） 

バイオマス資源の利用率 
【再掲】 

71％ 
（2016 年度） 

79％ 
（2020 年度） 

80％以上 
（2028 年度） 

再生可能エネルギー導入量 
【再掲】 

10,864TJ 
（2017 年度） 

22,382TJ 
（2024 年度） 

21,500TJ 
（2028 年度） 

 発電設備導入量 2,267ＭＷ 3,844MW 4,000ＭＷ 
事務所・店舗等の延床面積１㎡ 
当たりエネルギー消費量★２【再掲】 

1.42GJ/㎡ 
（2013 年度） 

1.27GJ/㎡ 
（2021 年度） 

0.5GJ/㎡ 
（2030 年度） 

製造業の生産量当たりエネルギー
消費量★２★３【再掲】 

6.48PJ/指数 
（2013 年度） 

5.53PJ/指数 
(2021 年度) 

4.21PJ/指数 
（2030 年度） 

★１ 県内総生産は「千葉県県民経済計算」、最終エネルギー消費量は「都道府県別エネルギー消費統計」（資源エネル
ギー庁作成）の数値を使用しており、推計方法の変更等によりそれらの数値が修正されたため、再計算しています。 

★２ 「都道府県別エネルギー消費統計」（資源エネルギー庁作成）の見直し等を踏まえ、算定方法を一部見直してお
り、基準と目標の指標についても、見直し後の方法で改めて算定を行っております。 

★３ 産業部門のエネルギー消費量を鉱工業生産指数（2013 年度を 100）で除したものです。「低炭素社会実行計画
(カーボンニュートラル行動計画)」（一般社団法人日本経済団体連合会）の参加企業を除いています。 

２ 指標の推移についての評価 
最終エネルギー消費量当たり県内総生産は、基準年度から増加しています。 
2020 年度に調査したバイオマス資源の利用率は 79%であり、基準年度から 8 ポイント増加し

ました。 
 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

省エネルギーの促進やエネルギー効率の向上を図る施策を展開し、各主体において取組が実施
された結果、県内の最終エネルギー消費量及び県内総生産は減少しています。エネルギー生産性
（最終エネルギー消費量当たり県内総生産）は、環境と経済の好循環を図る指標であることから、
更なる増加に取り組む必要があります。 

バイオマス資源の利用率は増加していますが、バイオマスの利活用に関しては、収集・運搬・
製品への転換に係るコストの低減、製品の需要と供給のマッチング等の課題があり、今後も、よ
り効果的な普及啓発活動を行い、バイオマスに対する県民や事業者の理解を高める必要がありま
す。 

ちば中小企業元気づくり基金については、2008 年度から 2024 年度の間に、環境関連事業を含
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む 591 件の中小企業の新商品開発等に対して助成を行いました。 
今後も引き続き、新商品・新技術開発への支援など、中小企業に対するきめ細やかな支援を行

う必要があります。 
本県でも、環境関連等を含む新事業に取り組む中小企業者を支援するため、産学官連携や企業

間連携による新製品・新技術の研究開発を支援するコーディネーターを配置して、競争的資金の
獲得等の支援を行っています。 

堆肥散布機及び堆肥散布機搭載型運搬車両の導入やペレット化による堆肥の利用について検
討を進めています。その一方で、堆肥化施設・機械の老朽化が課題となっています。また、家畜
ふん堆肥生産者（畜産農家）が県内に偏在しているため、地域によっては堆肥の供給量が過剰に
なっています。 

7 年目の開催となる「第 7 回房総ジビエコンテスト」では、「サステナブルでおいしいジビエ料
理」をコンセプトとした料理コンテストを開催しました。 

環境保全資金事業については、事業者からの相談件数が少なく、融資制度の利用実績も少ない
状況です。 

持続可能な社会づくりを考慮した消費行動につなげていくため、消費者フォーラムや環境学習
など、消費者市民を育む消費者教育が推進されています。より広く消費者の意識啓発を図るため、
関係部局と連携した取組やウェブサイトの活用などが重要です。 

４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 
引き続き省エネルギーを促進する施策を展開し、県民・企業・行政など様々な主体と連携して、

省エネルギーを促進する取組を実施します。 
バイオマスの一層の利活用を推進するため 2024 年６月に策定した「第２次千葉県バイオマス

活用推進計画」に基づき、バイオマス資源の利活用に必要な基盤の整備が進むよう、先進的な取
組事例等の情報提供を行っていきます。また、バイオマスの利活用に対する県民の意識の醸成や
事業者間の交流などを促進するため、マテリアル利用が拡大しているバイオマスプラスチックな
ど、多様なバイオマスの利活用に関する研修会の開催やイベント等への出展による普及啓発を行
います。 

ちば中小企業元気づくり基金は、切れ目なく中小企業を支援するため、令和１０年まで後継基
金を造成し、引き続き県内中小企業による新商品・新技術開発を支援していきます。 

今後とも、環境関連分野を含めて、新事業に取り組む県内中小企業者への支援を進めていきま
す。 

良質堆肥を生産し耕畜連携を強化するため、堆肥化施設の適正整備・利用による良質堆肥の生
産管理指導を進めていきます。また、堆肥の利用を推進するため、引き続き堆肥散布に必要な機
械導入を推進するとともに、堆肥広域流通のための施設・機械導入を推進していきます。 

次年度以降も、引き続き房総ジビエコンテストや房総ジビエフェアを開催し、ジビエの消費拡
大と流通促進を図ります。 

環境保全資金事業の利用促進のため、融資制度の周知を進めます。 
消費者が消費者市民として学び、考え、合理的に判断・選択するために必要とする情報が、よ

り広く消費者のもとに届くよう、引き続き、関係部局と連携した取組を進めるとともに、ウェブ
サイトを活用した情報発信など、消費者教育の一層の推進に努めます。 
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現況と課題 

本県では、過去に東日本大震災での地震・津波被害や風水害などの大規模災害により大きな 
被害がもたらされました。また、南関東地域では、今後 30 年の間に首都直下地震が 70％程度の
確率で発生すると予測されます。さらには、地球温暖化などの影響により、台風が強大化すると
ともに、局地的な集中豪雨の頻度が増大すると予測され、風水害や土砂災害が増大することが懸
念されます。 

災害発生時には、様々な種類の廃棄物が一度に大量に発生することから、早期の復旧・復興の
ためには、災害廃棄物をいかに円滑かつ迅速に処理するかが重要です。そのため、県では 2018
年３月に千葉県災害廃棄物処理計画を策定し、非常災害時における廃棄物処理等に係る県の基本
的な考え方や役割を示しました。大規模災害発生時の混乱の中でも、災害廃棄物の円滑かつ迅速
な処理が図られるよう、具体的なマニュアル等を作成し事前に備えるとともに、大規模災害発生
時における、国、県、市町村、民間団体との相互協力体制を進めることが必要です。 

また、災害廃棄物は一般廃棄物であり、実際に処理する主体は市町村等であることから、災害
廃棄物対策指針（環境省）を踏まえた「市町村災害廃棄物処理計画」を県内の全市町村で策定し
ています。 

一方、災害時の有害物質飛散・漏えい対策も重要です。災害時にはアスベストを含む建築材料
を使用した建物等が倒壊・破壊して外部に露出することにより、アスベストが大気中に飛散する
おそれがあります。また、多数の被災した建築物等の解体・補修や、大量の廃棄物の処理が行わ
れることが予想され、これらに伴うアスベストの飛散が懸念されます。 

さらに、本県は、京葉臨海部に大規模なコンビナートを有していることなどから、災害時に有
害化学物質が飛散・漏えいした場合、深刻な環境汚染が懸念されます。 

災害時においては混乱が予想されますが、アスベストの飛散や有害化学物質の飛散・漏えいに
よる人の健康被害を防止し、また、生態系への影響を最小限にとどめるよう、情報を整理し、体
制を整える必要があります。 

 

県の主な取組・施策展開 

１ 災害廃棄物対策の推進 
協力体制の構築 
県では阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、災害廃棄物の処理などの対策として相互援助協定

の締結促進を図ってきましたが、1997 年 7 月には県下全市町村及び一部事務組合によりごみ
処理事業の協力を行う「災害時等における廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定」が締結さ
れました。 

また、市町村の独力では対処できない大規模な災害廃棄物の処理について、民間業者の支援
を受けることにより早期の復興が可能となることから、2003 年 9 月に、一般社団法人千葉県
産業廃棄物協会（現：一般社団法人千葉県産業資源循環協会）及び千葉県解体工事業協同組合
と、それぞれ「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」及び「地震等
大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定」を締結しました。 

第４節 災害時等における環境問題への対応 
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さらに、主に避難所における仮設トイレを対象とした、し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬につ
いて、一般社団法人千葉県環境保全センターと、2007 年 8 月に「大規模災害時におけるし尿
及び浄化槽汚泥の収集運搬に関する協定」を締結しました。同協定については、2025 年 3 月
に収集運搬の対象を一般廃棄物に拡大し、「災害時における一般廃棄物の収集運搬に関する協
定」として改定しました。 

加えて、損壊家屋の公費解体業務支援について、一般社団法人日本補償コンサルタント復興
支援協会と、2025 年 3 月に「災害時における復旧・復興等事業の支援業務の実施に関する協
定」を締結しました。 

市町村等における災害廃棄物対策の強化 
大規模災害が発生した場合に生ずる災害廃棄物は一般廃棄物であることから、被災市町村が

適切に処理するために、各市町村において災害廃棄物の収集、運搬の方法等について計画を定
めておくことが重要です。 

県では、2018 年 3 月に「千葉県災害廃棄物処理計画」を策定し、平時の備えから非常災害
発生時の対応までを定め、災害廃棄物の処理等に関する県の基本的な考え方を明確にするとと
もに、市町村が災害廃棄物処理計画を策定するに当たり必要な事項を示しています。 

また、各市町村が地域特性等を踏まえて検討すべき事項を整理し、各種計画と整合を図った
災害廃棄物処理計画の策定を進めることができるよう、その参考となる項目をまとめた「市町
村災害廃棄物処理計画策定モデル」の提供等により、2023 年度までに県内の全 54 市町村で近
年の災害の知見を踏まえた災害廃棄物処理計画が策定されました。 

2023 年には、「災害廃棄物処理市町村支援事業」を創設し、9 月の台風第 13 号で被害を受け
た市町村の災害廃棄物処理を支援しました。 

2024 年には、仮置場管理運営を行った実績のある民間事業者団体と、市町村が実際に選定
している仮置場に赴き、市町村とともに必要な諸条件を確認し、仮置場としての実効性を点検、
必要に応じ助言することで市町村の災害廃棄物対応力強化を図りました。 

今後も、大規模災害に備え、災害廃棄物について、その適正な処理と再生利用を確保した上
で、円滑かつ迅速に処理できるよう、市町村の災害廃棄物対策への支援を行い、県内の災害廃
棄物の処理体制の整備に努めます。 

人材の育成・確保 
定期的に市町村職員を対象に研修会等を開催し、災害廃棄物対策や最新の災害の知見を提供

することにより、市町村職員の災害対応力向上を図っています。 
また、県においては、県災害廃棄物処理計画の改定等を通じて人材の育成を図るとともに、

その記載内容について、平常時から職員に周知し、災害時に計画等が有効に活用されるよう教
育の継続的な実施に努めています。 

 
２ 災害時の有害物質飛散・漏えい対策 

アスベストの飛散防止対策 
災害発生時のアスベストの飛散防止対策に活用できるよう、アスベスト含有建材（吹付けア

スベスト等のレベル 1 及びアスベストを含有する保温材等のレベル 2）を使用している建物等
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の情報を収集し、各市町村に提供しています。 

有害化学物質の汚染防止対策 
PRTR 制度や水質汚濁防止法等に基づく届出情報を基に、災害時には、関係機関へ必要な 

情報提供を行うとともに、立入検査などにおいて、漏えい防止構造や点検の記録等を確認し、
事業者指導を行っています。 

 

環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

１ 指標の現況 

項目名 
基準 

（基準年度） 
現況 

目標 
（目標年度） 

災害廃棄物処理計画の策定
市町村数 

３市町村 
（2017 年度） 

全市町村 
（2024 年度） 

全市町村 
（2020 年度） 

 
２ 指標の推移についての評価 

2023 年度までに全市町村で計画を策定しました。 
 
３ 指標の推移から見た施策の進捗状況等の分析 

市町村を対象として、定期的に研修会を開催し、計画の策定に必要な情報を提供するとともに、
「市町村災害廃棄物処理計画策定モデル」を提供することなど市町村の計画策定を促してきたと
ころ、全市町村で計画が策定されました。 

 
４ 分析結果を踏まえた今後の施策の実施方針 

今後は、県災害廃棄物処理計画の改定を進めるとともに、地域ごとの課題に対応した効果的な
研修会の実施や、災害を想定した演習の開催等により、市町村の災害廃棄物処理計画が実効性の
高い計画となるよう、見直し作業等の支援を実施していきます。 
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１ 環境の保全に関する協定 
制度の概要 
京葉臨海地域（千葉市～富津市）では、企業の事業活動に伴って発生する公害を防止し、地

域住民の健康の保護と生活環境の保全を図ることを目的として、立地企業と県・地元市の三者
間で、「環境の保全に関する協定」を締結し、法令よりも厳しい排出基準等を設定することなど
により地域と企業の実情に応じた環境保全対策を推進しています。 

この協定は、環境保全の理念や基本的な事項を定めた「基本協定」と、大気汚染や水質汚濁
の防止等のための具体的な排出基準等を定めた「細目協定」で構成されています。 

現在の細目協定は 2020 年 4 月から運用しており、適用期限は 2030 年 3 月までとなってい
ます。 

経緯 
1968 年 11 月に東京電力（株）と「公害の防止に関する協定」を締結したのを始めとして、

主要企業と公害防止協定を順次締結し、公害の防止や生活環境の保全を図ってきました。2010
年 2 月には、内容の見直しを行い、協定項目に地球環境保全等を加え、環境保全活動の推進及
び住民への周知などを明記した「環境の保全に関する協定」を新たに締結しました。2025 年 3
月末現在で、53 社 62 工場との間で協定を締結しています。 

主な取組 
ア 基本協定 

◆環境保全対策（公害防止、廃棄物処理、化学物質環境リスク低減、地球環境保全） 
◆環境管理の徹底（環境管理体制、公害防止施設等改善） 
◆細目協定、年間計画書、生産施設等の事前協議 
◆公害発生時等の措置（公害発生時、事故時等） 
◆報告、立入調査、違反時の措置、被害補償 
◆環境保全活動の推進、住民への周知 など 

イ 細目協定 
◆大気汚染の防止 

・工場排出総量基準（硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん） 
・施設排出濃度基準（窒素酸化物、ばいじん、ベンゼン等） 
・施設の構造等の基準（粉じん、揮発性有機化合物） 
・対策の効果確認（粉じん） 
・測定（ばい煙、有害大気汚染物質等） など 

◆水質汚濁の防止等 
・濃度基準（生活環境項目（COD、窒素、りん等）、有害物質等） 
・負荷量基準（生活環境項目（COD、窒素、りん等）） 
・水質の測定 など 

◆地質汚染の防止（土壌調査等の記録・保存） 
◆地盤沈下の防止（地下水採取量の基準、報告） 
◆騒音・悪臭の防止（基準、改善要請） など 

第５節 その他の環境保全対策 
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２ かずさ環境協定 
概要 
かずさアカデミアパークにおける総合的な環境保全対策を目的として、県、地元市（木更津

市、君津市）、立地企業等の三者間で「かずさ環境協定」を締結しています。 
1994 年 6 月に（財）かずさディー・エヌ・エー研究所と協定を締結したのを始めとして、

2025 年 3 月末現在、28 事業所との間で協定を締結しています。 
今後もかずさアカデミアパークへの事業所進出に伴い、協定締結の申入れを行っていく予定

です。 

◆環境の維持・向上のための基本的方向 
・環境への負荷の軽減 
・かずさアカデミアパーク及びその周辺地域の環境の向上 など 

◆環境活動の内容 
・公害防止、環境保全対策の実施 
・化学物質、バイオテクノロジー等の安全管理 
・廃棄物の適正処理等 
・緑地、景観等の維持・向上等 など 

◆環境活動管理制度 
・環境保全組織の整備 
・環境報告書の作成 
・住民との交流の促進 
・事前協議、事故対応、報告及び調査等 など 

◆責務の確認 
・違反時の措置、被害補償、情報の適正な管理等 など 

 
３ 特定工場における公害防止組織の整備 

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、特定工場を設置する事業者
は、工場内に公害防止管理者等から成る公害防止組織を整備し公害の防止に努めることとされて
います。 

同法の対象となる特定工場は、製造業、電気・ガス・熱供給業に属し、かつ、ばい煙発生施設、
汚水等排出施設、騒音発生施設、特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設、振動発生施設、ダ
イオキシン類発生施設のいずれかを設置している工場です。 

公害防止組織は、公害防止対策を総括管理する「公害防止統括者」、公害防止対策の技術的事項
を管理する「公害防止管理者」及び一定規模以上の特定工場における「公害防止主任管理者」か
ら成り、それぞれ代理者の配置が義務付けられています。 

これら公害防止管理者、公害防止主任管理者及び代理者は、工場に設置された施設や規模ごと
に区分された国家試験等により資格を取得した者から選任することとされており、また、これら
を選任又は解任した際は知事（又は政令で定める市町村長）に届け出なければなりません。 

なお、県は研修等の実施により公害防止管理者等の育成及び知識・技術の向上を図っています。 
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４ 公害健康被害補償予防制度 
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償予防制度 

ア 補償予防制度の経緯 
本来当事者間で民事上の解決が図られるべき公害健康被害について補償を行い、被害者の

迅速かつ公正な保護を図ることを目的として、1973 年に「公害健康被害補償法」が制定さ
れ、指定地域における公害健康被害者に対し、損害を補填するための補償給付を行うととも
に、健康被害者の福祉に必要な事業が実施されました。 

その後、大気汚染防止対策の進展等により制度を取り巻く状況が変化したことを踏まえ、
1987 年 9 月に改正され（法律名も「公害健康被害の補償等に関する法律（補償法）」に変更）、
1988 年 3 月 1 日に大気汚染に係る指定地域（第一種地域）は全て解除されました。同日以
降は新たな患者の認定は行われず、既に認定された患者への補償の継続と健康被害の予防に
重点を置いた施策が展開されています。 

イ 千葉県における状況 
千葉県では、千葉市の一部が第一種地域に指定されていましたが（図表 6-5-1）、前記の指

定解除により、現在、新たな患者の認定は行われていません。 
千葉市における認定状況は、図表 6-5-2 のとおりであり、2025 年 3 月末現在の認定患者

数は、180 人であり、2024 年度に支給された補償給付の総額は約 2 億 1,043 万円となってい
ます。また、被害者の健康回復を図るため転地療養、訪問指導などの公害保健福祉事業が実
施されています。 
千葉市公害健康被害救済補償事業 
千葉市では、補償法に基づく補償を補完・充実するため、1976 年 1 月に「千葉市公害健康

被害救済補償要綱」を制定し、一般財団法人千葉県公害防止協力財団の協力を得て、県内のば
い煙等の排出企業からの拠出金に基づき、市独自の補償事業を次のとおり実施しています。
2024 年度に支給された補償給付の額は約 1,208 万円となっています。 
①「千葉市大気汚染に係る健康被害の救済に関する条例」（1972 年 7 月施行、補償法による地

域指定を受け 1974 年 11 月廃止）による認定患者で、補償法適用前に指定地域外へ転出した
ため、法の適用を受けられない者に対する法と同様の補償 

②補償法及び要綱による認定患者に遺族補償金等を支給することにより、法による補償内容を
さらに補完・充実 

図表 6-5-1 補償法による指定地域(旧第一種地域) 
 

図表 6-5-2 認定状況（2025 年 3 月現在） 
（単位：人) 

認定審査状況 審査件数 1,163（32） 
認定 1,077（29） 
認定しない 86（ 3） 

認定失効者 死亡 576（ 9） 
治癒届出等 33（‐） 
更新棄却 99（10） 
更新申請せず 202（ 5） 
転出 13（ 2） 

他地域からの転入 26（‐） 
被認定患者 180（ 3） 
注：（ ）の数字は要綱による数（外数） 

 稲荷町、今井町、今
井 1～3 丁目、寒川
町 1～3 丁目、白旗 
1～3 丁目、末広 1～
5 丁目、蘇我町 1～
2 丁目、港町、南町
1～3 丁目、鵜の森
町、若草 1 丁目、市
場町、葛城 1～3 丁
目、亥鼻 1～3 丁目、
千葉寺町、青葉町、
神明町、出洲港、矢
作町、星久喜町、川
崎町、長洲 1～2 丁
目、長洲町 1 丁目、
宮崎町、宮崎 1～2
丁目、松ケ丘町、大
森町、大厳寺町、浜
野町、村田町、塩田
町、新浜町 
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５ 公害紛争・公害苦情の処理 
千葉県公害審査会 
公害に係る民事紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、「公害紛争処理法」に基づき、行政機

関で処理する紛争処理制度が設けられています。国の公害等調整委員会では裁定並びに重大事
件及び広域処理事件等の紛争のあっせん、調停、仲裁を行い、県の公害審査会では、公害等調
整委員会で扱う以外の紛争のあっせん、調停、仲裁を行っています。 

千葉県公害審査会は 13 名の委員で構成されており、1971 年 3 月の設置以来、2025 年 3 月
末までに 91 件の調停事件の処理に当たりました。 

2024 年度は、新たに大気汚染等に係る調停１件の申請があり、手続を進めた結果、打切りと
なりました。 

公害苦情相談 
ア 公害苦情相談員 

公害紛争処理法第 49 条の規定により、2025 年 3 月末現在、県では環境生活部関係課及び
各地域振興事務所に 35 名、市町村では 78 名の公害苦情相談員を設置し、住民からの相談や
苦情に対する調査、指導及び助言を行うことによりその解決に努めています。また、公害苦
情相談員のほかに、県では 128 名が、市町村では 463 名が担当者として苦情の相談に応じて
います。 

イ 公害苦情件数 
公害苦情種類別新規受付件

数の年度別推移は、図表 6-5-3
のとおりで、2024 年度の新規
受付件数は 5,490 件（県 311 件、
市町村 5,179 件）です。 

苦情内容を種類別に見ると、
典型 7 公害については、騒音に
関するものが最も多く、次いで
大気汚染に関するものとなっ
ており、この 2 種類で典型 7 公
害の苦情の約 7 割を占めてい
ます。 

また、典型 7 公害以外のもの
では、廃棄物投棄（1,202 件）
が多くなっています。 

 
６ 市町村の環境保全対策 

市町村の環境施策は、地理的条件、住民意識の差異等地域の特殊事情を反映するものであり、
本県の環境行政体系において重要な役割を果たしています。 

2024 年度の市町村環境行政状況調査結果によると、その概況は次のとおりです。 

年度 
種類別 

2022 2023 2024 
件 % 件 % 件 % 

典型７公害 3,558 67.3 3,474 66.7 3,342 60.9 
 大気汚染 1,031 19.5 1,128 21.7 1,013 18.5 
 水質汚濁 152 2.9 155 3.0 124 2.3 
 土壌汚染 10 0.2 12 0.2 4 0.1 
 騒 音 注 1,380 26.1 1,393 26.7 1,309 23.8 
 振  動 247 4.7 190 3.6 254 4.6 
 地盤沈下 2 0.0 4 0.1 3 0.1 
 悪  臭 736 13.9 592 11.4 635 11.6 

典型 7 公害以外 1,728 32.7 1,734 33.3 2,148 39.1 
計 5,286 100.0 5,208 100.0 5,490 100.0 

注：騒音には低周波音を含みます。 

図表 6-5-3 公害苦情種類別新規受付件数の推移 
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公害監視測定体制 
環境の現況を把握し有効な施策の確立を

図るため、市町村においても公害の監視測
定体制の整備、充実に努めています。現在、
市町村が常時及び定期監視を行うために設
置している大気汚染、騒音、振動関係の測定
箇所は東京湾臨海部に多く集まっており、
水質汚濁関係の測定箇所は県内全般に分布
しています。（図表 6‒5‒4） 

公害防止協定 
24 市町において、総数 725 企業との間で公害防止協定を締結しており、企業から発生する

公害を防止することにより住民の良好な生活環境の確保を目指しています。 
市町村別では、野田市（225 社）、柏市（94 社）、市川市（55 社）で締結企業が多く、企業の

種類別では、鉄鋼･金属（122 社）、食料品（67 社）、化学（59 社）等が多くなっています。 

環境保全対策予算 
市町村では財政のひっ迫した状況

の中で、多様化する環境問題に対応
すべく、環境保全対策予算の確保に
努めています。（図表 6‒5‒5） 

融資・助成制度 
市川市、野田市、流山市、鎌ケ谷市

の 4 市では、中小企業者が行う公害
防止事業を対象として融資・助成制
度を実施しています。 

公害苦情相談 
2024 年度において市町村が新規に受付した苦情件数は 5,179 件でした。 
苦情件数のうち典型 7 公害に関する苦情は 3,181 件で、その内訳は、騒音 1,266 件、大気汚

染 979 件、悪臭 605 件等となっています。また、典型 7 公害以外の苦情は 1,998 件となってい
ます。 

調査研究 
地域の環境問題の原因究明、解決策の樹立を目指して市町村独自の調査研究が進められてい

ます。 
2024 年度は、15 市町村で 60 項目について実施されました。調査研究項目を公害の種類別

に分類してみると、水質汚染関係 33 項目、土壌汚染関係 11 項目、大気汚染関係 5 項目、騒音
関係 4 項目、悪臭関係 3 項目、振動関係 1 項目となっています。 

なお、2025 年度は 15 市町村で 60 項目の調査研究が予定されています。 

 測 定 
市町村数 

測定箇所数 
常時 定期 計 

大気汚染関係 26 72 203 275 
水質汚染関係 44 0 1,231 1,231 
騒音関係 33 14 327 341 
振動関係 13 0 68 68 

図表 6-5-4 市町村の公害監視測定箇所数 

図表 6-5-5 市町村における主な事業別予算 

0 億 50 億 100 億150 億200 億250 億300 億

廃棄物対策事業費

水質保全対策事業費

自然環境保全

大気保全対策事業費

騒音・振動・悪臭

その他環境保全

940億1,880万円22億5,479万円

11億2,409万円

4億9,043万円

8,974万円

33億4,078万円
対 策 事 業 費

対 策 事 業 費

対 策 事 業 費



166 

指標１ 再生可能エネルギー導入量 指標２ 再生可能エネルギー発電設備導入量 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 10,864 15,737 16,448 17,597 20,071 22,382 21,500 実績値 2,267 3,135 3,288 3,511 3,675 3,844 4,000 
  

指標３ 太陽光発電による再生可能エネルギー導入量 指標４ 太陽光発電による発電設備導入量 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 8,969 12,336 12,985 13,989 16,275 16,706 15,000 実績値 2,138 2,941 3,096 3,317 3,479 3,575 3,600 
  

指標５ 太陽光発電以外の再生可能エネルギー導入量 指標６ 太陽光発電以外の発電設備導入量 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 1,895 3,401 3,463 3,608 3,796 5,676 6,500 実績値 129 194 193 194 196 269 400 
  

第三次千葉県環境基本計画 指標の進捗状況一覧 
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指標７ 家庭の世帯当たりエネルギー消費量 指標８ 事務所・店舗等の延床面積１㎡当たり 
エネルギー消費量 

年度 基準 
2013 2017 2018 2019 2020 2021 目標 

2030 年度 基準 
2013 2017 2018 2019 2020 2021 目標 

2030 
実績値 34.8 34.6 29.4 29.0 29.4 29.1 15.7 実績値 1.42 1.24 1.29 1.19 1.18 1.27 0.50 
 指標 

 

指標９ 製造業の生産量当たりエネルギー消費量 指標 10 自動車１台当たり燃料消費量 

年度 基準 
2013 2017 2018 2019 2020 2021 目標 

2030 年度 基準 
2013 2017 2018 2019 2020 2021 目標 

2030 
実績値 6.48 5.69 5.46 5.4 5.22 5.53 4.21 実績値 30.6 26.9 26.2 24.6 21.6 21.0 15.3 
  

指標 11 貨物自動車の輸送トンキロ当たり燃料消費量 指標 12 日常生活における取組状況・節電に努める 

年度 基準 
2013 2017 2018 2019 2020 2021 目標 

2030 年度 基準 
2018 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 5.63 5.8 6.15 5.93 5.75 5.40 4.00 実績値 81.0% 83.9% 87.7% 87.5% 87.0% 85.4% 94.0 
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指標 13 日常生活における取組状況 
・冷暖房の設定温度を控えめにする 指標 14 日常生活における取組状況 

・省エネルギー性能の高い家電製品を選ぶ 

年度 基準 
2018 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2018 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 81.8% 84.9% 86.3% 84.1% 83.1% 81.4% 90.0％ 実績値 68.1% 68.4% 69.9% 64.8% 66.3% 65.5% 80.0％ 
  

指標 15 日常生活における取組状況 
・レジ袋（ポリ袋やビニール袋）をもらわない 指標 16 日常生活における取組状況 

・車の運転時は、急発進・急加速をしない 

年度 基準 
2018 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2018 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 69.5% 90.3% 91.7% 92.8% 91.2% 91.8% 80.0％ 実績値 68.3% 72.8% 72.3% 73.9% 73.9% 74.5% 80.0％ 
  

指標 17 ISO14001 またはエコアクション 21 の 
認証取得事業件数 指標 18 森林吸収源対策としての間伐実施面積 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2020 2022 2023 2024 目標 

2025 
実績値 620 528 519 495 496 486 650 実績値 163 138 179 222 251 
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指標 19 都市公園個所数 指標 20 気候変動による影響への適応について知っている人
の割合 

年度 基準 
2016 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2025 年度 基準 
2016 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 6,999 7,440 7,522 7,609 7,666 7,707 7,063 実績値 47.5％ 41.5% 44.4% 39.6% 36.8% 38.0% 100％ 
  

指標 21 気候変動への適応に関する計画の策定市町村数 指標 22 一般廃棄物の排出量 

年度 基準 
2018 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2016 2019 2020 2021 2022 2023 目標 

2028 
実績値 0 3 7 11 15 23 増加 実績値 209 209 206 203 200 194 181 
  

指標 23 一人１日当たりの家庭系ごみ排出量 指標 24 一般廃棄物の再生利用率 

年度 基準 
2016 2019 2020 2021 2022 2023 目標 

2028 年度 基準 
2016 2019 2020 2021 2022 2023 目標 

2028 
実績値 517 519 532 513 501 482 440 実績値 22.7% 21.3% 22.0% 22.7% 22.6% 22.6% 30.0％ 
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指標 25 一般廃棄物の最終処分量 指標 26 産業廃棄物の排出量 

年度 基準 
2016 2019 2020 2021 2022 2023 目標 

2028 年度 
基準 
2016 2019 2020 2021 2022 2023 

目標 
2028 

実績値 15.4 14.1 14.0 12.2 11.6 10.7 12.0 実績値 1,970 1,864 1,816 2,072 1,953 1,875 2,072 

  

指標 27 産業廃棄物の再生利用率 指標 28 産業廃棄物の最終処分量 

年度 基準 
2016 2019 2020 2021 2022 2023 目標 

2028 年度 基準 
2016 2019 2020 2021 2022 2023 目標 

2028 
実績値 51.9% 46.7% 45.5% 49.6% 47.4% 48.5% 61.0％ 実績値 27.6 25.5 28.7 34.2 33.5 26.7 29.0％ 
  

指標 29 バイオマス資源の利用率 指標 30 新たな不法投棄量 (投棄量 10t 以上の不法投棄箇所
における投棄量の総量) 

年度 基準 
2016 2018 2019 2020 2021 2022 目標 

2028 年度 基準 
2016 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 71% 78%  79%   80％ 実績値 8,731 1,385 650 3,707 1,177 628 0 
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指標 31 無許可埋立面積 指標 32 無届埋立て件数 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

早期実現 年度 基準 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

毎年度 
実績値 8,953 4,194 0 10,684 13,500 8,000 無くす 実績値 0 0 0 0 0 0 0 
  

指標 33 市町村における生物多様性地域戦略の策定 指標 34 自然公園面積 

年度 
基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 

目標 
2028 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値・地域 10 10 10 10 10 10 維持 

実績値 7 7 7 8 8 9 全市町村 実績値・ha 28,537 28,537 28,537 28,537 28,537 28,537 維持 
  

指標 35 自然環境保全地域等の面積 指標 36 自然公園ビジターセンター等利用者数 

年度 
基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 

目標 
2028 年度 

基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 

目標 
2028 

実績値・地域 28 28 28 28 28 28 維持 

実績値・ha 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 維持 実績値 59 57 60 75 63 70 維持 
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指標 37 森林整備面積 指標 38 農地面積 

年度 基準 
2020 2022 2023 2024 目標 

2025 年度 基準 
2015 2019 2020 2021 2022 2023 目標 

2025 
実績値 461 445 486 503 685 実績値 126,900 124,570 123,533 122,717 121,378 120,340 121,500 

  

指標 39 希少野生生物の保護回復計画の策定 指標 40 「生命のにぎわい調査団」の団員からのモニタリング
件数 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 3 3 3 3 3 3 全市町村 実績値 95,256 119,647 132,039 140,534 146,804 152,282 205,300 
  

指標 41 特定外来生物の捕獲数・アカゲザル 指標 42 特定外来生物の捕獲数・アライグマ 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 89 661 302 127 297 103 

根絶に
向けて 
捕獲 

実績値 4,283 8,748 8,962 10,361 13,701 14,304 
根絶に
向けて 
捕獲 
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指標 43 特定外来生物の捕獲数・キョン 指標 44 特定外来生物の捕獲数・カミツキガメ 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 

実績値 3,475 5,436 8,587 8,864 10,154 9,594 
根絶に
向けて 
捕獲 

実績値 1,429 1,653 1,456 1,651 1,544 1,510 
根絶に
向けて 
捕獲 

  

指標 45 有害鳥獣の捕獲数・イノシシ 指標 46 有害鳥獣の捕獲数・ニホンジカ 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 19,562 31,861 20,729 22,087 34,964 25,306 

被害状況
を勘案し

捕獲 
実績値 6,248 6,885 7,174 8,144 8,893 9,427 

被害状況
を勘案し

捕獲 
  

指標 47 有害鳥獣による農作物被害軽減 指標 48 光化学スモッグ注意報の年間発令日数 

年度 基準 
2017 

2020 2021 2022 2023 2024 目標 
2028 年度 基準 

2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 
2028 

実績値 372 359 300 270 330 362 減少 実績値 11.6 8.0 8.4 6.8 6.2 7.4 5.8 
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指標 49 浮遊粒子状物質の環境基準達成率 
(一般局・自排局の合計) 指標 50 二酸化硫黄の環 境基準達成率 

(一般局・自排局の合計) 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

毎年度 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

毎年度 
実績値 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100% 実績値 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100% 
  

指標 51 一酸化炭素の環境基準達成率(一般局・自排局の合計) 指標 52 二酸化窒素の環境基準達成率(一般局・自排局の合計) 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

毎年度 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

毎年度 
実績値 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100% 実績値 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100% 
  

指標 53 二酸化窒素の県環境目標値達成率 
(一般局・自排局の合計) 指標 54 微小粒子状物質の環境基準達成率 

(一般局・自排局の合計) 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 89.4% 95.7% 98.2% 99.1% 100% 100% 100％ 実績値 92.3% 100% 100% 100% 100% 100% 100％ 
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指標 55 大気汚染防止法及びダイオキシン類対策特別置法に
基づく立入検査の実施率 指標 56 揮発性有機化合物の排出量 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

毎年度 年度 基準 
2016 2019 2020 2021 2022 2023 目標 

毎年度 

実績値 39% 29% 32% 37% 34% 32% 33％ 
以上 実績値 10,801 11,255 10,295 11,396 10,933 10,760 前年度 

より減少 

  

指標 57 エコドライブ実践事業者の割合 指標 58 低公害車を 40%以上導入している事業者の割合 

年度 基準 
2016 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2016 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 91% 90% 89% 89% 89% 89% 100％ 実績値 78.8% 100% 100% 100% 100% 100% 100％ 
  

指標 59 河川の環境基準達成率(BOD)※70 水域中の達成率 指標 60 印旛沼の水質(COD) 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2025 
実績値 77.1% 81.4% 82.9% 77.1% 75.7% 77.1% 91.4 実績値 13 12 13 15 15 15 12 
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指標 61 手賀沼の水質(COD) 指標 62 東京湾の環境基準達成率(COD) 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2025 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 
実績値 9.7 11 10 11 11 11 9 実績値 45.5% 45.5% 54.5% 54.5% 45.5% 45.5% 72.7％ 
  

指標 63 県全域の汚水処理人口普及率 指標 64 地下水の環境基準達成率 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2024 年度 
基準 
2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

目標 
2028 

実績値 88.0% 89.5% 90.1% 90.6% 91.2% 91.8% 93.3％ 実績値 85.9% 84.9% 80.6% 84.2% 86.9% 88.0% 85.7% 全国
平均 

  

指標 65 2 ㎝以上の地盤沈下面積 指標 66 自動車騒音の環境基準達成率 

年度 基準 
2016 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

毎年度 年度 基準 
2016 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

毎年度 

実績値 10.2 38.6 0.0 15.2 299.9 0.1 0 実績値 91.3% 92.9% 93.5% 94.0% 94.3% 95.1% 向上 
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指標 67 航空機騒音の環境基準達成率・成田空港周辺 指標 68 航空機騒音の環境基準達成率・羽田空港周辺 

年度 基準 
2016 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

毎年度 年度 
基準 
2016 2020 2021 2022 2023 2024 

目標 
毎年度 

実績値 58% 81% 78% 76% 72% 64% 向上 実績値 100％ 100% 100% 100% 100% 100% 100％ 

  

指標 69 航空機騒音の環境基準達成率・下総飛行場周辺 指標 70 航空機騒音の環境基準達成率・木更津飛行場周辺 

年度 基準 
2016 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 
基準 
2016 2020 2021 2022 2023 2024 

目標 
毎年度 

実績値 91% 92% 100% 100% 100% 100% 100％ 実績値 100% 100% 100% 100% 50% 0% 100％ 

  

指標 71 騒音・振動・悪臭の苦情件数 指標 72 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等の環境基準達成率 

年度 
基準 
2016 2020 2021 2022 2023 2024 

目標 
毎年度 年度 

基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 

目標 
毎年度 

実績値 1,746 2,276 2,117 2,363 2,175 2,198 減少 実績値 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100％ 
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指標 73 ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ､塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ等の指針値達成率 指標 74 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の環境基準達成率・一般大気環境 

年度 
基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 

目標 
毎年度 年度 基準 

2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 
毎年度 

実績値 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 実績値 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
  

指標 75 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の環境基準達成率・公共用水域水質 指標 76 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の環境基準達成率・公共用水域底質 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

毎年度 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

毎年度 
実績値 93.7% 98.6% 97.3% 97.3% 97.2% 98.6% 100％ 実績値 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
  

指標 77 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の環境基準達成率・地下水 指標 78 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の環境基準達成率・土壌 

年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

毎年度 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

毎年度 
実績値 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 実績値 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
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指標 79 有害化学物質の排出量 
(PRTR 制度による届出排出量) 指標 80 県が主催・共催する環境学習に関する行事 

の参加者数 

年度 基準 
2016 2019 2020 2021 2022 2023 目標 

毎年度 
年度 基準 

2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 
毎年度 

実績値 5,587 5,052 4,515 4,382 4,231 4,748 前年度 
より減少 実績値 24,590 81,864 126,515 104,809 108,191 103,494 25,000 

  

指標 81 日常生活活動の中で、環境に配慮して行動を 
心掛けている人の割合 指標 82 ちば環境再生基金による助成事業の実施件数 

年度 基準 
2018 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2028 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 

目標 
2019～
2028 

実績値 79.7% 82.8% 81.9% 80.6% 81.5% 75.9% 90.0％ 実績値 64 138 216 313 402 516 累計 
700 件 

  

指標 83 最終エネルギー消費量当たり県内総生産 指標 84 災害廃棄物処理計画の策定市町村数 

年度 基準 
2015 2018 2019 2020 2021 2022 目標 

2028 年度 基準 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 目標 

2020 
実績値 20.9 21.7 22.4 23.0 21.9 24.7 増加 実績値 3 39 47 51 54 54 全市町村 
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［数字・アルファベット］ 
3R（スリーアール）＋Renewable（リニューアブ
ル） 

循環型社会をつくるための 3 つの取組（「リデ
ュース」、「リユース」、「リサイクル」）の英語の頭
文字「R」をとったものにリニューアブルを加えた
もの。 
・Reduce（リデュース）：廃棄物自体の発生を少な

くなるようにすること。 
・Reuse（リユース）：使用済みになっても、その

中でもう一度使えるものは廃棄しないで再使
用すること。 

・Recycle(リサイクル)：廃棄物を資源として再利
用すること。 

・Renewable：再生可能な資源に替えること。 
30by30（サーティ・バイ・サーティ） 

2022 年 12 月に採択された「昆明・モントリオ
ール生物多様性枠組」2030 年グローバルターゲッ
トの１つで、2030 年までに陸域と海域の 30%以
上を健全な生態系として効果的に保全しようと
する目標。 
BOD（生物化学的酸素要求量） 

Biochemical Oxygen Demand の略。COD とと
もに有機物などによる水質汚濁の程度を示すも
ので、微生物によって有機物などが酸化、分解さ
れる時に消費する酸素の量を濃度で表した値を
言う。数値が大きいほど汚濁が著しい。 
COD（化学的酸素要求量） 

Chemical Oxygen Demand の略。BOD ととも
に有機物などによる水質汚濁の程度を示すもの
で、酸化剤を加えて水中の有機物と反応（酸化）
させた時に消費する酸化剤の量に対応する酸素
量を濃度で表した値を言う。数値が大きいほど汚
濁が著しい。 
ESG 投資 

投資先の企業を評価する際に、財務情報だけで
なく、財務情報に現れない Environment（環境）、
Social（社会）、Governance（企業統治）などの情

報も考慮する投資のこと。 
FIP 制度 

Feed-in Premium 制度の略。再生可能エネルギ
ーで発電した電気を、卸電力取引市場の価格に関
わらず、電力会社が一定価格で一定期間買い取る
ことを国が約束する FIT（Feed-in Tariff：固定価
格買取制度）制度に対し、発電事業者が自ら市場
で売電し、補助額（プレミアム：1 ヶ月ごとに更
新）が一定で発電事業者の収入が市場価格に連動
するのが FIP 制度である。 
Ｌden（時間帯補正等価騒音レベル） 

Day-evening-night level の略。騒音を時間帯
（昼・夕方・夜）ごとに補正して、騒音のエネル
ギーを評価する指標であり、単位はデシベルであ
る。国際的に航空機騒音評価指標の主流となって
きており、2013 年 4 月から航空機騒音に係る環
境基準の評価指標として用いられている。 
OECM 

Other Effective area-based Conservation 
Measures の略。法令によって自然が守られている
保護地域ではなく、人々の活動や民間の自発的な
取り組みによって生物多様性保全に資する地域
のこと。 
PPA モデル 

Power Purchase Agreement（電力購入契約）モ
デルの略。民間事業者が設置した設備により発電
された電力を施設が自家消費し、電気料金として
支払う契約方式のこと。 
ppm 

parts per million の略称。100 万分の 1 を表す
単位で、濃度や含有率を示す容量比、重量比のこ
と。1ppm とは、大気汚染物質の濃度表示では大
気 1 ㎥の中にその物質が 1 ㎤含まれていること。 
ppmC 

VOC の濃度を表す単位の一つ。単一成分の場
合、容積濃度を表す ppm にその物質の炭素数を
乗じたものが「ppmC」となる。 

例えば、トルエン（C7H8）の濃度が 1ppm であ

用語解説 
（本文中の青字にしている用語等について解説） 
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った場合、炭素数は 7 なので、7ppmC になる。 
混合ガスの場合は、それぞれの成分ごとに炭素

数を乗じて ppmC に換算したものを足し合わせ
る。 
PFOS 及び PFOA 

有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキ
ル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総
称して「PFAS」と呼び、１万種類以上の物質があ
るとされている。 
PFAS の中でも、PFOS（ペルフルオロオクタンス
ルホン酸）、PFOA（ペルフルオロオクタン酸）は、
幅広い用途で使用されてきた。これらの物質は、
難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質が
あるため、国内で規制やリスク管理に関する取り
組みが進められている。 
V2H 充放電設備 

「Vehicle to Home」の略称。電気自動車等に搭
載された電池から家庭に電力を供給できる住宅
用充給電設備。 
ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス） 

「net Zero Energy House」の略称。外皮の断熱
性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設
備システムの導入により、室内環境の質を維持し
つつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可
能エネルギーを導入することにより、年間の一次
エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目
指した住宅。 

［あ行］ 
愛鳥週間 

1950 年から毎年 5 月 10 日～16 日の一週間を
愛鳥週間（バードウイーク）とし、野鳥保護の精
神を普及するため、全国各地で探鳥会など様々な
行事を開催している。 
青潮 

海岸から沖合にかけて酸素をほとんど含まな
い青白い水面が広がる現象で、東京湾では春から
秋にかけて発生することが多い。 

赤潮によって大量に発生したプランクトンの
死骸が海底に沈み分解する時に、酸素を消費して
海底に酸欠状態の水塊ができ、陸から沖に向かっ
て吹く風などの気象条件によって、酸素の少ない

底層水が沿岸部の表層に湧き上がる時に発生す
る。底層水に溶け込んでいる硫黄分が水面近くで
酸素に触れて粒子状となり青白く見えると言わ
れている。青潮の発生により、沿岸部に生息する
アサリなどの貝類やカレイなどの底生魚類が大
量に酸欠死することがある。 
赤潮 

海域の富栄養化により、海中の微小な生物（主
に植物プランクトン）が異常増殖し海面が変色す
る現象を言う。東京湾では茶褐色に変色すること
が多いが、プランクトンの種類により赤色や黄褐
色や緑色などにも変色することがある。主として
夏に発生する。 
圧縮天然ガス自動車 

硫黄等の不純物を含まない天然ガスを燃料と
する自動車で、粒子状物質を排出せず、窒素酸化
物の排出量も少ない。 
アスベスト（石綿） 

天然に産する繊維状ケイ酸塩鉱物で、耐熱性、
耐摩耗性に優れ、酸、アルカリなどにも強く、丈
夫で変化しにくいという特性がある。 

この特性から、高度成長期（1970 年～1990 年）
には、建築工事の吹付け作業やスレート材などの
建築材料、工業用品などに広く使われてきた。 

しかし、アスベスト（石綿）は、目に見えない
くらい細い繊維のため、気づかないうちに吸い込
んでしまう可能性があり、肺の中に入ると組織に
刺さり、15～40 年の潜伏期間を経て、肺がんや中
皮腫などの病気を引き起こすおそれがある。 
アダプトプログラム 

一定区間の公共の場所において、市民団体や企
業等が美化清掃などのボランティア活動を行い、
行政がこれを支援する制度。 
一酸化炭素（CO） 

炭素を含む燃料が不完全燃焼する際に発生し、
主な発生源は自動車である。 

一酸化炭素が体内に吸入されると、血液中のヘ
モグロビンと結合して酸素の補給を妨げ貧血を
起こしたり、中枢神経をまひさせたりする。 
一般廃棄物 

廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物のこと
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をいい、日常生活から排出される「ごみ」と「し
尿」に分類される。また、「ごみ」はオフィス等の
事業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家
庭の日常生活に伴って生じた「生活系ごみ」に分
類される。市町村は、区域内の一般廃棄物を適正
に処理する責務があるが、排出抑制や再資源化の
ための分別については、一人一人の取組が重要と
なる。 
上乗せ基準 

大気汚染防止法第 4 条第 1 項又は水質汚濁防止
法第 3 条第 3 項に基づき、都道府県が国の定める
一律の排出（水）基準にかえて適用するもので、
法律で定める排出（水）基準より厳しい基準を言
う。 
液状化－流動化現象 

地下水を含み砂でできている地層は大きな地
震時に地下水の水圧が高まり液体状になる（液状
化）ことがある。その揺れがさらに強く長く続く
と水圧はさらに高まり液状化した地層の一部が
流動し（流動化）、地下水とともに地表へ噴出する。
このような一連の現象を液状化―流動化と呼び、
埋立層や盛土層など人工の地層で起こりやすい。 
オゾン層 

地上から約 10～50 ㎞上空の成層圏に存在する
オゾン濃度が高い層のこと。太陽光に含まれる有
害紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物を保護
する役割がある。 
汚濁負荷量 

水域に排出される汚濁物質の量を言い、主とし
て BOD、COD、窒素、りん、SS の 1 日当たりの
t 数で表される。これは、家庭や工場など汚濁源か
ら排出される排水量とその汚濁物質の濃度の積
によって計算される。濃度規制だけでは環境基準
を達成できない水域において、汚濁負荷量を削減
するため総量規制を導入する場合がある。 
温室効果ガス 

地球を取り巻く大気が太陽から受ける熱を保
持し、一定の温度を保つ仕組みのことを温室効果
と言う。温室効果ガスは、大気中に拡散された温
室効果をもたらすガスのことである。地球温暖化
対策推進法では、二酸化炭素、メタン、一酸化二

窒素、ハイドロフルオロカーボン（HFCs）、パー
フルオロカーボン(PFCs)、六ふっ化硫黄、三ふっ
化窒素と定められている。 

［か行］ 
海洋再生可能エネルギー 

再生可能エネルギーのうち、洋上風力、波力、
潮力、海流、海洋温度差等、海域において利用可
能な再生可能エネルギーを言う。 
外来種 

人為により自然分布域の外から持ち込まれた
生物種を言う。海外由来だけでなく、自然分布域
の外の国内から持ち込まれたものも含む。 
化学的酸素要求量（COD） 

COD の項を参照。 
家庭用燃料電池（エネファーム） 

都市ガスを改質して水素を生成し、水素と大気
中の酸素との電気化学的反応により、消費するた
めの電気を生産するとともに、同時に発生する熱
も給湯等に利用することでエネルギー消費を効
率化する装置。 
カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる
こと。 
環境影響評価 

環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業
を実施する事業者が、その事業による環境への影
響について事前に調査・予測・評価してその結果
を公表し、住民などからの意見も聴いた上で、環
境の保全を行うための制度。 
環境基準 

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維
持されることが望ましい基準。大気汚染、水質汚
濁、土壌汚染及び騒音の４つについて環境基本法
に基づき環境基準が定められているほか、ダイオ
キシン類については、ダイオキシン類対策特別措
置法に基づき定められている。 
環境リスク 

人の活動によって加えられる環境への負荷が、
環境中の経路を通じ、人の健康や生態系に悪影響
を生じさせるおそれ（可能性）を言う。 
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観測井（かんそくせい） 
地下水位の変化をフロート等によって捉え、記

録する井戸を言う。 
気候変動に関する政府間パネル（IPCC） 

人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和
方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見
地から包括的な評価を行うことを目的として、
1988 年に世界気象機関（WMO）と国連環境計画
（UNEP）により設立された組織。 
揮発性有機化合物（VOC） 

大気中に排出され、又は飛散したときに気体で
ある有機化合物。代表的な物質としては、トルエ
ン、キシレン、酢酸エチルなどがある。主なもの
で約 200 種類あり、PM2.5 や光化学オキシダント
の原因物質のひとつである。 
九都県市 

九都県市首脳会議。埼玉県、千葉県、東京都及
び神奈川県の知事並びに横浜市、川崎市、千葉市、
さいたま市及び相模原市の市長で構成する組織
で、下部組織である環境問題対策委員会、廃棄物
問題検討委員会において、首都圏の自治体が共
同・協調して、広域的な対応が求められる環境問
題や廃棄物処理に関する方策等について検討し、
必要な取組を実施している。 
魚礁 

広義では、魚類が多く集まる場所のことを言
う。ここでは、魚を一か所に多く集めるために設
置する人工的な構造物のことを意味する。 
グリーンインフラ 

社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両
面において、自然環境が有する多様な機能（生物
の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温
上昇の抑制等）を活用し、社会における様々な課
題解決に活用しようとする考え方。 
グリーン・ブルーツーリズム 

緑豊かな農山漁村に出かけ、農家民宿などに滞
在し、その地域の農林水産業や文化、自然を体験
したり、地元の人々との交流をしながら楽しむ余
暇活動のこと。日帰りでできる農林漁業体験や農
林水産物直売所での地産地消の取組なども幅広
く含む。「グリーン・ツーリズム」という呼称が一

般的であるが、千葉県では、三方を囲む海という
恵まれた自然も積極的に活用し、農林と水産が一
体となって推進していくという意味を込め「グリ
ーン・ブルーツーリズム」と呼んでいる。 
光化学オキシダント 

大気中の窒素酸化物や揮発性有機化合物が太
陽の紫外線を受けて光化学反応を起こして発生
す る 二 次 汚 染 物 質 で 、 オ ゾ ン 、 PAN
（Peroxyacetyl-nitrate）等の強酸化性物質の総
称である。 

このオキシダントが原因で起こる光化学スモ
ッグは、日ざしの強い夏季に多く発生し、目を
チカチカさせたり、胸を苦しくさせたりするこ
とがある。 

また、イネ、サトイモ、ラッカセイ、ホウレン
ソウ、ネギ、インゲン、ミツバ等多くの農作物
の葉に白斑や褐色斑を生じさせることがある。 
降下ばいじん 

大気中の汚染物質のうち自己の重量により、又
は雨滴に含まれて地上に落下するばいじん、粉じ
ん等を言う。 
公共下水道 

市町村が事業を行う下水道で、主として市街地
の家庭や事業場から発生する汚水や雨水を集め、
汚水については終末処理場で処理するか、流域下
水道に接続して処理し、雨水については直接、公
共用水域に排除する。 
公共用水域 

河川､湖沼、港湾、沿岸海域など広く一般の利用
が可能な水域及びこれらに接続する排水路、用水
路等を言う。 
固定価格買取制度（FIT 制度） 

2012 年 7 月に施行された「電気事業者による
再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措
置法」に基づき、再生可能エネルギー源（太陽光、
風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電さ
れた電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い
取ることを国が約束する制度。 
こどもエコクラブ 

幼児（3 歳）から高校生までなら誰でも参加で
きる環境活動のクラブで、1995 年度から環境省が
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支援している事業。子ども 1 名以上と活動を支え
る大人（サポーター）で構成され、サポーターに
よる支援のもと、子どもたちの興味・関心に基づ
く自主的な環境活動が行われている。 

［さ行］ 
最終処分場 

一般廃棄物及び産業廃棄物を埋立処分するの
に必要な場所及び施設・設備の総体を言う。 

産業廃棄物最終処分場には、がれき類等を埋め
立てる安定型、汚泥等を埋め立てる管理型、有害
物質を埋立基準以上含む廃棄物を埋め立てる遮
断型がある。 
再生可能エネルギー 

「エネルギー供給事業者による非化石エネル
ギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な
利用の促進に関する法律」において、「エネルギー
源として永続的に利用することができると認め
られるもの」とされており、太陽光、風力、水力、
地熱、太陽熱、バイオマスなどをその範囲として
いる。 
再生土 

燃え殻、汚泥などの廃棄物を脱水、破砕等の処
理をして生成された土砂状物で、土地造成用の資
材として利用されるもの。 
里海 

昔から豊かな海の恵みを利用しながら生活し
てきている、里山と同様に人のくらしと強いつな
がりのある地域。 
里山 

人が日常生活を営んでいる場所とそれをとり
まく樹林地、草地、湿地、水辺地等が一体となっ
ている土地を言う。間伐、草刈り等、人が管理を
行うことによって維持されてきた環境が、近年、
生活様式の変化等の理由により失われつつある。 
里山条例 

「千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関
する条例」（2003 年 3 月 17 日制定）のこと。里
山活動団体と土地所有者等との間に締結された
活動協定を知事が認定することで、里山の保全、
整備及び活用に係る活動の促進を図る。 

産業廃棄物 
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、燃

え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラス
チック類など法律で定められた 20 種類の廃棄物
のこと。産業廃棄物の処理については、排出事業
者が自らの責任において適正に行う責務がある。 
三点比較式臭袋法 

悪臭を人の鼻（嗅覚）で測定するいわゆる官能
法の一種で、悪臭を含む空気が入っている袋 1 つ
と､無臭の空気が入っている袋 2 つの計 3 つの袋
の中から、試験者に悪臭の入っている袋を当てて
もらう方法である。6 人以上の試験者によって行
い、悪臭を次第にうすめながら、不明又は不正解
になるまでこれをくり返す。その結果を統計的に
処理して区別がつかなくなるまでの希釈倍数を
求め、臭気指数を算出する。 
指定管理鳥獣 

鳥獣保護管理法により、集中的かつ広域的に管
理を図る必要があるとして、環境大臣が定めた鳥
獣。指定管理鳥獣には四国の個体群を除くクマ類
（ヒグマ及びツキノワグマ）、ニホンジカ及びイ
ノシシが指定されている。 
指定廃棄物 

一定濃度（1kg 当たり 8,000Bq）を超える放射
性物質を含み、環境大臣が指定した廃棄物。 
市民緑地制度 

土地所有者や人工地盤・建築物などの所有者と
地方公共団体などが契約を締結し、緑地や緑化施
設を公開する制度。 
指標生物 

一定の環境条件を必要とする生物で、その生物
の存在・生息数を調査することにより、環境の質
を推定することができるものを言う。 
循環型社会 

廃棄物を限りなく少なくし、焼却や埋立処分に
よる環境への悪い影響を極力減らして、限りある
地球の資源を有効に繰り返し利用する社会のこ
と。 
浄化槽 

し尿及び生活雑排水（台所、風呂、洗濯の排水
等）を微生物の働き等により処理し、放流する設
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備又は施設を言う。 
し尿のみを処理する装置を単独処理浄化槽、し

尿及び生活雑排水を一緒に処理する装置を合併
処理浄化槽と言う。 

浄化槽法の改正により、2001 年 4 月以降は原
則として単独処理浄化槽の設置が禁止され、単独
処理浄化槽の使用者は、合併処理浄化槽への転換
等に努めることとされている。 
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

肥料、家畜のふん尿や生活排水に含まれるアン
モニアが酸化されたもので、地下水汚染や富栄養
化の原因となる。また、多量に人体に摂取された
場合、酸素欠乏症等の原因となることがある。 
人工地層 

人工的に埋め立てられた地層を言う。 
森林経営計画 

森林所有者または森林の経営の委託を受けた
者が、一体的なまとまりのある森林を対象に、森
林の施業や保護、路網整備等に関する 5 カ年の計
画をたて、市町村長等の認定を受けるもの。森林
所有者等が自らの意志に基づいて適切な森林施
業を行うことを期待するもので、計画に従って行
われる森林づくりに対してさまざまな支援策が
講じられている。 
森林組合 

森林組合法に基づいて組織される森林所有者
の協同組合。森林の保全や森林生産力の増進、森
林所有者の経済的・社会的地位の向上を図ること
を目的としている。 
生態系 

あるまとまった地域に生活する生物全体とそ
の地域を構成する環境を一体とみなした系を指
す。池、森、山、海域などの大きな単位だけでな
く、ひとつのまとまりとして捉えられる環境は生
態系として扱われる。生態系の中では生物同士、
また生物と環境が互いに影響し合いつつ継続的
な安定した関係を保っている。開発などによる自
然の改変は、その地域の生態系のバランスを崩し、
いくつかの生物を滅ぼすだけでなく連鎖して生
態系の内容を変えてしまうおそれがある。 

生物多様性 
生物は地球上のあらゆる場所に見られ、その

色・形・大きさ、行動、生活史など、極めて変化
に富んでおり、こうしたすべての生物の変異を
「生物多様性」と言う。生物の変異は、遺伝子、
種、生態系などそれぞれのレベルに現れる。生物
多様性は、その場所の環境や生物間のつながりの
もとで、生物進化の長い歴史の結果としてつくら
れてきたものである。 
総量規制 

濃度規制のみでは環境基準を達成できない地
域において、その地域にある工場等の排出源に排
出量等を割り当て、工場等を単位として規制する
こと。現在、「大気汚染防止法」（硫黄酸化物と窒
素酸化物）と「水質汚濁防止法」（COD、窒素及
びりん）に基づく総量規制がある。→「汚濁負荷
量」 

［た行］ 
ダイオキシン類 

廃棄物の焼却等の過程で非意図的に生成され
る物質であり、ダイオキシン類対策特別措置法で
は、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDD）、
ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）及びコプラナ
ーPCB を総称してダイオキシン類という。 

環境中で分解しにくく、生物の体内に蓄積する
と考えられており、発ガン性、催奇形性、免疫機
能の低下などの毒性を有すると言われている。 

毒性の評価に当たっては、最も毒性の強い
2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性
の強さを 1 とした毒性等価係数により換算した毒
性等量（TEQ）により評価している。 
大気環境配慮型 SS 認定制度 

ガソリンは揮発性が高いことから、自動車への
給油時に燃料蒸発ガス（ガソリンベーパー）が大
気中に放出される。ガソリンベーパーは、PM 2.5
や光化学オキシダントの原因物質の 1 つであり、
特有のにおいの元になっている。 

このため、ガソリンベーパーの回収機能を有す
る給油機を設置している給油所（SS：サービスス
テーション）について、国が「大気環境配慮型 SS
（愛称：e→AS（イーアス）」として認定し、公表
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する制度を設けている。 
棚田 

傾斜地に階段状に設けられた田。 
炭化水素（HC） 

メタン、エタン、プロパン、アセチレン、ベン
ゼン、トルエン等、炭素と水素で構成される化学
物質を炭化水素と言い、有機溶剤や塗料、プラス
チック製品等の原料として使用されている。 

主に塗料・印刷工場、化学工場やガソリンスタ
ンド等の貯蔵タンクから発生するほか、自動車等
の排出ガスにも含まれている。 

窒素酸化物とともに光化学オキシダントの原
因物質の一つである。 
地下水のかん養 

降水や地表水が地下に浸透して地下水流動系
に付加される作用。 
窒素酸化物（NOⅹ） 

石油、ガス等燃料の燃焼に伴って発生し、その
発生源は工場、自動車、家庭の厨房施設等、多種
多様である。燃焼の過程では一酸化窒素（NO）と
して排出されるが、これが徐々に大気中の酸素と
結び付いて二酸化窒素となる。 

窒素酸化物は人の呼吸器に影響を与えるだけ
でなく、光化学スモッグの原因物質の一つである。 
中間処理 

廃棄物の無害化や減量化・再資源化あるいは安
定化を図るため、焼却、脱水、破砕、溶融等を行
うことを言う。 
長期優良住宅 

住宅を長く良好な状態で使い続けるために決
められた基準を満たし、都道府県知事や市町村長
に認定された住宅のことを言う。 
鳥獣保護区 

鳥獣の保護を図るため狩猟が禁止されている
区域。「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律」に基づいて環境大臣又は都道府県
知事が指定する。 
低公害車 

従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、窒
素酸化物や粒子状物質等の大気汚染物質の排出
が少ない、又は全く排出しない自動車。 

電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、
ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自
動車などが含まれる。 
低周波音 

一般に周波数が 100Hz 以下の音のこと。その中
でも、人間の耳では特に聞こえにくい音（20Hz 以
下の音）を「超低周波音」と呼ぶ。 

低周波音の影響としては、不快感や圧迫感など
の心身的影響と窓や戸の揺れ・がたつきなどの物
的影響がある。 
底層溶存酸素量 

湖沼や海域の底付近の水が含む酸素の量を示
すもので、数値が小さくなるほど、水生生物の生
息・再生産に適さなくなる。2016 年に水質環境基
準項目として設定された。 
電気自動車 

バッテリー（蓄電池）に蓄えた電気でモーター
を回転させて走る自動車で、自動車からの排出ガ
スは一切なく、走行騒音も大幅に減少する。 
電動車 

動力源のすべてまたは一部に電気を使用して
走行する自動車。 

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイ
ブリッド自動車、ハイブリッド自動車が含まれる。 
天然ガスかん水 

天然ガスとヨウ素が溶存している塩分を含む
地下水で、太古の海水が地下深くに閉じ込められ
たもの。本県一帯の上総層群（300 万～40 万年く
らい前に海底で堆積した地層）中に存在している。 
特定外来生物 

「特定外来生物による生態系等に係る被害の
防止に関する法律」に基づき、生態系、人の身体・
生命、農林水産業等に被害を及ぼし、又はおそれ
があるものとして政令で指定され、輸入、販売、
飼育、栽培、運搬等が禁止されている生物。 
特定フロン 

フロン類のうち、オゾン層を破壊する効果のあ
るクロロフルオロカーボン（CFC）、ハイドロクロ
ロフルオロカーボン（HCFC）のこと。日本では、
オゾン層保護法に基づき、2020 年までに製造が禁
止された。 
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また、特定フロンの代替として利用された「代
替フロン」であるハイドロフルオロカーボン
（HFC）についても、オゾン層は破壊しないもの
の高い温室効果が問題で製造が規制されている。 
特別管理産業廃棄物 

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その
他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有するものとして法で定め
たものを言う。 

なお、同様の性状を有する一般廃棄物として、
特別管理一般廃棄物がある。 
特別緑地保全地区 

都市内に残された緑地を県知事又は市町村長
が計画決定することにより、一定規模以上の建築
行為、木竹の伐採などの行為について許可制とし、
現状凍結的な厳しい規制を行い保全する地区。こ
の代償措置として損失補償、土地の買取り及び固
定資産税の減免措置等がとられている。 

［な行］ 
二酸化硫黄（SO2） 

石油などの硫黄分を含んだ燃料が燃焼して生
じる汚染物質である。一般的に燃焼過程で発生す
るのは大部分が二酸化硫黄（SO2：亜硫酸ガス）で
あり、無水硫酸（SO3）が若干混じる。環境基準は、
二酸化硫黄（SO2）について定められている。 

硫黄酸化物は、人の呼吸器に影響を与えたり、
植物を枯らしたりする。 
二次汚濁 

閉鎖性水域において、河川等の公共用水域から
流入する汚濁（一次汚濁）のほか、窒素やりんなど
が栄養源となり、光合成によりプランクトンが増
殖し、新たに二次的な汚れを発生させることを言
う。 
ネイチャーポジティブ 

「生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せる」
ことを意味しており、日本語で「自然再興」と訳
される。現在は生物の急速な絶滅など生物多様性
にとってマイナスの状態にあるため、自然環境保
全の取組だけでなく、経済や社会なども含めて改
善を促すことでプラスの状態にしていくという
のが趣旨である。 

燃料電池自動車（FCV） 
燃料電池によって発生した電気によりモータ

ーを動かして走行する自動車。燃料電池は、水素
と空気中の酸素を化学反応させ電気を作る装置
で、原理的に排出されるのは水だけで、温室効果
ガスや大気汚染物質が排出されないため、「究極
のエコカー」とも言われている。 
農業集落排水 

農村生活環境の改善や、農業用用排水、公共 
水域の水質保全などを目的として、各家庭の汚水
を浄化処理し、処理水や汚泥を還元する仕組。 
農業振興地域 

おおむね 10 年にわたり総合的に農業振興を図
るべき地域として、「農業振興地域の整備に関す
る法律（昭和 44 年法律第 58 号）」に基づき指定
された地域のことで、農用地として指定された土
地については、農地転用の制限や開発行為の制限
等の措置がとられる。 
農村の多面的機能 

農業・農村の有する、自然環境の保全、災害の
発生防止、良好な景観の形成、文化の伝承等、農
産物の供給以外の様々な機能。 

［は行］ 
パリ協定 

フランスのパリで開催された COP21(第 21 回
気候変動枠組条約締約国会議)において、2015 年
12 月に採択された協定のことで、2020 年以降の
温室効果ガス排出削減の枠組みを定めたもの。地
球の平均気温の上昇を産業革命前と比べて 2℃よ
り十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追
求することを目標としている。 
微小粒子状物質（PM2.5） 

浮遊粒子状物質（SPM）のうち、粒径 2.5 マイ
クロメートル以下の小さなもの。一般に PM 2.5
と呼ばれる。微小粒子状物質は、粒径が小さいこ
とから、肺の奥深くまで入りやすく、様々な健康
影響の可能性が懸念されているため、国は、2009
年 9 月 9 日に「微小粒子状物質による大気の汚染
に係る環境基準」を設定した。環境基準は、「1 年
平均値が 15μg/㎥以下であり､かつ､1 日平均値が
35μg/㎥以下であること」とされ、達成期間は、
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「早期達成に努めるものとする」とされている。 
ヒートアイランド現象 

都市の中心部の気温が郊外に比べて高くなる
現象。都市域における、人工物の増加、地表面の
コンクリートやアスファルトによる被覆の増加、
それに伴う自然的な土地の被覆の減少、さらに冷
暖房などの人工排熱の増加が主な要因とされて
いる。 
貧酸素水塊 

溶け込んでいる酸素が極めて少なく、生物の生
息に適さない水の塊を言う。閉鎖的な水域で、底
層に沈んだ多量の有機物を細菌が分解するとき
に、水中の酸素が消費されて発生する。 
富栄養化 

閉鎖性水域において、河川などから窒素、りん
などの栄養塩類が運び込まれて豊富に存在する
ようになり、生物生産が盛んになることを言う。 

微生物が急激に増殖する一方、それを餌とする
魚類等の生物の増殖が追いつかないため、アオコ、
赤潮等の問題が発生する。 
豚熱 

豚熱ウイルスの感染による豚やイノシシなど
の病気。強い伝染力と高い致死率が特徴で、家畜
伝染病予防法において家畜伝染病に指定されて
いる。豚熱ウイルスは、人への感染はない。 
浮遊粒子状物質（SPM） 

Suspended Particulate Matters の略。大気中に
気体のように長期間浮遊しているばいじん、粉じ
ん等の微粒子のうち粒径が 10 マイクロメートル
（1cm の 1000 分の 1）以下のもので、大気中に
長時間滞留し、肺や気管などに沈着して呼吸器に
影響を及ぼす危険がある。 
プラグインハイブリッド自動車 

エンジンにモーター等の動力源を組み合わせ
たハイブリッド自動車に、家庭用電源などから直
接バッテリーに充電できる機能を備えた自動車。 
ブルーカーボン 

藻場などにより吸収・固定された二酸化炭素由
来の炭素のこと。アマモ場に堆積したブルーカー
ボンは数千年後も堆積物として残存することが
知られている。 

ブルーツーリズム 
沿海部の漁村に滞在し、魅力的で充実した海辺

での生活体験を通じて、心と体をリフレッシュさ
せる余暇活動の総称。 
フロン類 

フッ素と炭素などの化合物で、クロロフルオロ
カーボン（CFC）、ハイドロクロロフルオロカーボ
ン（HCFC）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）
といった化学物質の総称。CFC、HCFC はオゾン
層破壊効果を持ち、HFC は、オゾン層を破壊しな
いが、高い温室効果を持つ。 
閉鎖性水域 

地形により水の出入りが悪い内湾、内海、湖沼
等の水域を言う。 
ベンゼン 

芳香族炭化水素のひとつでベンゾールとも言
う。 

水に溶けにくく、有機溶剤に溶けやすい。常温
常圧では無色の液体で特有の芳香があり、揮発性、
引火性が高い。合成ゴムや染料等の原料、ガソリ
ンのアンチノック剤、溶媒等として広範に使用さ
れている。人体に対する影響は、急性毒性として
麻酔作用が、慢性毒性として骨髄造血機能の障害
がある。さらに、骨髄性白血病を起こし、発がん
性があるとされる。我が国では、「労働安全衛生法
施行令」により特定化学物質等として規制されて
いる。 
ポリ塩化ビフェニル（PCB） 

PCB（polychlorinated biphenyls）。水に溶けな
い、化学的に安定、絶縁性に優れる、沸点が高い
等の性質を持つ工業的に合成された物質。 

主に電気製品のコンデンサー、変圧器、熱媒油・
潤滑油、感圧複写紙に利用されていた。 

健康及び環境への有害性が確認され、1972 年に
製造が禁止されたが、分解されにくいため、広範
に環境中に残留していることが確認されている。 

［ま行］ 
マイクロプラスチック 

大きさが 5mm 以下の微小なプラスチックごみ
のことを指す。 
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マテバシイ 
ブナ科の常緑広葉樹で、マテバシイ林は県南部

沿岸地域を中心に広く分布し、独特の景観を形成
している。このマテバシイ林は戦後、薪炭用に造
林されたもので、面積は約 1,200ha、蓄積は   
約 16 万㎥と推定されている。 
緑の基本計画 

都市緑地法の定めにより、市町村が、緑の保全
や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策
などを定める基本計画。 
メタノール自動車 

メタノール（メチルアルコール）を燃料にして
走る自動車。メタノールは天然ガスや石炭などか
ら製造出来るため安定的に確保できる燃料であ
り、従来のディーゼル車に比べると窒素酸化物、
粒子状物質などの排出量が少ない。 
面的評価 

「騒音規制法」に基づく自動車騒音の常時監視
において、自動車騒音の状況を把握する方法。自
動車騒音が支配的な地域を「道路に面する地域」
としていることから、「道路に面する地域の環境
基準」の達成状況を評価する。 

道路構造条件、沿道条件、沿道騒音レベルの実
測（または自動車の交通量及び速度の実測）など
をもとに、道路端から 50ｍの範囲について建物で
の騒音レベルを推計し、評価区間内の住居数に対
し、環境基準を達成している住居の数で環境基準
達成率を評価する。 
木育 

子どもから大人までを対象に、木材や木製品と
の触れ合いを通じて、木材への親しみや木の文化
への理解を深め、木の良さや利用の意義を学んで
もらう教育活動のこと。 

［や行］ 
谷津田 

谷地にある田。 
ヤード 

一般的には、広く、物品や資材の保管・積替え
等に用いられる場所をいう。外周をフェンスや鋼
板製の塀などで囲われていることもある。 

保管等する物品によって、建設資材を保管する

「建設資材ヤード」、エンジン等の自動車部品や
使用済自動車を保管する「自動車ヤード」、再生資
源としての使用済みの金属・プラスチック等を保
管する「金属スクラップヤード等」などと呼ばれ
る。 
有害使用済機器 

有価物であるが、その保管や処理に当たって適
切な管理がなされないと生活環境への支障を生
じさせるおそれのある物として、廃棄物処理法で、
その保管基準等を規定している使用済の機器。 

具体的には、特定家庭用機器再商品化法（家電
リサイクル法）に指定された 4 品目［テレビ、エ
アコン、冷蔵庫、洗濯機］と、使用済小型電子機
器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リ
サイクル法）に指定されている 28 品目［ドライ
ヤー、扇風機、携帯電話など］の、合わせて 32 品
目の機器のうち、収集された機器であって、廃棄
物ではなく、かつリユース（再使用）されないも
のを指す。 
要監視項目 

要監視項目とは、平成５年１月の中央公害対策
審議会答申（水質汚濁に係る人の健康の保護に関
する環境基準の項目追加等について）を受け、「人
の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用
水域等における検出状況等からみて、直ちに環境
基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき
もの」として、平成５年３月に設定したもの。 

その後、平成 11 年２月、平成 16 年３月、平成
21 年 11 月及び令和２年５月に改正が行われ、現
在公共用水域では 27 項目、地下水では 25 項目が
設定されている。 

［ら行］ 
ラムサール条約 

「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿
地に関する条約」。国境を越えて移動する水鳥の
生息地としての観点を中心として国際的に重要
な湿地の保全を図るため、湿地の登録制度を設け、
登録湿地の保全と賢明な利用のための国際協力
を推進することを目的としている。1975 年に条約
が発効し、我が国は 1980 年に 24 番目の締約国と
なった。2024 年 2 月現在、締約国 172 か国、登
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録湿地 2,511 か所（総面積 25,719 万 ha）で、我
が国の登録湿地は 53 か所（155,174ha）である。 
リスクコミュニケーション 

経済活動など人の活動によって環境中に排出さ
れる化学物質による、環境リスクについて、事業
者・住民・行政が情報の共有化を図るとともに、社
会全体で、化学物質による環境リスクを低減して
いく取組が「リスクコミュニケーション」と言われ
ている。 
流域下水道 

2 以上の市町村からの汚水を受け、処理するた
めの下水道で、原則として都道府県が事業を行う。
本県では印旛沼流域、手賀沼流域、江戸川左岸流
域の 3 事業を実施している。 
流域治水 

気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化
等を踏まえ、河川管理者が主体となって行う治水
対策に加え、集水域のみならず、氾濫域も含めて
一つの流域と捉え、その河川流域全体のあらゆる
関係者が協働し、水害を軽減させる治水対策のこ
と。 
レッドデータブック及びレッドリスト 

絶滅のおそれのある野生動植物の種をリスト
アップしその現状をまとめた報告書。名称は、
IUCN（国際自然保護連合）が初めて発行したもの
の表紙に赤い紙が使われていたことによる。我が
国における最初の作成は、動物については1991年
に環境庁から、植物については 1989 年に（財）
日本自然保護協会・世界自然保護基金日本委員会
から、それぞれ作成された。 

［わ行］ 
ワンウェイプラスチック 

使い捨てのプラスチックのこと。 
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